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函 館 市 民 憲 章 

 

 わたくしたちは，北海道の文化発祥の地，函館に住む市民です。 

 山と海にかこまれた美しい自然を誇り，すぐれた市民性をはぐくんできた函館

を，いっそう住みよい都市に発展させるため，わたくしたち市民とまちの理想像を

かかげ，ここに市民憲章を定めます。 

   

１ 真心あふれる函館市民，あたたかいまち 

  １ 健康で働く函館市民，にぎわうまち 

  １ 文化を誇る函館市民，はぐくむまち 

  １ 自然を生かす函館市民，きれいなまち 

  １ 郷土を愛する函館市民，のびゆくまち 

 

（昭和５２年５月３日制定） 

 

 

いきいき長寿都市宣言 
 

 憲法にうたわれている基本的人権が尊重され，いつまでも生きがいを持ち，健や

かに暮らせる社会を築くことは，わたくしたち函館市民みんなの願いです。 

 美しい自然に恵まれ，何よりも福祉を大切にするこのまちに，共に力を合わせ

て，心から長寿を喜び合えるまち函館を実現することをめざし，ここに「いきいき

長寿都市」を宣言します。 

 

  １ 長い間社会の発展に尽くしてきた高齢者が，敬愛され，尊重されるまちを

めざします。 

  １ 豊かな知識と経験をもった高齢者が，社会の一員として自らいきいきと活

動できるまちをめざします。 

  １ 家庭の安らぎと地域の温かさに包まれて暮らせるやさしいまちをめざしま

す。 

  １ 生活をより豊かにする保健，医療，福祉などが充実され，いつまでも健康

で安心して暮らせるまちをめざします。 

  １ だれもがひとしく憩い，集い合う安全で快適に暮らせるまちをめざしま

す。 

 

（平成６年１２月１０日制定） 
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函館市のあらまし 

函館市は，北海道の南端部に位置し，恵まれた自然，集積した都市機能，歴史と伝統に培われた

文化など数多くの優れた特性を背景に，北海道と本州を結ぶ交通の結節点として，また，南北海道の中

核都市として成長してきました。 

平成 16年 12月の近隣４町村との合併を契機に，平成 17年 10月に政令指定都市に準じた事務権限を

持つ「中核市」へと移行し，また，平成 28年 3月には北海道新幹線が開業し，まちに活気と賑わいが生

まれており，中心市街地の活性化や地域特性を生かしたまちづくりを進めているところです。 

福祉分野においては，誰もが安心して暮らせる豊かな地域社会を築くことを目的に平成 14 年 7 月に

「福祉のまちづくり条例」を施行し，市民や事業者が一体となった地域福祉推進の取り組みを進めてお

り，平成 24年 4月には，市立障がい児・者施設である青柳学園，あおば学園，ともえ学園について，各

事業間の連携による効果的なサービス提供を行うため統合整備し，療育機能の充実を図ることを目的と

して新たにはこだて療育・自立支援センターを開設しました。 

また，平成 31 年 3 月には，誰もが役割を持ち活躍できる「地域共生社会」の実現に向けた取組

を進めていくため，「第 4次函館市地域福祉計画(2019～2028年度)」を策定しました。 

さらに，令和 3 年 3 月には，高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるよう，日常

生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」を深化・推進するため「第９次函館市高齢者

保健福祉計画および第８期函館市介護保険事業計画（令和 3～5年度）」を策定したほか，障害のある人

が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう，障がい福祉サービスや地域生活支援事業等を

提供する体制を確保するため「第７期函館市障がい福祉計画（令和 6～8 年度）」を策定しています。 

国の構造改革や本格的な地方分権の推進など，地方自治を取り巻く環境は大きく変化しているなか，

今後も地域特性を生かしながら，豊かな市民生活を実現し，魅力にあふれ個性豊かなまちづくりを進め

ていくため，「人が輝き まちが輝く 交流都市 はこだて」を将来像に，様々な交流を通じて，文化や

産業をはぐくみ，新たな価値を生み出す地域社会の創造をめざしていきます。 

 

１ 位置と面積 

 

経度（東経） 緯度（北緯） 東西 南北

677.87㎢ 140度44分 41度46分 41.1㎞ 32.8㎞

面積
位置（市役所を中心とする） 広ぼう

 

２ 函館市の人口，世帯数の推移 

 

（各年度４月末現在）

R4 R5 R6

246,395人 242,464人 238,435人

男 112,016人 110,367人 108,536人

女 134,379人 132,097人 129,899人

140,637世帯 139,798世帯 138,824世帯

年度

人口

世帯数
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単位：人

【主査】 【担当】
【会計年度
任用職員・
嘱託職員】

庶務係 1 7 1

社会援護担当 1 1

苦情処理担当 1 ② 2

地域福祉担当 2 3

福祉推進担当 1 1

社会福祉法人・施設担当 2 1

1

①

高齢者担当 3 6 1

支援体制担当 1 2

医療・介護連携担当 1 1

福祉拠点担当 2 1

企画・管理担当 1 2

介護サービス担当 1 7 1

6

①

7

①

介護予防担当 2 3 1

家族介護支援・認知症担当 1 2 2

13

①

公費医療等担当 2 4 1

社会参加・事業担当 2 3 1

給付管理担当 1 4 1

障がい者ｽﾎﾟｰﾂ大会担当 1 1 3

管理担当 1 4 3

健康管理支援担当 1 2 3

不正受給対策担当 1 2

5

⑤

7

①

第３担当 1 6

第４担当 1 7 2

第５担当 1 7

5

①

11

2

3

3

1

第２担当 1

生活支援課
（課長：１）

第６担当 1

函
館
市
福
祉
事
務
所

【
所
長
１

】

相談支援窓口 2 7

障がい保健福祉課
（課長：１）

生活支援総務課
（課長：１）

第１担当 1

健康増進課
（課長：１）

健康増進担当 5

高齢福祉課
（課長：１）

10

相談支援・精神保健担当 3

臨時特別給付金担当 2 3

介護保険料担当 51

管理課
（課長：１）

保
健
福
祉
部

【
部
長
１

】

保
健
福
祉
部

（
次
長
１

）

地域福祉課
（課長：１）

地域包括ケア推進課
（課長：１）

臨時特別給付金担当
（担当課長：１）

介護認定担当 1 16
介護保険課
（課長：１）

指導監査課
（課長：１）

障がい等担当 1

機構表 
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単位：人

【主査】 【担当】

【会計年度

任用職員・

嘱託職員】

福祉担当 1 4 1

生活支援第１担当 2 9 1

生活支援第２担当 1 8 1

生活支援第３担当 1 7 1

福祉担当 1 5 4

介護・高齢・
障がい相談窓口

2 6 3

生活支援第１担当 1 7 1

生活支援第２担当 1 7 2

生活支援第３担当 1 8 1

生活支援第４担当 1 7 2

(2)

(①)

(4)

(①)

つつじ保育園 (1) (5) (7)

(1)

(①)

20

③

企画担当 1 1 3

医務担当 1 2

薬事担当 1 3

3

①

5

①

微生物担当 1 2

理化学担当 1 2 1

(3)

(1)

亀田福祉課
（課長：１）

戸井福祉課
（課長：１）

主査 (1)

恵山福祉課
（課長：１）

主査 (2)

(1)

はこだて療育
・自立支援センター

（課長：１）
主査 7 46

南茅部福祉課
（課長：１）

主査 (2)

3

衛生試験所
（課長：

生活衛生課長兼務）

2 1

3

生活衛生課
（課長：１）

環境衛生担当

食品衛生担当

23感染症・難病担当
保健予防課
（課長：１）

13

3 3

湯川福祉課
（課長：１）

食肉検査所
（課長：１）

主査 2

地域保健課
（課長：１）

保
健
所
【

所

長

１

】

保
健
所
（

次

長

１

）

椴法華福祉課
（課長：１）

主査 (2)
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保健福祉部の職員数

保 健 福 祉 部長
保 健 所 長

保健福 祉部 次長
福 祉 事 務 所 長
保 健 所 次 長

課 長 主　　査 担　　当 計 再任用
会計年度
任用職員・
嘱託職員

2 3 18 84 255 362 18 139

※ 令和７年７月１日現在（兼務職員数を除く）

（単位 ： 人）

単位：人

【主査】 【担当】

【会計年度

任用職員・

嘱託職員】

医療助成担当 (1) (3) (1)

母子児童担当 (2) (6) (6)

※ 　は福祉事務所に属するもの

※ ○内数字は再任用職員数

※ （　）内数字は兼務職員数

(3) (6) (5)

子どもサービス課
（課長：１）

子育て支援課
（課長：１）

子ども見守り・相談課
（課長：１）

要保護児童等支援担当

認定・入退所担当 (1) (3) (6)
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事務分掌 

保健福祉部 

 

管理課 

(１) 戦傷病者，戦没者遺族等の援護に関すること。 

(２) 旧軍人等の恩給に関すること。 

(３) 引揚者，未帰還者，留守家族等の援護に関すること。 

(４) 行旅病人および行旅死亡人に関すること。 

(５) り災救助に関すること。 

(６) 援護寄託品に関すること。 

(７) 日本赤十字社に関すること。 

(８) 社会福祉思想の啓発に関すること。 

(９) 斎場に関すること。 

(10) 福祉サービスの適用に係る苦情の処理に関すること。 

(11) 福祉サービス苦情処理委員に関すること。 

(12) 社会福祉施設整備事業に関すること。 

庶務係   

(１) 部内の庶務および経理に関すること。  

 

地域福祉課 

(１) 民生委員および児童委員に関すること。 

(２) 民生委員推薦会に関すること。 

(３) 社会福祉協議会に関すること。 

(４) 総合福祉センターに関すること。 

(５) 総合福祉センター運営委員会に関すること。 

(６) 社会福祉審議会に関すること。 

(７) 地域福祉および福祉のまちづくりの推進に関すること。 

(８) 福祉のまちづくり推進委員会に関すること。 

(９) 介護人材確保に関すること。  

(10) 老人福祉センターに関すること。  

 

指導監査課 

(１) 社会福祉法人，社会福祉施設および社会福祉連携推進法人の指導および監査に関すること。 

(２) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。 

(３) 社会福祉事業（他の主管に属するものを除く。）の許可等に関すること。 

(４) 社会福祉連携推進法人の認定等に関すること。 

(５) 介護保険法に基づく事業者等の指定等ならびに運営の指導および監査に関すること。 

(６) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業者等の指定

等ならびに運営の指導および監査に関すること。 



6 

 

(７) 有料老人ホームの届出等ならびに運営の指導および監査に関すること。 

(８) 児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者の指定等ならびに運営の指導および 

監査に関すること。 

(９) 養介護施設従事者等による高齢者の虐待の防止に関すること。 

(10) 社会福祉施設等の整備の助成（他の主管に属するものを除く。）に関すること。 

 

地域包括ケア推進課 

(１) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。 

 (２) 地域包括支援センターの運営に関すること。 

(３) 生活支援体制整備事業に関すること。 

(４) 医療・介護連携の推進に関すること。 

(５) 福祉コミュニティエリアに関すること。 

（６） 福祉拠点に関すること。 

（７） 生活困窮者に対する自立の支援に関すること。 

 

介護保険課 

(１) 高齢者保健福祉計画および介護保険事業計画に関すること。 

 (２) 介護保険料の収納管理および過誤納金の還付等に関すること。 

(３) 介護保険事業に係る報告等に関すること。 

(４) 介護給付等費用適正化事業に関すること。 

(５) 保険給付等に関すること。 

(６) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。 

(７) 損害賠償請求および返納金に関すること。 

(８) 要介護認定および要支援認定に関すること。 

(９) 介護認定審査会に関すること。 

(10) 被保険者の資格の取得および喪失に関すること。 

(11) 介護保険料の賦課および収納に関すること。 

(12) 滞納処分に関すること。 

 

高齢福祉課 

(１) 高齢者福祉および介護の総合相談に関すること。 

(２) 認知症施策の推進に関すること。 

(３) 一般介護予防事業に関すること。 

(４) 高齢者の虐待の防止に関すること。 

(５) 施設措置費負担金，使用料等の収納に関すること。 

(６) 高齢者に対する公共交通機関の乗車料金の助成に関すること。  

(７) 高齢者の在宅福祉サービスに関すること。 
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健康増進課 

(１) 健康づくりに関すること。 

(２) 健康づくりの計画に関すること。 

(３) 健康づくり事業の企画および調整に関すること。 

(４) 食育の推進に関すること。 

(５) 栄養の指導および調査に関すること。 

(６) 歯科保健（乳幼児歯科健診に係るものを除く。）に関すること。 

(７) 健康増進法に基づく健康増進事業（肝炎ウイルス検診に係るものを除く。）に関すること。 

(８) 食品表示法に関すること（国民の健康の保護を図るために必要な食品に関する表示の事項

および食品等の収去に係るものを除く。）。 

(９) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定保健指導に関すること。 

(10) がんの予防および早期発見の推進に関すること。 

(11) 石綿による健康被害の救済に関すること。 

 

障がい保健福祉課 

(１) 障がい者基本計画および障害福祉計画に関すること。 

(２) 身体障害者手帳の交付申請に係る医師の指定等に関すること。 

(３) 指定自立支援医療機関に関すること。 

(４) 障害者等に対する公共交通機関の乗車料金の助成に関すること。  

(５) 重度身体障害者等タクシー基本料金乗車券の交付に関すること。 

(６) 精神保健および精神障害者福祉に関すること。 

(７) 重度心身障害者医療費助成に関すること。 

(８) 自殺予防対策連絡会議に関すること。 

(９) 自殺予防普及啓発事業等に関すること。 

(10) 障害者の虐待の防止に関すること。 

 

生活支援総務課 

(１) 生活保護に係る医療機関等の指定等に関すること。 

(２) 生活保護に係る医療機関等の運営指導に関すること。 

(３) 生活保護に係る返還金および徴収金の収納に関すること。  

(４) 生活保護に係る損害賠償請求に関すること。 

 

生活支援課 

(１) 浮浪者の送還に関すること。 

 

湯川福祉課 

(１) 戦傷病者，戦没者遺族等の援護に関すること。 

(２) 旧軍人等の恩給に関すること。 

(３) 引揚者，未帰還者，留守家族等の援護に関すること。 

(４) 介護保険に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 
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 （５） 高齢者および障害者等に対する公共交通機関の乗車料金の助成に係る届けおよび 

申請の受付に関すること。 

(６) 重度身体障害者等タクシー基本料金乗車券の交付に関すること。 

(７) 遺児手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

 

亀田福祉課 

(１) 戦傷病者，戦没者遺族等の援護に関すること。 

(２) 旧軍人等の恩給に関すること。 

(３) 引揚者，未帰還者，留守家族等の援護に関すること。 

(４) 日本赤十字社に関すること。 

(５) 介護保険に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

 (６) 高齢者の虐待の防止に関すること。 

(７) 高齢者および障害者等に対する公共交通機関の乗車料金の助成に係る届けおよび 

申請の受付に関すること。 

 (８) 高齢者の在宅福祉サービスに関すること。 

 (９) 重度身体障害者等タクシー基本料金乗車券の交付に関すること。 

(10) 精神保健および精神障害者福祉に関すること。 

(11) 遺児手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

(12) 障害者の虐待の防止に関すること。 

 

福祉事務所 

 

高齢福祉課 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 高齢者の福祉に係る措置に関すること。 

 

障がい保健福祉課 

(１) 障害者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 身体障害者手帳の交付に関すること。 

(３) 介護給付費等の支給に関する審査会に関すること。 

(４) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に関すること。 

(５) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に関すること。 

(６) 精神障害者および精神に障害のある児童の福祉に関すること。 

(７) 特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当および福祉手当に関すること。 

 

生活支援総務課 

(１) 生活保護要保護者の保護に関すること。 

（２） 就労自立給付金および進学・就職準備給付金に関すること。 

（３） 生活保護金品の交付および就労自立給付金および進学・就職準備給付金の支給に関するこ 

と。 
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(４) 生活保護の医療券に関すること。 

(５) 被保護者就労支援事業および被保護者健康管理支援事業に関すること。 

(６) 社会福祉統計に関すること。 

(７) 社会福祉の現業に関すること。 

 

生活支援課 

(１) 生活保護要保護者の保護に関すること。 

（２） 就労自立給付金および進学・就職準備給付金に関すること。 

(３) 被保護者就労支援事業および被保護者健康管理支援事業に関すること。  

(４) 社会福祉の現業に関すること。 

 

湯川福祉課 

湯川支所および銭亀沢支所の所管区域内の次に掲げる事項ならびに戸井支所，恵山支所，椴法華

支所および南茅部支所の所管区域内の第６号，第７号，第９号，第１０号および第１１号に掲げる

事項 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相

談に関すること。  

(３) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに 

  相談に関すること。 

(４) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に

関すること。 

(５) 児童扶養手当，特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福祉手当，児童手

当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

(６) 生活保護要保護者の保護に関すること。 

（７） 就労自立給付金および進学・就職準備給付金に関すること。 

(８) 生活保護金品の交付ならびに就労自立給付金および進学・就職準備給付金の支給に関する

こと。 

(９) 生活保護の医療券に関すること。 

(10) 被保護者就労支援事業および被保険者健康管理支援事業に関すること。 

(11) 社会福祉の現業に関すること。 

 

亀田福祉課 

亀田支所の所管区域内の次に掲げる事項 

(１) 高齢者および障害者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 高齢者の福祉に係る措置に関すること。 

(３) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に関すること。 

(４) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に関すること。 

(５) 精神障害者および精神に障害のある児童の福祉に関すること。 

(６) 特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当および福祉手当に関すること。 
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(７) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に

関すること。 

(８) 児童扶養手当，児童手当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関

すること。 

(９) 生活保護要保護者の保護に関すること。 

（10） 就労自立給付金および進学・就職準備給付金に関すること。 

(11) 生活保護金品の交付および就労自立給付金および進学・就職準備給付金の支給に関するこ

と。 

(12) 生活保護の医療券に関すること。 

(13) 被保護者就労支援事業および被保護者健康管理支援事業に関すること。 

(14) 社会福祉の現業に関すること。 

 

戸井福祉課 

戸井支所の所管区域内の次に掲げる事項 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相

談に関すること。 

(３) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談

に関すること。 

(４) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に

関すること。 

(５) 児童扶養手当，特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福祉手当，児童手

当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

(６) 生活保護要保護者の相談に関すること。 

(７) 生活保護金品の交付および就労自立給付金および進学・就職準備給付金の支給に関するこ

と。 

 

恵山福祉課 

恵山支所の所管区域内の次に掲げる事項 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相

談に関すること。 

(３) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談

に関すること。 

(４) 市立保育所等の入所，退所等に関すること。 

(５) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に

関すること。 

(６) 児童扶養手当，特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福祉手当，児童手

当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

(７) 生活保護要保護者の相談に関すること。 
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(８) 生活保護金品の交付および就労自立給付金および進学・就職準備給付金の支給に関するこ

と。 

 

椴法華福祉課 

椴法華支所の所管区域内の次に掲げる事項 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相

談に関すること。 

(３) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談

に関すること。 

(４) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に

関すること。 

(５) 児童扶養手当，特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福祉手当，児童手

当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

(６) 生活保護要保護者の相談に関すること。 

(７) 生活保護金品の交付および就労自立給付金および進学・就職準備給付金の支給に関するこ

と。 

 

南茅部福祉課 

南茅部支所の所管区域内の次に掲げる事項 

(１) 高齢者の保健・福祉サービスに係る相談に関すること。 

(２) 身体障害者および身体に障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相

談に関すること。 

(３) 知的障害者および知的障害のある児童の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談

に関すること。 

(４) 認可保育所等の入所，退所等に関すること。 

(５) 児童，母子家庭，父子家庭および寡婦の福祉に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に

関すること。 

(６) 児童扶養手当，特別児童扶養手当，特別障害者手当，障害児福祉手当，福祉手当，児童手

当および子ども手当に係る届けおよび申請の受付ならびに相談に関すること。 

(７) 生活保護要保護者の相談に関すること。 

(８) 生活保護金品の交付および就労自立給付金および進学・就職準備給付金の支給に関するこ

と。 
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当初予算 

一般会計 （単位 : 千円）

国庫支出金 道支出金 地方債 その他

33,631,625 20,182,696 2,917,029 290,300 682,911 9,558,689 33,079,680 551,945

13,989,703 5,591,550 2,910,184 290,300 569,737 4,627,932 13,706,870 282,833

社会福祉総務費 1,156,581 122,320 1,483 249,600 9,282 773,896 1,560,932 △ 404,351

障害者福祉費 11,104,230 5,464,261 2,731,063 13,288 2,895,618 10,477,344 626,886

重度心身障害者医療助成費 546,059 177,638 92,970 275,451 549,995 △ 3,936

療育・自立支援センター費 173,795 33,400 263,332 △ 122,937 116,269 57,526

老人福祉費 1,009,038 4,969 7,300 190,865 805,904 1,002,330 6,708

生活保護費 19,614,625 14,591,146 0 0 106,674 4,916,805 19,343,196 271,429

生活保護総務費 117,088 77,812 39,276 117,781 △ 693

扶助費 19,497,537 14,513,334 106,674 4,877,529 19,225,415 272,122

災害救助費 3,750 0 2,812 0 0 938 3,750 0

災害救助費 3,750 2,812 938 3,750 0

社会福祉施設整備資金費 6,500 0 0 0 6,500 0 6,500 0

社会福祉施設整備費 6,500 6,500 0 6,500 0

介護保険費 17,047 0 4,033 0 0 13,014 19,364 △ 2,317

介護保険事業費 17,047 4,033 13,014 19,364 △ 2,317

衛生費 1,629,861 42,983 48,907 130,500 146,227 1,261,244 1,330,729 299,132

保健衛生費 1,629,861 42,983 48,907 130,500 146,227 1,261,244 1,330,729 299,132

保健衛生総務費 402,920 6,816 37,761 130,500 11,100 216,743 282,348 120,572

健康増進費 247,172 10,492 10,396 24,453 201,831 232,728 14,444

感染症等予防費 716,892 25,068 78 691,746 480,084 236,808

環境衛生費 67,680 607 672 43,965 22,436 171,049 △ 103,369

火葬場費 195,197 66,709 128,488 164,520 30,677

教育費 9,810 9,810 9,404 406

教育総務費 9,810 9,810 9,404 406

私立学校振興費 9,810 9,810 9,404 406

35,271,296 20,225,679 2,965,936 420,800 829,138 10,829,743 34,419,813 851,483

比較
A-B

社会福祉費

保健福祉部予算

款　項　目
令和７年度
当初予算A

財源内訳（令和７年度分）

特定財源
一般財源

民生費

令和６年度
当初予算B
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国民健康保険事業特別会計 （単位：千円）

令和6年度当初予算Ａ 令和7年度当初予算B 比　較　　 B-A

13,478 13,492 14

特定健康診査等事業費 12,048        12,062        14

特定健康診査等事業費 12,048 12,062 14

1,430        1,430        0        

1,430 1,430 0

13,478 13,492 14

介護保険事業特別会計 （単位：千円）

令和6年度当初予算Ａ 令和7年度当初予算B 比　較　　 B-A

269,469 237,706 △ 31,763

64,758       39,987       △ 24,771

62,621 37,937 △ 24,684

2,137 2,050 △ 87

29,722       19,332       △ 10,390

29,722 19,332 △ 10,390

174,989       178,387       3,398

174,989 178,387 3,398

保険給付費 30,233,703 29,079,269 △ 1,154,434

29,237,773       28,145,809       △ 1,091,964

29,211,565 28,119,307 △ 1,092,258

26,208 26,502 294

995,930       933,460       △ 62,470

873,499 822,186 △ 51,313

122,431 111,274 △ 11,157

1,881,504 1,951,573 70,069

1,881,504       1,951,573       70,069

1,392,472 1,456,307 63,835

489,032 495,266 6,234

0 0 0

0       0       0       

0 0 0

基金積立金 146,745 127,317 △ 19,428

基金積立金 146,745       127,317       △ 19,428

146,745 127,317 △ 19,428

諸支出金 10,101 10,101 0

10,001       10,001       0       

1 1 0

10,000 10,000 0

100       100       0

100 100 0

職員費 479,503 499,083 19,580

479,503       499,083       19,580

479,503 499,083 19,580

予備費 10,000 10,000 0

10,000       10,000       0       

10,000 10,000 0

33,031,025 31,915,049 △ 1,115,976

予 備 費

合　　　　　　　　　計

高額介護サービス費

第１号被保険者保険料還付金

還 付 加 算 金

職 員 費

一 般 部 局 職 員 費

予 備 費

保健福祉事業費

保健福祉事業費

介護給付費準備基金積立金

過 年 度 支 出 金

高額介護サービス費

高額医療合算介護サービス費

介護予防・日常生活支援総合事業費

包括的支援等事業費

過年度支出金

介護諸費

介護サービス給付費

審 査 支 払 委 託 費

介護認定費

保健福祉事業費

地域支援事業費

一 般 管 理 費

趣 旨 普 及 費

徴 収 費

総務管理費

賦 課 徴 収 費

介 護 認 定 費

還付加算金

款 項 目

保健事業費

保健事業費

保健衛生普及費

合　　　　　　　　　計

款 項 目

地域支援事業費

総務費
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地域福祉 

１ 第４次函館市地域福祉計画 

 「みんなで創る地域共生社会」 

～誰もが笑顔で自分らしく暮らせる地域づくり～ 

 

(1) 計画策定の趣旨等 

 ア  計画策定の背景と趣旨 

少子高齢・人口減少社会という大きな課題に直面するなか，地域で相互に支え合う意

識や連帯感の希薄化が進み，また，インターネット等の普及により生活環境が大きく変

化し，価値観の多様化によって世代間に意識の違いが広がるなど，地域社会を取り巻く

環境は大きく変化しています。 

さらに，ひきこもりや支援拒否などによる社会からの孤立，虐待，暴力などの社会問題

や，ダブルケア（育児と介護が同時進行している状態など），８０５０問題（80代の親と

ひきこもる 50代の子どもの経済的，精神的な問題）のような複合化・複雑化した課題を

抱えている世帯が顕在化するなど，分野ごとの相談体制では対応が困難な地域生活課題

が生じています。 

こうした課題の解決に向けては，地域住民一人ひとりが自らの課題として捉えながら

様々な地域資源を活用し，「支え手」「受け手」という関係を超えて主体的に活動すること

がこれまで以上に求められています。 

また，国でも，社会的孤立や排除をなくし，誰もが役割を持ち活躍できる「地域共生社

会」の重要性を示していることから，本市においても，行政と地域住民等が問題意識を共

有しながら連携し，地域生活課題の解決を図ることで，「地域共生社会」の実現に向けた

取組をさらに進めていくため，平成 31年３月，第４次函館市地域福祉計画を策定しまし

た。 

 

 イ  地域福祉とは何か 

市民および企業の地域福祉に関する意識や取組状況を調査することにより，本市にお

ける課題や問題点を整理するために行った「地域福祉に関する意識調査」では，多くの住

民が地域生活課題があると回答しています。 

これらの問題を解決し，「地域共生社会」の実現をさらに進めるためには，まず私たち

自身が地域社会の中で，つながりを持ちながら生活していることを認識する必要があり

ます。 

地域福祉とは，地域に暮らす人たちが自らの意思で結びつきを強め，社会的孤立や排

除をなくし，誰もが平等で，お互いの個性や特性を認め合いながら，課題の解決に向けた

取組を継続して行うことです。 

 

 ウ  計画の位置付け 

本計画は社会福祉法第 107 条に規定されている，「市町村地域福祉計画」に位置付け

られるものです。 
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本市では，地域福祉の理念の普及に努めるため，2004年度（平成 16年度）に函館市地

域福祉計画を策定し，2008年度（平成 20年度）には第２次，2013年度（平成 25年度）

には第３次の計画を策定してきましたが，地域福祉のさらなる推進を図るため，本計画

を策定しました。 

また，本計画は，成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14条に基づく，市町村に

おける「成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画」（成年後見制

度利用促進基本計画）を包含したものとなっています。 

  

エ  計画の期間 

地域福祉の理念は，今後も変わることなく将来へつなげていくべきものですが，地域

全体に浸透させるには多くの時間が必要となることから，計画期間は 2019年度（平成 31

年度）から 2028年度までの 10年とします。 

2024年度に中間評価を行い，その結果を踏まえ，函館市再犯防止推進計画等の見直しを行

いました。 

 

(2) 函館市福祉のまちづくり条例との関係 

  函館市福祉のまちづくり条例では，すべての市民が安心して日常生活を営み，自らの意

思で自由に行動し，真に豊かで，ゆとりと生きがいのある地域社会を築き上げていくため，

市，事業者および市民は，共に手を携えながら,あらゆる分野において障壁のないまちづ

くりに取り組むこととしています。 

  この取組を進めるためには，個人の特性や多様性を認め合い，住民が相互に支え合い，

連携し合うことのできる仕組みづくりが不可欠ですが，この取組こそ，地域福祉の推進そ

のものであることから，本計画と函館市福祉のまちづくり条例がめざすまちの姿は同じも

のです。 

 

 (3) 地域福祉計画の基本理念 

本市では，これまで国が策定指針で示してきた（１）住民参加，（２）共に生きる社会 

づくり，（３）男女共同参画，（４）福祉文化の創造の４つの理念を基本理念として掲げ，

地域福祉の推進を図ってきました。 

   2017年（平成 29年）６月に改正された社会福祉法（2018年（平成 30年）４月１日施

行）を踏まえ，国からは，これまでの基本理念の視点を大切にしながら，さらに社会的

孤立や排除をなくし，誰もが役割を持ち活躍できる「地域共生社会」の重要性が示され

ましたが，この実現のためには，地域住民等，支援関係機関および行政が今まで以上に

連携・協働し， 地域生活課題を「我が事」として捉え，「丸ごと」受け止めながら解決に

向け努力することが重要となります。 

   そのため，本計画における基本理念は，これまで掲げていた４つの理念を踏まえ，さ

らに「地域共生社会」実現に向けた取組を進めるため，誰もがわかりやすい表現に改め

ました。 

 

・基本理念 「みんなで創る地域共生社会」 

～誰もが笑顔で自分らしく暮らせる地域づくり～ 
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(4) 地域福祉計画の基本目標 

 ア 基本目標１「人と人がつながる地域づくり」 

少子・高齢化の傾向が今後も進むと見込まれているなか，世代間交流の重要性が地域

福祉懇談会で課題として挙げられ，意識調査では，年齢が低くなるほど「隣近所にどのよ

うな人が暮らしているのか知らない」や「隣近所とは軽い付き合いを望んでいる」といっ

た回答の割合が高くなるなど，地域のつながりが薄れていくことが懸念されています。 

   そのため，世代を問わず地域住民等のつながりを築くことが，地域生活課題の把握や

住民主体による課題解決に結びつくと考えられることから，「人と人がつながる地域づく

り」を１つ目の基本目標に定めます。 

   

 

 

 

 

 イ 基本目標２「安心して暮らせる地域づくり」 

高齢者世帯の増加など日常的な見守りや支援が必要な世帯が増えていくと考えられま

すが，意識調査では，「地域の中で何らかの手助けが必要な世帯が増えている」ことが地

域生活課題として多く挙げられ，また地域福祉懇談会においても支援が必要と思われる

方の早期発見や支援拒否に対する対応について意見が出されています。 

   地域の中で不安や課題を抱えている方に必要な支援を届けるためには，地域住民等が

それらの課題を早期発見し解決を図るとともに，地域住民等，支援関係機関および行政

がそれぞれの役割を理解し連携を図ることで，必要な支援につなげる仕組みが必要なこ

とから，「安心して暮らせる地域づくり」を２つ目の基本目標に定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ウ 基本目標３「誰もが参加できる地域づくり」 

地域生活課題が多様化し，支援を必要とする方が増加すると考えられるなか，地域福

祉懇談会では地域での交流や支え合いの不足に対する懸念が出され，意識調査では年齢

が低くなるほどボランティア等への参加が少ない結果となっています。 

   また，地域福祉活動には，交流の場やボランティア等に参加することばかりではなく，

近所の高齢者世帯の様子を気にかけるなど，身近でできる取組も数多くあります。 

   こうした活動に主体的に取り組む地域住民等を増やすためには，地域福祉に対する意

識の醸成を図るとともに，誰もが活動に参加しやすい環境づくりが重要なことから，「誰

もが参加できる地域づくり」を３つ目の基本目標に定めます。 

基本施策 １－１ 地域住民等が集う拠点づくり 

 １－２ 地域福祉活動の活性化 

 １－３ 地域住民等と支援関係機関の連携 

基本施策 ２－１ 制度の狭間の課題への対応 

 ２－２ 権利擁護に対する支援 

 ２－３ 適切な福祉サービスの提供 

 ２－４ 生活困窮世帯への支援 

 ２－５ 自殺防止のための対策 
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２ 地域福祉の推進 

(1) 地域共生社会啓発ワークショップの実施 

  市内の高校生・大学生を対象とした地域共生社会を啓発するワークショップを実施し，

地域共生社会の構築の基盤となる地域住民の意識向上を図ります。 

実施状況  

 

 

       

 

※ 令和３年度はオンライン開催。 

令和７年度予算  242千円 

 

(2) 地域福祉啓発動画の放映 

 地域福祉の推進に関わる各種福祉制度や施策，地域における様々な課題や取組みな

どを市民に広く知ってもらうために制作した動画を公共施設等で放映することによ

り，市民の地域福祉に対する意識を醸成し，各種施策や取組みへの参加を促すことで，

地域福祉活動の活性化や新たな担い手の確保につなげます。 

 制作動画 ・『地域包括ケアの推進』 

      ・『民生委員・児童委員の活動』 

      ・『在宅福祉委員会の活動』 

      ・『手話を知ろう！学ぼう！』 

      ・『函館市「高齢者交通料金助成制度」の手続き』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策 ３－１ 地域福祉に対する意識の醸成 

 ３－２ 新たな人材の養成 

 ３－３ 積極的な情報発信 

年度 回数 参加者数（延人

数） 

令和３年度 2回※2 44名※ 

令和４年度 2回 43名 

令和５年度 3回 77名 

令和６年度 3回 65名 
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高齢者福祉 

高齢化の進展に伴う介護ニーズの増加や，要介護高齢者を支える家族の状況の変化などの

社会的な背景から，高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして，平成 12年（2000年）

に介護保険制度が施行されてから，今年で 25年が経過します。 

本市では，高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう，老人福祉法や介

護保険法に基づく「函館市高齢者保健福祉計画・函館市介護保険事業計画」を策定し，介護

保険サービスの基盤整備のほか，介護予防の推進や生きがいづくりの促進，生活環境の整備

など，様々な高齢者施策に総合的に取り組んでいます。 

 

 

１ 高齢者の状況  

 (1) 65歳以上の人口               （令和7年3月31日現在 単位：人） 

区分 65～ 
 69歳 

70～ 
 74歳 

75～ 
 79歳 

80～ 
 84歳 

85～ 
 89歳 

90～ 
 94歳 

95～ 
 99歳 

100歳 
以 上 

合計  

総人口 
に占め 
る割合 

(%) 

男 7,569 8,937  8,263 5,322  3,010  1,273   242   36 34,652   32.5 

女 9,252 11,131 11,670  9,089  6,673  3,829 1,303   196 53,143   41.6 

合計 16,821 20,068 19,933 14,411 9,683 5,102 1,545 232 87,795   37.4 
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65歳以上の人口割合                             （単位：人，％） 

  区分 
 
 
年 

函 館 市 の 人 口 
高 齢 化 率 

 
う ち 6 5 歳 以 上 

 男 女 函館市  北海道  国  

昭和60 342,540 36,644 14,560 22,084  10.7   9.7 10.3 

平成２ 328,493 43,411 16,981 26,430  13.2  12.0 12.1 

７ 318,308 52,607 20,823 31,784  16.5  14.8 14.5 

12 305,311 61,855 24,531 37,324  20.3  18.2 17.3 

17 294,264 70,459 27,860 42,599  23.9  21.4 20.1 

22 279,127 76,637 30,077 46,560  27.5  24.7 23.0 

27 265,979 85,931 33,839 52,092 32.4 29.1 26.6 

令和２ 251,084 89,257 35,342 53,915 36.0 32.2 28.7 

３ 248,106 90,162 35,645 54,517 36.3 32.5 29.0 

４ 244,431 89,556 35,448 54,108 36.6 32.8 29.1 

５ 240,218 88,756 35,096 53,660 36.9 33.1 29.4 

６ 236,515 88,084 34,806 53,278 37.2 33.4 29.6 

※ 国勢調査（昭和 60年～平成 12年は旧町村分を合算） 

※ 令和６年の函館市の人口および高齢化率は令和６年１２月末現在（住民基本台帳）と 

し，北海道および国の高齢化率は令和７年１月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ひとり暮らしの高齢者              （令和 2年国勢調査 単位：人） 

区分 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85歳以上 計 

男 1,834 1,696 1,054 796 764 6,144 

女 2,659 3,466 3,355 3,191 3,522 16,193 

計 4,493 5,162 4,409 3,987 4,286 22,337 
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２ 第10次函館市高齢者保健福祉計画・第９期函館市介護保険事業計画  

（令和 6(2024)年 3月策定） 

 

(1) 計画策定にあたって 

ア  計画策定の根拠および背景 

 高齢者全体の保健・福祉の施策全般を定める老人福祉法第 20 条の 8 に規定された市

町村老人福祉計画となる高齢者保健福祉計画と，介護保険事業についてそのサービス見

込量などを定める介護保険法第 117 条に規定された市町村介護保険事業計画を一体的

に策定するものであり，これまで 3年ごとに見直しながら，高齢者の保健・福祉にかか

わる各種サービスの総合的な提供に努めてきました。  

 このような中，令和 5(2023)年には，「共生社会の実現を推進するための認知症基本

法」が公布されたほか，「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健

康保険法等の一部を改正する法律」により介護保険法が改正されたことから，前計画の

取組を基礎としながら，中長期的な人口動態や介護ニーズを見据えた介護サービス基盤

の整備をはじめ，地域包括ケアシステムを深化・推進するため各種施策に取り組む計画

としています。 

 

イ  計画期間 

令和 6(2024)年度から令和 8(2026)年度までの 3年間 

 

ウ  計画策定に向けた体制および取組 

 以下の取組などを通じて本計画を策定しています。 

(ｱ) 函館市高齢者計画策定推進委員会の開催 

・ 構成員 15名，令和 5年度は 4回開催 

(ｲ) 市民への情報公開 

・ 函館市高齢者計画策定推進委員会の会議の公開および協議経過をホームページ

上で公開 

・  パブリックコメントの実施 

(ｳ) 各種調査の実施 

・ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

・ 在宅介護実態調査 

・ 介護保険施設等需給状況調査 

・ 介護人材の確保・定着に向けたアンケート調査 

・ 介護保険サービス等の提供に係る事業者意向調査 
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(2)高齢者をとりまく現状と課題 

 

【本市の人口と高齢化率】 

本市の総人口は減少傾向にあり，高齢者数，生産年齢人口ともに減少していくものと見込

まれますが，65歳未満の人口の減り方が高齢者数の減り方を上回るため，今後も高齢化率は

上昇していくことが予測されます。 

 

 
 

 

【参考：令和 5（2023）年 9月末時点を 100とした場合の年齢区分ごとの増減推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

［％］ 

1年ごと推計 5年ごと推計 ［人］ 

※令和 3(2021)年～令和 5(2023)年：住民基本台帳の 9 月末時点実績値 

※令和 6(2024)年～令和 27(2045)年：住民基本台帳(平成 30（2018）年～令和 5（2023）年の各年 9 月末時点）の 

各歳人口を基にコーホート変化率法により独自推計 
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※国勢調査を基に作成 

【本市の高齢者の世帯状況】 

本市では一般世帯に占める高齢単身世帯の割合は増加傾向であり，令和 2年（2020年）

の国勢調査の結果では一般世帯のうち 18.4%が高齢単身世帯であり，国や北海道と比較して

高い状況にあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：令和２（2020）年国勢調査結果における一般世帯に占める高齢単身世帯の割合の比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【認知症高齢者等の人数】 

認知症高齢者等の人数は，令和５年（2023年）9月末時点における認知症高齢者等の出現 

率が将来にわたって一定であると仮定した場合，令和 12年（2030年）から令和 17年（2035

年）にわたる期間まで，さらに増加するものと予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［％］ 

［世帯］ 

［％］ 
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※介護保険事業状況報告を基に作成 

                                          

                                                  
                                                              

 

     

     

      

      

      

      

        

      

        

      

        

     

        

     

        

     

        

     

        

                     

【身体機能等の低下リスクの該当状況】 

非認定者の身体機能等の低下リスクの該当状況では，「認知機能の低下」が最も高く次い 

で「閉じこもり傾向」が高くなっています。 

 また，低栄養状態を除き，各リスク項目に該当する人の割合が令和元年度より増加傾向に

あります。この要因としては，新型コロナウイルス感染症を背景とした外出自粛等の影響が

相当程度あるものと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    * IADL（手段的日常生活動作）とは，乗り物の利用，買物，調整，財産管理等の日常生活上の複雑な動作のことを

指します。一般的に，IADLの障害が起こってから，次に，食事，更衣，移動などのADL（日常生活動作）の障害
が起こるとされています。 

* 出典：令和４年度（2022年度） 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 

 

【介護保険サービスの利用者数（月平均）】 

施設サービスの利用者数は横ばい，居宅および地域密着型のサービス利用者数は増加傾向にあ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［人/月］ 

（％） 
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※令和４年度（2022 年度）介護人材の確保・定着に向けたアンケート調査 

【従業員の過不足の状況】 

 介護職員および訪問介護員の不足を感じている割合が約４割となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域ケア会議で抽出された地域課題】 

「地域の互助力」が最も高く，次いで「介護予防」が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 

 

 

 

［％］ 

* 地域ケア会議：地域住民および民生委員・児童委員などの地域の支援者，介護支援専門員（ケアマネジャー）等の 
多職種が集まり，個別ケースの支援内容の検討や地域の課題について話し合う会議 

   * 出典：令和４年度（2022 年度） 函館市地域包括支援センター活動実績 
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【地域づくりに「参加者として」参加してみたい人の割合】 

 非認定者および要支援者等の約４割が，参加に前向きな回答をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和４年度（2022 年度）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

※非認定者…要介護等の認定を受けていない人 

※認定者…要介護等の認定を受けている人のうち，要介護 1～5 以外の人 

 

 

 

【高齢者をとりまく現状から考えられる課題】 

 本市の高齢者数は減少していきますが，75歳以上の後期高齢者，とりわけ 85歳以上の高

齢者の増加が予測されるほか，15歳から 64歳までの生産年齢人口が高齢者数の減り方を上

回ることから，高齢化率は今後も上昇するものと見込まれます。また，一般世帯に占める高

齢単身世帯および高齢夫婦世帯の数は，直近に行われた令和２年（2020年）の国勢調査時点

まで増加し続けており，今後増加する医療・介護ニーズに対して高齢者の生活を支える担い

手の不足が見込まれます。 

 また，認知症高齢者の増加が予測されるとともに，認知症の方への介護に不安を抱える方

や，認知機能の低下リスクを有する高齢者が一定数存在しているほか，新型コロナウイルス

感染症を背景とした，外出自粛などによる閉じこもり傾向の増加からは，身体機能の低下リ

スクが懸念されるところであり，認知症の方が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らせるよ

う，認知症に関する正しい知識や認知症の方に関する正しい理解を深め，認知症の早い段階

から，本人の意思を尊重したサービスが切れ目なく提供されることが重要であるほか，地域

づくりに前向きな高齢者を地域活動へつなぐ取組みの推進が求められます。 

 これらのことから，高齢者やその家族が孤立することなく，住み慣れた地域で安心して暮

らし続けられることができるよう，また，支援が必要な際には，適切な支援に結び付けられ

るよう，介護人材の確保・育成や，介護保険制度の適正な運営など安定した介護サービスの

提供を図ることはもとより，地域住民が共に支え合いながら，地域づくりを推進していくこ

とが必要であり，多様な主体による高齢者の生活の支援体制づくりを介護予防と健康増進の

取組みとともに引き続き進めていくなど，地域包括ケアシステムをより一層深化・推進する

必要があります。また，これらの取り組みは，地域の互助力の低下や介護サービスを含む様々

な産業の担い手の不足への対応という観点からも重要です。 

 さらに，介護保険サービスの利用の増加や，保険料を負担する被保険者数の減少などから，

介護保険料が上昇傾向にあります。持続可能な介護保険制度の構築を図るため，被保険者の

負担能力に応じた保険料のあり方について，国の動向等を踏まえた見直しが必要です。 
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(3) 計画の基本的な考え方と施策 

ア  計画の基本理念と基本方針 

 第８期計画までの基本理念については，平成６年（1994年）のいきいき長寿都市宣言

の趣旨である「いつまでも健康で生きがいを持ち、安心して生活できる社会をめざして」

とし，この理念の実現に取り組んでまいりました。 

第９期計画期間中には，団塊の世代がすべて 75歳以上となる令和７年（2025年）を

迎えますが，本市における高齢者を取り巻く状況を中長期的に見据えると，75歳以上の

高齢者，とりわけ 85 歳以上の人口の伸びが見込まれ，医療・介護を必要とする高齢者

など，さまざまなニーズのある要介護（要支援）高齢者の増加のほか，介護の担い手と

なる生産年齢人口の急減が，全国や北海道に先行する形で進むものと見込まれます。 

また，一般世帯に占める高齢単身世帯および高齢夫婦のみ世帯の割合が３割を超えて

いるほか，認知症高齢者の増加が想定される中，血縁，地縁，社縁といった共同体の機

能の弱体化といった社会構造の変化など，高齢者，家族および地域を取り巻く福祉ニー

ズは複雑化・多様化してきています。 

第９期計画における基本理念は，これまでの理念の視点を踏まえ，高齢者がいきいき

と暮らしていくために，一人ひとりが生きがいをもち，自分らしく活躍しながら自立し

た生活を送ることができるよう，環境の整備や安定した介護保険制度の運営を図るとと

もに，地域の多様な主体や市民相互の支え合いによる地域共生社会の実現を目指し，以

下のとおり設定するとともに，３つの基本方針を掲げ，各種施策に取り組みます。 

基本理念 

     高齢者がいきいきと暮らす，ふれあいと，ささえあいのまちをめざして 

 

   ■基本方針Ⅰ 地域の支え合いの推進 

 高齢者や家族が地域で安心して暮らし続けられるよう，地域の多様な主体の連携や市

民相互の支え合い等を進めます。 

【施策の方向性と取組の内容】 

高齢化の進行や，高齢単身世帯や高齢夫婦世帯の割合が増加するなか，高齢者やその

介護をする家族が孤立せず，住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることができる

よう，地域包括支援センターを中核として，保健・医療・福祉の関係団体や民生委員・

児童委員，町会，地域住民等の多様な主体が連携し，地域で支え合える仕組みや体制づ

くりを推進するほか，高齢者の自立支援に資する取り組みを進めます。 

 また，本市における高齢者人口は減少に転じましたが，75歳以上の後期高齢者人口は

今後も増加し，とりわけ 85 歳以上の人口割合が高まることが見込まれることから，医

療と介護双方のニーズを有する高齢者や，認知症高齢者が増加するものと予測されま

す。 

 このため，医師会をはじめ関係団体と緊密に連携しながら，切れ目のない在宅医療・

介護の提供体制の構築を進めるとともに，認知症の人が尊厳を保持しながら，その家族

等を含め，地域の理解と協力のもと希望を持って安心して暮らし続けることができるよ

う，認知症に関する正しい知識と理解の促進や相談先の周知を進めるとともに，認知症

と思われる初期の段階からの困りごとに継続して支援ができる体制の構築に取り組み

ます。 
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   ■基本方針Ⅱ 自立した生活を送ることができる環境の整備 

 高齢者が生きがいを持ち，自分らしく活躍しながら，能力に応じて自立した生活を送

ることができるような取り組みや環境の整備等を進めます。 

【施策の方向性と取組の内容】 

高齢者が地域において自立した生活を営み，また介護が必要となってもその重度化を

遅らせるためには，一人ひとりが，健康の維持に取り組むとともに，生きがいを持って

日常生活を過ごすことが重要です。 

このため，介護予防や健康づくりに関する知識の普及に努めるとともに，高齢者が身

近な場所で，これらの活動に取り組むことができるよう，介護予防に主体的に取り組む

地域住民グループへの支援を推進します。 

また，高齢者が趣味や特技，サークル活動，ボランティア活動，就業等の交流および

活動ができる多様な機会や場を広げる取り組みを進めるとともに，外出支援の充実を図

るほか，高齢者の自立支援を推進するため，リハビリテーションの専門職，管理栄養士

および歯科衛生士と連携した取り組みを推進します。 

さらに，市民，団体，行政といったあらゆる主体が連携した協働のまちづくりや，ユ

ニバーサルデザイン化の推進などによる福祉のまちづくりを進めるほか，交通安全対

策，消費者・防犯意識の啓発，防火・防災対策の強化，高齢者向けの住まいの確保やそ

の支援などに取り組み，安心・安全な生活環境の整備を進めます。  

 

   ■基本方針Ⅲ 安定した介護保険制度の構築 

 将来にわたり。質の高い介護保険サービスを適切かつ公平公正に受けられるよう，サ

ービス提供環境の充実と適正な運営の確保を図ります。 

【施策の方向性と取組の内容】 

少子化に伴い，働き手を確保する環境は厳しさを増しており，介護分野においても人

材不足が見込まれるなか，人材の確保や育成とともに，業務の効率化を図るなど，ケア

の質を保ちながら，必要なサービスが安定して提供できる体制の維持に取り組むことが

重要です。 

 このため，介護サービス事業所への新規就労や介護職の業務負担の軽減等を促進する

とともに，介護分野の魅力を発信するなど，中長期的な視点を含めた人材の確保策を推

進するほか，キャリアアップへの支援の拡充や介護サービス従事者を対象とした定期的

な研修等を実施するなどサービスの質の向上を図るとともに，介護サービス事業者の文

書事務等の負担軽減などの取り組みや，国が構築を進めている，自治体・利用者・介護

事業所・医療機関等が介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤について，活用に向け

た検討を進めるなど，ICTの活用による業務の効率化に向けた取り組みを進めます。 

 また，介護保険制度は公費と被保険者の保険料により運営する社会保険制度であるこ

とから，保険料の適切な賦課や介護認定の公平性・公正性の確保および適正実施を推進

するとともに，介護給付等の費用の適正化に取り組みます。 
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施策目標 個別施策

(1)　地域包括支援センターの機能強化

(2)　地域ケア会議の推進

(3)　高齢者の日常生活支援体制の充実・強化

(4)　高齢者虐待防止の推進

(5)　地域における見守り活動の推進

(6)　介護に取り組む家族等への支援の充実

(7)　福祉コミュニティエリアにおける取組の推進

(1)　在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

(2)　医療・介護連携支援センターの機能の充実

(1)　知識の普及と理解の促進

(2)　認知症の方と家族への支援体制の強化

(3)　医療・介護・地域連携による適時・適切な予防・支援の推進

(4)　成年後見制度の利用促進

(1)　介護予防の普及・啓発

(2)　地域の主体的な介護予防活動の支援

(3)　地域リハビリテーションの推進

(4)　高齢期の健康づくり・疾病予防の推進

(1)　支え合い活動への参加支援

(2)　生涯学習・スポーツ活動の推進

(3)　就業機会の拡大

(1)　市民協働の推進

(2)　安心・安全な生活の確保

(3)　福祉のまちづくりの推進

(4)　高齢者向け住まいの確保への支援

(1)　情報発信の充実

(2)　人材の確保・育成と業務改善の推進

(3)　事業者への支援・指導体制の充実

(4)　低所得者向け施策の実施

(5)　介護認定の公平性・公正性の確保と適正実施の推進

(6)　介護給付適正化計画の推進

・多様な人々の支え合
　いによる地域社会の
　実現をめざします

・支援を必要とする方
　へ早期に介入し適切
　な支援を行います

・切れ目のない在宅医
　療・介護の提供体制
　の構築に向けた取組
　を推進します

・認知症の方とその家
　族を支える地域づく
　りに取り組みます

基本
方針

Ⅰ
　
地
域
の
支
え
合
い
の
推
進

　
　
Ⅱ
　
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
　
　
環
境
の
整
備

 
Ⅲ
　
安
定
し
た
介
護
保
険

　
　
　
制
度
の
構
築

５　主体的な社会参加の促進

・介護保険制度の適正
　な運営を進め，効果
　的・効率的な介護給
　付を実施します

１　共に支え合う地域づくりの推進

２　在宅医療･介護連携の推進

３　認知症高齢者等への支援の充実

４　介護予防・健康づくりによる自立の推進

６　暮らしやすいまちづくりの推進

７　介護保険制度の適正な運営

・高齢者が主体的に身
　近な場所で介護予防
　と健康づくりに取り
　組む環境を整えます

・高齢者が地域社会に
　主体的に参加できる
　環境を整えます

・高齢者が地域でいき
　いきと暮らせる生活
　環境の整備を進めま
　す

基　　本　　施　　策

イ  個別施策 
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基本方針

基本施策

個別施策

事　業　名

Ⅰ　地域の支え合いの推進

(1)　地域包括支援センターの機能強化

ア　  包括支援センタ の体制整備

イ　  包括支援センタ との連携・協働

ウ　  包括支援センタ の普及・啓発

エ　福祉拠点としての支援の推進

(2)　地域ケア会議の推進

ア　  ケア会議の開催

イ　  ケア会議の充実

(3)　高齢者の日常生活支援体制の充実・強化

ア　ひとり暮らし高齢者等緊急通報シ テム事業

イ　東部 区外出支援    

ウ　除雪    

エ　「食」の自立支援事業

オ　高齢者生活援助員派遣事業

カ　ショ ト テイ事業

キ　シルバ ハウジング生活援助員派遣事業

ク　在 福祉ふれあい    事業

ケ　安心ボトル（救急医療情報キット）配付事業

コ　介護支援ボランティアポイント事業

 　生活支援体制整備事業

(4)　高齢者虐待防止の推進

ア　高齢者虐待防止の普及・啓発

イ　高齢者虐待防止ネットワ クの構築

ウ　高齢者虐待事例への対応

(5)　地域における見守り活動の推進

ア　高齢者見守りネットワ ク事業

イ　  の見守り活動の普及・啓発

(6)　介護に取り組む家族等への支援の充実

ア　家族介護者交流事業

イ　男性家族介護者交流事業　

ウ　介護マ ク配付事業

エ　家族介護支援員の配置

オ　家族介護慰労事業

カ　家族介護用品給付事業

キ　認知症 ポ タ 養 事業

ク　チ ムオレンジの整備

(7)　福祉コミュニティエリアにおける取組の推進

　　福祉コミュニティエリアにおける取組の推進

１　共に支え合う地域づくりの推進

ウ  個別事業 
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基本方針

基本施策

個別施策

事　業　名

Ⅰ　地域の支え合いの推進

２　在宅医療･介護連携の推進

(1)　在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討

　　PDCA イクルに沿った在 医療・介護連携推進事業の運営

(2)　医療・介護連携支援センターの機能の充実

ア　  の医療・介護の資源の把握

イ　切れ目のない在 医療・介護の提供体制の構築推進

ウ　在 医療・介護連携に関する相談支援

エ　  住民への普及・啓発

オ　医療・介護関係者の情報共有の支援

カ　医療・介護関係者の研修

３　認知症高齢者等への支援の充実

(1)　知識の普及と理解の促進

ア　認知症ケアパ の普及および活用

イ　認知症ガイドの配布

ウ　軽 認知障害 クリ ニングテ トの実 　

エ　若 性認知症への理解の促進

(2)　認知症の人と家族への支援体制の強化

ア　認知症 ポ タ 養 事業

イ　認知症カフェ認証事業

ウ　認知症  支援推進員の配置

エ　認知症関連団体支援事業

オ　チ ムオレンジの整備

(3)　医療・介護・地域連携による適時・適切な予防・支援の推進

ア　認知症相談の実 

イ　認知症初期集中支援チ ムの配置

ウ　函館 区高齢者のためのSOSネットワ クシ テム

(4)　成年後見制度の利用促進

ア　  後見センタ の 置・運営

イ　市民後見人の養 

ウ　  後見制 利用支援事業
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基本方針

基本施策

個別施策

事　業　名

Ⅱ　自立した生活を送ることができる環境の整備

４　介護予防・健康づくりによる自立の推進

(1)　介護予防の普及・啓発

ア　介護予防の普及・啓発

イ　介護予防教室

ウ　介護予防体操の普及　

エ　高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実 　

(2)　地域の主体的な介護予防活動の支援

ア　  住民グル プの支援

イ　介護予防体操リ ダ の養 および支援

ウ　介護支援ボランティアポイント事業

(3)　地域リハビリテーションの推進

　　  リハ リテ ション活動支援事業

(4)　高齢期の健康づくり・疾病予防の推進

ア　心身の健康の増進

イ　感染症の予防

５　主体的な社会参加の促進

(1)　支え合い活動への参加支援

ア　介護支援ボランティアポイント事業

イ　生活支援体制整備事業

(2)　生涯学習・スポーツ活動の推進

ア　社会参加の促進

イ　生涯学習の充実・促進

ウ　 ポ ツ活動の推進

(3)　就業機会の拡大

ア　高 齢者の雇用の確保と促進

イ　シルバ 人材センタ への支援

ウ　就業支援の実 等

６　暮らしやすいまちづくりの推進

(1)　市民協働の推進

ア　市民活動への支援

イ　町会活動への支援

(2)　安心・安全な生活の確保

ア　交通安全対策の強化

イ　消費者・防犯意識の啓発

ウ　防火・防災対策の強化

(3)　福祉のまちづくりの推進

ア　道路の整備

イ　公園・緑 等の  整備

ウ　公共交通の利便性の向上

(4)　高齢者向け住まいの確保への支援

ア　高齢者福祉  への入所・入 

イ　高齢者向け住 の供給確保

ウ　住 改修等への支援
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基本方針

基本施策

個別施策

事　業　名

Ⅲ　安定した介護保険制度の構築

７　介護保険制度の適正な運営

(1)　情報発信の充実

ア　制 の周知・啓発

イ　介護    に関する情報提供

(2)　人材の確保・育成と業務改善の推進

ア　    従事者の育 と質の向上

イ　介護職員の人材確保

ウ　介護    事業者の文書事務等の負担軽減

エ　介護    における事故防止の徹底

(3)　事業者への支援・指導体制の充実

ア　適正な事業者の指定

イ　事業者への指導・監査

(4)　低所得者向け施策の実施

ア　介護保険料の軽減　

イ　介護保険料の減免

ウ　利用者負担の軽減

(5)　介護認定の公平性・公正性の確保と適正実施の推進

ア　訪問調査員に対する研修・指導

イ　適正な要介護認定の推進

(6)　介護給付適正化計画の推進

　　介護給付適正化計画の推進
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(4) 日常生活圏域の設定 

本市の日常生活圏域は 10 圏域とし，各圏域に地域包括支援センターを，東部圏域にはブ

ランチ１か所を設置し，介護保険サービス等の相談をはじめとする高齢者への総合的な支援

を行い，地域包括ケアシステムを支える中核機関として各種取組を推進するとともに，8050

問題のように個人・家族の複雑化した問題に対応する「福祉拠点」としての相談・支援体制

を整え，地域で支える福祉の実現を図ります。  

＜日常生活圏域の町名＞ 

圏 域 町 名 

西    部 
入舟町，船見町，弥生町，弁天町，大町，末広町，元町，青柳町，谷地頭町，住吉町， 

宝来町，東川町，豊川町，大手町，栄町，旭町，東雲町，大森町 

中央部第１ 
松風町，若松町，千歳町，新川町，上新川町，海岸町，大縄町，松川町，万代町， 

中島町，千代台町，堀川町，高盛町，宇賀浦町，日乃出町，的場町，金堀町，広野町 

中央部第２ 
大川町，田家町，白鳥町，八幡町，宮前町，時任町，杉並町，本町，梁川町，五稜郭町， 

柳町，松陰町，人見町，乃木町，柏木町 

東央部第１ 川原町，深堀町，駒場町，湯浜町，湯川町１丁目～３丁目，花園町，日吉町１丁目～４丁目 

東央部第２ 

戸倉町，榎本町，上野町，高丘町，滝沢町，見晴町，鈴蘭丘町，上湯川町，銅山町， 

旭岡町，西旭岡町１丁目～３丁目，鱒川町，寅沢町，三森町，紅葉山町，庵原町， 

亀尾町，米原町，東畑町，鉄山町，蛾眉野町，根崎町，高松町，志海苔町，瀬戸川町， 

赤坂町，銭亀町，中野町，新湊町，石倉町，古川町，豊原町，石崎町，鶴野町，白石町 

北東部第１ 富岡町１丁目～３丁目，中道１丁目・２丁目，鍛治１丁目・２丁目 

北東部第２ 
美原１丁目～５丁目，赤川町，赤川１丁目，亀田中野町，北美原１丁目～３丁目，石川町， 

昭和１丁目～４丁目 

北東部第３ 
山の手１丁目～３丁目，本通１丁目～４丁目，陣川町，陣川１丁目・２丁目，神山町， 

神山１丁目～３丁目，東山町，東山１丁目～３丁目，水元町，亀田大森町 

北    部 
浅野町，吉川町，北浜町，港町１丁目～３丁目，追分町，亀田町，桔梗町， 

桔梗１丁目～５丁目，西桔梗町，昭和町，亀田本町，亀田港町 

東    部 

戸井 

地区 

小安町，小安山町，釜谷町，汐首町，瀬田来町，弁才町，泊町，館町，浜町， 

新二見町，原木町，丸山町 

恵山 

地区 

日浦町，吉畑町，豊浦町，大澗町，中浜町，女那川町，川上町，日和山町， 

高岱町，日ノ浜町，古武井町，恵山町，柏野町，御崎町 

椴法華 

地区 

恵山岬町，元村町，富浦町，島泊町，新恵山町，絵紙山町，新八幡町，新浜町， 

銚子町 

南茅部 

地区 

古部町，木直町，尾札部町，川汲町，安浦町，臼尻町，豊崎町，大船町， 

双見町，岩戸町 

 

日常生活圏域 
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（人）

介護保険サービス
令和6年度

2024年度

令和7年度

2025年度

令和8年度

2026年度
計

居宅（介護予防）サービス

訪問サービス 94,992 96,540 97,656 289,188

通所サービス 53,652 54,120 54,576 162,348

短期入所サービス 8,652 8,772 8,952 26,376

福祉用具・住宅改修サービス 87,336 88,968 90,120 266,424

特定施設入居者生活介護 9,156 9,216 9,276 27,648

介護予防支援・居宅介護支援 115,680 116,160 116,388 348,228

369,468 373,776 376,968 1,120,212

地域密着型（介護予防）サービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 12,432 12,804 13,020 38,256

夜間対応型訪問介護 12 12 12 36

地域密着型通所介護 12,672 13,392 13,692 39,756

認知症対応型通所介護 828 828 828 2,484

小規模多機能型居宅介護 5,256 5,316 5,328 15,900

認知症対応型共同生活介護（注1) 10,344 10,452 10,572 31,368

地域密着型特定施設入居者生活介護（注2） 4,308 4,356 4,368 13,032

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1,560 1,560 1,560 4,680

看護小規模多機能型居宅介護 1,464 1,488 1,488 4,440

48,876 50,208 50,868 149,952

施設サービス

介護老人福祉施設 15,696 15,852 16,008 47,556

介護老人保健施設 8,844 9,084 9,396 27,324

介護医療院（注3） 3,732 3,912 4,152 11,796

28,272 28,848 29,556 86,676

446,616 452,832 457,392 1,356,840

計(A)

計(B)

合計(A+B+C)

計(C)

（人）

令和6年度

2024年度

令和7年度

2025年度

令和8年度

2026年度
計

23,231 24,738 26,711 74,680

通所型サービス 28,617 30,473 32,903 91,993

介護予防ケアマネジメント 31,960 34,033 36,747 102,740

83,807 89,244 96,361 269,412合計

介護予防・生活支援サービス

訪問型サービス

(5) 第９期計画における介護保険サービス等の利用量の見込み 

令和６年度（2024年度）以降の介護保険サービス等の利用量の見込みについては，令和

５年（2023年）９月末日時点で算出した要介護（要支援）認定者数の推計値と，令和５年

度（2023年度）のサービスの利用量の見込みを基に算出しています。 

  施設・居住系サービス基盤の整備については，令和５年９月に実施した「介護保険施設

等需給状況調査」の結果や，令和６年度以降におけるサービス利用量の見込み等を踏まえ，

認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）27床分（３ユニット）の整備

を計画します。なお，この整備事業者の選定にあたっては，公募を原則とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 注１：認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム）については，令和8(2026)年度の利用量が881人/月(10,572

人÷12月)となり，現定員数880床を超えることが見込まれます。 

 注２：地域密着型特定施設入居者生活介護については，施設の廃止に伴い，第8期計画で定める定員数435人から406人に減少

しましたが，令和8(2026)年度の利用量364人/月(4,368人÷12月）は，施設廃止後の定員数(406人)との比較においても

充足することから，現定員数を定員とします。 

 注３：介護医療院については，医療療養病床を有する医療機関からの転換意向に伴う追加的需要分として，事業所数1か所，

定員数48人を見込むものとします。 

 



35 

 

(6) 計画の推進 

ア 計画の進行管理 

 計画の推進にあたっては，その進捗状況を点検し，Ｐｌａｎ（計画），Ｄｏ（実施），

Ｃｈｅｃｋ（評価），Ａｃｔｉｏｎ（改善）のサイクルに基づき，計画を着実に実施す

るとともに，施策や事業の効果について，定量的な指標により点検評価を行い，函館市

高齢者計画策定推進委員会などから意見をいただきます。 

また，協議経過等について本市のホームページを通じて公表します。 

 

イ 計画における成果指標 

  

指 標 現状値 目標値 指標設定の考え方 

１ 

家族・親族との交流

の頻度がほとんど

なく，家族・親族以

外との関わりもあ

まりない人の割合 

非 認 定 者 

4.1％ 

要支援者等

2.8％ 

［令和４年］ 

非 認 定 者 

4.1％未満 

要支援者等

2.8％未満 

［令和７年］ 

高齢者と様々な人との関わり

を示す指標です。 

現状値未満を目標値とします。 

2 

会・グループ（町

会，趣味サークル

等）への参加割合 

51.6％ 

［令和４年］ 

51.6％超 

［令和７年］ 

高齢者の社会参加の状況を示

す指標です。 

現状値超を目標値とします。 

3 

認知症に関する相

談窓口を知ってい

る人の割合 

非認定者 

25.0％ 

要支援者等 

26.7％ 

［令和４年］ 

非認定者 

25.0％超 

要支援者等 

26.7％超 

［令和７年］ 

認知症の方やその家族が相談

できる環境にあるかについて

確認する指標です。現状値超を

目標値とします。 

4 

認知症サポーター 

養成研修の受講者 

数 

累計 

17,363人 

［令和４年度］ 

累計 

20,000人超 

［令和８年

度］ 

認知症高齢者やその家族を支

援し見守る体制の推進状況を

示す指標です。 

令和８年度末で累計 20,000人 

超の受講者を目標値とします。 

5 
介護予防教室の 

開催数 

630回 

［令和４年度］ 

660回 

［令和８年

度］ 

高齢者の介護予防の取組状況

を示す指標です。 

令和８年度で660回を目標値と

します。 

6 

リハビリテーション

サービスの利用者 

割合 

7.3％ 

［令和４年度］ 

7.3％超 

［令和８年

度］ 

高齢者の運動・生活機能の維持

向上への取組状況を示す指標

です。 

現状値超を目標値とします。 

7 

はこだて医療・介護

連携サマリー活用

機関の割合 

54.4％ 

［令和４年度］ 

52.5%超 

［令和８年

度］ 

在宅医療・介護連携に係る取り

組みの活用状況を示す指標で

す。 

現状値超を目標値とします。 

※ 指標１～３の値は，介護予防・日常生活圏域ニーズ調査による。 
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３ 介護保険 

 

(1)介護保険制度の概要 

 

ア 制度の概要  

制度の 

特 徴 

・保険料負担とサービス利用との関係が明確な社会保険方式であること 

・利用するサービスが選択できる利用者本位の制度であること 

・市町村による「措置」から利用者とサービス提供事業者との「契約 

関係」となったこと 

・サービスが適切に総合的に利用できるよう，専門職の連携・協力に 

よるケアマネジメントの仕組みを導入したこと 

運営主体 保険を運営する保険者は，函館市です。 

被保険者 

40歳以上の方は，原則として全員が被保険者として加入します。 

・第１号被保険者  65歳以上の方 

・第２号被保険者  40歳～64歳の方 

サービス

の 利 用 

介護保険のサービスを受けられる状態かどうかの認定（要介護認定）を受

け，介護サービス計画を作成し，これに基づいてサービスを利用します。 

・第１号被保険者 

介護または日常生活に支援が必要な方 

・第２号被保険者 

初老期における認知症，脳血管障害などの老化に伴う病気（16疾病）に

より，介護や生活支援が必要な方 

サービス

の利用者 

負  担 

原則として，かかった費用の１割または２割もしくは３割を負担します

が，低所得者に対する各種軽減利用者負担措置があります。  

 

                                                           

イ 要介護認定の状況（令和 7年 3月末現在） 

区 分 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

第１号被保険者 3,530  2,879 4,280 3,107 2,297 2,372 1,602 20,067 

 

６５歳以上 

７５歳未満 
402 343 396 345 228 198 137 2,049 

７５歳以上 3,128 2,536 3,884 2,762 2,069 2,174 1,465 18,018 

第２号被保険者 38 45 60 68 41 29 33 314 

合 計 3,568 2,924 4,340 3,175 2,338 2,401 1,635 20,381 
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 (2)介護保険サービス 

ア 在宅サービス（令和 7年 3月末現在）  

区  分 内          容 事業者数 

訪問介護 ホームヘルパーの訪問による介護や家事などの援助 90(86) 

訪問入浴介護 家庭を訪問しての入浴介助 4(4) 

訪問看護 看護師や保健師の訪問による看護の支援 36(36) 

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 理学療法士や作業療法士の訪問による機能訓練 16(15) 

居宅療養管理指導 医師，薬剤師などの訪問による療養上の管理・指導 ― 

通所介護 デイサービスセンターでの入浴，食事，機能訓練等 50(49) 

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 老人保健施設，医療機関などでの機能訓練等 16(16) 

短期入所生活介護 特別養護老人ホームなどへの短期入所 28(27) 

短期入所療養介護 老人保健施設，医療機関などへの短期入所 11(11) 

特定施設入居者生活介護 有料老人ホームなどにおける介護 12(12) 

福祉用具貸与 車いす，ベッドなどの福祉用具の貸与 22(22) 

福祉用具購入費支給 入浴，排泄用具などの福祉用具購入費支給 

（限度 10万円） 

20(20) 

 

住宅改修費支給 手すりの取り付けや段差の解消などの住宅改修費の

支給（限度 20万円） 
指定不要 

居宅介護支援 

介護予防支援 

介護サービス計画の作成やサービス提供事業者との

連絡調整等（利用者負担なし） 

94 

(10) 

※ 事業者数欄の（ ）内の数は，介護予防サービス提供事業者数 

（（令和 6年度実績 ※介護予防・生活支援サービス事業分を含む） 

区  分 総件数 総利用実日数 1件当の利用日数 

訪問介護 57,943 564,017 9.7 

訪問入浴介護 1,270 5,343 4.2 

訪問看護 20,629 129,531 6.3 

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 10,684 54,338 5.1 

居宅療養管理指導 39,102 82,933 2.1 

通所介護 64,598 437,695 6.8 

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 16,756 102,064 6.1 

短期入所生活介護 8,854 138,176 15.6 

短期入所療養介護 331 3,053 9.2 

特定施設入居者生活介護

（短期利用含む） 

8,974 261,544 29.1 

福祉用具貸与 86,327 2,491,731 28.9 

福祉用具購入費支給 1,298 - - 

住宅改修費支給 1,059 - - 

居宅介護支援介護予防支援 147,550 - - 
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イ 地域密着型サービス（令和 7年 3月末現在） 

区  分 内          容 事業者数 

定期巡回・随時対応型サービス 日中・夜間を通じて，定期巡回サービスと随時の

訪問サービス 

15(-) 

 

夜間対応型訪問介護 夜間にホームヘルパーが訪問しておむつの交換

や体位変換などの定期巡回サービス等 

0(-) 

地域密着型通所介護 デイサービスセンターでの日常動作訓練，入浴，

食事等 

38(37) 

認知症対応型通所介護 認知症高齢者のためのデイサービスセンターで

の日常動作訓練，入浴，食事等 

5(4) 

小規模多機能型居宅介護 通いを中心として訪問，泊まりを組み合わせ，入

浴や食事，機能訓練等   

19(19) 

認知症対応型共同生活介護 認知症のある方が共同生活を営むグループホー

ム（要支援２以上） 

47(47) 

看護小規模多機能型 

居 宅 介 護 

通いを中心として訪問，泊まりを組み合わせ，入

浴や食事，機能訓練等に加え訪問看護も提供 

6(-) 

地域密着型特定施設 

入 居 者 生 活 介 護 

小規模な介護付き有料老人ホーム等の入所者へ， 

入浴や食事，機能訓練，療養上の世話等 

13(-) 

地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 

小規模な特別養護老人ホームの入所者へ，入浴や 

食事，機能訓練，療養上の世話等 

5(-) 

※ 事業者数欄の（ ）内の数は，介護予防サービス提供事業者数 

（令和 6年度実績） 

区  分 総件数 総利用実日数 1件当の利用日数 

定期巡回・随時対応型訪問

介護看護 

12,645 357,201 28.2 

夜間対応型訪問介護 3 91 30.3 

地域密着型通所介護 11,556 87,279 7.6 

認知証対応型通所介護 877 12,836 14.6 

小規模多機能型居宅介護

（短期利用含む） 

4,815 104,385 21.7 

認知証対応型共同生活介

護（短期利用含む） 

9,974 290,991 29.2 

複合型サービス（短期利用

含む） 

1,418 29,919 21.1 

地域密着型特定施設入居

者生活介護（短期利用含

む） 

4,301 126,274 29.4 

地域密着型介護福祉施設

サービス 

1,612 46,597 28.9 
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ウ 施設サービス（令和 7年 3月末現在） 

区  分 内       容 施設数 定員 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 

常時介護が必要で，自宅では介護が困難な

方が入所する施設 

17  1,351人 

介護老人保健施設 

（老人保健施設） 

病状が安定し，リハビリに重点を置いたケ

アが必要な方が入所する施設 

8  896人 

介護医療院 慢性期の医療・介護ニーズに対応するた

め，医療と介護を一体的に受けることがで

きる施設 

4 232人 

※ 施設サービスの利用は，要介護１以上の方です。 

  （令和 6年度実績） 

区  分 総件数 総利用実日数 1件当の利用日数 

介護老人福祉施設サービス 14,524 416,998 28.7 

介護老人保健施設サービス 8,853 250,259 28.3 

介護医療院サービス    3,204 93,020 29.0 

  

(3)利用者負担 

介護保険サービスの利用は，原則かかった費用の１割，また，65歳以上の第１号被保

険者であって，一定以上の所得がある方は２割，特に所得の高い方は３割を負担します

が，低所得者に対する各種軽減利用者負担措置があります。 

 

ア 利用者負担軽減の状況（令和 6年度実績） 

   区         分 延 人 数 月平均人数 

障害者施策ホームヘルパー利用者支援事業対象者 

（障害者自立支援法のホームヘルプサービス利用で定 

率負担額が０円だった方の利用者負担を全額免除） 

0人 0人 

社会福祉法人利用者負担軽減事業対象者 

（利用者負担額（１割分）を 50％または 25％軽減 

生活保護受給者の居住費を 100％軽減） 

1,166人 98人 

負担額限度額対象者 

（施設入所者等の食費・居住費の一部負担軽減） 
23,935人 1,995人 

特定負担額限度額対象者 

（特養旧措置入所者の食費の一部負担軽減）    
12人 1人 

高額介護（介護予防）サービス費支給対象者 

（月額利用者負担の一定額以上を給付） 
40,280人 3,356人 
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(4)保険料 

保険料は，65 歳以上の方（第１号保険料）と 40 歳から 64 歳までの方（第２号保険料） 

では異なります。 

ア 第１号保険料 

第１号保険料は，本人や世帯の所得状況に応じて 13 段階に分けられており，基準額

（第５段階の額）は月額 6,640円となっています。 

 

(ｱ) 段階別の保険料（令和 7年度）  

区 分 要  件 算定式 月額保険料 被保険者数 

第 1段階 ･生活保護受給者 ･老齢福祉年金受給者 

･課税年金収入額と合計所得金額の合計が

80万 9千円以下                

 

世帯全員 

が市民税 

非 課 税 

 

基準額 

×0.285 

1,892円 
23,171 

(26.5%) 

第 2段階 ･課税年金収入額と合計所得金額の合計が

80万 9千円超～120万円以下 

基準額 

×0.485 

3,220円 9,822 

(11.2%) 

第 3段階 ･課税年金収入額と合計所得金額の合計が

120万円超 

基準額 

×0.685 

4,548円 8,734 

(10.0%) 

第 4段階 ･本人が市民税非課税で課税年金収入額と

合計所得金額の合計が 80万 9千円以下 

世帯の中 

に市民税 

課税者が 

いる世帯 

基準額 

×0.9 

5,976円 7,717 

(8.8%) 

第 5段階 ･本人が市民税非課税で課税年金収入額と

合計所得金額の合計が 80万 9千円超 

基準額 

×1.0 

6,640円 7,153 

(8.2%) 

第 6段階 ･本人の合計所得金額が 120万円未満 

本 人 が 

市 民 税 

課 税 

基準額 

×1.2 

7,968円 10,141 

(11.6%) 

第 7段階 ･本人の合計所得金額が 120 万円以上 210

万円未満 

基準額 

×1.3 

8,632円 11,998 

(13.7%) 

第 8段階 ･本人の合計所得金額が 210 万円以上 320

万円未満 

基準額 

×1.5 

9,960円 4,535 

(5.2%) 

第 9段階 ･本人の合計所得金額が 320 万円以上 420

万円未満 

基準額 

×1.7 

11,288円 1,676 

(1.9%) 

第 10段階 ･本人の合計所得金額が 420 万円以上 520

万円未満 

基準額 

×1.9 

12,616円 852 

(1.0%) 

第 11段階 ･本人の合計所得金額が 520 万円以上 620

万円未満 

基準額 

×2.1 

13,944円 454 

(0.5%) 

第 12段階 ･本人の合計所得金額が 620 万円以上 720

万円未満 

基準額 

×2.3 

15,272円 233 

(0.3%) 

第 13段階 ･本人の合計所得金額が 720万円以上 基準額 

×2.4 

15,936円 1,069 

(1.2%) 

※ 第１～３段階には，保険料の基準額に対する割合を引き下げる軽減を実施しています。 

※ 月額保険料は，基準額の月額に所得段階別の割合を掛けて，円未満の端数を四捨五入し

た金額を表示していますので，実際の保険料の額とは必ずしも一致しない場合があります。 

※ 被保険者数は令和７年５月末現在の内訳です。４・５月に資格取得した者は除きます。 
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(ｲ) 令和 6年度収納状況                    

（単位：千円） 

区  分 特 別 徴 収 普 通 徴 収 滞納繰越分 合  計 

調定額 5,372,735 570,253 38,166 5,981,154 

収入済額 5,372,735 552,876 15,769 5,941,380 

収納率 100% 97.0% 41.3% 99.3% 

 

(ｳ) 低所得者などに対する保険料の軽減等 

・ 災害（震災・風水害・火災等），失業，その他の理由で保険料の納付が困難な場 

合は，保険料の納付を猶予したり，減免が受けられる場合があります。 

・ 第２段階・第３段階の保険料で，所得が低く生活に困窮している方は，申請に

より保険料が軽減される場合があります。 

    事業開始 平成 13年度（10月） 

内  容 第２段階・第３段階の保険料で，生活保護基準以下の収入のため保 

険料の支払いが困難な方について，条例に定める減額賦課を行う前 

     の第１段階の保険料に軽減します。 

     

イ 第２号保険料  

第２号保険料は，医療保険の保険料として一括徴収されます。 

保険料は，加入している医療保険の算定方法によりますが，国や事業主も半額を負担 

しています。 
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(5)地域支援事業 

ア 介護予防・生活支援サービス事業 

開始年度 

内 容 

 

 

平成 29年度 

要支援者等に対し，要支援状態等となることの予防または要介護状態等

の軽減もしくは悪化の防止および地域における自立した日常生活の支

援を行うため，旧介護予防訪問介護・旧介護予防通所介護に相当するサ

ービスのほか，生活援助のみの訪問サービスや，運動機能・口腔機能の

向上を目的とした通所サービスを実施します。 

令和７年度予算額  1,397,745千円 

 

イ 介護予防普及啓発事業 

開始年度 

内 容 

 

 

平成 18年度 

介護予防活動のきっかけ作りを狙いとする「フレイル予防体力測定会」

の実施のほか，より実践的な知識の習得や運動等を行う「介護予防教室」

等の開催をはじめ，「はこだて賛歌 de 若返り体操」ＤＶＤの配布，町

会・老人クラブ等の団体に対する講話と実技の指導など，住民主体の介

護予防の推進についても取り組みます。 

令和７年度予算額  52,538千円 

 

ウ 地域住民グループ支援事業 

開始年度 

内 容 

 

平成 18年度 

地域で介護予防に取り組むグループの支援を行うほか，市が養成した介

護予防体操リーダーの支援のため，「フォローアップ講座」や「ゆる元

体操中級指導者認定講座」を開催します。 

令和７年度予算額  255千円  

 

エ 介護支援ボランティアポイント事業 

開始年度 

内 容 

 

平成 26年度 

40歳以上の市民が介護施設等においてボランティア活動を行い，その実績に

応じて付与されたポイントを換金または商品との交換ができる体制を構築

することにより，高齢者の社会参加を通じた介護予防の推進を図ります。 

市が養成した住民グループの自主活動促進のための「介護予防体操リーダー

（ボランティア）」に対して，その活動を支援する取り組みを行います。 

令和７年度予算額  2,279千円 
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オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

開始年度 

内 容 

 

 

平成 29年度 

地域における介護予防の取組を機能強化するために，地域ケア会議，サービ

ス担当者会議，住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職（理学

療法士・作業療法士・言語聴覚士）および管理栄養士・栄養士，歯科衛生士

の関与を促進し，生きがいや役割をもって生活できる地域の実現を目指しま

す。 

令和７年度予算額  1,605千円 

 

カ 地域包括支援センター運営事業 

開始年度 

内 容 

 

 

平成 18年度 

地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行う

ことにより，その保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援する中核

機関として，日常生活圏域(１０圏域)に１か所ずつ「地域包括支援センター」

を設置し，次の業務を中心に様々な支援を行います。 

・地域のネットワーク構築，高齢者の実態把握や相談対応を行う総合相談支

援業務 

・高齢者虐待や消費者被害の防止などに関する対応を行う権利擁護業務 

・高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの支援を行

う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

・高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるように支援を

する地域ケア会議推進事業 

・住宅改修理由書を作成する住宅改修支援事業 

令和７年度予算額  309,892千円 

 

キ 在宅医療・介護連携推進事業 

開始年度 

内 容 

 

 

平成 27年度 

医療と介護のサービスを一体的に提供する体制を構築するため，医療や介護

の関係多職種で構成する協議会および部会・分科会を設置し，在宅医療・介

護サービスの情報共有による相談体制や，サービスの提供体制について協議

を進めるほか，平成２９年４月に設置した医療・介護連携支援センターにお

いて，それらの仕組み等を全市的に広げる取り組みを進めます。 

令和７年度予算額  29,300千円 

 

ク 生活支援体制整備事業 

開始年度 

内 容 

 

 

平成 27年度 

地域包括ケアシステムの構築に向けた施策の一つとして，市全域で１か所,日

常生活圏域ごとに各１か所の生活支援コーディネーターを配置し,地域にお

ける住民主体の助け合い活動を促進する仕組みおよび高齢者の社会参加を促

進する仕組みの創出ならびに充実を図ります。 

令和７年度予算額   52,258千円 
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ケ 家族介護者交流事業 

開始年度 

内 容 

 

 

平成 13年度 

要介護高齢者等の介護にあたっている家族を，介護から一時的に解放し，日

帰り旅行,施設見学などを活用した介護者相互の交流会に参加してもらうこ

とにより心身の元気回復（リフレッシュ）を図ります。 

令和７年度予算額  888千円 

 

コ 男性家族介護者交流事業 

開始年度 平成 29年度 

内容   男性家族介護者ならではの悩み，不安，介護負担を男性介護者相互の交流を通

じ精神的な不安の解消を図ります。 

開催回数 6回（令和６年度） 

令和７年度予算額  183千円 

 

サ 家族介護慰労事業 

開始年度 

内 容 

 

平成 13年度 

介護保険の要介護認定で「要介護２（認定調査時の主治医意見書において，

認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上のものに限る）または要介護３・４・

５」と認定され，過去１年間介護保険のサービス（福祉用具貸与，特定福祉

用具販売および住宅改修を除く。）の利用日数が１０日以内の方を，在宅で

介護している市民税非課税世帯の家族に慰労金（10万円）を支給します。 

令和７年度予算額  6,968千円 

 

シ 家族介護支援員の配置 

開始年度 

内 容 

 

平成 26年度 

高齢者や認知症の人を在宅で介護している家族の悩み等を受け止め，介護負

担を軽減するため面接や電話およびメール等で相談支援を行います。 

相談件数  655件（令和６年度 延件数） 

令和７年度予算額  342千円 

 

ス 介護マーク配付事業 

開始年度 

内 容 

 

平成 26年度 

認知症等の人の家族が，駅のトイレで付き添うときなどに偏見や誤解を受け

ることのないよう，介護者であることを周囲に知らせる介護マーク名札を配

付し，介護者を温かく見守り支えあう地域づくりを推進します。 

令和７年度予算額  17千円 
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セ 家族介護用品給付事業 

開始年度 

内 容 

 

平成 12年度 

介護保険の要介護認定で「要介護３・４・５」と認定された市民税非課税世帯

の方を在宅で介護している市民税非課税世帯の家族に，紙おむつ等の購入に要

する経費の一部（月額 5,000円まで）を給付します。 

令和７年度予算額  9,036千円 

 

ソ 「食」の自立支援事業 

開始年度 

内 容 

 

 

 

 

平成８年度 

地域の事業者が実施している配食サービスを活用し，在宅のひとり暮らしの高

齢者等または身体障がい者で老衰，心身の障がい等の理由により，食事の調理

が困難な世帯に，定期的に食事を提供するとともに，当該利用者の安否の確認

を行うことにより，高齢者等の地域における自立した生活を支援します。 
 

年 度 R4 R5 R6 

延利用食数 11,754 10,453 11,595 

令和７年度予算額  6,073千円 

費用の負担  受託事業者が利用者から１食あたり 400円を徴収 

 

タ シルバーハウジング生活援助員派遣事業 

開始年度 

内 容 

 

 

実施施設 

平成８年度 

シルバーハウジングの入居者が安心して暮らすことができるよう，生活援助員

が生活相談，助言，安否の確認，各種情報の提供，緊急時の対応，一時的な疾

病等の対応，関係機関等との連絡などのサービスを提供します。 

市営住宅花園団地４号棟（40戸） 

令和７年度予算額  6,705千円 

 

チ 地域ケア会議推進事業 

開始年度 

内 容 

 

 

 

 

 

 

 

実施状況 

平成 22年度 

民生児童委員等の地域関係者や福祉・保健・医療の専門職，行政等が市全域に共

通する地域課題を共有し，解決策の検討を行うことで，高齢者が住み慣れた地域

で安心して暮らし続けることができるよう，「地域包括ケアシステム」の構築を

推進するため，周知や会議等を開催します。 

・函館市地域ケア全体会議 

・ケアプラン検討事業 

年度 
地域ケア全体会議 ケアプラン検討事業 

回数 参加者 回数 参加者 

４ １回 216名 ６回 50名 

５ １回 170名 ４回 34名 

６ １回 119名 ３回 24名 
 

令和７年度予算額  2,258千円 
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 (6)認知症施策 

ア 認知症介護予防普及啓発事業 

開始年度 

内 容 

 

平成 28年度 

軽度認知障害（ＭＣＩ）のスクリーニングテストを行うことにより，認知症

予防の取組みの推進を図るほか，町会・老人クラブ等の団体に対して，認知

症の予防や早期発見，早期診断等の認知症に関する講話を行います。 

令和７年度予算額  1,885千円 

 

イ 函館地区高齢者のためのＳＯＳネットワークシステム「ぬくもりネットワーク」 

開始年度 

内 容 

 

 

平成 9年度 

徘徊などにより行方不明となった認知症高齢者等を関係機関の連携により速

やかに発見し，保護することを目的に連絡通報，保護体制のシステムを実施 

します。 

 函館市 ANSINメール配信件数 

 
 区 分 

年 度 
件数  

R4 11  

R5 12  

R6 5  

 

ウ 認知症サポーター養成講座 

開始年度 

内 容 

 

 

平成 18年度 

認知症に関する正しい知識を持ち，地域や職域において認知症の人や家族を

支援する認知症サポーターを養成することにより，認知症の人や家族が安心

して暮らし続けることのできる地域の基盤をつくることを目的に開催してい

ます。  

実施状況  

 
 区 分 

年 度 
実施回数  参加者数  

R4 27 730 

R5 45 1,313 

R6 51 1,588 

令和７年度予算額  554千円 
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エ 成年後見制度利用支援事業 

開始年度 

内 容 

平成 16年度 

介護保険サービス等を利用するために成年後見制度の利用が有効と認められ 

る認知症高齢者で，一定の要件に該当する方に，市長申立てを行うほか，成

年後見制度利用に係る費用を助成します。 

実施状況 
 

 区 分 

年 度 

市長申立 

件  数 

申立費用 

助成件数 

報酬助成 

件  数 

R4 9 0 74 

R5 27 1 87 

R6 21 0 101 

令和７年度予算額  32,070千円 

 

オ 認知症地域支援・ケア向上事業 

開始年度 

内 容 

 

平成 27年度 

医療および介護サービス等の関係機関との連携を図るための支援や，認知症

の人や家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員を市および各

地域包括支援センターに配置し，誰でも集える認知症カフェを開催するなど

により，認知症の人や家族が安心して暮らせる地域づくりを推進します。 

令和７年度予算額  12,547千円 

 

カ 認知症初期集中支援推進事業 

開始年度 

内 容 

 

平成 30年度 

「認知症初期集中支援チーム（はこだてオレンジケアチーム）」を配置し，認

知症専門医の指導のもと，保健師，介護支援専門員等の専門職が，認知症の人

やその家族を訪問し，適切な医療や介護サービスにつなげるなど初期の支援

を集中的に行い，自立生活のサポートを行うことで，認知症の方の早期診断・

早期対応に向けた支援体制を構築します。 

令和７年度予算額  7,679千円 

 

キ 函館市成年後見センター 

開始年度 

内 容 

平成 28年度 

急速な高齢化に伴い増加傾向にある認知症高齢者や，知的障がい，精神障が

いなどの理由で判断能力が不十分な人の権利を擁護するため，成年後見制度

に関するワンストップ窓口として，相談から利用に至るまでの支援や，新た

な担い手である市民後見人の育成・活動支援を行うとともに，地域連携ネッ

トワークの中核機関として関係団体等とのコーディネート機能を担うなど，

成年後見制度の利用促進を図ります。 

令和７年度予算額  19,286千円 
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(7)介護従事者確保施策 

ア 介護職員等資格取得支援事業 

開始年度 

内 容 

 

 

令和５年度 

介護職員初任者研修および介護福祉士実務者研修の受講費用の一部を補助

し，市内の介護保険事業所または一部の障がい福祉サービス事業所等におけ

る新たな人材の参入と職員の定着・キャリアアップを促進し，介護人材の安

定的な確保と質の高いサービスの提供を図ります。 

実施状況 ※令和４年度まで「介護職員初任者研修受講支援事業（介護職員初任者研修

のみ補助対象）」として実施 

 

年度 
補助件数 

介護職員初任者研修 介護福祉士実務者研修 

令和元年度 10人 －※ 

令和２年度 23人 －※ 

令和３年度 25人 －※ 

令和４年度 27人 －※ 

令和５年度 16人 39人 

令和６年度 16人 23人 

令和７年度予算額  2,336千円 

 

イ 介護助手活用促進事業 

開始年度 

内 容 

 

 

平成 30年度 

介護事業所が介護職の業務の見直しを行い，地域人材を直接介助以外の補助業

務に従事する「介護助手」として雇用した場合に雇用奨励金を交付し，介護職

の業務負担の軽減や，介護職が専門性の高い業務に注力できるよう労働環境の

改善を図り，介護職の職場定着と介護人材の確保につなげます。 

実施状況 
年度 

参加 

事業者 

地域人材向け 

説明会参加者 

就労マッチング 

希望者 

就労 

マッチング者 

令和元年度 3事業者 57人 30人 11人 

令和２年度 4事業者 17人 21人 11人 

令和３年度 3事業者 －※ 13人 7人 

令和４年度 1事業者 －※ 18人 3人 

令和５年度 1事業者 －※ 18人 3人 

令和６年度 1事業者 －※ 3人 1人 
 

※地域人材向け説明会参加者は令和３年度から補助対象外。 

令和７年度予算額  600千円 
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ウ 介護人材確保・育成促進事業 

開始年度 

内 容 

 

 

令和５年度 

介護事業所への就労を希望している潜在介護職員等を対象とした講義や実技演

習，職場体験会，企業説明会を実施するとともに，既に就労している介護職員

を対象としたコミュニケーションやリーダーシップ・マネジメントスキル等に

関するセミナーを実施し，就労定着から就労後のフォローアップまで一体的に

支援することで，更なる介護人材の確保を図ります。  
実施状況 

 

 

※令和４年度まで「介護のしごと就労マッチング事業」として実施 

 

 
 

令

和

４

年

度 

区分 内容 参加者数 

就労支援セミナー 講義・パソコン研修・実地研修 43人 

プチ職場体験ツアー 職場体験 16人 

就職面接会(2回) 事業者との面接会 63人 

市内介護関係への就労者 13人 

令

和

５

年

度 

区分 内容 参加者数 

就労支援セミナー 講義・演習 29人 

職場体験会 職場体験 13人 

企業説明会(2回) 事業者との面接会 77人 

介護職員向けセミナー スキルアップセミナーの開催 614人 

市内介護関係への就労者 21人 

 

令

和

６

年

度 

区分 内容 参加者数 

就労支援セミナー 講義・演習 34人 

職場体験会 職場体験 14人 

企業説明会(2回) 事業者との面接会 51人 

介護職員向けセミナー スキルアップセミナーの開催 442人 

市内介護関係への就労者 25人 

令和７年度予算額  8,964千円 
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エ 「介護のしごと魅力発信教室」開催事業 

開始年度 

内 容 

 

 

令和４年度 

市内の小・中学生を対象に，介護の仕事の魅力に関する講義や高齢者支援の

疑似体験を実施し，若年層の介護の仕事への関心を高め，将来の介護人材の

確保を図ります。  

実施状況 
 

年度 受講者数 

令和４年度 374人 

令和５年度 61人 

令和６年度 315人 

令和７年度予算額  605千円 

 

オ 介護人材養成活動支援事業 

開始年度 

内 容 

 

 

 

実施状況 

令和５年度 

市内の介護福祉士養成施設や学校が本来の教育活動とは別に行う，介護

への理解促進やイメージの向上に関する自主的な取り組みに対し支援

金を交付し，小・中学生等の若い世代に介護への理解促進やイメージの向上

を図ります。  

  年度 受講者数 

令和５年度 552人 

令和６年度 552人 

令和７年度予算額  1,500千円 

 

カ 介護人材等地域定着奨励金 

開始年度 

内 容 

 

 

 

 

実施状況 

令和６年度 

市内に所在する介護保険事業所または一部の障害福祉サービス事業所

等において，初めて介護職員等として就労を開始した方に対し，新規就

労および継続就労の奨励金を支給することで新規就労の促進および定

着支援を図ります。  

 

年度  

交付者数 

新規 
継続 

令和６年度  

 うち資格あり 

68 人  38 人 － 

  

令和７年度予算額  15,600千円 
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４ 高齢者福祉サービスの推進 

 

(1) 高齢者・介護総合相談窓口 

開始年度 

内 容 

  

設置場所 

平成７年度 

高齢者等の保健・福祉の様々な相談に応じ，総合的なサービス提供を行うこと

により，市民サービスの向上に努めています。 

保健福祉部高齢福祉課，亀田福祉課 

戸井支所市民福祉課 

恵山支所市民福祉課 

椴法華支所市民福祉課 

南茅部支所市民福祉課 

活動状況（令和６年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 生活援助員派遣 食の自立支援事業 

相談 訪問 相談 訪問 

高齢 76 0 116 0 

亀田 5 0 8 0 

戸井 1 0 - - 

恵山 2 0 - - 

椴法華 2 0 - - 

南茅部 0 0 - - 

計 86 0 124 0 

区分 

東部  

外出支援  

緊急通報 

システム  
除雪 

老福ショート 

ステイ 
虐待対応 

相談 訪問 相談 訪問 相談 訪問 相談 訪問 相談 訪問 

高齢 12 0 519 0 186 0 205 0 3,106 100 

亀田 - - 64 0 176 5 44 0 5 0 

戸井 16 0 14 0 6 0 0 0 0 0 

恵山 4 0 15 0 10 0 0 0 1 0 

椴法華 46 0 5 0 5 0 0 0 0 0 

南茅部 5 0 10 0 0 0 5 0 0 0 

計 83 0 627 0 383 5 254 0 3,112 100 
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活動状況つづき（令和６年度） 

 

区分 
障害者控除 

い きい き住 ま

い リフ ォー ム  

養護老人  

ホーム入所  

在宅介護  

相談  

相談  訪問  相談  訪問  相談  訪問  相談  訪問  

高齢 134 0 66 0 143 6 1,069 0 

亀田 14 0 21 2 7 0 1,049 0 

戸井 0 0 0 0 0 0 46 0 

恵山 0 0 0 0 0 0 0 0 

椴法華 0 0 0 0 0 0 3 0 

南茅部 0 0 0 0 0 0 136 0 

計 148 0 87 2 150 6 2,303 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 

保健・ 

医療相談 
合計 

相談 訪問 相談 訪問  

高齢 10 0 5,642 106 

亀田 10 0 1,403 7 

戸井 0 0 83 0 

恵山 0 0 32 0 

椴法華 0 0 61 0 

南茅部 0 0 156 0 

計 20 0 7,377 113 
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(2) 高齢者等在宅生活支援事業 

ア 東部地区外出支援サービス事業 

開始年度 

内 容 

平成７年度 

東部地区に居住するねたきり高齢者等で，一般の交通機関を利用することが困

難な者に対し，移送用車両により医療機関等への送迎を行います。 

令和７年度予算額  14,343千円（高齢分 7,432千円） 

 

イ 除雪サービス事業 

開始年度 

内 容 

 

平成７年度 

ひとり暮らしの高齢者等ならびに身体障がい者で，除排雪の労力の確保が困難

な世帯に対し，生活通路等の確保のための除排雪や屋根の雪下ろしを行います。 

令和７年度予算額  6,493千円 

 

ウ 生活援助員派遣サービス 

開始年度 

内 容 

 

平成７年度 

ひとり暮らし高齢者や高齢者のみの世帯等に生活援助員を派遣し，居宅で 

自立した生活を送るために一時的で軽易な生活援助サービスを行います。 

令和７年度予算額  210千円 

費用の負担  受託事業者が利用者から作業 1時間あたり 120円（1回 2時間まで）を 

       徴収 

実施状況 

区 分 ／  年 度 R4 R5 R6 

外 出 支 援 延  1,886人 延  1,882人 延  1,721人 

除 雪 延  2,737件 延    8 5 4件 延    9 3 3件 

生 活 援 助 員  延     67件 延     90件 延     108件 

 

  

(3) ショートステイ事業 

開始年度 

内 容 

 

 

実施施設 

平成 12年度 

在宅での自立した日常生活を営むことに支障がある高齢者を一時的に短期入

所生活介護施設に入所させ，生活指導等のサービスを提供し，当該高齢者お

よびその家族の福祉の向上を図ります。 

短期入所生活介護施設等 35施設 

令和７年度予算額  1,895千円 

費用の負担  受託事業者が利用者から日額 773円，送迎片道 184円を徴収 

（その他食費，滞在費，日常生活費は自己負担） 
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(4) 安心ボトル（救急医療情報キット）配付事業 

開始年度 

内 容 

 

 

対 象 者 

平成 24年度 

65 歳以上のひとり暮らしの高齢者等に対し,かかりつけ医療機関や持病等に

ついて記載した情報用紙等を保管するキット（安心ボトル）を配布し,万一の

際の救急活動に役立て高齢者の日常生活の安心と安全を図ります。 

65歳以上のひとり暮らしの高齢者，またはそれに準じる世帯 

令和７年度予算額  50千円 

 

(5) ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム設置事業 

開始年度 

内 容 

 

 

対 象 者 

 

 

 

 

 

 

 

センター設備 

端末機の 

整備状況 

平成４年度 

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し，火災・急病その他の緊急時に簡単な操 

作で消防本部等に通報できる装置を設置することにより，日常生活における 

不安感を取り除き，安心して生活ができるようにします。  

おおむね 65歳以上の者で，次の条件のいずれかを満たす者。 

ア ひとり暮らしおよび高齢者のみの世帯で身体虚弱のため緊急事態に機

敏に行動することが困難な方 

 イ ひとり暮らしで突発的に生命に危険な症状が発生する持病を有する方 

 ウ ア，イの要件を満たさない 85 歳以上のひとり暮らし高齢者で日常生  

活に不安を抱えている方 

エ ひとり暮らし以外でも，ア，イに準ずると認められる高齢者のいる世

帯または高齢者のみの世帯 

・緊急通報 … 消防本部 ・相談通報 … 保健福祉部高齢福祉課 

 

 

 
年  度 R4 R5 R6 

新規設置台数 133 161 171 

年度末設置台数 1,309 1,261 1,248 

令和７年度予算額  25,677千円 
 
 

(6) いきいき住まいリフォーム助成事業 

開始年度 

内 容 

 

 

実施施設 

 

 

実施状況 

平成６年度 

身体機能が低下した高齢者や重度の身体障がい者などが，車イスや補装具等

を使用して日常生活を送ることができるよう，住宅を改造(バリアフリー化)

する費用の一部を助成します。（前年の所得税が課税されていない世帯が対象） 

玄関，廊下，浴室，便所，洗面所等の段差解消，手すり取付，ドアの取替等

の部分的な改造工事 ※改造工事に要する費用の３分の２，上限 50万円 

（ただし，介護保険制度や障害者福祉制度の助成額を減ずる。） 

 
 

年  度 R4 R5 R6 

利用件数 3 1 2 

令和７年度予算額  638千円 

費用の負担  利用者から事業者へ改造工事の費用を支払い後，市がその費用の 3分の 2 

（上限 50万円）を利用者へ給付する。 
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(8) 生活支援ハウス運営事業 

開始年度 

内 容 

 

 

施 設 数 

平成 13年度 

独立して生活することに不安のある高齢者に対し，介護支援機能，居住機能，

交流機能を提供することにより，安心して健康で明るい生活を送ることがで

きるように支援します。 

２施設 

令和６年度予算額  30,956千円 

費用の負担  市が利用者の負担能力に応じて負担金を徴収。 

 

(9) 軽費老人ホーム運営費補助事業 

開始年度 

内 容 

 

施 設 数 

平成 17年度 （※ 中核市移行により平成 17年 10月北海道から移管） 

老人福祉の増進を図るため，函館市に所在する軽費老人ホームに対し，運営

費の補助をします。 

５施設 

令和７年度予算額  150,392千円 

 

  

(7) 在宅福祉ふれあい事業 

開始年度 

内  容 

 

 

実施主体 

事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

補 助 率 

平成３年度 

地域における相互扶助の精神や社会福祉に対する意識の高揚を図るための住

民参加による在宅福祉事業に補助し，高齢者が住み慣れた地域で健康で生き

がいを持ち，安心して暮らせる地域社会の実現を目指します。 

社会福祉法人函館市社会福祉協議会 

ア 在宅福祉ふれあいサービスに関する事業 

町会単位で設置する「在宅福祉委員会」が行う訪問安否確認サービス，会

食・茶話会の開催や訪問理容美容サービス等 

イ ボランティア団体が行う地域福祉活動の支援に関する事業 

ボランティア活動を実践している団体に対する援助等 

ウ 高齢者，障がい者等を対象とする健康づくりおよび生きがいづくりの推進に

関する事業 

世代間交流活動等の地域福祉活動へ援助 

エ 在宅福祉事業の促進に関する事業 

ボランティア等の育成，地域における福祉活動の普及・啓発等 

対象経費の 10分の９，10分の 10 

令和７年度予算額  42,440千円 
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５ 高齢者の生きがいづくりの推進 

 

(1) 高齢者交通料金助成事業 

開始年度 

内 容 

 

 

対 象 者 

 

平成 30年度（高齢者交通料金助成券は平成 29年度で廃止） 

函館市内で交通系ＩＣカード「イカすニモカ（ICASnimoca）」を使用して市

電または函館バスに乗車した際，運賃の半額分のポイントを付与することに

より交通料金を助成します（年間上限 10,000円）。 

函館市に住所を有する満 70 歳以上の高齢者 

（障害者等外出支援事業による交通助成を受給する者を除く。） 

令和７年度予算額  89,859千円 

 

(2) 温泉等入浴優待事業 

開始年度 

内 容 

  

 

昭和 55年度 

旧恵山町，旧椴法華村および旧南茅部町地区において，所定の温泉へ高齢者

を入浴優待することにより，高齢者の生きがいと健康の保持増進を図りま

す。実施内容については，各地区毎で異なります。なお，旧恵山町地区にお

いては，障がい者，母子家庭の方への優待も行っています。 

令和７年度予算額  8,737千円 

費用の負担  北海道後期高齢者医療広域連合から一部助成があります。 

 

(3) 老人クラブ運営費補助事業 

開始年度 

内 容 

 

昭和 38年度 

高齢者の知識および経験を生かし，生きがいと健康づくりのための多様な社

会活動を通じ，老後の生活を豊かなものにするとともに，明るい長寿社会づ

くりを目的に，老人クラブに運営費を補助します。 

会員数の 

状 況 

 

 

区分  ／  年度 R4 R5 R6 

クラブ数 87 80 78 

会員数（人） 3,666 3,302 3,161 

補 助 額 １クラブ当たり均等割 20,000円＋会員割 1,300円（平成 24年度改正） 

(平成 23年度 均等割 10,000円＋会員割 1,300円) 

令和７年度予算額  5,790千円 

 

(4) 老人クラブ連合会運営費補助事業 

開始年度  昭和 52年度 

内  容  高齢者の社会活動を促進するため，老人クラブに対する指導事業および高齢

者の幅広い社会活動促進を図っている老人クラブ連合会に運営費を補助しま

す。 

令和７年度予算額  10,095千円 
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(5) 高齢者趣味の作品展 

開始年度 

内 容 

実施状況 

 

 

昭和 41年度 

作品等の展示発表を通して，趣味の向上を図り，生きがいを高めます。 

期間：９月を中心とする約１か月間 

会場：市役所１階市民ホール 

出品参加者 1,147人 出品数 694点（令和６年度） 

令和７年度予算額  ６千円 

 

(6) 老人福祉センター 

高齢者（60歳以上の方）が健康で明るく，生きがいのある生活を送ることができるよう

に，保健師が健康，保健などの各種相談に応じるほか，趣味・教養講座の開催や芸能発表

会などを行う施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 
湯川老人 

福祉センター 

谷地頭老人 

福祉センター 

総合福祉ｾﾝﾀｰ内 

老人福祉ｾﾝﾀｰ 

所 在 地 湯川町１丁目７番26号 谷地頭町13番18号 若松町33番６号 

種   別 Ａ型 Ａ型 Ｂ型 

敷 地 面 積 2,500㎡ 1,328.57㎡ 
総合福祉ｾﾝﾀｰ２階一部 

（416.70㎡） 
（共用部分は除く） 建      物 

ブロック造平屋建 

670.53㎡ 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造２階建 

958.86㎡ 

総  工  費 57,080千円 559,535千円  

開設年月日 昭和45年４月１日 

昭和49年１月19日 

平成11年８月１日 

移転改築 

平成６年４月１日 

入 浴 設 備 温泉を使用 温泉を使用 無 

利 用 時 間 午前９時30分～ 

午後４時30分 

午前９時30分～ 

午後４時30分 

午前９時～ 

午後５時 

料      金 無  料 無  料 無  料 

休  館  日 月曜日 日曜日 月曜日 
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利用状況 

 

※１ 令和２年３月３１日付け美原老人福祉センター廃止。 

※２ 新型コロナウイルス感染症の影響により，令和２年２月２８日から３月３１日まで

臨時休館。 

※３ 新型コロナウイルス感染症の影響により，令和２年４月２０日から５月２５日まで

臨時休館。令和２年５月２６日～令和４年１２月１２日（湯川老人福祉福祉センタ

ー），令和２年５月２６日～令和４年１１月２７日（谷地頭老人福祉センター）入浴

サービス休止。 

令和７年度予算額  73,386千円（総合福祉センター内老人福祉センターの経費は除く。） 

費用の負担  全額市費負担 

年 度 

 

施設名 

R元 R2 

利用者 

(うち入浴利用者) 

１日平均 

(うち入浴利用者) 

利用者※2 

(うち入浴利用者) 

１日平均※2 

(うち入浴利用者) 

湯     川 56,282 

(52,886) 

216 

(203) 

7,279 

(2,858) 

27 

(11) 

谷  地  頭 54,809 

(52,845) 

209 

(202) 

3,469 

(2,247) 

13 

(8) 

美    原※1 40,543 

(34,990) 

156 

(135) 
― ― 

総合福祉ｾﾝﾀｰ内 44,607 145 18,489 60 

計 196,241 

(140,721) 

726 

(540) 

29,237 

(5,105) 

100 

(19) 

年 度 

 

施設名 

R3 R4 

利用者※3 

(うち入浴利用者) 

１日平均※3 

(うち入浴利用者) 

利用者※3 

(うち入浴利用者) 

１日平均※3 

(うち入浴利用者) 

湯          川 6,712 

(0) 

23 

(0) 

15,972 

(7,869) 

55 

(27) 

谷    地    頭 2,892 

(0) 

10 

(0) 

10,362 

(6,875) 

35 

(23) 

総合福祉ｾﾝﾀｰ内 20,849 68 22,161 72 

計 30,453 

(0) 

101 

(0) 

48,495 

(14,744) 

162 

(50) 

年 度 

 

施設名 

R5 R6 

利用者 

(うち入浴利用者) 

１日平均 

(うち入浴利用者) 

利用者 

(うち入浴利用者) 

１日平均 

(うち入浴利用者) 

湯          川 42,906 

（35,659） 

146 

（122） 

44,572 

（36,174） 

153 

（124） 

谷    地    頭 30,922 

（28,086） 

106 

（96） 

33,000 

（29,430） 

113 

（101） 

総合福祉ｾﾝﾀｰ内 25,502 84 24,288 80 

計 99,330 

（63,745） 

336 

（218） 

101,860 

（65,604） 

346 

（225） 
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６ 要援護高齢者対策の推進 
 
(1) 養護老人ホーム 

施設の目的 

 

 

措置状況 

 

 

 

 

 

 

65歳以上の方で，環境上の理由および経済的な理由により，居宅での生活が困

難な方が市の措置により入所できる施設です。 

市 内 施 設 2 か所 242 人

市 外 施 設 12 50

計 14 292

（令和７年４月１日現在）

措置者数施設数区　　分

 

市内：永楽荘，まろにえ 

市外：好日園（七飯町），三杉荘（せたな町），静山荘，慈啓会ふれあいの郷 

（札幌市），恵明園（江別市），やすらぎ荘（新得町），旭光園（旭川 

市），潮見老人ホーム（東京都江東区），聖明園曙荘（東京都青梅市）， 

豊寿園（千葉県船橋市）,津軽ひかり荘（青森県弘前市），ひのき（江差 

町）  

令和７年度予算額  563,972千円 

費用の負担 市が本人や扶養義務者の負担能力に応じて負担金を徴収。 

 

(2) 高齢者虐待防止等対策事業 

開始年度 

内  容 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度 

ア 函館市高齢者・障がい者虐待防止等対策協議会 

   司法関係者，学識経験者等各分野の専門家や医療関係，介護関係，警察等

関係団体の代表者によって構成される会議を開催し，高齢者虐待や障がい

者虐待等に関する情報交換，関係機関の連携のあり方および役割分担等に

ついて協議する。 

イ  普及啓発活動 

  ・講演会の開催・リーフレットの配付・ポスター展の開催 

令和７年度予算額  490千円 

 
 
 
 
 

  



60 

 

(3) 高齢者虐待への対応 

内  容 

 

実  績 

 

 

 

 

 

 

高齢者虐待防止法に基づき，市の責務として関係機関と連携し，高齢者虐待の 

早期発見や適切な支援に努める。 

○養護者による高齢者虐待の現状（６５歳未満は含まず） 

身体的 介護等放棄 心理的 性的 経済的

Ｒ４年度
101件
(新規66
件)

42件 29件 9件 4件 0件 7件 6件 26件 13件 14件

Ｒ５年度
177件

(新規143
件)

60件 35件 9件 6件 0件 17件 81件 2件 13件 21件

Ｒ６年度
176件

(新規135
件)

48件 22件 12件 3件 0件 13件 85件 0件 16件 27件

判断に至らず 調査中

対象年度以
前に虐待判
断済で対応

継続

新規受理・
対応継続

虐待
判断

虐待ではない

 

※調査が年度をまたぐ場合があるため，通報件数と判断件数は必ずしも一致しない。 

※虐待判断は養護関係（高齢者を養護する方）にある方を対象とする 

 
 

○養介護施設従事者等による高齢者虐待の現状（６５歳未満は含まず） 

身体的 介護等放棄 心理的 性的 経済的

Ｒ４年度
14件

(新規12
件)

6件 4件 2件 0件 1件 0件 1件 3件 3件 1件

Ｒ５年度
22件

(新規15
件)

8件 6件 2件 3件 0件 1件 0件 6件 4件 4件

Ｒ６年度
32件

(新規26
件)

9件 11件 18件 4件 1件 0件 0件 18件 5件 0件

新規受理・
対応継続

虐待
判断

虐待ではない 判断に至らず 調査中
対象年度に
虐待判断済
で対応継続

 

※調査が年度をまたぐ場合があるため，通報件数と判断件数は必ずしも一致しない。 

 

(4) 高齢者見守りネットワーク事業  

開始年度 

内  容 

 

 

 

実施状況 

 

 

 

 

平成 20年度 

高齢者の孤立を防ぎ，住み慣れた地域で安心して在宅生活が継続できるよう， 

地域住民と事業所，行政など関係機関が相互に連携・協力し，高齢者の見守り 

体制を構築するとともに，支援が必要な高齢者を早期に把握し，適切な支援に 

つなげます。 

①高齢者の実態把握 

 地域包括支援センターが介護保険サービス等を利用していない高齢者宅を訪 

問し実態把握を行うとともに，必要時，適切な支援につなげます。 

・６５歳以上高齢者単身世帯を対象とした実態把握（平成２０～２４年度） 

・６５歳以上高齢者のみ世帯を対象とした実態把握（平成２５～２８年度） 

・７５歳以上高齢者単身世帯を対象とした実態把握（平成２９年度～） 

②見守り協定の締結 

 事業の趣旨に賛同する民間事業者等と協定を締結し，通常の業務活動中に支援 

や保護を求められた場合，訪問先などで異変等を発見したときに市に通報してい 

ただき，市は関係機関と連携し適切な対応を行います。 

・協定締結事業者数（令和７年４月１日現在） ２６事業者 
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障がい児・者福祉 

 障がいの重度化・重複化，精神障がい者や難病患者に対する福祉施策の拡充の必要性な

ど，新たな課題が発生するとともに，障がいのある人のニーズも多様化してきており，国に

おいても社会福祉構造改革が進められ，平成18年４月には身体，知的，精神の障がい種別に

関わらず，一元的なサービスの提供や就労支援などを柱とした障害者自立支援法が，平成23

年８月には障害者基本法の一部を改正する法律が施行されたところであり，さらに平成24年

６月には，地域社会における共生の実現に向けて障害福祉サービスの充実等，障害者の日常

生活および社会生活を総合的に支援するため，障害者自立支援法を障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）と改め，新たな障害保健福祉施

策を講ずることとしています。 

 市においても平成18年度および平成27年度に障害者基本法に基づき，障がいのある人の施

策全般にわたる基本的な事項を定める中長期の計画として「函館市障がい者基本計画」を策

定するとともに，その実施計画として障害者総合支援法および児童福祉法に基づく「函館市

障がい福祉計画」を策定し，障害福祉サービス等の必要量とその確保に関し定め，障がい者

施策のさらなる推進を図ることとしています。 

 

１ 障がい児・者の状況 

〔身体障がい〕 

身体障がい児・者の障がい別・等級状況 （令和7年4月1日現在　単位：人）
障がい区分 等級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 合計 構成比（％）

18歳未満 1 1 1 2 0 0 5
18歳以上 258 243 51 61 122 60 795

計 259 244 52 63 122 60 800
18歳未満 0 7 5 2 0 4 18
18歳以上 46 164 118 244 2 283 857

計 46 171 123 246 2 287 875
18歳未満 0 0 0 0 0
18歳以上 0 5 76 35 116

計 0 5 76 35 116
18歳未満 18 11 7 5 6 1 48
18歳以上 909 995 1,088 1,502 461 207 5,162

計 927 1,006 1,095 1,507 467 208 5,210
18歳未満 7 0 4 1 12
18歳以上 2,504 30 504 826 3,864

計 2,511 30 508 827 3,876
18歳未満 26 19 17 10 6 5 83
18歳以上 3,717 1,437 1,837 2,668 585 550 10,794

計 3,743 1,456 1,854 2,678 591 555 10,877
34.4% 13.4% 17.0% 24.7% 5.4% 5.1% 100.0%

視覚障がい 7.4%

聴覚・平衡
機能障がい

8.0%

音声・言語・
そしゃく機能

障がい
1.1%

構成比（％）

肢体不自由 47.9%

内部障がい 35.6%

計 100.0%
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障がい別状況 （各年度4月1日現在　単位：人）
年度

区分 18歳未満 18歳以上 計 18歳未満 18歳以上 計 18歳未満 18歳以上 計
視覚障がい 5 856 861 4 814 818 5 795 800
聴覚・平衡
機能障がい

18 861 879 20 869 889 18 857 875

音声・言語・
そしゃく機能

障がい
0 121 121 0 123 123 0 116 116

肢体不自由 59 5,743 5,802 52 5,415 5,467 48 5,162 5,210
内部障がい 14 3,904 3,918 12 3,922 3,934 12 3,864 3,876

計 96 11,485 11,581 88 11,143 11,231 83 10,794 10,877

6 75

 

等級別状況 （各年度4月1日現在　単位：人）
年度

区分 18歳未満 18歳以上 計 18歳未満 18歳以上 計 18歳未満 18歳以上 計
１　級 38 3,913 3,951 32 3,809 3,841 26 3,717 3,743
２　級 17 1,538 1,555 18 1,466 1,484 19 1,437 1,456
３　級 21 1,973 1,994 19 1,902 1,921 17 1,837 1,854
４　級 8 2,834 2,842 9 2,779 2,788 10 2,668 2,678
５　級 6 647 653 6 608 614 6 585 591
６　級 6 580 586 5 577 582 5 550 555

計 96 11,485 11,581 89 11,141 11,230 83 10,794 10,877

6 75

〔知的障がい〕 

知的障がい児・者の程度別状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　

年度

区分 18歳未満 18歳以上 計 18歳未満 18歳以上 計 18歳未満 18歳以上 計

重　　　度 91 920 1,011 95 933 1,028 103 941 1,044

中度・軽度 453 1,709 2,162 467 1,779 2,246 488 1,836 2,324

計 544 2,629 3,173 562 2,712 3,274 591 2,777 3,368

6 7

   （各年度４月１日現在　単位：人）

5

 

〔精神障がい〕 

等級別状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 　（各年度４月１日現在　単位：人）

年度

区分 18歳未満 18歳以上 計 18歳未満 18歳以上 計 18歳未満 18歳以上 計

１　　級 0 190 190 1 201 202 1 199 200

２　　級 3 1,812 1,815 5 1,859 1,864 2 1,911 1,913

３　　級 10 1,165 1,175 6 1,241 1,247 7 1,294 1,301

計 13 3,167 3,180 12 3,301 3,313 10 3,404 3,414

765
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２ 函館市障がい者基本計画，函館市障がい福祉計画 

◎第２次函館市障がい者基本計画 

(1) 計画策定の趣旨等 

この計画は，障害者基本法に基づく「市町村障害者計画」として策定するもので，「函館

市地域福祉計画」，「函館市高齢者保健福祉計画・函館市介護保険事業計画」，「函館市子

ども・子育て支援事業計画」などの他の諸計画との整合性を図りながら，今後の障がい者施

策の基本となる計画です。 

(2) 計画の期間 

計画の期間は，平成28年度から令和7年度までの10か年とし，社会情勢やニーズの変化，前

期の事業の進捗状況などを踏まえ，中間年（令和2年度）に令和3年度から令和7年度までを期

間とする後期推進指針を作成しました。また，市町村福祉計画と市町村障害者計画につい

て， 

施策を一体的に推進し，実効性のある障がい福祉サービスを提供することを目的として，２

つの計画を統合するために終期を令和８年度に改定しました。 

(3) 計画の基本的考え方 

○ 計画の基本理念 

この計画は，障がいの有無にかかわらず，お互いに人格と個性を尊重し支え合い，社会を

構成する一員として暮らす共生社会の実現のため，「リハビリテーション」の理念と「ノー

マライゼーション」の理念を前計画から継承するとともに，障がいを理由とする差別をなく

し，あらゆる社会的障壁を取り除くことにより，「障がいのある人が生きがいを持ち，自立

し，安心して暮らせる共生社会の実現」をめざします。 
 
○ 計画の基本的な方向 

① 地域生活の支援体制の充実 

障がいのある人が，自らの選択により住み慣れた地域で，安心して自分らしい生活を送

るため，一人ひとりの障がいの特性などに応じた保健・医療・福祉サービスの提供体制

や，障がいのある人やその家族などの様々なニーズなどに対する相談支援体制の充実を図

ります。 

 ② 自立と社会参加の促進 

障がいのある人が，社会の一員として自分らしく生きがいを持って暮らし，個性と能力

を十分発揮し，自己実現をめざすことができるよう，障がいなどの早期発見，早期療育の

支援体制や，ライフステージや障がいの状況に応じた様々な支援体制の充実に努めます。 

③ バリアフリー社会の実現 

障がいの有無にかかわらず，共に支え合う社会の実現をめざし，社会的障壁を取り除

き，障がいや病気に対する理解を深めるための普及・啓発や障がいの特性に応じた支援体

制の充実を図るとともに，障がいのある人への差別や虐待をなくすための権利擁護の充実

に向けた取組みを推進します。 
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○ 後期推進指針の視点 

 後期推進指針については，「計画の基本的な方向」に加え，個別事業ごとに，これまでの

主な取組状況から課題を捉えた上で，次の視点で各施策を推進していきます。 

 １ 相談支援体制の充実と強化  ２ 障がいのある人の地域生活への移行の促進 

 ３ 地域社会の支え合い     ４ 障がいのある人の就労の促進 

 ５ 障がいのある子どもに対する支援の強化  ６ 権利擁護の推進 

(4) 分野別施策 

第１ 地域生活の支援体制の充実 

① 生活支援 

【基本的な考え方】 

障がいのある人が，自らの選択により住み慣れた地域で安心して暮らすため，障がいの

ある人やその家族などの様々なニーズなどに対する相談支援を行い，いつでも必要とする

サービスを選択できるよう，関係機関との連携を図りながら，サービスの量的確保および

障がい福祉サービス事業者への指導などによるサービスの質の向上に努めます。 

【施策の推進方向と主要施策】 

ア 相談支援機能の充実 

・相談支援体制の充実 

イ 日常生活支援体制の整備 

   ・障がい福祉サービス等の提供基盤の整備 

  ・地域生活支援事業の充実 

   ・福祉コミュニティエリアの整備 

  ・補装具・日常生活用具の有効活用 

ウ 重度化・高齢化への対応 

   ・家族等に対する支援体制の充実 

  ・重度の障がいのある人に対する支援体制の整備 

   ・一時支援体制の整備 

エ 地域生活への移行の促進 

   ・地域生活への移行の支援 

  ・地域生活への定着の支援 

オ 住居の確保 

   ・グループホーム等の整備 

  ・公営住宅等の整備 

  ・住宅入居支援策の推進 

カ 各種障がいへの対応 

   ・障がいのある人への支援の充実 

キ 生活安定施策の推進 

   ・経済的支援の充実 

ク サービスの質の向上 

   ・各種研修の充実等 

  ・事業所の適切な事業展開の促進 
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② 保健・医療 

 【基本的な考え方】 

障がいのある人が，住み慣れた地域で安心して暮らせるよう，適切な保健・医療・リハ

ビリテーションなどの充実のほか，障がいの要因となる疾病等の予防，早期発見，治療や

健康を維持するための取組みを推進します。 

 【施策の推進方向と主要施策】 

ア 障がいの要因となる疾病等の予防対策と治療 

 ・母子保健対策の推進  ・生涯を通じた疾病予防対策の充実 

 ・青・壮年期からの疾病の早期発見・早期治療対策の推進 

イ 障がいのある人の保健・医療の充実 

 ・難病対策の充実  ・精神障がい者施策の充実 

 ・リハビリテーション医療体制の整備  ・口腔保健・歯科医療体制の整備 

 ・医療給付等の充実 

 

第２ 自立と社会参加の促進 

① 教育・育成 

 【基本的な考え方】 

支援を要する障がいのある子どもや教育上特別な配慮を要する子どもが，身近な地域に

おいて，その能力に応じ，かつ，その特性を踏まえた十分な療育や教育が受けられるよ

う，様々な取組みなどの情報提供に努めるとともに，障がいに応じた療育や教育体制の充

実を図ります。 

【施策の推進方向と主要施策】 

ア 障がい児療育の充実 

   ・保健，医療，福祉，教育の連携 

・療育体制の充実 

   ・障がい児保育の充実 

イ 学校教育の充実 

   ・教育相談・指導体制の整備 

・教育内容の充実 

   ・障がいの特性に配慮した教育の充実 

・職員研修の充実 

   ・学校外活動の推進 

・施設のバリアフリー化の促進 
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② 雇用・就労 

 【基本的な考え方】 

障がいのある人が社会の一員として，地域で経済的に自立し，障がいの特性や本人の適

性に応じて，能力を十分に発揮することができるよう,企業などにおける障がい者雇用の促

進や福祉的就労の充実を図ります。 

 【施策の推進方向と主要施策】 

ア 雇用の促進 

・障がいのある人の雇用の啓発  ・職場への定着のための支援 

 ・相談，情報提供の充実  ・各種助成制度の周知活用 

 ・市職員への障がいのある人の雇用の推進 

イ 就労機会の拡大 

 ・職域の拡大 

ウ 職業訓練の充実 

 ・職業能力の向上 

エ 福祉的就労の充実 

 ・就労移行支援事業所等の活用 

 ・授産製品等の販路拡大 

 

③ 社会参加 

 【基本的な考え方】 

障がいのある人の社会参加を促進し，生活の質の向上を図るため，スポーツ・レクリエ

ーション・文化活動や，社会参加活動などへの参加機会の拡大と，これらの活動へ障がい

のある人が，主体的，自主的に参加できるよう支援の充実に努めます。 

 【施策の推進方向と主要施策】 

ア 社会参加の促進 

   ・社会参加の促進  ・ボランティアとの連携 

・移動支援，コミュニケーション支援の充実 

イ スポーツ・文化活動の推進 

 ・スポーツ・レクリエーション活動の推進  ・文化活動の推進 

ウ 行事等への参加の促進 

・行事等への参加の促進  ・情報提供の充実 
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第３ バリアフリー社会の実現 

① 権利擁護・理解の促進 

 【基本的な考え方】 

障がいのある人もない人も，お互いの人権と個性を尊重し，地域で自分らしく安心して

暮らすことができる共生社会の実現に向けた地域づくりをめざし，障がいのある人に対す

る差別や偏見の解消と虐待の防止を図ります。 

【施策の推進方向と主要施策】 

ア 権利擁護の推進と虐待防止 

   ・虐待防止の啓発および相談支援体制の充実 

   ・差別解消に向けた啓発 

  イ 成年後見制度等の充実 

   ・成年後見制度等の普及・啓発および利用促進 

  ウ 理解の促進 

   ・ノーマライゼーションの理念の啓発活動の促進 

エ 心のバリアフリーの促進 

 ・福祉教育の推進 

オ 地域福祉活動の推進 

 ・ボランティア活動の促進  ・交流活動の促進 

  

② 生活環境 

 【基本的な考え方】 

障がいのある人もない人も，すべての人が安全に安心して暮らすことができる社会の実

現に向けた支援の充実や，住宅，公共施設，道路，交通機関などのバリアフリー化を進め

るとともに，防犯対策や災害時における障がいの特性に配慮した支援体制の整備を推進し

ます。 

 【施策の推進方向と主要施策】 

  ア 福祉のまちづくりの推進 

   ・福祉のまちづくりの推進 

イ 住まいの整備 

 ・住宅の確保  ・住宅改善の促進 

ウ 移動・交通対策の推進 

 ・道路，交通安全施設の整備  ・移動・交通手段の確保  ・外出支援の充実 

エ 防災・防犯対策の推進 

 ・防災・防犯対策の推進 
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③ 情報・コミュニケーション 

 【基本的な考え方】 

障がいのある人の自立と社会参加の促進や，豊かで快適な生活の実現のため，障がいの

特性に応じた情報提供に努めるとともに，情報収集や円滑なコミュニケーションが得られ

るよう，情報のバリアフリー化の促進と意思疎通の支援の充実を図ります。 

【施策の推進方向と主要施策】 

ア 情報バリアフリーの推進 

 ・情報提供の充実  ・情報のバリアフリー化 

イ コミュニケーションの推進 

 ・コミュニケーション支援体制の充実 

 

(5) 計画の推進 

すべての市民が福祉に対する理解を深め，行政はもとより，障がいのある人，市民，ボラ

ンティア，関係機関・団体などが，それぞれの立場で力を合わせて，相互に連携しながら施

策を展開することを基本とします。 

関係部局・団体などと密接に連携および協働し，障がいの特性やライフステージに応じた

適切なサービスの提供ができるよう総合的に取り組みます。 

必要に応じて国や北海道に要望などを行うとともに，これら関係機関とも連携および協働

しながら，各事業を推進します。 
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２ 保 健・医 療 

(6) 施策の体系 

【 基 本 理 念 】     【基本的な方向】      【施策区分】       【施策の推進方向】 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

   

  

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

  

第１ 地域生活の支援体

制の充実 

第２ 自立と社会参加の 

促進 

 

第３ バリアフリー社会

の実現 

 

１ 生 活 支 援 

１ 教 育・育 成 

 

２ 雇 用・就 労 

 

３ 社 会 参 加 

 

１権 利 擁 護 ・  

理 解 の 促 進  

２ 生 活 環 境 

 

３ 情 報 ・ 

コミュニケーション 

 

ア 相談支援機能の充実 

イ 日常生活支援体制の整備 

ウ 重度化・高齢化への対応 

エ 地域生活への移行の促進 

オ 住居の確保 

カ 各種障がいへの対応 

キ 生活安定施策の推進 

ク サービスの質の向上 

ア 障がいの要因となる疾病等

の予防対策と治療 

イ 障がいのある人の保健・医

療の充実 

ア 障がい児療育の充実 

イ 学校教育の充実 

ア 雇用の促進 

イ 就労機会の拡大 

ウ 職業訓練の充実 

エ 福祉的就労の充実 

ア 社会参加の促進 

イ スポーツ・文化活動の推進 

ウ 行事等への参加の促進 

ア 権利擁護の推進と虐待防止 

イ 成年後見制度等の充実 

ウ 理解の促進 

エ 心のバリアフリーの促進 

オ 地域福祉活動の推進 

ア 福祉のまちづくりの推進 

イ 住まいの整備 

ウ 移動・交通対策の推進 

エ 防災・防犯対策の推進 

ア 情報バリアフリーの推進 

イ コミュニケーションの推進 
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◎第７期函館市障がい福祉計画 

(1) 計画策定の趣旨等 

本市においては，障害者総合支援法により策定が義務付けられている障害福祉計画につい

て，第１期から第６期まで（第５期計画から，障害児福祉計画を包含し，一体として策定），

それぞれ３か年の計画を策定し，サービス提供体制の整備を進めてきました。 

令和６年度からの 「第７期函館市障がい福祉計画」は，障害者総合支援法第88条および児

童福祉法第33条の20に基づき，障害福祉サービスの提供体制等に係る令和８年度末の目標を

設定するとともに，障害福祉サービスおよび相談支援，地域生活支援事業ならびに障害児通

所支援および障害児相談支援を提供するための体制を総合的かつ計画的に確保することをめ

ざし，策定しました。 

 

(2) 計画の期間 

計画の期間は，令和６年度から令和８年度までの３か年とします。 

 

(3) 計画推進のための基本的事項 

○ 計画の基本理念 

障がいの有無にかかわらず，等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重

されるよう，障がい者基本計画に掲げる「障がいのある人が生きがいを持ち，自立し，安心

して暮らせる共生社会の実現」という理念のもと，障がいのある人がその有する能力と適性

に応じ,自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう必要な障害福祉サービス等

および障害児通所支援等の提供をはじめとするさまざまな支援を行います。 

○ 計画の基本的な方向 

① 障がいのある人の自己決定の尊重と意思決定の支援 

共生社会を実現するため，障がいのある人の自己決定を尊重し，必要とする障害福祉サ

ービスその他の支援を受けつつ，その自立と社会参加ひいては包摂的（インクルーシブ）

な社会の実現を図っていくことができるよう，障害福祉サービス等および障害児通所支援

等の充実を図ります。 

② 障がい種別によらないサービス提供の推進 

障がい種別によらない一元的な制度のもとで，市が，障害福祉サービス等の実施主体とし

て，北海道および南渡島圏域の市町と連携しながら障害福祉サービス等の充実に努めます。 

また，障害者総合支援法に基づく給付の対象となる発達障がい者，高次脳機能障がい者お

よび難病患者等については，障害福祉サービスの活用が促されるように，必要な情報を提供

します。 

③ 入所等から地域生活への移行，地域生活の継続の支援，就労支援等の課題に対応した

サービスの提供体制の整備 

障がいのある人の自立支援の観点から，重度化・高齢化した人や精神病床における長期入

院患者等といった地域生活への移行や地域生活の継続等に課題を抱える人であっても，希望

する支援を受けられるように，地域の社会資源を最大限に活用し，サービス提供体制の整備

を進めます。 
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④ 地域共生社会の実現に向けた取組 

地域共生社会の実現に向け，市民が主体的に地域づくりに取り組むための仕組みづくり

や制度の縦割りを超えた柔軟なサービスの確保に取り組むとともに，地域ごとの地理的条

件や地域資源の実態等を踏まえながら，包括的な支援体制の構築に取り組みます。 

⑤ 障がいのある子どもの健やかな育成のための発達支援 

障がいのある子どもおよびその家族に対し，身近な場所で，それぞれのニーズに応じた

質の高い専門的な支援を切れ目無く一貫して受けることができるよう，障害児通所支援等

の充実を図ります。 

また，障がいのある子どもが，障害児支援を利用し，地域の保育，教育等の支援を受け

ることができるようにすることで，障がいの有無にかかわらず，全ての子どもが共に成長

できるよう，地域社会への参加や包摂（インクルージョン）を推進します。 

加えて，人工呼吸器を装着しているなど日常生活を営むために医療を要する障がいのあ

る方（以下「医療的ケア児等」という。）といった専門的な支援を要する者に対して，各

関連分野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制を構築します。 

⑥ 障がい福祉人材の確保・定着 

安定的な障害福祉サービス等の提供体制およびそれを担う人材の確保・定着を図るため

に，専門性を高めるための研修の実施，多職種間の連携の推進，障がい福祉の現場の魅力

についての積極的な周知・広報等を行うとともに，ＩＣＴ・ロボットの導入による事務負

担の軽減，業務の効率化に関係機関等と協力して取り組みます。 

⑦ 障がいのある人の社会参加を支える取組定着 

障がいのある人の社会参加を促進するため，障がいのある人が障がいのない人と実質的に

同等の情報を得られるようにするため多様な意思疎通支援を講じて情報保障の確保を図りま

す。 

特に，障害者による文化芸術活動の推進に関する法律を踏まえ，合理的配慮の提供とその

ための環境整備に留意しながら，障がいのある人が文化芸術を鑑賞し，または，創造や発表

等の多様な活動に参加する機会を確保するほか，視覚障がい者等が読書を通じて文字・活字

文化の恵みを受け取るなど，社会参加の多様なニーズを踏まえた環境の整備を推進します。

また，障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通支援に係る施策の推進に関する法律

を踏まえ，障がい特性に配慮した意思疎通支援者の養成などにより，障がい者等による情報

の取得利用・意思疎通を推進します。 

 

(4) 第７期計画における重点的な取組み 

 ① 相談支援体制の充実と強化 

 ② 障がいのある人の地域生活への移行促進 

 ③ 地域社会の支え合い 

 ④ 障がいのある人の社会参加の促進 

 ⑤ 障がいのある子どもに対する支援の強化 

 ⑥ 権利擁護の推進 
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(5) 令和８年度の成果目標 

計画の策定にあたり，国から示された指針に基づくとともに，第６期計画までの進捗状況や

障害福祉サービス等の利用状況と利用意向調査の結果等から本市の実情を踏まえ，令和８年度

の成果目標を設定しました。 

○ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

国が示した値（地域生活移行者６％以上，入所者数の５％以上を削減）を基本としなが

ら，基準日となる令和４度末の福祉施設の入所者数536人の約3.4％，18人が地域生活へ移

行するとともに，約1.1％，６人の入所者を減少させることを目標とします。 

項  目 数  値 備     考 

基準日の施設入所者数  Ａ 536人 令和４年度末の施設入所者数 

【令和８年度末目標値】 
地域生活移行者数    Ｂ 

18人     
(3.4％) 

上記のうち，地域のグループホーム
や自宅等への移行者数 
（割合は，Ｂ÷Ａ） 

【令和８年度末目標値】 
施設入所者減少数    Ｃ 

6人      
(1.1％) 

令和８年度末時点施設入所者減少数 
（割合は，Ｃ÷Ａ） 

 

○ 一般就労への移行等 

  国が示した値を勘案し，令和８年度中に令和３年度年間一般就労移行者実績の1.28倍の7

2人が，就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行することを目標とします。 

  また，令和８年度に就労移行支援事業所のうち，就労移行支援事業利用終了者に占める

一般就労へ移行した者の割合が５割以上の事業所を全体の５割以上とします。 

  さらに，就労定着支援事業の利用者数に係る目標として，国の基本指針に基づき，令和

８年度中に令和３年度年間就労定着支援事業利用者実績の1.41倍の10人とします。 

  就労定着支援事業の就労定着率については，就労定着支援事業所のうち就労定着率が７

割以上の事業所が就労定着支援事業所全体の５割になることを目標とします。 

項  目 数  値 備     考 

令和３年度の 
年間一般就労移行者数    Ａ 

56人   

【令和８年度末目標値】 
目標年度の年間一般就労移行者数  Ｂ 

72人 
（1.28倍） 

 倍率は，Ｂ÷Ａ 

【令和８年度末目標値】 
就労定着支援事業の利用者数 Ｃ 

10人 
（1.41倍） 

令和３年度就労定着支援事業利用
者 ７人 

令和８年度の 
就労移行支援事業所数(推計) Ｄ 

4か所 
（5割） 

令和８年度就労移行支援事業所数 
８か所 

 令和８年度の 
就労定着支援事業所数(推計) Ｅ 

2か所  

【令和８年度末目標値】 
就労定着率が７割以上の 
就労定着支援事業所の数   Ｆ 

1か所 
（5割） 

 割合は，Ｆ÷Ｅ 
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○ 障害児支援の提供体制の整備 

 ① 児童発達支援センターの設置 

   本市では，児童発達支援センターが２か所設置されております。 

障がいの重度化・重複化に対応し，児童発達支援センターを中核とした重層的な体制

の構築を目指すとともに，地域支援機能を強化することにより，障がいのある子どもの

地域社会への参加や包摂（インクルージョン）の推進を図ります。 

 ② 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所および放課後等デイサービス事業 

所の確保 

 本市では，主に重度心身障害児を支援する発達支援事業所および放課後等デイサービ

ス事業所は既に１か所以上確保されておりますが，今後は，重症心身障害児や医療的ケ

ア児が身近な地域にある児童発達支援や放課後等デイサービス等を受けられるよう地域

におけるニーズを把握するとともに，課題の整理や地域資源の開発等を行いながら，支

援体制の充実を図ります。 

 ③ 医療的ケア児等を支援するための関係機関の協議の場の設置およびコーディネーター 

の配置 

函館地域障害者自立支援協議会において協議を行うとともに，医療的ケア児等と家族

のための支援ガイドブックによる情報提供を行います。また，北海道が実施する医療的

ケア児等コーディネーター養成研修について関係者に周知し受講を促すことで，修了者

の増員を図ります。 

○ 相談支援体制の充実・強化等について 

平成27年度に設置した基幹相談支援センターにおいて，引き続き，様々な障がい種別に

対応した総合的・専門的な相談支援を実施します。 

また，地域における相談支援体制の強化を図るため，相談支援事業所の従事者に対する

指導，助言等を行うほか，地域における身近な相談窓口として令和４年度から福祉拠点と

位置付け，自立相談支援機関を併設した市内10か所の地域包括支援センターにおいて，各

福祉拠点と障がい支援機関との連携を強化し，より適切な障害福祉サービスの活用や専門

的な相談支援への繋ぎなどによる支援の充実を図ります。 

さらに，函館地域障害者自立支援協議会において，関係機関が抱える困難ケースなどの

個別事例の検討を行い，地域の支援体制のさらなる充実を図ります。 

○ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組の実施 

函館高齢者・障がい者虐待防止研修会などを通じて，障害福祉サービス事業所従事者の

脂質の向上に取り組みます。 

さらに，障害福祉サービス事業所等に対する集団指導や指導監査を通じて，その適正な運

営の確保を図ります。 

また，北海道や函館地域自立支援協議会が実施する研修へ市職員が参加することによ

り，障害福祉サービス等への理解を深め，適切な相談支援の実施に努めます。 
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○ 地域生活支援の充実 

令和２年度から地域生活支援拠点（あんしんネットワーク）の運用を開始するととも

に，地域生活を支援するためのサービス提供体制の総合調整を図るコーディネーターを配

置しており，引き続き，運用状況を函館地域障害者自立支援協議会で報告し，年１回以上

運用状況の検討を行います。 

また，障害福祉サービスの利用に係る障害支援区分認定調査により，強度行動障がいを

有する障がい者の支援ニーズを把握し，地域生活支援拠点（あんしんネットワーク）との

連携に努め，必要な支援を行います。 

○ 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指し，保健，医療，福祉関係

者による協議の場を毎年度１回以上開催し，支援体制づくりを推進します。 

 

(6) 計画の推進 

① 関係機関との連携 

  障害福祉サービス等，障害児通所支援等および地域生活支援事業を円滑に実施するため

には，事業者や関係団体等と行政との連携が重要であることから，函館地域障害者自立支

援協議会を核としたネットワークを充実・強化していきます。 

 

② 国および北海道との連携 

国および北海道と連携しながら，制度改正などの動向を的確に把握し，施策を推進して

いくとともに，本市の実情や課題などを踏まえ，国および北海道に対し，制度の改善や財

政措置の充実などについて要望していきます。 

 

③ 計画の進行管理 

計画の推進にあたっては，ＰＤＣＡサイクルにより評価・点検を行います。  
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３ 障害者総合支援法の施行 

平成24年６月に公布された「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策

を講ずるための関係法律の整備に関する法律」（平成24年法律第51号）により，従来の障害者

自立支援法は，平成25年４月に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法

律」（障害者総合支援法）に改正されました。 

その主な内容は，「基本的人権を享有する個人としての尊厳」が明記され，法の目的を実現

するために，障害福祉サービスによる支援に係る給付，地域生活支援事業その他必要な支援を

総合的に行うことのほか，障害者の範囲の見直しが行われ，支援の対象が身体，知的，精神に

障がいがある者（発達障がいを含む）に限定されていたのが，難病の患者が対象として加えら

れ，現在に至っています。 

（１）障害福祉サービス利用者の決定状況 

決定者数

区分

1,976 2,003 2,045

105 111 106

872 928 1,011

13 12 13

2,966 3,054 3,175

※難病患者等は，障害者手帳を所持していない者をカウントしている。

計

（各年度4月1日現在　単位：人）

障がい者

障がい児

難病患者等

精神障がい者

年度
5 6 7

 

 

（２）自立支援給付 

ア 障害福祉サービス 

（ア）居宅介護等サービス 

内 容 

 

居宅において，ホームヘルパーなどが介護，家事等の全般にわたる援助を行い

ます。 

     

実 人 員 238 人 231 人 254 人

延利用時間 46,247.25 時間 43,685.50 時間 44,295.25 時間

支 給 額 213,072 千円 194,044 千円 179,306 千円

実 人 員 54 人 58 人 67 人

延利用時間 4,731.50 時間 4,583.00 時間 5,337.25 時間

支 給 額 22,082 千円 21,764 千円 23,498 千円

実 人 員 15 人 19 人 18 人

延利用時間 1,426.00 時間 1,656.50 時間 1,368.00 時間

支 給 額 7,724 千円 8,937 千円 7,726 千円

実 人 員 164 人 170 人 169 人

延利用時間 9,720.00 時間 10,379.00 時間 9,902.25 時間

支 給 額 29,951 千円 32,883 千円 28,053 千円

64 5

精 神 障 が い 者

年度
区分

身 体 障 が い 者

知 的 障 が い 者

障 が い 児

 

令和７年度予算額  178,279千円（身体障がい者），19,465千円（知的障がい者）， 

                8,079千円（障がい児），27,652千円（精神障がい者） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

実施状況 
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（イ）生活介護 

内 容 

 

実施状況 

 

施設における日中活動で，創作的活動，機能訓練，入浴等のサービスの提供を

行います。 

〔身体・知的障がい者分〕 

年度
区分

実 人 員 961 人 957 人 948 人

延 利 用 回 数 226,216 回 224,735 回 221,392 回

支 給 額 2,599,131 千円 2,620,920 千円 2,653,962 千円

4 5 6

 

 

           〔精神障がい者分〕 

           

年度
区分

実 人 員 15 人 15 人 16 人

延 利 用 回 数 2,022 回 2,106 回 1,964 回

支 給 額 13,786 千円 14,245 千円 12,147 千円

4 5 6

 

令和７年度予算額  2,706,081千円（身体・知的障がい者），11,161千円（精神障がい者） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

（ウ）短期入所サービス 

内 容 

 

実施状況 

 

介護を行う方の病気その他の理由により，自宅で介護を受けられない障がい者に

対して，短期間，入所した施設において適切な支援を行います。 

実 人 員 18 人 18 人 23 人
延 利用 回数 451 回 637 回 729 回
支 給 額 3,661 千円 5,254 千円 6,375 千円
実 人 員 48 人 57 人 68 人
延 利用 回数 1,981 回 1,952 回 2,747 回
支 給 額 15,953 千円 16,668 千円 25,050 千円
実 人 員 23 人 26 人 21 人
延 利用 回数 283 回 409 回 293 回
支 給 額 2,691 千円 3,445 千円 2,474 千円
実 人 員 6 人 5 人 5 人
延 利用 回数 34 回 46 回 42 回
支 給 額 216 千円 364 千円 353 千円

64 5

精 神 障 が い 者

年度
区分

身 体 障 が い 者

知 的 障 が い 者

障 が い 児

 

令和７年度予算額  6,502千円（身体障がい者），24,132千円（知的障がい者） 

1,872千円（障がい児），228千円（精神障がい者） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 
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（エ） 療養介護等 

内 容 

 

実施状況 

 

 

機能訓練，療養上の管理，看護，医学的管理の下における介護および日常生活

上の援助を行います。 

年度

区分

実 人 員 41 人 39 人 37 人

支 給 額 160,054 千円 145,718 千円 150,446 千円

4 5 6

 

令和７年度予算額  146,731千円 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

（オ）施設入所支援 

内 容 

実施状況 

 

施設に入所する人に，夜間や休日，入浴，排泄，食事の介護等を行いま

す。 

年度
区分

実 人 員 554 人 552 人 539 人

延 利 用 回 数 192,216 回 189,037 回 183,834 回

支 給 額 951,208 千円 973,112 千円 1,071,706 千円

4 5 6

 
令和７年度予算額  1,078,556千円 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

（カ）就労継続支援 

内 容 

 

実施状況 

 

一般就労等での就労が困難な人に，働く場を提供するとともに，知識および 

能力の向上のために必要な訓練を行います。 

〔身体・知的障がい者分〕 

年度
区分

実 人 員 698 人 746 人 746 人

延 利 用 回 数 133,418 回 141,473 回 144,433 回

支 給 額 966,314 千円 1,058,095 千円 1,155,647 千円

4 5 6

 

〔精神障がい者分〕 

年度
区分

実 人 員 702 人 782 人 857 人

延 利 用 回 数 99,311 回 106,299 回 112,984 回

支 給 額 766,244 千円 860,075 千円 997,964 千円

64 5

 

令和７年度予算額  1,283,417千円（身体・知的障がい者），1,123,249千円（精神障がい者） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 
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（キ）就労移行支援 

内 容 

 

実施状況 

 

一般企業等への就労を希望する人に，一定期間，就労に必要な知識および能力の

向上のために必要な訓練を行います。 

〔身体・知的障がい者分〕 

年度
区分

実 人 員 64 人 51 人 72 人

延 利 用 回 数 6,168 回 4,139 回 5,668 回

支 給 額 52,789 千円 37,069 千円 53,638 千円

4 5 6

 

〔精神障がい者分〕 

年度
区分

実 人 員 95 人 86 人 82 人

延 利 用 回 数 9,492 回 7,509 回 4,385 回

支 給 額 98,124 千円 85,524 千円 49,919 千円

64 5

 

令和７年度予算額  53,011千円（身体・知的障がい者），48,691千円（精神障がい者） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

（ク）自立訓練 

内 容 

 

実施状況 

 

自立した日常生活または社会生活ができるよう，一定期間，身体機能または

生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 

〔身体・知的障がい者分〕 

年度
区分

実 人 員 31 人 26 人 24 人

延 利 用 回 数 3,519 回 3,259 回 3,238 回

支 給 額 23,707 千円 21,137 千円 22,127 千円

4 5 6

 

 

〔精神障がい者分〕 

年度
区分

実 人 員 20 人 28 人 34 人

延 利 用 回 数 5,053 回 5,137 回 6,342 回

支 給 額 30,058 千円 33,117 千円 40,418 千円

64 5

 

令和７年度予算額  21,166千円（身体・知的障がい者），33,331千円（精神障がい者） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 
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（サ） 自立生活援助 

内 容 

 

相談件数 

障害者支援施設やグループホーム等から一人暮らしへ移行した障がい者に対

し，一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うため，定期的な戸別訪問や随

時の対応により必要な支援を行います。 

実 人 員 0 人 2 人 4 人

延 利 用 回 数 0 回 6 回 23 回

支 給 額 0 千円 140 千円 688 千円

実 人 員 0 人 5 人 10 人

延 利 用 回 数 0 回 31 回 76 回

支 給 額 0 千円 632 千円 1,945 千円

6

精 神 障 が い 者

年度

区分

身 体 ・ 知 的
障 が い 者

4 5

 
令和７年度予算額  795千円（身体・知的障がい者），1,738千円（精神障がい者） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

（ケ）共同生活援助 

内 容 

 

実施状況 

 

夜間や休日に，共同生活を行う住居において，入浴，排泄，食事の介護等を行

うとともに相談や日常生活上の援助を行います。 

実 人 員 322 人 339 人 336 人

延 利 用 回 数 104,032 回 107,986 回 108,607 回

支 給 額 613,113 千円 652,727 千円 680,500 千円

実 人 員 141 人 147 人 164 人

延 利 用 回 数 40,748 回 41,497 回 44,164 回

支 給 額 175,344 千円 198,893 千円 222,273 千円

64

精 神 障 が い 者

5
区分

身 体 ・ 知 的
障 が い 者

年度

 

令和７年度予算額  671,132千円（身体・知的障がい者），221,502千円（精神障がい者） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

（コ）就労定着支援 

内 容 

 

実施状況 

一般就労に移行した障がい者について，環境変化により生じる生活面の課題

に関して，就労の継続を図るため，企業・自宅への訪問のほか，必要な連絡調

整や指導・助言等を行います。 

実 人 員 4　人 3　人 2　人

延 利 用 回 数 37　回 36　回 24　回

支 給 額 1,225　千円 1,414　千円 980　千円

実 人 員 3　人 2　人 4　人

延 利 用 回 数 34　回 17　回 2　回

支 給 額     985 千円    475 千円    34 千円

654

身 体 ・ 知 的
障 が い 者

精神障がい者

年度

区分

 

令和７年度予算額  987千円（身体・知的障がい者），0千円（精神障がい者） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 
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イ 地域相談支援 

内 容 

 

 

 

実施状況 

 

障害者施設等に入所（入院）している障がい者の地域での生活に移行するた 

めの支援や，地域に移行した障がい者に対して常時の連絡体制をとり，緊急 

訪問等の対応をすることにより，安定した地域生活を送るための支援を行い 

ます。 

実 人 員 0 人 0 人 0 人

延 利 用 回 数 0 回 0 回 0 回

支 給 額 0 千円 0 千円 0 千円

実 人 員 0 人 0 人 0 人

延 利 用 回 数 0 回 0 回 0 回

支 給 額 0 千円 0 千円 0 千円

6

精 神 障 が い 者

5
区分

身 体 ・ 知 的
障 が い 者

年度
4

 

令和７年度予算額  0千円（身体・知的障がい者），100千円（精神障がい者） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

ウ 計画相談支援 

内 容 

 

 

 

 実施状況 

 

支給決定の前にサービス等利用計画案を作成し，支給決定後に障害福祉サービ

ス事業者との連絡調整およびサービス等利用計画の作成を行うことにより， 

障がい者（児）の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて支援を行い

ます。 

実 人 員 1,733 人 1,764 人 1,818 人

延 利 用 回 数 4,135 回 4,243 回 4,622 回

支 給 額 72,213 千円 79,177 千円 97,178 千円

実 人 員 420 人 507 人 634 人

延 利 用 回 数 1,262 回 1,579 回 1,816 回

支 給 額 22,887 千円 29,414 千円 32,713 千円

6

精 神 障 が い 者

5
区分

身 体 ・ 知 的
障 が い 者

年度
4

 

令和７年度予算額  100,805千円（身体・知的障がい者），35,531千円（精神障がい者） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 
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エ 自立支援医療（更生医療） 

開始年度 

内 容 

 

対 象 者 

自己負担 

平成 18年度 

身体の障がいの除去または軽減をして，職業能力を増進し，または日常生

活を容易にすることなどを目的とした医療を行います。 

18歳以上の身体障害者手帳所持者 

医療費の原則１割負担とするが，月額負担の上限があります。 

給付状況 

 

 

 

 

（単位：人）

年度

区分

視 覚 障 害 0 0 0

聴 覚 障 害 0 0 0

音 声 ・ 言 語 ・ そ し ゃ く 機 能 障 害 1 1 1

肢 体 不 自 由 3 7 1

心 臓 機 能 障 害 0 0 0

じ ん 臓 機 能 障 害 975 961 947

肝 臓 機 能 障 害 2 2 2

免 疫 機 能 障 害 15 13 15

計 996 984 966

4 5 6

                    

令和７年度予算額  723,236千円 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

オ 自立支援医療（精神通院）〔道事業〕 

開始年度 

内 容 

 

対 象 者 

 

自己負担 

平成 18年度 

心身の障がいの状態の軽減を図り，自立した日常生活または社会生活を営むこ

とや精神障がいの適正な医療の普及を図ることを目的とした医療を行います。 

統合失調症などの精神疾患を有する者で，通院による精神医療を継続的に要す

るもの 

医療費の原則１割負担とするが，月額負担の上限があります。 

給付状況 

 

（単位：人）

年度
区分

受 給 者 数 6,046 5,997 5,984

64 5

 

令和７年度予算額  予算計上なし 

費用の負担  全額道費負担 
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カ 補装具 

開始年度 

内 容 

 

自己負担 

交付状況 

 

昭和 24年度（身体障がい者），昭和 23年度（身体障がい児） 

身体障がい者・児の失われた機能を補い，日常生活を円滑にするため，障が

い適した用具の購入または修理費を支給します。 

費用の原則１割負担ですが，月額負担の上限があります。 

 

年度 年度
区分 交付 修理 交付 修理 交付 修理 区分 交付 修理 交付 修理 交付 修理

義 手 4 2 3 1 1 1 補 聴 器 115 19 133 42 90 31

義 足 5 7 7 13 6 14 車 い す 37 62 52 71 35 58

装 具 107 12 95 10 93 13 歩 行 器 6 0 4 0 4 0

座 位 保 持 装 置 0 0 5 7 5 6 歩 行 補 助 つ え 6 0 2 0 6 0

視 覚 障 害 者
安 全 つ え 25 0 19 0 17 0 電 動 車 い す 8 21 10 21 8 22

義 眼 2 0 1 0 0 0 そ の 他 0 0 0 0 0 0

眼 鏡 50 3 35 3 31 1 計 365 126 366 168 296 146

交付額(千円)

4 5 6
（単位：件）

44,339 54,204 51,928

4 5 6

 

 

年度 年度
区分 交付 修理 交付 修理 交付 修理 区分 交付 修理 交付 修理 交付 修理

義 足 0 2 3 0 3 0 電 動 車 い す 0 0 0 1 0 0

装 具 14 0 13 0 17 0 座位保持いす 1 0 2 0 1 1

座 位 保 持 装 置 11 5 6 3 3 0 起 立 保 持 具 0 0 0 0 0 0

義 眼 0 0 0 0 0 0 歩 行 器 0 0 1 0 0 0

眼 鏡 1 0 2 0 1 0 歩 行 補 助 つ え 0 0 0 0 1 0

補 聴 器 1 11 5 12 3 7 そ の 他 2 1 0 1 0 4

車 い す 9 3 6 5 2 3 計 39 22 38 22 31 15

交付額(千円)

4 5 6
（単位：件）

10,295 11,983 7,041

4 5 6

 

令和 7年度予算額  54,075千円（身体障がい者），8,810千円（身体障がい児） 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

（３）地域生活支援事業 

ア 成年後見制度利用支援事業 

開始年度 

内 容 

平成 16年度 

知的障がいや精神障がいのため，障がい者福祉サービスを利用するための

手続きが困難で，一定の要件に該当する方に，成年後見制度の利用に係る

費用を助成します。 

令和７年度予算額  21,265千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

〔身体障がい者分〕 

〔身体障がい児分〕 
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イ 手話通訳者・要約筆記者派遣事業 

開始年度 

内 容 

 

 

平成 14年度（手話通訳者：平成元年度，要約筆記奉仕員：平成９年度） 

聴覚および言語機能障がい者が, 手話通訳を必要とする場合には手話通訳

者を，主として話しことばをコミュニケーション手段としている聴覚障が

い者（中途失聴者，難聴者）が要約筆記を必要とする場合には，要約筆記

者を派遣します。 

派遣状況 
（単位：人）

年度
区分

手 話 通 訳 者 ( 延 人 数 ) 1,479 1,470 1,400

要 約 筆 記 者 ( 延 人 数 ) 145 128 67

4 5 6

 

令和７年度予算額  12,969千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

ウ 盲ろう者通訳・介助員派遣事業 

開始年度 

内 容 

 

 派遣状況 

平成 26年度 

視覚と聴覚の重複障がいのある重度の盲ろう者の方のコミュニケーション

を支援するために，盲ろう者通訳・介助員を派遣します。 

（単位:人）
年度

区分

盲 ろう 者通 訳・ 介助 員 ( 延人 数 ) 0 11 22

4 5 6

 

令和７年度予算額  437千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

エ 代筆・代読支援員派遣事業 

開始年度 

内 容 

 

 派遣状況 

令和４年度 

視覚障がいにより字の読み書きが困難な方に対して，本人に代わって書類

等の読み書きを行う代筆・代読支援員を派遣します。 

（単位:件）
年度

区分

代 筆 ・ 代 読 支 援 員 （ 利 用 回 数 ） 165 135 254

4 5 6

 
令和７年度予算額  993千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 
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オ 日常生活用具給付等事業 

開始年度 

内 容 

 

昭和 44年度（障がい者），昭和 47年度（障がい児） 

在宅の重度障がい児・者の日常生活の便宜を図るため，障がいの種類と程度

に応じて，各種の生活用具を給付（一部貸与）します。 

 

年度 年度
区分 区分
特殊寝台 7 4 4 点字器 0 0 3

特殊マット 1 3 2 点字タイプライター 0 0 0

移動用リフト 0 0 0 視覚障がい者用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ 12 9 8

入浴補助用具 6 9 13 視覚障がい者用活字文書読上げ装置 1 3 16

頭部保護帽 8 5 9 視覚障害者用拡大読書器 26 19 13

歩行補助つえ 1 4 4 暗所視支援眼鏡 9 0 0

移動・移乗支援用具 9 12 11 盲人用時計 9 8 13
移動・移乗支援用具（暖かいﾌﾞｰﾂ） 0 0 0 視覚障害者用地ﾃﾞｼﾞ対応ﾗｼﾞｵ 0 1 0

特殊便器 1 0 0 聴覚障害者用通信装置 6 3 4

電磁調理器 1 3 1 聴覚障害者用情報受信装置 30 24 49
聴覚障害者用屋内信号装置 5 4 4 人工喉頭 11 16 45

透析液加温器 5 2 0 点字図書 0 0 0

ネブライザー 0 0 1 居宅生活動作補助用具 4 2 0

電気式たん吸引器 7 2 8 ストマ 7,244 7,603 7,487

盲人用音声式体温計 8 6 2 紙おむつ 672 681 731

盲人用体重計 6 5 3 その他 0 0 0

携帯用会話補助装置 0 1 1 計 8,103 8,435 8,438

情報・通信支援用具 12 5 3 給　付　額（千円） 87,557 83,748 84,673

点字ディスプレイ 2 1 3

（単位：件）

4 5 6 4 5 6

 

年度 年度
区分 区分
訓練用ベット 1 0 0 点字ディスプレイ 0 0 0

特殊マット 1 1 0 点字器 0 0 0

移動用リフト 0 0 0 点字タイプライター 0 0 0

入浴補助用具 1 3 0 視覚障がい者用ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙﾚｺｰﾀﾞｰ 0 0 0

頭部保護帽 2 3 0 視覚障がい者用活字文書読上げ装置 0 0 0

歩行補助つえ 0 1 0 視覚障害者用拡大読書器 0 0 0

移動・移乗支援用具 0 1 0 盲人用時計 0 0 0
移動・移乗支援用具（暖かいﾌﾞｰﾂ） 0 0 0 視覚障害者用地ﾃﾞｼﾞ対応ﾗｼﾞｵ 0 0 0

特殊便器 0 0 0 聴覚障害者用通信装置 0 0 0

電磁調理器 0 0 0 聴覚障害者用情報受信装置 29 29 13
聴覚障害者用屋内信号装置 0 0 0 人工喉頭 0 0 0

透析液加温器 0 0 0 点字図書 0 0 0

ネブライザー 1 0 0 居宅生活動作補助用具 0 1 0

電気式たん吸引器 2 0 1 ストマ 16 16 16

盲人用音声式体温計 0 0 0 紙おむつ 210 157 129

盲人用体重計 0 0 0 その他 0 1 0

携帯用会話補助装置 0 0 0 計 263 213 159

情報・通信支援用具 0 0 0 給　付　額（千円） 2,915 2,198 1,456

（単位：件）

4 5 6 4 5 6

 

令和７年度予算額  95,146千円（身体・知的障がい者等），2,772千円（身体・知的 

障がい児等） 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

給付・貸与状況（障がい者） 

給付・貸与状況（障がい児） 
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カ 移動支援事業 

開始年度 

内 容 

平成 18年度 

屋外での移動が困難な障がい者に対し，社会生活上必要不可欠な外出および余

暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援します。 

実施状況 

実 人 員 1 人 0 人 1 人
延 利 用 回 数 1 回 0 回 5 回
支 給 額 3 千円 0 千円 8 千円
実 人 員 22 人 22 人 25 人
延 利 用 回 数 292 回 192 回 413 回
支 給 額 1,699 千円 2,783 千円 3,061 千円
実 人 員 0 人 0 人 0 人
延 利 用 回 数 0 回 0 回 0 回
支 給 額 0 千円 0 千円 0 千円
実 人 員 0 人 0 人 0 人
延 利 用 回 数 0 回 0 回 0 回
支 給 額 0 千円 0 千円 0 千円

64 5

障 が い 児

精 神 障 が い 者

年度
区分

身 体 障 が い 者

知 的 障 が い 者

 

令和７年度予算額  51千円（身体障がい者），3,077千円（知的障がい者）， 

50千円（障がい児），19千円（精神障がい者） 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

キ 障害者地域活動支援センター事業 

開始年度 

内 容 

 

実施施設 

平成 18年度 

通所により創作的活動または生産活動の機会および社会との交流促進等の日中 

活動の場を提供し，障がい者の地域生活支援の促進を図ります。 

あいよる２１，おはよう，函館地域生活支援センター，函館夢ファクトリー， 

陽だまり 

令和７年度予算額  62,445千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

ク 障害者訪問入浴サービス事業 

開始年度 

内 容 

 

実施施設 

平成 12年度（平成 11年度までは高齢者等在宅生活支援事業で実施） 

歩行が困難で移送に耐えられない等の事情がある在宅の身体障がい者を訪問

し，宅内もしくは車内で入浴サービスを提供します。 

【宅内入浴】Sompo ｹｱ（株），ｱｰｽｻﾎﾟｰﾄ㈱，藤井ｶﾝﾊﾟﾆｰ合同会社 

令和７年度予算額  7,509千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 
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ケ 日中一時支援事業 

開始年度 

内 容 

 

実施施設 

平成 18年度 

介護を行う方の病気その他の理由により，自宅で介護を受けられない障がい児・

者に対して，昼間，一時的に施設において日常生活の支援を行います。 

障がい者対象 21ヶ所 ， 障がい児対象 8ヶ所 

令和７年度予算額  524千円（身体・知的障がい者），3,265千円（障がい児）， 

106千円（精神障がい者） 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

コ 点訳奉仕員等養成事業 

開始年度 

内 容 

 

実施状況 

 

 

平成９年度 

点訳または，朗読, 手話，要約筆記に必要な技術等の指導を行い，これらに従

事する奉仕員を養成します。 

（令和６年度）点訳奉仕員養成講座８回，朗読奉仕員養成講座８回，要約筆記

奉仕員養成講座（手書き）３回，同（パソコン）６回，手話奉仕員養成講座（入

門）28回，同（基礎）16回，同（レベルアップ）14回 

実施施設  函館市総合福祉センター 

令和７年度予算額  1,427千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

サ 手話通訳者・要約筆記者養成事業 

開始年度 

内 容 

 

平成 26年度 

手話通訳者養成講座および要約筆記者養成講座を開催し，手話通訳者および要

約筆記者を養成します。 

令和７年度予算額  929千円（の内，補助基準額 206千円） 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助があります。 

 

シ 盲ろう者通訳・介助員養成事業 

開始年度 

内 容 

   

平成 26年度 

函館市内で実施される盲ろう者通訳・介助員派遣事業に従事する通訳・介助

員を養成します。 

令和７年度予算額  277千円（の内，補助基準額 57千円） 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助があります。 
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ス 手話通訳者・要約筆記者指導者養成事業 

開始年度  平成 28年度 

内  容  北海道手話通訳者養成講師育成研修会および要約筆記者指導者養成研修の 

          受講者に旅費の一部を助成し，手話通訳者および要約筆記者養成講座の指 

導者を養成します。 
 

令和７年度予算額  438千円（の内，補助基準額 392千円） 

費用の負担  要約筆記者指導者養成研修は，補助基準額の２分の１の国庫補助， 

       ４分の１の道費補助があります。 

 

セ 手話出前講座事業 

開始年度  平成 28年度 

内  容  講座を通じ市民への手話の普及・啓発を図り，手話に対する理解の促進を図

ります。 

令和７年度予算額  354千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

ソ ノーマライゼーション推進事業 

開始年度 

内 容 

 

実施状況 

昭和 61年度 

ノーマライゼーションの理念を啓蒙・普及することを目的に，一般市民の方が

参加できるような各種事業を行います。 

（令和６年度）ノーマリー教室，障害者週間記念行事，事業所訪問，広報活動 

令和７年度予算額  3,000千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

タ ヘルプマーク配布事業 

開始年度 

内 容 

 

 

 

実施施設 

令和元年度（平成２９年度・３０年度は，北海道の事業として実施） 

義足や人工関節を使用している方や内部障がいなど，援助や配慮を必要として

いることが外見からは分からない方が，周囲の方に配慮を必要としている事を

知らせるヘルプマークを配布し，障がい者の不安を解消し，市民の配慮等を促

進します。 

（ヘルプマーク配布場所）市役所障がい保健福祉課，亀田福祉課，湯川福祉課，

市立函館保健所保健予防課 

令和７年度予算額  81千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 
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チ 身体障害者自動車運転免許取得助成事業 

開始年度 

内 容 

 

対 象 者 

 

昭和 50年度 

第１種運転免許（二輪車を除く）または第２種運転免許を取得するために要し

た経費の３分の２を助成します。（限度額 100千円) 

・市内に住所を有し，身体障害者手帳の部位別の等級が１～４級に該当する方 

・助成を受けようとする月の属する年の市町村民税が非課税の方 

年度
区分

助  成  人  員 0 人 1 人 0 人

助  成  金  額 0 千円 100 千円 0 千円

4 5 6

 

令和７年度予算額  200千円 

費用の負担  全額市費負担 

 

ツ 重度身体障害者用自動車改造助成事業 

開始年度 

内 容 

 

対 象 者 

 

 

 

昭和 52年度 

自らが所有し，運転する自動車の操作装置および駆動装置などの改造に要した

経費を助成します。（限度額 100千円) 

・市内に住所を有し，身体障害者手帳の部位別の等級が１，２級に該当する肢

体不自由者 

・本人の所得税課税所得金額が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方 

年度
区分

助  成  人  員 4 人 4 人 2 人

助  成  金  額 400 千円 330 千円 200 千円

4 5 6

 

令和７年度予算額  300千円 

費用の負担  全額市費負担 

 

テ 身体障害者スポーツ教室 

開始年度 

内 容 

 

 

平成８年度 

障がい者の体力維持，機能回復，自立更生を図ることを目的に，サウンドテー

ブルテニス教室，車椅子バスケットボール教室，モルック教室，ブラインドラ

ンニング教室，ボルダリング教室等を開催します。 

令和７年度予算額  297千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 
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ト 障がい福祉のしおり発行 

開始年度 

内 容 

 

 

昭和 54年度 

障がい福祉制度の周知を図るため，障がい者を対象とした各種制度（日常生活

援助，費用負担軽減，年金・手当，医療等）の概要等を紹介した冊子を発行し

ています。 

令和７年度発行予定部数  3,000冊 

令和７年度予算額  2,320千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

ナ 視覚障害者用福祉ガイドブック作成 

開始年度 

内 容 

 

昭和 60年度 

視覚障がい者の知識の向上を図るため「障がい者のしおり」等を録音し，障が

い者へ配布します。 

令和７年度作成予定数  ＣＤ218枚 

令和７年度予算額  186千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

ニ 中途障害者生活訓練事業 

開始年度 

内 容 

 

実施状況 

平成 10年度 

中途障がい者に対し，自宅内およびその周辺地域等において，講師を派遣し，

歩行訓練や日常生活に必要な訓練および指導等を行います。 

受講人数 0人（令和６年度） 

令和７年度予算額  66千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

ヌ 精神障害者地域生活支援事業（精神障害者福祉ホーム） 

開始年度 

内 容 

 

 

実施施設 

平成 18年度 

住居を必要としている精神障がい者に，低額な料金で居室等を提供するととも

に，日常生活に必要な支援を行い地域における自立生活および社会参加を促進

します。 

啓明ホーム 

令和７年度予算額  4,273千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

 

 

 

 

 



90 

 

ネ 精神保健ふれあい交流事業 

開始年度 

内 容 

 

 

参加人数 

平成元年度 

精神障がい者の地域への参加や市民の障がい者に対する誤解や偏見を取り除

くため，スポーツ大会やレクリエーションを通して，障がい者同士の交流やボ

ランティアの人々とのふれあいを深めます。 

（令和６年度）スポーツ大会 77人，ボウリング大会 67人 

令和７年度予算額  329千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

ノ 基幹相談支援センター事業 

開始年度 

内 容 

 

 

 

実施施設 

平成 27年度 

障がい者等の福祉に関する各般の問題につき，障がい者等からの相談に応じ，

必要な情報の提供および助言その他の利用支援等，必要な支援を行うほか，地

域における相談支援等の中核的な役割を担う機関として，相談等の業務を総合

的に行います。 

障害者生活支援センターぱすてる 

令和７年度予算額  36,455千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

（４）地域生活支援促進事業 

ア 障害者虐待防止対策支援事業 

開始年度 

内 容 

平成 24年度 

障害者虐待の防止，障害者の養護者に対する支援等に関する法律に基づき，

市の責務として関係機関と連携し，障害者虐待の早期発見や適切な支援に努

めます。 

令和７年度予算額  213千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

イ 重度障がい者等就労支援特別事業 

開始年度 

内 容 

 

令和６年度 

重度障がい者等に対する就労支援として，雇用施策と福祉施策が連携し，通勤

支援や職場等（在宅就労の場合の就労場所を含む）における支援を行うことに

より就労機会の拡大および社会参加の促進を図ります。 

令和７年度予算額  3,402千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 
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（５）障害児支援給付 

児童福祉法の改正により，平成２４年４月から，都道府県に替わり市町村が給付するこ

とになりました。 

ア 障害児通所給付 

（ア）児童発達支援 

内 容 

 

実施状況 

 

児童発達支援センター等で，日常生活における基本的な動作の指導，知識・技

能の付与，集団適応訓練を行います。 

457 人 529 人 560 人

33,394 回 40,511 回 44,402 回

465,015 千円 573,463 千円 640,234 千円支　給　額

4 5 6
年度

区分

実　人　数

延利用回数

 

令和７年度予算額  662,902千円 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

（イ）放課後等デイサービス 

内 容 

 

実施状況 

 

学校通学中の障がい児に対して，放課後や夏休み等の長期休暇中において，生

活能力の向上のための訓練を行います。 

776 人 854 人 978 人

102,500 回 118,044 回 128,420 回

1,036,335 千円 1,230,383 千円 1,383,774 千円

6
区分

実　人　数

延利用回数

支　給　額

年度
4 5

 

令和７年度予算額  1,401,786千円 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

（ウ）保育所等訪問支援 

内 容 

 

実施状況 

 

児童発達支援センター等の職員が，保育所等を利用中の児童に対し，集団生活

の適応に必要となる支援を行います。 

40 人 50 人 75 人

154 回 221 回 445 回

3,134 千円 4,394 千円 8,604 千円

6
区分

実　人　数

延利用回数

支　給　額

年度
4 5

 

令和７年度予算額  9,288千円 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 
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イ 障害児相談支援給付 

内 容 

 

実施状況 

 

通所給付決定および通所給付決定の変更前に，障害児相談支援利用計画を作成

します。 

771 人 821 人 876 人

1,701 回 1,764 回 1,950 回

29,617 千円 31,954 千円 34,647 千円

6
区分

実　人　数

延利用回数

支　給　額

年度
4 5

 

令和７年度予算額  34,462千円 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫負担，４分の１の道費負担があります。 

 

（６）障がい児・者援護事業 

ア 重度心身障害者医療費助成事業 

開始年度 

内 容 

 

 

 

対 象 者 

昭和 48年度 

函館市では，重度心身障がい者の方が病院等で診療を受けたときの，保険診療

に係る医療費の一部を助成しています。 

医療費の助成を受けるためには，事前に「重度心身障害者医療費受給者証」の

交付申請手続きが必要です。 

・身体に障がいのある方で，1～3級の身体障害者手帳をお持ちの方。 

・知的障がいのある方で，IQ50以下の方。 

・精神障がいのある方で，1級の精神保健福祉手帳をお持ちの方。 

※ ただし，対象者の要件に所得制限があります。 

  主たる生計維持者等の所得額が下表を下回ることが対象要件です。 

 

助成され 

る医療費 

・保険内の入院（精神障がいは入院を除く）・通院・調剤・補装具等の費用。 

※ ただし，以下のものは「自己負担」となります。 

・３歳以上の市民税課税世帯の受給者 

「かかった医療費の１割」 

（1ヵ月の上限額 通院：18,000円，入院：57,600円） 

後期高齢者医療保険１割負担の場合は「助成無」 

  後期高齢者医療保険の被保険者証をご使用ください。 

・３歳未満の受給者，３歳以上の市民税非課税世帯の受給者 

「初診時一部負担金」。 

扶養人数 所得限度額（控除後の額）

0人 6,287,000円

1人 6,536,000円

2人 6,749,000円

3人 6,962,000円

4人 7,175,000円

5人 7,388,000円
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（医科：580円，歯科：510円，柔整：270円） 

※ なお，保険外診療，食事療養標準負担額，生活療養標準負担額，訪問看護

基本利用料の１割（１ヵ月の上限額 課税世帯：18,000円，非課税世帯：

8,000円）は自己負担です。 

令和７年度予算額  546,059千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１以内の道費補助があります。 

医療助成費の推移 

１人当り
（件）

１人当り
（円）

１件当り
（円）

4 170,620 24.2 515,779,749 73,233 3,023

5 177,544 26.0 535,747,059 78,509 3,018

6 175,567 26.3 527,675,516 79,136 3,006

年度
受給者

7,043

年間受診件数 年間助成費（円）
年間平均
(人)

6,824

6,668  

 

イ 障害者地域活動緊急介護人派遣事業 

開始年度 

内 容 

 

利用登録者 

生活支援員 

平成 13年度 

障がい児（者）を日常的に介護している方に，緊急な出来事などが生じ，介護

できない場合に生活支援員を派遣します。 

188人 

  3人 

派遣状況 
（単位 ： 件）

年度
区分

派遣件数 15 6 7

4 5 6

 

令和７年度予算額  20千円 

費用の負担  全額市費負担 

 

ウ ひとり暮らし身体障害者等緊急通報システム 

開始年度 

内 容 

 

平成 12年度 

在宅のひとり暮らしの重度身体障がい者に対し，火災・急病その他の緊急時に，

簡単な操作で消防本部等に通報できる装置を貸与します。 

（高齢福祉課に障がい者分を一本化している） 

費用の負担  全額市費負担 
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エ 子ども発達支援事業 

開始年度 

内 容 

 

 

実施施設 

平成 18年度 

発達の遅れまたは障がいのある児童とその家族が，日常的に適切な療育や相談

指導を受けることができるよう，発達支援センターの機能を整備するとともに，

専門的支援を確保することによって，発達支援体制の充実を図ります。 

つくしんぼ学級 

令和７年度予算額  4,059千円 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助，４分の１の道費補助があります。 

 

オ 特別障害者手当等 

開始年度 

内 容 

 

昭和 61年度 

ア 特別障害者手当 

20歳以上で精神または身体に重度の障がいを有し，常時特別の介護を必要

とする方に支給します。 

イ 障害児福祉手当 

  20歳未満で，常時介護を必要とする重度障がい児に支給します。 

ウ 福祉手当（経過措置） 

  昭和 61年 3月 31日福祉手当支給要件該当者であって，「特別障害者手当」

および「障害基礎年金」をともに受給できない方に引き続き支給します。 

実施状況 　　　（各年度４月１日現在　単位：人，円）
年度

区分 受給者数 手当月額 受給者数 手当月額 受給者数 手当月額
特 別 障 害
者 手 当

175 27,980 185 28,840 177 29,590

障 害 児 福
祉 手 当

69 15,220 68 15,690 69 16,100

福 祉 手 当 4 15,220 4 15,690 4 16,100

5 6 7

 

令和７年度予算額  84,217千円 

費用の負担  負担対象額の４分の３の国庫負担があります。 
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カ 重度身体障害者等タクシー料金助成事業 

開始年度 

内 容 

 

対 象 者 

 

昭和 56年度（平成８年度改正） 

重度身体障がい者等が通院等にタクシーを利用する場合に，料金の一部（基本

料金×年間 36回，申請月により枚数が異なります）を助成します。 

重度身体障がい者のうち，１～３級の下肢または体幹機能障がい者，１・２級

の視覚障がい者，１級の内部障がい者および重度知的障がい者 

実施状況 
年度

区分

下 肢 ・ 体 幹 1,593 人 1,527 人 1,437 人

視 覚 444 人 429 人 406 人

内 部 2,104 人 2,061 人 2,033 人

重 度 知 的 296 人 303 人 303 人

合 計 4,437 人 4,320 人 4,179 人

154,665 枚 151,101 枚 146,727 枚

60,901 枚 58,050 枚 55,022 枚

30,496 千円 30,308 千円 29,775 千円

6

交 付

人 員

金 額

利 用 枚 数

交 付 枚 数

54

 

令和７年度予算額  29,919千円 

費用の負担  全額市費負担 

 

キ 障害者等外出支援事業（身体・知的障がい児・者） 

開始年度 

内 容 

 

対 象 者 

 

助成内容 

平成 24年度（平成 30年度よりＩＣカード化） 

身体・知的障がい者の公共交通機関の乗車料金の負担を軽減することにより，

施設等への通所など外出を支援し，社会活動の促進を図ります。 

身体障がい児・者（１～４級），知的障がい児・者（重度・中度），特別児童扶

養手当の対象児 

市電・函バスにおいて乗車料金をＩＣカードで精算した場合に，乗車料金の全

額を助成します。 

① 施設等通所者 乗車料金の全額を助成，年間助成上限額はなし 

② 施設等通所者以外 

 乗車料金の全額を助成，年間助成上限額最大 36,000円 

③ 施設等通所者以外で介護人対象者（身体１種，身体２種２級，視覚４級， 

 および音声・言語・そしゃく３級，知的重度・中度，特別児童扶養手当の対

象児） 

  乗車料金の全額を助成，年間助成上限額 36,000円 

対 象 者 12,226 人 12,151 人 11,662 人

申 請 者 3,448 人 3,355 人 2,638 人

助 成 費 36,100 千円 35,735 千円 36,074 千円

65
区分

身 体 ・ 知 的
障 が い

年度
4

 

令和７年度予算額  44,344千円（身体・知的障がい者） 

費用の負担  全額市費負担 
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ク 障害者等外出支援事業（精神障がい者） 

開始年度 

内 容 

 

助成内容 

平成 24年度（平成 30年度よりＩＣカード化） 

精神障がい者の公共交通機関の乗車料金の負担を軽減することにより，施設等

への通所など外出を支援し，社会活動の促進を図ります。 

市電・函バスにおいて乗車料金をＩＣカードで精算した場合に，乗車料金の全

額または半額を助成します。 

① 施設通所者 

１・２級：乗車料金の全額を助成，年間助成上限額はなし 

３級  ：乗車料金の半額を助成，年間助成上限額はなし 

② 施設等通所者以外 

１・２級：乗車料金の全額を助成，年間助成上限額最大 72,000円 

３級  ：乗車料金の半額を助成，年間助成上限額最大 36,000円 

対 象 者 3,312 人 3,313 人 3,404 人

申 請 者 1,820 人 1,782 人 1,758 人

助 成 費 35,872 千円 36,953 千円 36,831 千円

65

精 神 障 が い

区分

年度
4

 

令和７年度予算額  42,590千円（精神障がい者） 

費用の負担  全額市費負担 

 

ケ 心身障害者扶養共済掛金助成事業 

開始年度 

内 容 

 

 

昭和 48年度 

心身障がい児・者をもつ保護者に万一のことがあったとき，保護者に代わって，

残された心身障がい児・者に年金（１口加入２万円，２口加入４万円）を支給

する共済制度（道事業）の１口目の納付した掛金に対し，規則で定める額を助

成します。 

助成状況 年度
区分

実 人 員 25 人 24 人 24 人

金 額 685 千円 665 千円 702 千円

4 5 6

 

令和７年度予算額  849千円 

費用の負担  全額市費負担 

 

コ 軽度中等度難聴児補聴器購入等助成事業 

開始年度 

内 容 

 

助 成 基 準 額  

平成２８年度 

身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の保護者に対し，

補聴器の購入または修理に要した費用の一部を助成します。 

１個につき 37,380円以内 

令和７年度予算額  704千円 

費用の負担  全額市費負担 
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（７）障がい児・者相談援護施策 

ア 障がい者総合相談窓口 

開始年度 

内 容 

 

設置場所 

平成 14年度 

障がい者やその家族等からの保健・福祉などの相談に対して，適切な助言や情

報提供を行うとともに，福祉サービスの利用決定を行います。 

福祉事務所障がい保健福祉課，亀田福祉課 

 

イ 精神保健福祉相談事業 

開始年度 

内 容 

 

 

設置場所 

平成 14年度 

保健師や精神保健福祉相談員が，障がい者やその家族等からの保健・福祉など

の相談に対して，助言や情報提供を行うとともに福祉サービスの利用決定を行

います。 

福祉事務所障がい保健福祉課 

 

ウ 障害者相談員 

開始年度 

内 容 

 

相 談 員 

昭和 44年度（平成 17年度以降，中核市への委譲事務として実施） 

障がい者に適切な指導助言を行い，障がい者の福祉の増進を図るため，専門の

相談員を配置しています。 

身体障害者相談員 12名，知的障害者相談員 ２名（R6.4.1～R8.3.31） 

令和７年度予算額  372千円 

費用の負担  全額市費負担 

 

エ ろうあ相談員の配置 

開始年度 

内 容 

 

相 談 員 

昭和 47年度 

ろうあ者の職場復帰, 社会復帰に必要な相談相手として, 助言, 指導を行う専

門の相談員を配置しています。 

１名 

相談状況 （単位：件）

内容 年金等の

年度 公的手続

4 211 12 52 11 154 440

5 272 11 43 5 201 532

6 227 5 36 10 184 462

生活 職業 医療 その他 計

 
 

オ 専任手話通訳者の配置 

開始年度 

内 容 

 

通 訳 者 

昭和 51年度 

聴覚障がい者とのコミュニケーションを促進するために，手話通訳者を配置し

ています。 

３名（障がい保健福祉課２名，亀田福祉課１名） 
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カ 知的障害者巡回相談事業［道事業］ 

開始年度 

内 容 

昭和 35年度 

18歳以上の知的障がい者を対象に医学的および心理学的判定を行い，必要な指

導を行います。 

実施状況  

 

（８）精神保健事業 

ア 心の健康相談事業 

内 容 心の健康について不安のある方やその家族に対し，月１回精神科医がこれから

の対応や関わりなどについて個別に助言しています。 

費用の負担  全額市費負担  

 

イ 精神保健家族セミナー 

開始年度 

内 容 

 

 

 

平成３年度 

精神障がい者を抱える家族に対して，病気と障がいに対する正しい知識・情報

を提供し，家族機能の回復と強化を図ります。また，グループワークを通じて，

お互いの悩みを知るとともに，家族同士が支えあい，交流しあえる場となって

います。 

令和７年度予算額  100千円 

費用の負担  全額市費負担 

 

ウ 家族会支援 

内 容 

 

精神障がい者家族会の支援を通じて，精神障がい者が地域の中で自主的に生活

出来るように支援をしています。 

 
 
 
 
 
 
 

（９）自殺予防対策事業 

ア 関係機関との連携・情報交換 

開始年度 

内 容 

 

平成 20年度 

自殺対策連絡会議を必要時，実務者会議を年２回開催し，自殺予防対策に関す

る意見交換や，自殺の現状把握等に関する情報交換を行います。 

 

 

 

 

 

年度
区分

回　  数 6 6 6

判定人数 19 26 20

（単位：回，人）

4 5 6
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イ 普及啓発事業 

開始年度 

内 容 

 

 

実施状況 

平成 21年度 

自殺予防に関しての講演会やパネル展を開催したり，パンフレットやステッカ

ー，カード，クリアファイル等，様々なものを作成，配布し，広く市民に周知

を図ります。 

4 5 6

自殺予防講演会 中止 中止 1回実施

自殺予防パネル展 9／10～9／16 9／9～9／19 9／10～9／16

 

令和７年度予算額  274千円 

費用の負担  ２分の１道費負担があります。 

 

ウ 相談支援事業 

開始年度 

内 容 

 

 

実施状況 

平成 23年度（函館いのちのホットライン） 

保健師や精神保健相談員による随時の面接，電話相談のほかに，夜間の電話相

談窓口として「函館いのちのホットライン」を開設，平成 25年度からは弁護士

会と共催し相談会を実施するなど，相談窓口の拡充を図ります。 

函館いのちのホットライン 155日開設  213件 153日開設 185件 154日開設 178件
面接相談 1件 面接相談 0件 面接相談 0件
電話相談 66件 電話相談 28件 電話相談 28件
面接相談 1件 面接相談 2件 面接相談 5件
電話相談 0件 電話相談 0件 電話相談 0件

6

随時相談（自殺関連）

暮らしとこころの相談会

4 5

 
令和７年度予算額  459千円 

費用の負担  ２分の１の道費負担があります。 

 

エ 若年層対策事業 

開始年度 

 

内 容 

 

 

実施状況 

平成 27 年度（若年層向け相談・居場所づくり事業フリースペース「ヨリドコ

ロ」開設（8月より開始）） 

自殺リスクの高い若年である未遂者やひきこもり者，精神障がい者等が集い，

相談をすることができる居場所を提供することで，社会性を培い，自殺リスク

の減少を図ります。 

令和６年度 全 95回 延 207人利用（毎週水・金曜日開設） 

令和７年度予算額  691千円 

費用の負担  ３分の２の道費負担があります。 
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オ 人材養成事業 

開始年度 

内 容 

 

 

実施状況 

平成 22年度（ゲートキーパー研修） 

悩んでいる人に気づき，声をかけ，話を聞いて，必要な支援につなげ，見守る

人であるゲートキーパーを養成する研修会や，函館いのちのホットラインに従

事する団体等に対し，相談のスキルアップを図るために研修会等を行います。 

　　　　　　　　　　　　　　年度
  区分

4 5 6

ゲートキーパー研修 受講者　37名 受講者211名 受講者415名

ホットライン従事者研修 1回実施　＊ 1回実施　＊ 1回実施　＊

*自殺対策相談支援業務従事者研修として対象を拡大して実施  

令和７年度予算額  169千円 

費用の負担  ２分の１，３分の２の道費負担があります。 

 

カ その他の事業（自殺未遂者対策） 

開始年度 

内 容 

 

 

 

実施状況 

 

 

平成 25年度 

自殺のハイリスク者として未遂者があると言われており，未遂者への対応をす

ることが自殺者を減少させることにもつながります。そのため，北海道渡島保

健所と協同し，まず初めに今後の自殺未遂者対策を考えるうえで，自殺未遂者

調査を行い，その結果をもとに今後の自殺未遂者対策を推進します。 

令和６年度  

南渡島地域自殺未遂者支援地域検討会議 １回開催 

支援連携体制構築事業 （令和６年度 対象者 0名） 

 

 

（１０）依存症対策事業 

開始年度 平成 25年度 

内 容 

 

 

実施状況 

依存症当事者や家族が身近な地域で支援を受けながら回復できるよう，地域の

支援体制を構築することを目的に，北海道渡島保健所と協同し，支援者学習会

やつどいを開催します。 

　　　　　　　　　年度
  区分

4 5 6

依存症支援者学習会 1回実施 1回実施 1回実施

依存症を考えるつどい
毎月1回
（第3土曜日）実施

毎月1回
（第3土曜日）実施

毎月1回
（第3土曜日）実施

＊新型コロナウイルス感染症拡大のため中止した月あり

 

令和７年度予算額  18千円 

費用の負担  （自殺ハイリスク支援者研修事業として）２分の１の道費負担があります。 
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（１１）各種証明書等の発行 

内 容 

 

障がい者に対して実施している各種割引，減免等の制度を受けるために必要な

証明書等を発行します。 

発行状況 各種証明書の発行状況 （単位:件）

区分
年度

4 7 393 9 581 0 990

5 151 393 6 612 0 1,162

6 94 391 3 650 0 1,138

計障害者手帳 NHK受信料 自動車税等 有料道路 その他
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４ はこだて療育・自立支援センター 

施設の目的 

 

 

 

 

 

敷地面積 

延床面積 

構 造 等 

所 在 地 

共通設備 

市立障がい児・者施設であった青柳学園，あおば学園，ともえ学園の３園を統

合整備し，平成 24年４月から供用を開始しました。 

これまで各園で実施してきた事業を継続するとともに，発達障がいの専門医の

配置により，医療および療育体制を強化するなど，統合によるメリットを生か

し，障がい児・者の福祉を推進する中核的な機能を有する施設として運営して

います。 

4,736.72㎡ 

4,588.20㎡ 

鉄筋コンクリート造２階建て 

函館市湯川町２丁目 39番 26号 

玄関，ふれあいホール，情報提供スペース，ボランティア室，多目的ホール，

会議室 

令和７年度予算額  173,795千円（人件費除く） 

費用の負担  利用料一部負担および給食費・特定費用分 

 

実施事業 

①児童発達支援事業 

事業所名称 

利用定員 

内 容 

 

 

はこだて療育・自立支援センター はぐみ 

1日 40名 

心身の発達に不安や遅れのある子どもを対象に，日常生活における基本的動作

や知識技能の習得，集団生活への適応を目的とした支援を行います。 

併せて，医師の指示のもと，「肢体不自由児」を対象とした治療（リハビリテー

ション）を行います。 

 

② 保育所等訪問支援事業 

事業所名称 

内 容 

 

 

はこだて療育・自立支援センター 保育所等訪問支援事業所 

保育所や幼稚園等を現在利用中または今後利用予定の支援を要する子どもに対

し，療育の専門職員が保育所等を訪問し，集団の中で楽しく過ごせるよう，個々

の発達の特性に応じた支援と訪問先施設のスタッフに対する支援方法の助言等

を行います。 

 

③ 障害児相談支援事業 

事業所名称 

内 容 

 

 

はこだて療育・自立支援センター 相談支援事業所 

障がいのある子どもや専門的な支援を要する子どもの居宅等を訪問し，心身の

状況，生活環境および日常生活全般のアセスメントから，子どもや保護者が希

望する生活や自立した日常生活を営むことができるよう，「障害児支援利用計

画」を作成するとともに，一定期間ごとにモニタリングを実施する等の支援を

行います。 
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④ 生活介護事業 

ア 

事業所名称 

利用定員 

内 容 

 

 

はこだて療育・自立支援センター あおやぎ 

1日 20名 

主として身体に障がいのある方に対して，自立した日常生活や社会生活を営む

ことができるよう，入浴，排せつおよび食事の介護，創作活動などの機会の提供

等の支援を行います。 

イ 

事業所名称 

利用定員 

内 容 

 

 

 

はこだて療育・自立支援センター ともえ 

1日 20名 

主として知的障がいのある方に対して，自立した日常生活や社会生活を営むこ

とができるよう，入浴，排せつおよび食事の介護，創作活動または生産活動の機

会の提供等の支援を行います。 

 

⑤ 自立訓練（生活訓練）事業 

事業所名称 

利用定員 

内 容 

 

 

はこだて療育・自立支援センター ライフあおば 

1日６名 

障がいの状況から自立生活が困難な方に対して，有期限のプログラムに基づき，

生活能力の維持，向上等のために必要な訓練等の支援を行います。 

 

⑥ 就労継続支援Ｂ型事業 

事業所名称 

利用定員 

内 容 

 

はこだて療育・自立支援センター ワークあおば 

1日 30名 

主として知的障がいのある方に対して，生産活動等の機会を提供し，就労に関

する知識および能力の向上のために必要な訓練等の支援を行います。 

⑦ 診療所 

事業所名称 

診療科目 

内 容 

 

はこだて療育・自立支援センター診療所 

小児科，精神科，整形外科(休診中)，リハビリテーション科 

予約制で原則中学生までを対象として，運動・精神発達や心の問題についての

診療・検査・リハビリテーション等を行います。 

 

⑧ 日中一時支援事業 

利用定員 

内 容 

 

1日 5名 

障がいのある子どもの自立支援と日常生活の充実に資するため，見守り，社会

に適応するための訓練その他必要な保護支援を行います。 
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⑨ あそびのひろば 

事業名称 

開  催 

利用定員 

内 容 

 

 

あそびのひろば ゆうｉｎｇ 

月に１回程度 

1日 5組の親子 

ことばやコミュニケーションの発達に不安のある子どもとその保護者を対象

に，親子で楽しめる遊びなどを提供し，保護者の相談を受け，子どもの発達を

促し，保護者の不安を解消することを目的としています。 

５ 北海道障がい者スポーツ大会の開催 

実施年度 令和７年度 

内  容 身体障がい者，知的障がい者および精神障がい者がスポーツを通じて体力を維

持・増進し，障がい者の自立と社会参加の促進を図るとともに，道民の障がい

者に対する理解を深め，北海道における障がい者のスポーツをより発展させる

ことを目的として開催されている北海道障がい者スポーツ大会を，北海道，公

益財団法人北海道障がい者スポーツ協会および渡島管内１１市町主催のもと開

催します。 

令和７年度予算額  5,200千円 
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生活保護 

１ 生活保護制度のあらまし 

憲法第２５条は「すべての国民は，健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

と規定しています。生活保護法は，憲法が保障する生存権を実現するための制度の１つと 

して制定されたものです。 

 

生活保護制度の基本原理として 

 ① すべての国民に対し，その困窮の程度に応じて必要な保護と最低限度の生活を保障 

し，その自立を助長することを目的とする「国家責任による最低生活保障」の原理 

② 法の定める要件を満たす限り，すべての国民が保護を受けることができる「保護請求

権無差別平等」の原理 

③ 「健康で文化的な生活水準を維持することができる最低生活保障」の原理 

④ 真に不足する部分を保護する「保護の補足性」の原理 

の４つがあります。この保護の補足性については，以下のような保護の要件があります。 

 ア 本人のもつ資産，能力その他あらゆるものを活用すること。 

 イ 民法に定める扶養義務者の扶養および他の法律に定める扶助は，保護に優先するこ

と。 

これらの手段を講じてもなお生活に困るときに，はじめて生活保護が開始されます。 

 

（１）保護を受けるには 

保護を受けるには，まず「保護申請」が必要です。これは本人またはその扶養義務者その

他の同居の親族による申請のことです。（ただし，急迫した状況の場合は職権による保護が

できます。） 

この申請に基づき，世帯を単位として，国の基準により困窮の程度に応じて必要な扶助額

を決定します。 

 

（２）保護の種類  

① 生活扶助……衣食その他の日常生活や移送に必要な費用 

② 住宅扶助……家賃，家屋の補修，その他住宅の維持のために必要な費用 

③ 教育扶助……教材，学用品，給食その他義務教育に必要な費用  

④ 医療扶助……病気の治療に必要な費用 

⑤ 介護扶助……要介護者，要支援者の介護のために必要な費用 

⑥ 出産扶助……出産のために必要な費用（原則として助産施設入所） 

⑦ 生業扶助……生業，技能修得および高校等就学に必要な費用 

⑧ 葬祭扶助……葬祭を行うのに必要な費用 

これらは，医療扶助および介護扶助を除き原則として金銭給付です。生活扶助は居宅を原

則としますが，状況によって各種の施設や病院などに入所(院)して行うことができます。 
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（３）保護の決め方 

生活保護は「保護基準」により算出されたその世帯の最低生活費とその世帯の得た収入か

ら必要な控除を行い，その結果で保護の要否が判断され，保護費が決められます。したがっ

て，世帯を構成する人員，年齢などにより一様ではなく，種類もそれぞれ異なります。 

 

（４）被保護者の権利および義務  

① 不利益変更の禁止（生活保護法第56条）…正当な理由なくして保護は変更されない。 

② 公 課 の 禁 止（生活保護法第57条）…保護金品に対する租税その他公課は課せら

れない。 

③ 差し押さえの禁止（生活保護法第58条）…保護金品またはこれを受ける権利の差し押

さえ禁止。 

④ 譲 渡 の 禁 止（生活保護法第59条）…保護を受ける権利の譲渡禁止。 

⑤ 生 活 上 の 義 務（生活保護法第60条）…常に能力に応じて勤労に励み，支出の節約

を図り生活の維持，向上に努めること。 

⑥ 届 出 の 義 務（生活保護法第61条）…生計の状況または居住地，世帯構成に変動

のあったときは届け出ること。 

⑦ 指示等に従う義務（生活保護法第62条）…保護を受けたときは，すみやかに必要な指

導・指示および保護施設の規程に従うこ

と。 

⑧ 費 用 返 還 義 務（生活保護法第63条）…急迫の場合等に保護を受けたとき，事後に

返還命令があった場合はすみやかに返還

すること。 

 

 

（５）自立支援の取組み（自立支援プログラム） 

 ① 就 労 支 援 プ ロ グ ラ ム…就労指導員がマンツーマンで就職を支援 

 ② 子ども健全育成プログラム…子どもを抱える世帯に対し，養育・就学を支援 

 ③ 年 金 調 査 支 援 プ ロ グ ラ ム…各種年金加入歴等を調査し，年金等の受給および

受給額の増額を支援 

④ 就 労 準 備 支 援 事 業…未就労期間が長期に及んでいたり，ひきこもりが

ちな被保護者を対象に，日常生活習慣の確立や就

労に必要な基礎能力の形成を図る ※ＮＰＯ法人

へ委託 

⑤ 有料職業紹介事業者活用プログラム…民間有料職業紹介事業者を活用し就職を支援 

 

（６）被保護者健康管理支援事業（令和３年１月開始） 

① 健 診 受 診 勧 奨…健診受診により自分の健康状態を知るとともに，生活習慣病

の発症予防や疾病の早期発見・治療を進めます。 

② 医療機関受診勧奨…健診の結果「要医療」の方や治療を中断している方に受診を

勧奨し，適切な治療に結び付けます。 
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③ 保健指導・生活支援…生活習慣の改善が必要な方に保健指導を実施します。必要に

応じ主治医と連携します。 

④ 頻 回 受 診 指 導…対象者に対して適正な受診ができるよう指導します。 
 

２ 生活保護の状況 

（1）保護人員および年間保護費の推移 

区分 

 

年度 

全人口 

（９月末） 

被保護（月平均） 
年間保護費 

保護率 

（‰） 

実世帯 実人数 

人口 指数 世帯 指数 人員 指数 金額（千

円） 

指数 

Ｒ４ 245,213 100.0 9,294 100.0 11,151 100.0 19,409,466 100.0 45.5 

Ｒ５ 241,184 98.4 9,151 98.5 10,925 98.0 19,974,881 102.9 45.3 

Ｒ６ 237,285 96.8 9,025 97.1 10,750 96.4 19,666,642 101.3 45.3 

※ 保護率（‰）＝実人員÷全市人口×1,000 

 

 

 

 

 

9,384 9,523 9,594 9,595 9,511 9,435 9,371 9,384 9,346 9,340 9,294 9,151 9,025 

13,005 13,001 12,914 
12,640 

12,312 
12,075 

11,847 11,713 11,53511,357 11,151 10,92510,750

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

世帯・人

年度

保護世帯・人員の推移

実世帯 実人員
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（2）扶助別保護人員の推移（月平均） 

区分 保 

護 

世帯

数 

保 護 

人 員 

扶助別人員 

年度 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 他の扶助 

R4 
人員 9,294 11,151 9,826 9,645 399 2,794 9,831 241 

指数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

R5 
人員 9,151 10,925 9,592 9,412 377 2,771 9,751 209 

指数 98.5 98.0 97.6 97.6 94.5 99.2 99.2 86.7 

R6 
人員 9,025 10,750 9,310 9,166 355 2,775 9,550 214 

指数 97.1 96.4 94.7 95.0 89.0 99.3 97.1 88.8 

 

（3）被保護世帯類型の推移（月平均） 

区分 高齢者世帯 母子世帯 傷病障がい者世帯 その他世帯 計 停止 

世帯 年度 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 

R4 5,481 59.1 395 4.2 2,053 22.1 1,351 14.6 9,280 100.0 14 

R5 5,381 58.9 369 4.0 2,068 22.7 1,320 14.4 9,138 100.0 13 

R6 5,328 59.1 342 3.8 2,107 23.4 1,234 13.7 9,011 100.0 14 

46.8 47.3 47.5 47 46.3 45.9
45.7 45.7 45.7 45.6 45.5 45.3 45.3

31.3 31.6 31.4 31.3 30.9 30.6 30.2 30.1 29.7 29.6 29.5 29.5 29.4

16.7 17 17 17.0 16.9 16.8 16.6 16.4 16.3 16.3 16.2 16.3 16.2

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

55.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

千分率（‰）

年度

保護率の推移

函館市 北海道 国
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（4）被保護世帯労働力類型（月平均） 
区 

分 
世帯主が働いている世帯① 世帯員 

が働い 

ている 

世帯② 

①＋② 非稼働世帯 計  

 

 

年 

度 

常用 
日 

雇 

内 

職 

そ 

の 

他 
計 

世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 世帯数 構成比 

R4 1,160 6 13 9 1,188 12.8 176 1.9 1,364 14.7 7,916 85.3 9,280 100.0 

R5 1,196 6 11 10 1,223 13.4 165 1.8 1,388 15.2 7,750 84.8 9,138 100.0 

R6 1,196 6 11 8 1,221 13.5 160 1.8 1,381 15.3 7,630 84.7 9,011 100.0 

 

（5）人員構成別世帯数の推移                  （各年 7月年次調査） 

区分 1 人世

帯 

2 人世

帯 

3 人世

帯 

4 人世

帯 

5 人世

帯 

6 人世

帯 

7 人以

上世 

帯 

計 

R4 世帯数 7,839 1,157 209 56 9 9 4 9,283 

構成比％ 84.4 12.5 2.3 0.6 0.1 0.1 0.0 100.0 

R5 世帯数 7,768 1,071 212 50 12 7 5 9,125 

構成比％ 85.1 11.7 2.3 0.6 0.1 0.1 0.1 100.0 

R6 世帯数 7,692 1,021 205 56 16 8 2 9,000 

構成比％ 85.5 11.3 2.3 0.6 0.2 0.1 0.0 100.0 

59.1 

58.9 

59.1 

4.2

4

3.8 

22.1

22.7

23.4

14.6

14.4

13.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

R4

R5

R6

保護世帯の構成
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（6）保護の開始・廃止の理由別状況 

区分 

R4 R5 R6 

延 

件 

数 

比 

 

率 

延 

件 

数 

比 

 

率 

延 

件 

数 

比 

 

率 

保 

護 

の 

開 

始 

 

 

世 帯 主 の 傷 病 

世 帯 員 の 傷 病 
働いていた者の死亡・離別・不在 

働きによる収入の減少・喪失 

年金・仕送り等の減少・喪失 

そ の 他 

件 

 

1 

22 

21 

49 

29 

893 

％ 

 

0.1 

2.2 

2.1 

4.8 

2.8 

88.0 

件 

 

33 

4 

19 

39 

33 

867 

％ 

 

3.3 

0.4 

1.9 

3.9 

3.3 

87.2 

件 

 

31 

0 

9 

9 

22 

910 

％ 

 

3.2 

0 

0.9 

0.9 

2.2 

92.8 

計 1,015 100.0 995 100.0 981 100.0 

保 

護 

の 

廃 

止 

 

 

世 帯 主 の 傷 病 治 ゆ 

世 帯 員 の 傷 病 治 ゆ 

死 亡 ・ 失 踪 

働 き に よ る 収 入 の 増 加 

年 金 ・ 仕 送 り 等 の 増 加 

そ の 他 

 

 

0 

0 

480 

80 

51 

507 

 

 

－ 

－ 

42.9 

7.2 

4.6 

45.3 

 

 

0 

0 

511 

103 

55 

487 

 

 

－ 

－ 

44.2 

8.9 

4.8 

42.1 

 

 

0 

0 

488 

121 

45 

432 

 

 

- 

- 

44.9 

11.1 

4.1 

39.9 

計 1,118 100.0 1,156 100.0 1086 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（7）教育扶助の受給人員                   （各年 7月年次調査） 

年度 
R4 R5 R6 

区分 

小学校 203 205 206 

中学校 183 160 145 

計 386 365 351 

 

 

令和 6年

度 

 

令和 6年度 
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（8）生活保護費の年度別比較 

 

 

 
 

（9）医療扶助費の内訳（上段：件数，下段：金額）         （単位：件，千円） 

区分 診療報酬費用 福祉事務

所払い医

療費 
合計 

年度 入 院 入 院 外 歯 科 調 剤 計 

R4 
9,447 139,740 17,377 121,203 287,767 30,648 318,415 

5,415,703 2,526,596 331,972 1,839,202 10,113,473 113,505 10,226,978 

R5 
10,480 137,541 18,021 119,940 285,982 31,995 317,977 

6,142,361 2,552,897 338,096 1,800,653 10,834,007 136,547 10,970,554 

R6 
10,303 135,188 17,987 119,265 282,743 32,229 314,972 

6,118,539 2,489,180 329,022 1,768,979 10,705,720 164,669 10,870,389 

 

種 

別 

生
活
扶
助
費 

住
宅
扶
助
費 

教
育
扶
助
費 

介
護
扶
助
費 

医
療
扶
助
費 

出
産
扶
助
費 

生
業
扶
助
費 

葬
祭
扶
助
費 

施
設
事
務
費 

就
労
自
立
給
付
金 

進
学
準
備
給
付
金 

計 

R4 5,371,821 2,597,021 45,164 631,041 10,226,978 1,442 25,038 61,348 439,380 3,933 6,300 19,409,466 

R5 5,234,148 2,548,801 42,073 622,664 10,970,554 525 22,552 65,626 456,263 5,375 6,300 19,974,881 

R6 5,076,439 2,484,858 39,228 589,788 10,870,389 705 23,162 62,851 502,210 6,412 10,600 19,666,642 

生活扶助費 住宅扶助費 教育扶助費 介護扶助費 医療扶助費 施設事務費 その他
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（10）生活保護法指定医療機関の状況              （各年 4月 1日現在） 

年度 R5 R6 R7 

区分 医 科 歯 科 薬 局 医 科 歯 科 薬 局 医 科 歯 科 薬 局 

医療機関数 193 124 168 190 122 170 191 121 172 

 

（11）生活保護法指定介護機関状況 

年度 R5 R6 R7 

区分 在 宅 施 設 在 宅 施 設 在 宅 施 設 

介護機関数 1,251 30 1,264 30 1,207 30 
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健康増進 

誰もが，より長く元気に暮らしていくための基盤として，健康の重要性はより高まって

きており，平時から個人の心身の健康を保つため，健康づくりの取組が重要です。 

 国では，基本的な法整備や仕組みの構築，データヘルス・ＩＣＴの利活用，社会環境整

備等，諸活動の成果により健康寿命は着実に延伸しています。一方で，一部の指標の悪

化，データの見える化・活用が不十分である等の課題が指摘されており，また，今後さら

なる少子化・高齢化，社会の多様化等の社会変化が予想されています。これらを踏まえ，

健康寿命の延伸と健康格差の縮小により，「全ての国民が健やかで心豊かに生活できる持

続可能な社会の実現」をビジョンとし，「誰一人取り残さない健康づくり」や「より実効

性を持つ取組の推進」に取り組む「第 3 次函館市健康増進計画」を令和６年度から推進し

ます。 

本市においては，健康寿命が全国，北海道よりも短い状況であることから，生涯をより

長く健康的に過ごし活躍できるよう，産学官連携やＩＣＴの活用による健康増進の環境づ

くりの基盤を整備し，健康課題の解決に向けて各種健康増進事業を推進しています。 

 

１ 市民の健康状況 

(1) 平均寿命と健康寿命 

平均寿命と健康寿命は，いずれも全国および北海道よりも短い状況です。不健康期間

については，全国と同水準となっています。 

 

【函館市の平均寿命と健康寿命】                     （年） 

 
（令和４年度国保データベースシステム） 

 

※健康寿命：健康寿命とは，「健康に生活できる期間」のことで，国では，「健康上の問題で日常生活が制限され

ることなく生活できる期間」と定義されており，平均寿命と健康寿命の差は，日常生活に制限のあ

る「不健康期間（健康ではない期間）」を意味する。厚生労働省「健康寿命の算定方法の指針」よ

り，本計画では介護保険制度の要介護２から要介護５までを「不健康な状態」とした，「日常生活

動作が自立している期間の平均」を採用している。 

※不健康期間：「平均寿命 － 健康寿命」で算出。 

77.8

79.6

80.1

83.4

84.2

84.4

1.4

1.4

1.6

3.2

3.1

3.4

72 74 76 78 80 82 84 86 88 90
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 (2) 主要死因 

死因の約半数が生活習慣に関連している疾患であり，生活習慣病対策が重要です。 

    

   【主要死因の構成比】                          （％） 

 

（令和４年(2022 年)版 保健所事業概要） 

(3) 標準化死亡比（ＳＭＲ） 

主要な疾患のＳＭＲは，腎不全，肺炎，悪性新生物（がん）が高い状況です。一方で，

虚血性心疾患，脳血管疾患，慢性閉塞性肺疾患は全国と同水準か低い状況です。そのた

め，本市ではＳＭＲが高く，生活習慣で改善が期待できる腎不全と悪性新生物の対策が

課題となります。 

 

【標準化死亡比】 

 
（平成２２年～令和元年公益財団法人北海道健康づくり財団「北海道における主要死因の概要１０」） 

 

※標準化死亡比（ＳＭＲ）：年齢構成が異なる地域の死亡率を比較するための指標であり，全国平均の死亡率を  

１００（基準値）としており，基準値より大きい場合は全国平均より死亡数が多いこ

とを表している。 

 

悪性新生物

（がん）

31.3%

心疾患

11.3%

脳血管疾患

6.0%

腎不全

2.4%

老衰

8.8%

肺炎

6.9%

その他

33.4%

157.9 
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95.3 
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脳血管疾患

慢性閉塞性肺疾患
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悪性新生物，心疾患，脳血管疾患，腎不全 
＝生活習慣に関連している疾患 
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２ 第３次函館市健康増進計画 

「函館市健康増進計画」は，市民が心身ともに健やかに生活し，健康寿命の延伸を目指す，本

市の健康づくり計画です。１次計画が平成２４年度で，２次計画が令和５年度で終了し，令和５

年度に３次計画を策定しました。 

函館市では働く世代から高齢期にかけ，肥満者の割合の増加や運動習慣の悪化，喫煙率が高い

状況などの健康課題は現在も残っています。 

本計画では健康寿命の延伸と健康格差の縮小を目指し，これらの健康課題の解決に重点的に取

り組み，健康づくりを推進していきます。 

 

(1)  「函館市健康増進計画」のこれまでの経過 

ア 「函館市健康増進計画」の策定（平成１４年度） 

市民一人ひとりの健康づくりを地域全体で支援することを基本に，生活習慣を改善

することにより健康を増進し，生活習慣病を予防する一次予防を重視した計画を策定

しました。 

イ 「函館市健康増進計画」の中間評価（平成１８年度） 

    計画の中間年度に，市民の健康状態を把握し，今後の健康づくり施策の一層の充実

とより効果的な推進に役立てるため，中間評価を実施しました。 

  ウ 「函館市健康増進計画」の改訂（平成２０年度） 

    中間評価の結果等から市民の健康課題が明らかになり，また，平成２０年度から医

療保険者によるメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査および特定保健指

導が実施されたことなどを踏まえ，国の医療計画等との整合性を図りながら，市民の

健康づくり施策の一層の推進を図るため，本計画の改訂を行いました。 

  エ 「函館市健康増進計画」の最終評価（平成２４年度） 

    １次計画の最終年度に，市民の健康意識・生活習慣アンケート調査（平成２３年）

等の結果および各種統計から市民の健康等の実態を把握し，計画策定時の数値等と直

近の数値を比較分析して，年代ごとの目標の達成度や課題を明らかにし，２次計画に

反映させるために最終評価を実施しました。 

  オ 「第２次函館市健康増進計画」の策定（平成２５年度） 

    １次計画の最終評価の結果やその後の社会情勢の変化などを踏まえ，必要な見直し

を行い，２次計画を策定しました。 

カ 「第２次函館市健康増進計画」の中間評価（平成２９年度） 

    計画策定時に設定した目標の達成状況や市民の健康状態の変化などを把握し，目標

達成に向けた取組方法の検討を行うことを目的として，中間評価を実施しました。 

キ 「第２次函館市健康増進計画」後半の重点取組の設定（平成３０年度） 

    中間評価の結果等から明らかになった課題を踏まえ，がん対策の推進，たばこ対策

の推進，介護予防事業との連携（若い頃からの健康づくり）を計画後半の重点取組と

しました。 

  ク 「第２次函館市健康増進計画」 の評価（令和４年度） 

    市民の健康意識・生活習慣アンケート調査（令和３年度）の結果および各種データ 

等から，目標の達成度や健康課題を明らかにし，令和６年度からの３次計画に反映 
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させるために，最終評価を実施しました。 

  ケ 「第３次函館市健康増進計画」の策定（令和５年度） 

    ２次計画の評価において，次世代の健康状態は改善傾向に向かっているものの，

働く世代や高齢期にかけて，多くの健康課題が残っていることに加え，引き続き健

康寿命が，全国，北海道よりも短い状況であったことから，生涯より長く健康的に

過ごし活躍できるよう，産学官連携やＩＣＴの活用による健康増進の環境づくりの

基盤を整備し，２次計画の評価結果や健康データの調査分析によって抽出した本市

の健康課題の解決を重点的に取り組む「第３次函館市健康増進計画」を策定しまし

た。 

 

(2) 計画の概要 

  ア 基本理念：「誰もが健やかで心豊かに暮らせるまち」 

    高齢になってからの重症化を防ぐため，特に働く世代を中心とした施策を展開する

中で，重点的に健康課題の解決に取り組むとともに，産学官連携や ICTの活用によっ

て健康増進の環境づくりと基盤整備に取り組み，健康寿命の延伸と健康格差の縮小を

図り，「誰一人取り残さない健康づくり」を推進します。 

  イ 第３次函館市健康増進計画の基本方針 

   (ｱ) 個人の行動と健康状態の改善 

     【重点取組】生活習慣病対策 

   (ｲ)  社会環境の質の向上 

     【重点取組】ヘルスリテラシーの向上対策 

  ウ 計画の期間 

    令和６年度から令和１７年度まで 

  エ 施策の体系 
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オ 市民が目指す取組一覧 

区  分 市民が目指す取組 

基
本
施
策
１ 

生
活
習
慣
の
改
善 

栄養・食生活 

・毎日，体重・血圧を測ろう。 

・１日５皿，野菜料理を食べよう。 

・減塩を意識しよう。 

・（高齢期にプラス）たんぱく質をしっかり食べよう。 

身体活動・運動 

・意識的に体を動かし『＋１０（プラステン）』を目指そう。 

・立って過ごす時間を増やそう。 

・楽しみながら運動を続けよう。 

飲酒 

・適正飲酒量を守ろう。 

・休肝日を週に２日連続して設けよう。 

・（女性にプラス）妊娠・授乳期は必ずお酒をやめよう。 

喫煙 

・禁煙に取り組もう。 

・望まない受動喫煙を防止しよう。 

・（女性にプラス）妊娠・授乳期は必ずタバコをやめよう。 

歯・口腔の健康 
・毎日，口腔ケアをしよう。 

・定期的に，歯科検診を受けよう。 

休養 

・日中の運動・身体活動を増やし，睡眠の質を高めよう。 

・就寝前のスクリーンタイムを控え，寝付きをよくしよ

う。 

・（働く世代にプラス）余暇時間を確保しよう。 

基
本
施
策
２ 

生
活
習
慣
病
の 

 
 

発
症
予
防
・
重
症
化
予
防 

糖尿病・高血圧対策 

・毎日，体重・血圧を測ろう。 

・毎年，検診を受けよう。 

・健診結果を活かし，生活習慣の改善や医療機関への受診

をしよう。 

腎疾患対策 

・毎年，検診を受けよう。 

・健診結果を活かし，生活習慣の改善や医療機関への受診

をしよう。 

がん対策 

・生活習慣を改善しよう。 

・定期的に，がん検診を受けよう。 

・ピロリ菌検査や肝炎ウイルス検査を受けよう。 

・（次世代にプラス）子宮頸がんワクチンを受けよう。 

基本施策３ 

生活機能の維持・向上 

・毎日，体重・血圧を測ろう。 

・バランスのとれた食事を摂ろう。 

・楽しみながら運動を続けよう。 

・（女性にプラス）定期的に，骨粗しょう症検診を受けよ

う。 

 

(3) 計画の推進 

効率的・効果的に健康施策を展開していくためには，事業の評価や社会情勢の把握はも

とより，各種健康データの評価や分析を行うため，PDCAサイクルの体制を構築する必要が

あります。入手可能な各種データを合わせ，札幌医科大学や協会けんぽ北海道支部と連携

して現状分析を行います。 

それらの分析結果を函館市健康増進計画策定推進委員会へ報告し，分野ごとの取組効果

を取りまとめるとともに，進捗管理を行い，現状について協議・評価を実施します。そこ

で協議・評価された内容について共有を図り，各分野の取組へ反映します。 
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３ 第３次函館市食育推進計画 
(1) 計画策定の背景 

   平成１７年に制定された食育基本法に基づき，子どもの頃に健全な食習慣を身に付けるこ

とが，生涯にわたって健全な心身で生活することにつながることから，平成２３年に第１次，

平成２８年に第２次の「はこだてげんきな子 食育プラン（函館市食育推進計画）」を策定し，

市民一人ひとりが食育に理解を深め，食を通して心豊かで健やかな暮らしを実現することを

基本理念として食育を推進してきました。 

   第２次計画が令和２年度で満了になることから，評価を行い，「健康寿命の延伸」や

「子育て世代等の若い世代」等の目指すべき方向性を示し，多様な関係者の連携を図り

ながら食育を推進するため，策定推進委員会を設置し，第３次計画を策定しました。 

 (2) 計画の位置づけ 

   食育基本法第１８条第１項の規定に基づく市町村食育推進計画であり，函館市基本構

想を具体化する個別計画として位置付け，「健康はこだて２１（第２次）」等の関連計画

と整合性を図りました。 

(3) 計画の期間 

  令和３年度から令和１２年度までの１０年間とし，適宜，中間評価を行い，必要に応 

じて見直しを行います。 

 (4) 計画の基本的な考え方について 

ア 基本理念 

函館市民一人ひとりが食を通じて心豊かで健やかな暮らしを実現することができる

ように食育を推進します。 

イ 基本目標 

・生涯にわたって健康なからだをつくる 

・豊かな心を育む 

・函館の豊かな食資源や食文化を通して食の大切さを知る 

ウ 基本方針 

 ・健康寿命の延伸につながる食育の推進 

 ・多様な暮らしに配慮した若い世代への食育の推進 

 ・食文化の継承や食の循環を意識した食育の推進 

 

(5) 計画の推進 

ア 推進体制 

基本目標を実現するためには，家庭，幼児教育・保育施設，小・中学校等，地域等関

係団体，行政などが相互につながりを持ちながら取り組んでいく必要があるため，庁内

関係課が連携し，「函館市食育計画策定推進委員会」の協力を得ながら推進します。 
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イ 推進にあたっての指標 

   客観的な指標を掲げ，目標を現状以上とし食育の推進に努力します。 

 

資料：①②③⑤⑦市民の健康意識・生活習慣アンケート調査 

④全国学力・学習状況調査 

⑤⑦函館市国民健康保険特定健診結果 

⑥学習意識調査 

⑦全国体力・運動能力，運動習慣等調査 函館市の結果概要 

⑧函館市食生活改善協議会実績 

参考：「若い世代」とは，２０歳代３０歳代。「市民」とは，①②③２０歳以上，⑤⑦４０～６４歳。 

「小学生」とは，④小学６年，⑥小学４年生，⑦小学５年生。 

「中学生」とは，④中学３年，⑥中学１年生、⑦中学２年生。 

「計画策定時」とは，①，②，③，⑤若い世代，⑦若い世代は平成２８年度値，④，⑤市民，

⑦小学生・中学生・市民，⑥は令和３年度値，⑧は令和元年度値。 

 

 

 

 

 

 

計画策定時 

 

目標 

 36.1% 

 

55% 

 57.9% 

 

70% 

 43.9% 

 

50% 

 67.9% 

 

75% 

 84.5% 

 

87% 

 79.5% 

 

83% 

 32.7% 

 

30% 

 20.9% 

 

15% 

 41.1% 

 

現状値以上 

 
27.1% 

 

現状値以上 

 
男 

 

81.8% 

 

86% 

 女 

 

86.9% 

 

89% 

 男 

 

86.0% 

 

89% 

 女 

 

87.5% 

 

90% 

 男 

 

63.9% 

 

65% 

 女 

 

67.1% 

 

70% 

 男 

 

51.1% 

 

55% 

 女 

 

52.0% 

 

55% 

 92人 

 

現状値以上 

 

① 主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を１日２回以上 

ほぼ毎日食べている市民の割合 

⑤ 朝食を抜くことが週３回以上ある市民の割合 

 

⑥ 必要と考えられている睡眠時間をとることができる 

子どもの割合 

中学生 

 

項目 

 若い世代 

 市民 

 ② 野菜をほぼ毎食食べる市民の割合 

小学生 

 

③ 食塩（塩分）摂取を控えるようにしている市民の割合 

 

⑦ 適正体重者の割合 

 

⑧ ヘルスメイト（食生活改善推進員）の人数 

④ 朝食を毎日食べる市民の割合 

 

若い世代 

 

市民 

 

若い世代 

 市民 

 小学生 

 中学生 

 

小学生 

 

中学生 
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４ 生活習慣病予防事業 

 本市の疾患別死亡率をみると，がん・心臓病・脳血管疾患といういわゆる生活習慣病に

よるものが全死因の半数以上を占めています。 

 これらは，壮年期から増加しはじめるため，健康増進法に基づき生活習慣病に着目した

健康診査のほか，がん検診，骨粗しょう症検診，健康教育，健康相談等を実施し，疾患の

早期発見，食事や運動等の生活習慣の改善に関する保健指導，健康管理に関する正しい知

識の普及を図るなど，生活習慣病の予防に努めています。 

 

(1) 健康手帳 

   開始年度 昭和 58年度 

   内  容 健康手帳は，特定健診・保健指導その他の健康の保持のために必要な事 

項を記録し，自らの健康管理と適切な医療の確保に資することを目的とし 

て，40歳以上の健康相談等を受けた市民に対し利用を促しています。 

        健康手帳は厚生労働省ホームページからダウンロードすることができま 

す。 

 

(2) 健康診査 

    開始年度 平成 20年度 

    内  容 医療保険者による特定健康診査が実施されたことから，市では健康増進

法（健康増進法施行規則第４条の２第４号）に基づき，４０歳以上の特定

健康診査非対象者等の健康診査を実施し，その結果，必要な方に対して食

事や運動等の生活習慣の改善を促す保健指導を行っています。 

    令和７年度予算額  4,598千円 

    費用の負担  補助基準額または対象経費の３分の２の道費補助があります。 

【健康診査受診状況】                                     （令和６年度） 

受診者 

性 別 
計 

受 診 者 の 年 齢 内 訳 （人） 

40～49     50～59    60～64    65～69    70～74    75歳～    

男 110 15 32 14 9 13 27 

女 214 23 25 15 20 24 107 

計 324 38 57 29 29 37 134 

 

(3) がん検診 

   がんを早期に発見し，治療に結びつけることは，がん予防対策上最も重要な課題である 

ことから，市の指定医療機関等で検診を実施しています。なお，女性特有のがんに関する 

知識の普及啓発と受診率向上のため，対象年齢となった方へ無料クーポン券等を送付する 

「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」（H29～），がん検診受診率向上のため， 

４０歳・４５歳の函館市民を対象としたがん検診無料クーポン券の送付（R3～，R5～40歳

向けを追加）を実施しているほか，リーフレットや大腸がん検査キット郵送，生命保険協

会など関係機関の協力によるチラシ配布等，受診勧奨の強化を図っています。 
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   令和７年度予算額   ア がん検診               158,309千円 

             イ がん検診受診促進・普及啓発等      14,968千円 

 

 ア 胃がんエックス線検診 

   開始年度 昭和 58年度 

   内  容 ３５歳以上の市民を対象に，市の指定医療機関および集団検診で実施して

います。 

 イ 胃がん内視鏡検診 

   開始年度 令和 3年度 

   内  容 ５０歳以上の市民を対象に，市の指定医療機関で検診を実施しています。 

        受診は２年に１回とし，年度毎に，生年（西暦）が奇数か偶数かで対象者

を区分しています。（令和７年度は奇数年生まれが対象） 

ウ 肺がん検診 

   開始年度 平成 6年度 

   内  容 ４０歳以上の市民を対象に，集団検診を実施しています。 

エ 乳がん検診 

   開始年度 平成元年度 

   内  容 ４０歳以上の女性を対象に，市の指定医療機関で検診を実施しています。 

        受診は２年に１回とし，年度毎に，生年（西暦）が奇数か偶数かで対象者

を区分しています。（令和７年度は奇数年生まれが対象） 

オ 子宮がん検診 

開始年度 平成元年度 

   内  容 ２０歳以上の女性を対象に，市の指定医療機関で検診を実施しています。 

        受診は２年に１回とし，年度毎に，生年（西暦）が奇数か偶数かで対象者

を区分しています。（令和７年度は奇数年生まれが対象） 

カ 大腸がん検診 

   開始年度 平成 9年度 

   内  容 ４０歳以上の市民を対象に，市の指定医療機関および集団検診で実施して

います。 

※４０歳・４５歳の方を対象にがん検診無料クーポン券送付（４５歳向けは R3～，４０

歳向けは R5～） 

※２０歳（初回年齢）の方を対象に，子宮頸がん検診無料クーポン券送付 

 

【各種がん検診受診者の推移】 

区  分 
胃がん検診 肺 が ん 

検    診 

乳 が ん 

検    診 

子宮がん検診 大腸がん 

検  診 エックス線 内視鏡 子宮頸部 子宮体部 

令和４年度 2,539 297 8,604 3,891 5,480 2,922 6.408 

令和５年度 2,497 276 9,177 3,582 5,575 2,947 6,834 

令和６年度 2,254 358 9,782 4,028 6,438 2,939 7,452 

※受診者数は，全年齢を対象 
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(4) 若い世代のピロリ菌検査 

   開始年度 平成 28年度 

   内  容 ピロリ菌は胃の中に生息している細菌であり，多くの研究により，慢性胃炎

や胃・十二指腸潰瘍，さらには胃がんなどの原因となっていることが判明して

います。将来の胃がんなどの発症リスクを軽減するため,ピロリ菌感染の早期

発見を目的に,中学生を対象としたピロリ菌検査を実施しています。 

   令和７年度予算額  1,778千円 

【ピロリ菌検査実施結果】 

区  分 

一次検査 二次検査 

受検者数 陽性者数 受検者数 陽性者数 

令和４年度 中学２年生 1,626 79 62 20 

令和５年度 中学２年生 1,498 55 41 13 

令和６年度 中学２年生 1,457 60 41 20 

※二次検査は,一次検査陽性者を対象に実施 

 

(5) 骨粗しょう症検診 

   開始年度 平成 7年度 

   内  容 転倒による骨折が高齢者の寝たきりの大きな原因の一つとなっています。そ

の骨折の原因となる骨粗しょう症を予防するため，40歳以上 70歳以下の 5歳

刻みの年齢の女性に骨粗しょう症検診を実施しています。 

   令和７年度予算額  101千円 

   費用の負担  補助基準額または対象経費の３分の２の道費補助があります。 

【骨粗しょう症検診受診者数】                        （人） 

区 分 計 ４０歳 ４５歳 ５０歳 ５５歳 ６０歳 ６５歳 ７０歳 

令和４年度 
166 

(147) 

3 

(3) 

3 

(3) 

15 

(15) 

19 

(17) 

32 

(27) 

32 

(30) 

62 

(52) 

令和５年度 
150 

(135) 

1 

(1) 

6 

(6) 

10 

(10) 

18 

(16) 

28 

(25) 

40 

(39) 

47 

(38) 

令和６年度 
182 

(169) 

3 

(2) 

8 

(8) 

20 

(20) 

20 

(19) 

41 

(41) 

44 

(38) 

46 

(41) 

(  )は異常なしであった者の内数 

(6) 健康教育 

   開始年度 昭和 58 年度 

   内  容 成人および高齢者を対象に，生活習慣病予防や健康づくり等に関する正しい 

知識の普及を図るため健康教育を実施しています。 

       ア．市民健康教室（昭和 52年度より開始） 

        市民一人ひとりが健康の維持増進のために必要な知識を習得し，自らの健 

康づくりを推進することができることを目的として，函館市医師会・函館歯 

科医師会との共催により開催しています。 
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イ．出前講座 

        依頼のあった地域の団体に出向き，健診結果や生活習慣病予防の講話， 

血管年齢測定などの体験講座を実施しています。 

       令和７年度予算額  106千円 

   費用の負担  後期高齢者医療広域連合受託事業収入があります。 

【市民健康教室】 

区  分 
特集（年１回） 随時開催 

テーマ 参加者数 回数 参加者数 

令和６年度 

“動悸・めまい”，“息切れ・むく

み”を感じたことはありますか？ 

～不整脈と心不全から身を守る～ 

153 4 461 

※令和２～４年度は，新型コロナ感染症対策のため中止 

  【出前講座実施内訳】 

区  分 
40歳未満 40～64歳 65歳以上 

回数 参加者数 回数 参加者数 回数 参加者数 

令和４年度 1 13 23 1,207 6 233 

令和５年度 7 65 11 464 14 268 

令和６年度 4 57 10 366 16 306 

 

 (7) 健康相談 

   開始年度 昭和 58年度 

   内  容 心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な指導および助言を行い，家庭に

おける健康管理を支援しております。 

   令和７年度予算額  8千円 

   費用の負担  後期高齢者医療広域連合受託事業収入があります。 

  【健康づくり相談実施状況】定例 

 

 

 

 

 

(8) 保健指導 

  【保健指導の実施状況】  定例外 

区  分 来所(人) 電話(人) 計 

令和４年度 9 98 107 

令和５年度 16 49 65 

令和６年度 13 67 80 

 

区  分 開催回数 指導実人数 

令和４年度 19 22 

令和５年度 11 12 

令和６年度 10 10 
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(9) 訪問指導 

   開始年度 昭和 58年度 

   内  容 家庭において療養上保健指導が必要な方に対し，心身機能の低下の防止と健

康の保持増進を図るため，保健師が訪問し必要な保健指導を実施しています。  

   令和７年度予算額  719千円 

   費用の負担  後期高齢者医療広域連合受託事業収入があります。 

   

 

(10) たばこ対策 

   開始年度 平成 13年度 

   内  容 ア 普及啓発と禁煙相談 

          喫煙は，がんや慢性疾患を引き起こす重大な危険因子であることから，

ホ―ムページ等を媒体としてたばこによる健康被害等に関する正しい知

識の普及啓発を図る他，イベントなどでの測定体験を交えた普及啓発活動

を実施しています。 

          また，禁煙したい人に対し適切な禁煙支援を行うため，呼気中一酸化炭

素濃度測定，呼吸機能検査等や，禁煙治療を行う医療機関の情報提供によ

る禁煙相談を実施しています。 

     令和７年度予算額  320千円 

   費用の負担  補助基準額または対象経費の２分の１の国庫補助があります。 

       【禁煙相談件数】                          （件） 

区  分 イベント等 来所 電話 計 

令和４年度 0 1 10 11 

令和５年度 10 1 1 12 

令和６年度 13 4 2 19 

 

        イ 未成年者喫煙防止対策 

          未成年者の喫煙は，成年に比べて健康への影響が大きく，吸い始める

前の対策を徹底する必要があることから，未成年者の喫煙をなくすこと

を目的に，小・中高生の児童・生徒を対象に，喫煙防止講座を開催してい

ます。 

          また，親が喫煙者の場合，子供の喫煙率が高いという実態や，家庭で

の受動喫煙を防止する観点から，学校やＰＴＡ等と連携し，児童・生徒

の保護者に対する喫煙防止対策を推進しています。 

 

 

 

 

 

 



125 

 

       【未成年者喫煙防止講座開催実績】             （件） 

区  分 小学校 中学校 高校 計 

令和４年度 

学 校 数 8 - - 8 

回   数 9 - - 9 

参加者数 357 - - 357 

令和５年度 

学 校 数 11 1 - 8 

回   数 12 1 - 9 

参加者数 483 4 - 357 

令和６年度 

学 校 数 11 - - 11 

回   数 12 - - 12 

参加者数 422 - - 422 

 

        ウ 受動喫煙防止対策 

          受動喫煙防止対策の取り組みを促すため，「きれいな空気の施設登録事

業」による登録制度を令和２年９月１日より実施しています。また，登

録施設に対しステッカーを交付し，ホームページ等で紹介すること等に

より，さらなる受動喫煙防止対策の推進を図っています。 

【「きれいな空気の施設」登録状況】 

区  分 
令和６年度 

      (件) 

01 社会福祉施設等 9 

02 体育施設・娯楽施設 24 

03 社会・文化施設 37 

04 小売業・サービス業等店舗 82 

05 公共交通機関等 2 

06 ホテル・旅館等の宿泊施設 20 

07 金融機関 37 

08 事務所・会社等 14 

09 官公庁等 3 

10 公衆浴場・日帰り温泉 8 

計 236 

 

エ 受動喫煙防止対策に関する相談等 

               開始年度 令和元年度 

        費用の負担  補助基準額または対象経費の２分の１の国庫補助があります。 

            望まない受動喫煙の防止を図るため,多数の者が利用する施設等の区分 

に応じ,施設の敷地内または施設内での喫煙を原則禁止とする改正健康増進 

法が令和２年４月から施行となり，受動喫煙防止対策に関する相談対応， 

喫煙可能室設置届出への対応等を行い，望まない受動喫煙防止の取り組みを 

行います。 
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       【受動喫煙防止対策に関する相談等】 

        ・市民および事業者からの問合せ・相談対応      延べ 30件 

        ・新規飲食店への対応件数                延べ 169件 

        ・喫煙可能室設置施設の届出に関する相談対応     延べ 3件 

        ・改正健康増進法における義務違反時の対応・事実確認 延べ 6件 

 

(11) 未成年者飲酒防止対策 

    開始年度 平成 17年度 

    内  容 未成年者の飲酒は，成年に比べてアルコール分解能力が低い発達期の心身 

に大きな悪影響を与えるだけでなく，アルコール関連問題等，将来にわたっ 

て健康への影響が大きいことから，未成年者の飲酒をなくすことを目的に， 

小学生を対象とした飲酒防止講座を開催しています。 

    費用の負担  全額市費負担 

【未成年者飲酒防止講座開催実績】   

区  分 学校数 回数 参加者数 

令和４年度 7 8 304 

令和５年度 11 12 482 

令和６年度 10 11 306 

 

 

(12)  はこだて健幸プロジェクト（旧：はこだて市民健幸大学） 

   開始年度 令和元年度 

令和７年度予算額  18,000千円（市負担金） 

費用の負担  補助基準額の２分の１の国庫補助があります。 

実施主体 はこだて健幸プロジェクト 

     構成団体：函館・道南がん対策応援フォーラム，㈱北海道新聞函館支社， 

北海道ガス㈱函館支店，味の素グループ，函館市 

内  容 令和７年度より，前身の「はこだて市民健幸大学」実行委員会から改称し，

イベント開催だけでなく，幅広い事業を展開する官民連携のプラットフォ

ームとして，地域全体で健康づくりに取組めるような基盤整備を推進する。 

   〇令和７年度 

   ①はこだて健幸アプリ～Hakobit～普及啓発事業 

 健康アプリの運用・普及啓発 

 ・アプリイベントの開催 

 ・スタンプラリーコースの公開 

 ・機能改修 

 ・プロモーション活動 

②「はこだて市民健幸大学」開催事業 

 連携する企業・団体主催による健康づくりのきっかけとなるイベントの開催 

③「はこだて健康ナビ」運用事業 

公式 webサイトの運営・情報発信 

④その他 
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 ・健幸ラーニング（eラーニング） 

 ・健幸チャンネル（YouTube） 

   

実  績 

○令和５年度 

   ① 100万歩チャレンジ 参加者 13,356人 

② ウェルネス POINTラリー 

・ウォーキングバトル 参加者 延べ 403人 

・はこだてスポーツパーク 来場者数 9,970人 

・街歩きフォトハンティング in五稜郭 参加者 延べ 113人 

・ウェルネス GAMES 来場者数 14,000人 

     ② みんな de健幸づくり 参加者 延べ 812人 

   ③ 健幸ラーニング（eラーニング）ページビュー数 673回 

   ④ 健幸チャンネル（YouTube） 掲載数 3動画   

 ⑤ 普及・啓発事業 

    ・はこだて健幸アプリ「Hakobit」（ハコビット）の配信 ダウンロード数 4,548件 

    ・はこだて市民健幸大学 webサイト（はこだて健康ナビ）の運営・情報発信 213件 

○令和６年度 

   ① 100万歩チャレンジ 参加者 14,150人 

   ② チームで挑戦！一日 8,000歩チャレンジ 参加者 延べ 333人 

③ みんな de健幸レク in垣ノ島遺跡 参加者 延べ 36人 

④ みんな de健幸レク in四季の杜公園 参加者 延べ 38人 

⑤ ウェルネススタジアム 来場者数 8,800人 

     ⑥ みんな de健幸づくり 参加者 延べ 285人 

   ⑦ 健幸ラーニング（eラーニング）ページビュー数 608回 

   ⑧ 健幸チャンネル（YouTube） 掲載数 3動画   

 ⑨ 普及・啓発事業 

    ・はこだて健幸アプリ「Hakobit」（ハコビット）の配信 ダウンロード数 3,057件 

    ・はこだて市民健幸大学 webサイト（はこだて健康ナビ）の運営・情報発信 279件 

 

(13) 健康経営推進事業（※健康経営：NPO法人健康経営研究会の登録商標） 

   開始年度 令和２年度 

令和７年度予算額  281千円 

費用の負担  補助基準額または対象経費の２分の１国庫補助があります。 

一部，補助基準額または対象経費の３分の２の道費補助があります。 

   内  容  従業員への健康管理を経営的な視点で考え，健康への投資を行うことで，

従業員の活力や生産性の向上等の組織の活性化や業績の向上につながると

期待されている「健康経営」を推進し，若い頃から（働く世代）の生活習慣

病予防を図る。 
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【健康経営推進セミナー】・【健康経営推進ワークショップ（R6年度）】 

事業主等に対し『健康経営』の普及啓発および実践の動機付けを図る。 

区 分 内 容 参加者数 

令和４年度 基調講演『健康経営優良法人認定制度と申請の実

際』 

実践発表 

32人 

(27社) 

令和５年度 「健康経営のヒント」 

～職場でできる運動メニューを広めよう～ 
32人 

令和６年度 健康経営シミュレーション研修「Dialogue」によるワークショッ

プ 

保健師による働く世代の健康づくりの講話 

9人 

 

(14) 糖尿病対策推進事業  

   開始年度 令和６年度 

   令和７年度予算額 1,522千円  

   費用の負担 一部，後期高齢者医療広域連合受託事業収入があります。 

      内  容  糖尿病に関する正しい知識の普及啓発を行うとともに，自分の体の状況

を知るきっかけとなる事業等を行い，糖尿病の予防を図る。 

   【ヘルスリテラシー関係事業】糖尿病予防のための講演会 参加者 68名 

                 慢性腎臓病予防講演会   参加者 88名 

                 血糖値測定キャンペーン 全３回 計 186名 

                 （※うち 1回は骨健康度測定を実施し，88名） 

   【運動関係事業】ウェルネスナイトセミナー 全６回 実 27名，延 132名 

   【食育関係事業】栄養のプロに学ぶ食育体験（個別栄養相談）全２回 計 161名    

           食育おやつクッキング 参加者 14名 

   【口腔関係事業】歯みがき指導イベント 参加者 356名 

          （※口腔保健事業としても同内容を実施しており，そちらは 542名） 

           糖尿病予防歯科講演会 参加者 106名      

 

５ 健康診査を中心とした生活習慣病対策 

  高齢者の医療の確保に関する法律に基づき，健康診査の結果から，対象者に応じた保

健指導を実施することにより，生活習慣病の発症および重症化の予防を図っています。 

 

 (1) 特定保健指導（からだサポートコース） 

    開始年度 平成 20年度 

    内  容 特定健康診査受診者のうち，内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目

して選定された対象者に対し，個別および集団での保健指導を行うことによ

り，生活習慣病の発症および重症化の予防を図っています。また，令和４年

度から利用率向上のため特定健康診査実施機関へ業務委託をしています。 

    令和７年度予算額  12,062千円 

    費用の負担  補助基準額に対して，国３分の１，道３分の１の補助があります。 
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    【特定保健指導実績】法定報告値 

区 分 対象者数 
終了者数 

実施率 
動機付け支援 積極的支援 計 

令和３年度 1,366 126 28 154 11.3% 

令和４年度 1,394 394 72 466 33.4% 

令和５年度 1,429 439 93 532 37.2% 

    ※令和４年度から集団健診当日に初回面接を実施している。 

 

(2) 健診要医療判定者受診勧奨事業 

    開始年度 平成 25年度 

    内  容 特定健康診査受診者のうち，糖尿病，高血圧症，脂質異常症等の重症化

リスクが高く，かつ，薬物治療を受けていない者に対し，医療機関への受

診行動を促進する保健指導を実施することにより，脳卒中，虚血性心疾

患，慢性腎臓病の発症の予防を図っています。 

    令和７年度予算額  1,430千円 

    費用の負担  対象経費の１０分の１０の国庫補助があります。 

 

    【保健指導実績】               （人） 

区分 対象者数 

実施結果 

電話指導 
文書指導 

（電話不在） 

令和３年度 434 308 126 

令和４年度 373 259 114 

令和５年度 447 263 184 

    【保健指導後の医療機関受診状況】       （人） 

区分 対象者数 受診した者 未受診者 

令和３年度 434 271 163 

令和４年度 373 260 113 

令和５年度 447 332 125 
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６ がんについての普及啓発，患者支援 

函館市の死因第１位となっているがんについて，様々な情報発信や講演会などを通して正し

い知識の普及啓発を行い，市民のがん予防やがん検診の受診促進につなげるほか，がん患者の

経済的負担の軽減やがん治療による社会生活上の不安を緩和し，療養生活の質の維持向上を図

っています。 

 

（1）図書館 deがん情報発信 

内  容 がんの予防や治療，がんに罹患した際の相談窓口などについての講演会や展示，

体験イベントを通じて，がんに対する正しい知識やがん検診の重要性について

普及啓発を行っています。 

開 催 日 令和６年１０月１日（火）～１０日（木） 

   会  場 函館市中央図書館 

   参加者数 講演会           ５４名 

アピアランスケアイベント  ４６名 

        回廊展示         ４３５名 

         

 （２）がん患者医療用補正具購入費助成事業 

   開  始 令和５年８月 

   令和７年度予算額  2,526 千円 

   費用の負担  全額市費負担 

   内  容 がん治療による社会生活上の不安を緩和し，がん患者の療養生活の質の向上を

図るためにウィッグ等を購入した者へ対し，購入費用の一部を助成していま

す。 

       【申請件数実績】 

年度 件数 

令和５年度 １２７件 

令和６年度 ８１件 

 

７ 食育推進事業 

  食に関する市民の価値観やライフスタイル等の多様化などにより，食を取り巻く環境は

大きく変化し，栄養のアンバランス，朝食の欠食等の食習慣の乱れが要因の一つとなる生

活習慣病の増加や若い女性のやせ，高齢者の低栄養等様々な問題が生じています。健康増

進法や食育基本法等に基づき，「食」に関する正しい知識の普及に努め，市民の健康寿命

の延伸を図っています。 

 

  (1) 栄養指導業務（子ども未来部主管事業） 

   ア 両親学級 

     開始年度 平成 9年度 

     内  容 妊婦とその夫・家族に対して，妊娠中の栄養管理や出産後の母乳等に関 

する正しい知識の普及を図っています。 
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【両親学級実施状況】 

区分 開催回数 受講者数 

令和４年 度 6 152 

令和５年 度 栄養講話 実施なし 

令和６年 度 栄養講話 実施なし 

   イ のびっこ健診 

     開始年度 平成 15年度 

     内  容 小児科医より指示のあった現在肥満である児とその保護者に対し，望 

ましい生活習慣を獲得することができるよう，個々の乳幼児の特性に応

じた適切な指導を行うことを目的に栄養指導を実施しています。 

【のびっこ健診実施状況】 

区分 開催回数 参加人数 

令和４年 度 12 56 

令和５年 度 12 47 

令和６年 度 12 33 

   ウ 個別栄養相談（母子保健法に基づく栄養相談） 

     内  容 乳児等の健康の保持および増進のため，個別に栄養相談を行っていま

す。 

【個別指導実施状況】 

区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

開催回数 参加人数 開催回数 参加人数 開催回数 参加人数 

4 か月児健診 47 1,047 50 972 50 1,045 

10 か月児健診 47 1,045 50 1,018 50 1,043 

１歳６か月児健診 49 1,112 51 1,071 51 1,111 

３歳児健診 50 1,306 49 1,173 49 1,306 

電話相談 29 29 23 23 23 29 

来所相談 27 27 34 34 34 27 

メール相談 0 0 0 0 0 0 

計 249 4,566 257 4,291 257 4,561 

※ 令和３年度の乳幼児健診は新型コロナウィルス感染症拡大防止の為，希望者のみの 

時期あり 

  エ 集団栄養相談（母子保健法に基づく栄養相談） 

     内  容 乳幼児等の健康の保持および増進のため，講話等を行っています。

【集団栄養指導実施状況（出前講座等）】 

区分 開催回数 参加人数 

令和４年 度 2 17 

令和５年 度  4 54 

令和６年 度 5 47 
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 (2) 栄養指導業務（健康増進課主管事業） 

   ア 個別栄養相談 

     内  容 電話や来所等で，個別に栄養相談を行っています。 

【個別栄養指導実施状況】 

区分 
令和４年度 令和５年度 令和６年度 

開催回数 参加人数 開催回数 参加人数 開催回数 参加人数 

電話相談 16 16 16 16 17 17 

来所相談 3 3 4 4 4 4 

メール相談 0 0 0 0 1 1 

健康づくり相談 20 23 15 16 8 8 

計 39 42 35 36 30 30 

※健康づくり相談は管理栄養士が従事した数を掲載しています。  

   

 イ 集団栄養相談 

     内  容 成人を対象に食生活や栄養に関する正しい知識の普及を図るため健康 

教育を実施しています。健康教育等で栄養バランスの良い食事等を中心に， 

講話を行っています。 

【集団栄養指導実施状況】 

区分 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

開催回

数 

参加人

数 

開催回

数 

参加人

数 

開催回

数 

参加人

数 

出前講座 1 11 4 64 9 161 

 

(3) 食育啓発事業 

  ア 離乳食教室 

     開始年度 平成 17 年度 

     内  容 離乳食初期食（生後５～６か月）のデモンストレーションおよび試食

の提供をし，離乳食の進め方についての講話を実施しています。 

（函館市食生活改善協議会にデモンストレーション補助と試食の準備，

函館市子育てアドバイザーに子どもの見守りを依頼している） 

     令和７年度予算額  86千円 

     費用の負担  一部，北海道健康づくり財団の助成があります。 

【離乳食教室実施状況】 

区分 開催回数 参加数（組） 

令和４年 度 6 48 

令和５年 度 6 68 

令和６年 度 6 52 
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 (4) 特定給食施設等 

    開始年度 昭和 34年度（特定給食施設としては平成 14年度から） 

    内  容 健康増進法等に基づき，特定給食施設およびその他の給食施設に対して，

給食実施状況報告を求め巡回指導等を行っています。 

    令和７年度予算額  3千円 

    費用の負担  全額市費負担 

 

【給食施設数および指導数】              (令和６年度)（件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 

特定給食施設（指定施設）A 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設

であって継続的に１回３００食以上または１日７５０食以上の

食事を供給するもの／それ以外で，継続的に１回５００食以上

または１日１５００食以上の食事を供給するもの 

特定給食施設 B 継続的に１回３００食以上又は１日７５０食以上の食事を供給するもの 

特定給食施設 C 継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を供給するもの 

その他の給食施設 D 継続的に１回５０食以上または１日１００食以上の食事を供給するも

         の 

   

区分 特定給食施設 その他の

給食施設 

  計 

施設の種類 Ａ 指

導

件

数 

Ｂ 指

導

件

数 

Ｃ 指

導

件

数 

Ｄ 指

導

件

数 

施 

設 

数 

計 

指

導

件

数

計 

学校 0 0 22 1 3 0 2 0 27 1 

病院 9 0 0 0 9 0 7 0 25 0 

介護老人保健施設 0 0 0 0 8 0 0 0 8 0 

介護医療院 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

老人福祉施設 0 0 0 0 13 0 10 0 23 0 

児童福祉施設 0 0 0 0 11 11 36 0 47 11 

社会福祉施設 0 0 0 0 5 0 6 0 11 0 

事業所 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

寄宿舎 0 0 1 0 1 0 3 0 5 0 

矯正施設 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

自衛隊 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

一般給食センター 1 0 0 0 5 0 1 0 7 0 

その他 0 0 0 0 6 0 6 0 12 0 

計 11 0 23 1 64 11 73 0 171 12 
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 (5) 人材育成 

   ア 学生実習 

     内  容 管理栄養士養成校の学生に対し，研修および実習指導を行っていま

す。 

 

【学生実習受け入れ実績】                                  （人） 

学校名 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

藤女子大学人間生活学部食物栄養学科 1 3 2 

青森県立保健大学健康科学部栄養学科 1 0 4 

 

   イ ヘルスメイト育成 

     開始年度 昭和６１年度(養成講座)，昭和４６年度(研修会) 

     内  容 子どもから高齢者までの食育の推進や健康増進に寄与するため，食 

を通じた健康づくりのボランティア活動を行う「ヘルスメイト（食生活

改善推進員）」の養成とともに，ヘルスメイト（食生活改善推進員）に

必要な知識や技術の向上を図るための研修の実施など，ヘルスメイト

（食生活改善推進員）活動を支援しています。 

    （養成事業） 

     内  容 市民を対象に，ヘルスメイト（食生活改善推進員）として，地域に 

おける食生活を中心とした健康上の問題点やニーズに対応した地区組織 

活動を展開するために必要な栄養・食生活や健康づくり等についての講 

話や実習を行っています。 

    （研修事業） 

     内  容 ヘルスメイト（食生活改善推進員）の活動に伴い，更なるスキル 

アップを図るため，食育や健康増進に関する講話等実施しています。   

（活動支援事業） 

     内  容 函館市食生活改善協議会理事会への参加等を行っています。 

     令和７年度予算額  65 千円 

     費用の負担  後期高齢者医療広域連合受託事業収入，北海道健康づくり財団の

助成があります。 

【ヘルスメイト養成講座及び研修会実施状況】 

  養成講座 研修会 
会員数 

回数 延べ人数 修了者数 回数 延べ人数 

令和４年 度 7 54 8 2 56 64 

令和５年 度 7 44 5 3 47 68 

令和６年 度 7 24 3 2 39 70 
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(6) 国民健康・栄養調査 

    内  容  健康増進法に基づき，国民の健康の増進の総合的な推進を図るため

の基礎資料を得るために実施します。毎年，国が国民生活基礎調査に

より設定された単位区から無作為抽出した 300 単位区（大規模年は国

勢調査の一般調査区から無作為抽出した 475 地区内）の中で，該当地

区がある自治体において，該当世帯および世帯員に対して身体状況調

査，栄養摂取状況調査，生活習慣調査を実施しています。     

令和７年度予算額  1,464千円 

    費用の負担  対象経費の１０分の１０の国庫補助があります。 

【国民健康・栄養調査実施状況】 

年度 対象地区 

令和４年 度 大川町 

令和５年 度 該当なし 

令和６年 度 杉並町７番，１０番 

           ※ 令和６年度は大規模調査年です。 

 

 (7) はこだて健幸応援店“スマートバランスレストラン”事業 

    開始年度 令和３年度 

（令和２年度から開始したヘルスサポートレストラン推進事業を内容変更して実施し

ました。） 

    内  容 第３次函館市食育推進計画に基づいた幅広い年代に対しての食育推進を 

官民双方からアプローチするため，飲食店等で栄養バランス等に配慮した 

食事提供の場を増やし，市民の健康的な選択や家庭での実践につながる仕 

組みを作ることで，健康寿命の延伸に寄与することを目的としています。  

    令和７年度予算額  87千円 

    費用の負担  全額市費負担 

 

【はこスマセット提供店舗】令和６年３月末現在（件） 

年度 提供店舗 

令和６年 度 ３９ 

※ はこスマセット（はこだてスマートバランスセット）：主食・主菜・副菜が揃って

いて，減塩等（塩分を減らす，野菜や果物を増やす）の健康に配慮したメニュー    
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【「はこだて健幸応援店“スマートバランスレストラン”」登録状況】 令和７年３月末現在（件） 

区分 一つ星 二つ星 三つ星 計 

学校内食堂 4 0 0 4 

病院内レストラン 1 1 0 2 

事業所内食堂 2 0 0 2 

コンビニエンスストア 57 0 0 57 

レストラン 10 0 38 48 

計 74 1 38 113 

一つ星 
登録要件を満たす 

登録要件：店内禁煙，函館市からの健康情報の発信 

二つ星 
ヘルスオーダー支援（エネルギー控えめオーダー，塩分控えめ

オーダー，脂質控えめオーダーの中から２つ以上実施） 

三つ星 
ヘルスサポートメニュー提供（栄養バランスメニュー，塩分控

えめメニュー，野菜たっぷりメニューの中から１つ以上実施） 

  

(8) 食品表示関係業務 

    内  容  食品表示法で規定する栄養成分表示や機能性表示食品，健康増進法で規

定する特別用途食品や誇大表示の禁止に関する業務を行うことにより，市

民の健康増進を総合的に図っています。 

    令和７年度予算額  143千円 

    費用の負担  対象経費の 10分の 10の国庫補助があります。 

【食品表示等相談件数実績】            （件） 
 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 

電話相談 20 24 17 

来所相談 20 18 11 

メール 0 1 2 

計 40 43 30 
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８ 歯科保健事業 

  歯・口腔の健康は，食べる，話す等の口腔機能を保つ上で重要であり，身体的健康のみ

ではなく，精神的，社会的な健康にも大きく寄与します。 

  生涯を通して口腔の健康を維持することができるように，歯科保健についての正しい知

識の普及と啓発に努めています。 

   

(1) 歯科健康診査 

令和７年度予算額  17,702千円 

ア 成人・妊産婦歯科健康診査 

開始年度 平成 18年度（現在の形態での開始年度） 

内  容 妊産婦および２０歳以上の成人に対し，歯周疾患の予防等を目的 

に，函館口腔保健センターにおいて，歯科健康診査を実施していま 

す。 

費用の負担 補助基準額の国庫補助があります。 

 

イ 成人歯科健康診査（節目健診） 

開始年度 平成 27年度（４０歳，５０歳） 

令和３年度（６０歳，７０歳拡大） 

令和７年度（２０歳，３０歳拡大） 

内  容 ２０歳，３０歳，４０歳，５０歳，６０歳および７０歳の方を 

対象とした歯科医院における歯周疾患検診を実施しています。 

費用の負担 補助基準額または対象経費の３分の ２の道費補助があります。 

 

ウ 後期高齢者歯科健康診査 

開始年度 令和７年度 

内  容   咀嚼や嚥下機能の維持・向上を図るため，後期高齢者医療制度の 

被保険者を対象に歯科医院において「後期高齢者を対象とした歯科 

健診マニュアル（厚生労働省）」に沿った歯科健康診査を実施して 

います。 

費用の負担 後期高齢者医療広域連合受託事業収入があります。 

 

エ 在宅要介護者等訪問歯科健康診査 

開始年度 令和７年度 

内  容   感染症の発症や嚥下障がいなどの予防のため，要介護状態にある 

高齢者を対象に訪問歯科健康診査を実施しています。 

費用の負担 後期高齢者医療広域連合補助金があります。 
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【妊産婦歯科健康診査実施結果】 

区分 実施回数 受診数 
一人平均各歯数 歯石・歯周疾患 

現在歯 処置歯 未処置歯 歯石あり 歯肉炎 歯周炎 

令和４年 度 50 72 28.7 9.6 0.5 39 36 1 

令和５年 度 60 80 28.8 7.6 0.4 37 36 1 

令和６年 度 100 77 28.5 9.2 0.5 20 13 0 

【成人歯科健康診査実施結果】 

区 分 
実施回

数 
受診数 

一人平均各歯数 歯肉出血 歯周ポケット 

現在歯
 
処置歯

 
未処置歯

 
健全 出血 除外等 健全 

4～5 

mm 
6mm～ 除外等 

令和４年 度 50 70 24.5 15.3 0.6 4 66 0 38 26 6 0 

令和５年 度 60 151 24.7 14.9 0.4 11 138 2 95 47 7 2 

令和６年 度 100 180 25.2 13.6 0.5 38 141 1 135 33 11 1 

【４０歳，５０歳，６０歳および７０歳歯周疾患（歯周病）検診実施結果】 

区 分 

実施 

医療 

機関 

受診

数 

一人平均各歯数 歯肉出血 歯周ポケット 

現在歯
 
処置歯

 
未処置歯

 
健全 出血 除外等 健全 

4～5 

mm 
6mm～ 除外等 

令和４年 度 90 
102

2 
24.9 13.6 1.0 450 564 1 333 493 189 0 

令和５年 度 88 930 25.2 14.0 1.0 403 523 4 328 431 167 4 

令和６年 度 86 898 25.4 13.3 1.2 381 516 1 291 434 172 1 

 

 (2) 口腔保健推進事業 

    令和７年度予算額  11,522千円 

    ア 口腔保健推進事業 

       開始年度 令和３年度 

       内  容  幼少期から高齢期までの幅広い世代に対して口腔保健を推進し， 

健康寿命の延伸を図るため，市内の介護施設，企業・団体などからの

依頼により，歯科医師を派遣し，オーラルフレイル予防や口腔ケアの

重要性等の講話，歯科相談，利用者の問診等を実施しています。 

                    また，令和７年度からはオーラルフレイルのハイリスク者を対象とし，

口腔機能訓練等の個別指導も行っています。 

        費用の負担 補助基準額の国庫補助があります。 

            後期高齢者医療広域連合受託事業収入があります。 

イ 障がい児・者摂食嚥下リハビリ研修会 

       開始年度 令和７年度 

       内  容  摂食嚥下専門医による医療関係者や障がい児の保護者，養護教員等

を対象とした診察を兼ねた研修会を開催しています。 

        費用の負担  補助基準額の国庫補助があります。 
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【口腔保健推進事業実績】 

区 分 
介護施設

等訪問 

企業・団体

等訪問 

両親学級

等業務 

歯の学校 

業務 
その他 合計 

令和 

６年度 

回数（回） 39 29 6 16 0 90 

参加人数（人） 563 1,549 26 455 0 2,593 

 

９ 健康づくり事業 

 (1) 広報・啓発活動 

    開始年度 平成 22年度 （カレンダー） 

    内  容 市民に健診・検診をＰＲするため「けんしんのご案内」を作成し，全戸配

布をしているほか，ラジオ，新聞等を通じ，健康づくりに関する啓発を随時

行っています。 

    令和７年度予算額  1,691千円（けんしんのご案内関係・健康増進課負担分） 

    費用の負担  全額市費負担（一部広告収入の充当あり） 

 

10 口腔保健センター 

  函館歯科医師会の運営により，函館市が委託する歯科保健事業のほか，障がい者（児）

等の歯科診療および休日における救急歯科診療を実施しています。 

(1) 障がい者（児）歯科診療 

    開始年度 平成 15年度 

内  容 心身に障がいがあり，一般の歯科診療所での受診が困難な方を対象に実  

     施しています。（予約制） 

日時：土曜日 ９時～１２時（口腔ケア） 

１４時～１７時（歯科診療・口腔ケア） 

    令和６年度予算額  7,623千円（市が支出している補助金の額） 

 

【障がい者（児）歯科診療内訳（年代別，主たる障害別）】 

10歳 10 20 30 40 50 60 70歳

未満 代 代 代 代 代 代 以上

新規 9 3 4 0 2 1 0 2 1 2 2 12 1 0 3

再来 96 130 160 134 90 14 3 12 45 18 175 310 64 0 27

計 105 133 164 134 92 15 3 14 46 20 177 322 65 0 30

新規 6 3 2 2 4 2 1 0 1 1 7 8 0 0 3

再来 48 147 162 161 106 25 10 22 34 25 213 297 64 0 48

計 54 150 164 163 110 27 11 22 35 26 220 305 64 0 51

新規 9 4 2 1 2 1 2 0 1 0 5 8 1 0 6

再来 39 109 168 147 96 32 11 8 33 13 202 258 57 0 47

計 48 113 170 148 98 33 13 8 34 13 207 266 58 0 53

令和６年度

21

610

631

令和５年度

20

681

701

⑥ ⑦

令和４年度

21

639

660

①
区　　分

主　た　る　障　害

計 ② ③ ④ ⑤

年　代　別　受　診　者

（注）主たる障害：①脳性麻痺②筋疾患③精神遅滞④自閉症⑤染色体異常⑥心疾患⑦その他 
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【障がい者（児）歯科診療内訳（重度・軽度別，受診理由別）】 

男 女 計 男 女 計 ① ② ③ ④ ⑤

新規 12 2 14 3 4 7 21 21 0 0 0 0

再来 335 215 550 48 41 89 639 238 1 1 397 2

計 347 217 564 51 45 96 660 259 1 1 397 2

新規 10 7 17 2 1 3 20 20 0 0 0 0

再来 317 257 574 54 53 107 681 257 8 9 406 1

計 327 264 591 56 54 110 701 277 8 9 406 1

新規 7 4 11 7 3 10 21 18 0 1 1 1

再来 297 227 524 43 43 86 610 181 0 0 420 9

計 304 231 535 50 46 96 631 199 0 1 421 10

計
主　な　受　診　理　由

令和４年度

令和５年度

令和６年度

区 　　分
重　　度 軽　　度

（注）主な受診理由：①歯が痛い，しみる，などむし歯の治療  ②歯肉の炎症 

          ③義歯関係（入れ歯があわない・入れ歯をいれたいなど） 

           ④歯科検診（口腔ケア・リコール） ⑤その他(トレーニング) 

 

 (2) 休日救急歯科診療 

    開始年度 昭和 58年度 

    内  容 日曜，祝日，年末年始の救急歯科診療を実施しています。 

         診療日時：日曜，祝日，年末年始の９時～１４時 

    令和７年度予算額  1,584千円（市が支出している補助金の額） 

【休日救急歯科診療利用状況】 

区  分 診 療 日 数 受 診 者 数 

令和４年 度 71 776 

令和５年 度 71 819 

令和６年 度 72 963 
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11 石綿健康被害救済制度に関すること 

  石綿による健康被害を受けた方およびその遺族で，労災補償等の対象にならない方に対

する救済を図ることを目的として創設された独立行政法人環境再生保全機構の委託業務で

す。 

  開始年度 平成 18年度 

  内  容 石綿による健康被害に救済給付に関わる相談や，特別遺族弔慰金に係る制度

の周知など救済事業の申請受付および相談等を行っています。 

  対  象 中皮腫，石綿による肺がん，著しい呼吸器障害を伴う石綿肺，著しい呼吸器 

障害を伴うびまん性胸膜肥厚 

【相談および進達の受付状況】 

区  分 相談（件） 申請（件） 

令和４年度 6 4 

令和５年度 2 1 

令和６年度 5 3 
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指導監査 

１ 社会福祉法人等の運営指導 

 

  (1) 社会福祉法人設立認可等の事務 

主たる事務所の所在地が函館市内で，その事業を函館市内のみで行う社会福祉法人の設

立認可，定款変更，合併認可，解散認可等に係る事務を行います。 

また，介護保険サービス事業所および障害福祉サービス事業所の指定等に係る事務も行

います。  

  

 (2) 社会福祉法人および社会福祉施設等の指導監査事務 

ア  指導監査の概要 

函館市が所轄庁となる社会福祉法人および社会福祉施設等に対して，次により指

導監査を行います。  

    (ｱ) 社会福祉法人および社会福祉施設 

・監査の種類 法人監査 適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営の確保を 

図るための法令，通知に基づく指導事項に関する検査  

                施設監査 適正な施設の運営を確保するための利用者の処遇，施 

設整備等の事業運営全般にわたる検査  

  ・監査の方法 一般監査 法人に対し，前回指導監査結果の格付け区分に応じて 

             １～５年に１回実施 

また，施設に対しては，原則として年１回実施  

                     そのほか，運営等に問題が発生した場合，または通報，  

現況報告の確認の結果等でそのおそれがある場合，法 

人・施設に対し随時に監査を実施  

                特別監査  社会的に許容されない不祥事の発生など特に問題を有 

する法人・施設に対し，重点的，継続的に実施  

(ｲ) 介護保険サービス事業者および障害福祉サービス事業者 

・集団指導 必要な指導の内容に応じ，講習等の方法により実施 

・運営指導 サービス事業者等の事業所において実地により実施 

・監  査 人員，設備および運営基準等の指定基準違反であると認められる場 

合もしくはその疑いがあると認められる場合に実施  

(ｳ) 有料老人ホーム 

  書面審査および実地検査を実施 
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イ 社会福祉法人および社会福祉施設等の指導監査等の実施状況等 

函館市が所轄庁となる社会福祉法人および社会福祉施設に対する指導監査ならび

に指定障害福祉サービス事業者等および介護保険サービス事業者等に対する運営指

導の実績は，次のとおりとなっています。 

 

(ｱ)『函館市社会福祉法人および社会福祉施設指導監査実施要綱』に基づく監査の実施

状況等 

 
法 人 施 設

１．一般監査（根拠規定：社会福祉法第56条） 15 56 

0 0 

1 0 

14 56 

0 

0 

0 0 

15 56 

改善命令 事業の一部・全部停止 役員の解職命令

　 （根拠規定： 　 （根拠規定： 　 （根拠規定：

社会福祉法第56条） 社会福祉法第56条） 社会福祉法第56条）

0 0 0 

２．特別監査（根拠規定：社会福祉法第56条）

令和6年度　指導・処分実績件数

文書・口頭指導 法人の解散命令

21 0 

合計

　　  （根拠規定：

実施要綱第12条）

　 （根拠規定：

社会福祉法第56条）

（５）「Ｅ」格付の法人を対象とする監査（５年に１回）

（３）「Ｃ」格付の法人・施設を対象とする監査（法人：２～３年に１回，施設：２年に１回）

（２）「Ｂ」格付の法人・施設を対象とする監査（毎年度１回）

Ｃの法人のうち，会計監査人を設置していないが，会計監査人による監査
に準ずる監査を実施し，会計監査報告に「無限定適正意見」または「除外事
項を付した限定付適正意見」が記載されている法人

Ｃの法人のうち，会計監査人を設置し，会計監査報告に「無限定適正意見」
または「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている法人

「Ｅ」格付：

運営について，法令等に照らし，特に大きな問題が認められない法人等

文書指導を実施し，改善状況報告書を確認した結果，改善が認められた法人等

財政悪化および再建中の法人

毎年度に文書指導し継続して確認および指導が必要と認められた法人等

「Ｃ」格付：

Ｃの法人のうち，苦情解決へ取り組みが適切に行われ，次の各号のいずれ
かに該当し，良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると判断でき
る法人

福祉サービス第三者評価事業を受審しその結果の公表を行うなどサービ
スの質の向上に努めていること

令和6年度実績
実施件数監 　　 査　  　の　  　種　 　 類

「Ａ」格付：

「Ｂ」格付：

財政悪化および再建中の法人再建中の法人で改善方向にある法人

特別監査を実施した結果，改善が認められた法人等

（４）「Ｄ」格付の法人を対象とする監査（４年に１回）

施設・事業について，施設基準，運営費等に関する大きな問題が認められない法人等

「Ｄ」格付：

Ｃの法人のうち，公認会計士等専門家による財務会計に係る内部統制また
は事務処理体制の向上に対する支援を受け，支援を踏まえた書類が提出
されている法人

地域社会に開かれた事業運営が行われていること

地域の福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること

（１）「Ａ」格付の法人・施設を対象とする監査（随時および毎年度１回）
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（１）前年度に実地指導を行っていない「指定障害者支援施設設置者」を対象
   とする実地指導

（２）前年度および前々年度に実地指導を行っていない「指定障害福祉サービ
   ス事業者」等を対象とする実地指導

（３）前年度に監査対象となった「指定障害福祉サービス事業者」等を対象と
　　する実地指導

60 0 0 0

令和６年度　指導・処分実績件数

合　　　計

文書・口頭指導 勧告 命令

ア．著しい運営基準違反が確認され，利用者および入所者等の生命または身体
　の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断に基づき実施する監査

イ．自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され，その内容が著しく不
　正な請求と認められる事業者を対象とする監査

（４）実地指導において確認した情報に基づき実施する監査

（３）自立支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者を対象
    とする監査

0

302

指定の取消

0

2

0

2

3

31

1

6

4

監　査　の　種　類
令和６年度実績

実施件数

233

63

１．集団指導
　　（根拠規定：障害者総合支援法第10条，児童福祉法第57条の3の2）

２．実地指導
　　（根拠規定：障害者総合支援法第10条，児童福祉法第57条の3の2）

（５）新規指定から６月を超えた「指定障害福祉サービス事業者」等を対象と
    する実地指導

1

1

26

 （根拠規定：障害者総
合支援法第50条，第51
条の29，児童福祉法第
21条の5の24，第24条の
36）

 （根拠規定：実施要
綱第2の5）

 （根拠規定：障害者総
合支援法第49条，第51
条の28，児童福祉法第
21条の5の23，第24条の
35）

 （根拠規定：障害者総
合支援法第49条，第51
条の28，児童福祉法第
21条の5の23，第24条の
35）

 （根拠規定：障害者総
合支援法第50条，第51
条の29，児童福祉法第
21条の5の24，第24条の
36）

0

（６）「児童発達支援センター事業者」および「医療型児童発達支援事業者」
    を対象とする実地指導

３．監査
　　（根拠規定：障害者総合支援法第48条，第51条の27，
　　　児童福祉法第21条の5の22，第24条の34）

（１）通報・苦情・相談等に基づき実施する監査

（２）相談支援事業等へ寄せられる苦情に基づき実施する監査

（４）前年度に実地指導の結果，文書指導が行われた「指定障害福祉サービス
   事業者」等のうち，実地指導が必要と認められる「指定障害福祉サービス
   事業者」等を対象とする実地指導

指定の一部・全部停止

(ｲ)『函館市指定障害福祉サービス事業者等指導監査要綱』に基づく指導および 

監査の実施状況等 
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(ｳ)『函館市介護保険サービス事業者等指導要綱および監査要綱ならびに函館市介護 

予防・日常生活支援総合事業指定事業者指導要綱および監査要綱』に基づく指導 

および監査の実施状況等 

勧　告 命　令 指定の一部・全部停止

 （根拠規定：  （根拠規定：  （根拠規定：

　介護保険法第76条の
　2，第78条の9，第83条
　の2，第91条の2，第
103条，第114条の5, 第
115条の8，第115条の
18，第115条の28，第
115条の４5の8）

　介護保険法第76条の
　2，第78条の9，第83条
　の2，第91条の2，第
103条，第114条の5, 第
115条の8，第115条の
18，第115条の28，第
115条の４5の8）

　介護保険法第77条，
  第78条の10，第84条，
  第92条，第104，第114
条の6, 第115 条の9，第
115条の19， 第115条の
29, 第115条の４5の9）

4 0 1 

ウ．北海道，他の市町村および連合会からの通報情報に基づき実施する監査 0 

エ．介護保険法に規定されている介護サービス情報の報告の拒否等に関する
　情報に基づき実施する監査

0 

　合　　　計　 655 

（２）運営指導を除く確認情報に基づき実施する監査 4 

ア．通報・苦情・相談等に基づき実施する監査 4 

イ．国民健康保険団体連合会，地域包括支援センター等へ寄せられる苦情に
　基づき実施する監査

0 

ウ．介護保険法に規定されている事業所の設備および運営に関する基準に重大
　な違反があると疑うに足りる理由がある事業所等を対象とする監査

（１）運営指導において確認した情報に基づき実施する監査

0 

0 

0 

0 

イ．介護報酬の請求に不正または著しく不当な行為があったことを疑うに
　足りる理由がある事業所等を対象とする監査

4 

ア．介護給付等対象サービスの内容に不正または著しい不当があったことを
　疑うに足りる理由がある事業所等を対象とする監査

ア．毎年度，国の示す指導重点事項に基づき，介護保険サービス事業者等を
　対象とする一般指導

イ．内部告発ならびに利用者およびその家族などからの情報提供を受けて，一
   般指導が必要と認められる介護保険サービス事業者等を対象とする一般指導

ウ．その他，特に一般指導を要すると認める介護保険サービス事業者等を対象
　とする一般指導

0 

0 

138 

  （根拠規定：  （根拠規定：

　　要綱第3条 　介護保険法第77条，
  第78条の10，第84条，
  第92条，第104，第114
条の6, 第115 条の9，第
115条の19， 第115条の
29, 第１15条の４5の9）

116 0 

令和６年度　指導・処分実績件数

文書・口頭指導 指定の取消

監 　　 査　  　の　  　種　 　 類
令和６年度実績

実施件数

（１）合同指導

（２）一般指導

１．集団指導
　　（根拠規定：介護保険法第23条)

513

２．運営指導
　　（根拠規定：介護保険法第23条）

138 

138 

0 

３．監査
　　（根拠規定：介護保険法第76条，第78条の7，第83条，第90条，第100条，第114条の2, 第115条の
7，第115条の17，第115条の27, 第115条の45の7）
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(ｴ) 『函館市有料老人ホーム検査実施要綱』に基づく実地検査 

 

 

 

改善命令 事業停止命令
 （根拠規定：老人福祉
法第29条第15項）

 （根拠規定：老人福祉
法第29条第16項）

2 0 

令和６年度　指導・処分実績件数

  （根拠規定：要綱第5条）

5 

文書・口頭指導

8 

検 　　 査　  　の　  　種　 　 類
令和６年度実績

実施件数

（１）定期の実地検査（3年に1回実施，新規届出施設への検査を含む）

（２）通報などにより検査が必要と認められる場合に随時実施する実地検査

１．書面審査
　　（根拠規定：函館市有料老人ホーム検査実施要綱第2条）

－
※定期報告のみ

２．実地検査
　　（根拠規定：老人福祉法第29条第13項，函館市有料老人ホーム検査実施要綱第2条）

8 

4 

4 

　合　　　計　
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その他の社会福祉 

１ 福祉サービス苦情処理制度 

事業開始 

内    容 

 

 

 

 

相談件数 

平成 13年度 

福祉サービスに係る苦情については，利用者やサービス提供事業者との利害

関係等により当事者間での解決が難しい問題もあるため，行政のみの判断だ

けでなく公正な第三者機関（福祉サービス苦情処理委員２名）を設置して解

決を図ることにより，市民の権利利益の擁護と福祉サービスの質の向上を図

ります。 

苦情件数 相談件数 計 苦情件数 相談件数 計

4 48 15 63 12 4 16 79

5 107 5 112 21 1 22 134

6 57 1 58 0 4 4 62

年度
福祉サービスに関するもの その他（福祉サービス以外）

合計

 

令和７年度予算額  230千円 

 

２ 函館市社会福祉審議会 

社会福祉法に基づき，社会福祉に関する事項について調査審議するため設置される

審議機関です。本審議会には，専門分野に関して調査審議するため，専門分科会およ

び審査部会が置かれています。 

５年度 ６年度

開催 開催

社会福祉に関する事項について調査審議 １回 ０回

身体障害者福祉専門分科会 障がい者の福祉に関する事項を調査審議 １回 ０回

身体障害者福祉専門分科会審査部会 身体障がい者の障がい程度に関する事項を調査審議 ３回 ３回

児童福祉専門分科会 児童福祉に関する事項を調査審議 １回 １回

２回 １回

会　議　の　種　類 審　議　事　項

函館市社会福祉審議会（全体会議）

民生委員審査専門分科会 民生委員の適否に関する事項を調査審議
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３ 民生委員・児童委員 

 民生委員・児童委員は，社会奉仕の精神をもって相談に応じ，必要な援助を行うなど，

福祉の増進に努めています。委員の改選は，３年ごとに行われ，令和７年３月 31日現在，

市内に 684人が委嘱されており，このうち，56人が主任児童委員に委嘱されております。 

・方面民生児童委員協議会 

 

 

・方面民生児童委員協議会 

正副会長連絡会 

 

・函館市民生児童委員連合会 

市内 30地区に設置し，各方面民生委員・児童委員との連絡

調整を図ります。（毎月１回開催） 

 

方面民生児童委員協議会の正副会長で組織し，協議会間と

の連絡調整等を図ります。（毎月１回開催） 

 

民生委員・児童委員の研修等の事業を行うほか，協議会の

運営支援，関係機関等の連絡調整を図ります。 

                     

(1) 民生委員・児童委員年齢・性別状況 (定数 710人)  （令和 7年 3月 31日現在） 

（単位：人）

区分 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上 計 平均年齢

男 1 6 14 55 132 208 69.4歳

女 5 23 64 163 221 476 66.6歳

計 6 29 78 218 353 684 67.5歳  

 

(2) 在職期間別民生委員・児童委員数（令和 7年 3月 31日現在） 

３
年
未
満

６
年
未
満

３
年
以
上

９
年
未
満

６
年
以
上

１
２
年
未
満

９
年
以
上

１
５
年
未
満

１
２
年
以
上

１
８
年
未
満

１
５
年
以
上

２
１
年
未
満

１
８
年
以
上

２
１
年
以
上

男 52 38 37 24 26 13 11 7 208 8年8月

女 112 98 55 52 44 47 25 43 476 9年9月

計 164 136 92 76 70 60 36 50 684 9年2月

再任

計

再
任
者
の
平
均

在
職
期
間区分

（単位：人）
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(3) 民生委員・児童委員の活動状況（令和６年度） 

件　数 件　数

在 宅 福 祉 2,738 高 齢 者 に 関 す る こ と 6,831

介 護 保 険 124 障 が い 者 に 関 す る こ と 259

健 康 ・ 保 健 医 療 503 子 ど も に 関 す る こ と 2,264

子 育 て ・ 母 子 保 健 59 そ の 他 2,266

子 ど も の 地 域 生 活 1,336 11,620

子 ど も の 教 育 ・ 学 校 生 活 798

生 活 費 91 件　数

年 金 ・ 保 険 19

仕 事 25

家 族 関 係 119

住 居 131

生 活 環 境 293

日 常 的 な 支 援 1,906

そ の 他 3,478

11,620

件数

66,579

45,360

77,341

地域福祉活動・自主活動 18,723

民 児 協 運 営 ・ 研 修 19,567

項　目 項　目

問
題
別
相
談
・
支
援
件
数

計

項　目

活 動 日 数

分
野
別
相
談
・
支

援
件
数

(単位 ： 件）

計

証 明 事 務 572
項　目

訪 問 回 数 要 保 護 児 童 の 発 見 の
通 告 ・ 仲 介

24
連 絡 調 整 回 数

そ
の
他
の
活
動
件
数

調 査 ・ 実 態 把 握 3,319

行 事 ・ 事 業 ・ 会 議 へ の
参 加 協 力

10,198
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４ 函館市社会福祉協議会 

社会福祉法に基づく組織であり，地域福祉の推進を図ることを目的とする団体として，社

会福祉事業の企画および実施や社会福祉活動への住民参加のための援助，さらに社会福祉事

業の健全な発達に資する事業の実施など社会福祉に関する活動の活性化が図られるよう各

種事業を総合的に実施しています。 

 

所 在 地 

法人の認可 

機関・組織 

 

 

 

 

 

 

 

函館市若松町 33番６号 

昭和 42年１月 24日 

ア 執行機関 理 事 会（正副会長を含む理事 16 名をもって構成し，会長の

みが代表権を有する。） 

イ 決議機関 評議員会（評議員選任・解任委員会の決議により選任された評

議員 19名をもって構成する。） 

ウ 監査機関 監事３名 

エ 事務局  以下専任職員 90名（パート除く） 

       （令和 7年 3月 31日現在） 

 

５ 福祉に関する助成制度 

(1) 福祉のまちづくり施設整備費補助金 

事業開始 

内    容 

平成 15年度 

すべての市民が，地域で，ともに支え合いながら，安心して暮らし，自らの意

思で自由に行動し，広く社会活動に参加できる地域社会を実現するためのあ

らゆる環境整備に取り組むため，平成 14年７月１日に「函館市福祉のまちづ

くり条例」を施行しました。この条例では，行政，事業者，市民がそれぞれの

役割を果たしながら，よりきめ細かな福祉サービスの推進に努めることを定

めているほか，高齢者や障がい者，子どもなどの利用にも配慮した施設の整備

にも取り組むこととしており，店舗や旅館など，不特定多数の利用する既存建

築物の出入口，通路などについて段差解消などのバリアフリーを行う場合に

は，補助要綱に定める基準に基づき，工事費用の一部を補助します。 

令和７年度予算額 1,000千円 

 

(2) 社会福祉施設整備基金 

事業開始 

内    容 

 

 

基金の額 

補助対象 

補 助 率 

昭和 50年度 

社会福祉施設の整備・充実のため，市民から寄せられた寄附金を基金に積み立

てし, その基金の運用益を財源の一部として，社会福祉法人が設置経営する

市内の社会福祉施設の整備等資金の一部として補助します。 

144,934,250円（令和７年３月末現在） 

建物（維持補修等）および設備整備費（総額１施設につき 150万円以内） 

補助対象経費の２分の１以内 
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補助金の 

交付状況 
年度 申請法人 申請施設 申請額 交付法人 交付施設 交付額

4 8 10 6,188 8 10 6,188

5 9 12 6,409 9 12 6,409

6 8 10 6,369 10 10 6,354
 

令和７年度予算額  6,500千円 

 

(3) 社会福祉法人の助成に関する条例に基づく補助金 

ア  施設整備費補助 

事業開始 

内 容 

 

平成 17年度 

社会福祉法人の助成に関する条例に基づき，社会福祉施設の施設整備に要す

る工事費等の一部を補助します。 

補助金の 

交付状況 区 分
法  人  数

（法人）
施　設　数

（施設）
補 助 金 額

（千円）

4 0 0 0

5 0 0 0

6 1 1 7,300  

令和７年度予算額  予算計上なし 

費用の負担  補助の内容により，補助金額の一部国庫補助等があります。 

 
 

イ 債務負担行為による補助 

事業開始 

 

内 容 

 

 

 

補助金の 

交付状況 

平成７年度（社会福祉施設整備補助金は昭和 43年度開始，民間保育所建設

費補助金は昭和 50年度開始） 

社会福祉法人の助成に関する条例に基づき，福祉医療機構から資金を借入

れして，社会福祉施設の整備事業（新設，老朽改築，増改築等）を行う場

合に，借入金の元金の償還金の一部を補助します。 

なお，平成 27年度以降は，新たな制度の適用は行わないこととしました。 

区 分
法  人  数

（法人）
施　設　数

（施設）
補 助 金 額

（千円）

4 15 18 60,019

5 13 16 56,019

6 12 14 50,329  

令和７年度予算額  49,303千円 

費用の負担  全額市費負担 
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６ 中国帰国者等生活支援事業 

開始年度 

内 容 

 

給付の種類 

 

 

 

 

給付状況 

平成 20年度 

一定の要件に該当する中国残留邦人等の方々で，世帯の収入が一定の給付

金基準に満たない方に対し，生活支援給付等を実施します。 

① 生活支援……衣食その他の日常生活や移送に必要な費用 

② 住宅支援……家賃，家屋の補修，その他住宅の維持のために必要な費用 

③ 医療支援……病気の治療に必要な費用 

④ 介護支援……要介護者，要支援者の介護のために必要な費用 

⑤ そ の 他……生業支援，葬祭支援など 

３世帯 ４人（令和７年４月１日現在） 

令和７年度予算額  9,703千円 

費用の負担  負担対象額の４分の３および１０分の１０の国庫負担があります。 

 

７ 生活困窮者支援 

 近年，８０５０問題やダブルケアなど世帯の課題が複合化複雑化し，制度の狭間に陥るケー

スやどこに相談したらよいかわからないケースが増加しています。 

 本市ではこのような問題に対応するため，令和４年度から，これまでの市内１０か所の介護保険

法による地域包括支援センターを福祉拠点と位置付け，生活困窮者自立支援法に基づく自立相談

支援機関を併設しています。 

福祉拠点では，世代を問わず世帯の困りごと全体を受け止め，個々の課題に整理したうえで，福

祉拠点での直接支援や，より適切な専門機関での連携支援を組み合わせながら，それぞれの状況に

応じた支援を行うほか，住居確保給付金や就労準備支援事業，子どもの学習支援事業なども活用し

ながら，生活困窮者の支援の推進に取り組みます。 

 

(1)  地域で見守り支える福祉拠点推進事業 

開始年度 

内 容 

 

 

 

実施体制 

職員配置状況 

令和元年度 

身近な場所での全世代に対応した包括的な相談・支援体制を構築するため，福祉

拠点として介護保険制度の地域包括支援センターに生活困窮者自立支援制度によ

る「自立相談支援機関」を設置し，相談支援を行うとともに，各種社会資源との

連携・活用を進めます。 

福祉拠点（自立相談支援機関） 10か所（委託） 

主任相談支援員１名，相談支援員兼就労支援員２名（自立相談支援機関１か所あたり） 

令和７年度予算額  183,233千円 

費用の負担  負担対象額の４分の３の国庫負担があります。 
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（2）生活困窮者自立支援対策事業 

開始年度 

内 容 

平成 27年度 

生活困窮者自立支援法に基づき，生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を

図るため，自立相談支援事業のほか，住居確保給付金，就労準備支援事業，子ども

の学習支援事業により，生活困窮者の包括的な支援に取り組みます。 

令和７年度予算額  7,515千円 

費用の負担  負担対象額の４分の３の国庫負担があります。 
 

 

ア 自立相談支援事業 

福祉拠点（自立相談支援機関）では，様々な理由により生活に困っている方の自立に向け，相

談支援員が相談内容や課題等を解きほぐしながら，課題の解決に向けてどのような支援が必要

かを一緒に考え，支援プランを作成します。作成したプランに基づき，自立に向けた支援を行う

ほか，必要に応じて他の専門機関と連携したり，各種制度や社会資源に繋ぐなどの相談支援を行

います。 

 

イ 住居確保給付金の支給 

住居確保給付金は，一定の要件を満たす方に対する住まいの確保を目的とした給付金で，以下

の２つの支援があります。 

〈家賃補助〉 

 離職・休業等の収入減少により経済的に困窮し，再就職に向けた活動（自営業の方は経営改

善に向けた活動）を行うことを要件として，一定期間，家賃相当額を支給します。 

〈転居費用補助〉 

 同一世帯の方の死亡，離職・休業等により収入が著しく減少し，家賃の安い住宅に転居する

必要がある方に，家計改善の支援において，転居により家計が改善すると認められること等を

要件として，転居費用相当額を支給します。 

 

（3）就労準備支援事業 

  開始年度 平成 28年度 

  内  容 直ちに一般就労することが困難な生活困窮者に対し，日常生活習慣の確立や，就労

に必要な基礎能力の形成を図るなど，その課題に応じた段階的な支援を実施し，一

般就労が可能となることを目的としています。 

令和７年度予算額  2,341千円 

費用の負担  負担対象額の３分の２の国庫補助があります。 

 

 （4）子どもの学習支援事業 

  開始年度 平成 28年度 

内  容 経済的な事情等により学習塾などに通えない市内の中学生がいる世帯を対象に，

高校受験のための進学支援や学び直しなどの学習支援，子どもが安心して通える

居場所の提供等，子どもと保護者の支援を通じて，子どもの将来の自立に向けた包

括的な支援を行います（事業の参加には要件があります）。 
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区分 4 5 6

特別弔慰金請求 76 - -

特別給付金請求 - 4 -

弔慰金請求 - - -

年金関係請求 - - -

（単位 : 件）

令和７年度予算額  24,895千円 

参加者定員        100名 

費用の負担  負担対象額の２分の１の国庫補助があります。 

事業実績  

自立相談支援事業 

年度 新規相談件数

（件） 

プラン作成件数

（件） 

2 1,571 101 

3 1,154 44 

4 766 208 

5 740 367 

6 870 562 

 

住居確保給付金事業 

年度 給付件数（件） 給付金額（千円） 

2 1,345 44,183 

3 218 7,030 

4 96 3,171 

5 25 781 

6 17 608 
 

 

８ 旧軍人軍属等援護 

(1) 遺族援護法による諸請求等取扱件数 

旧軍人，軍属で戦死または戦病死した遺族に対し，国家補償に基づく年金等の支給を

行います。 

 

  

 

 

 

(2) 戦傷病者特別援護法による諸請求取扱件数 

旧軍人, 軍属で戦争公務による戦傷病者に補装具療養給付等の援護を行います。 

 

 

 

 

 

 

区分 4 5 6

乗車券引換証 - - -

補装具交付修理 - - -

手帳交付 - - -

異動届等 - - -

（単位 : 件）



155 

 

(3) 障害者等外出支援事業（戦傷病者） 

開始年度 

内 容 

 

対 象 者 

助成内容 

平成 24年度（平成 30年度よりＩＣカード化） 

戦傷病者の公共交通機関の乗車料金を負担することにより，施設等への通所

など外出を支援し，社会活動の促進を図ります。 

戦傷病者手帳を有する者 

年間 72,000円を上限として「スターイカすニモカ」を使って支払った市電・

函館バスの乗車料金を全額ポイントとして還元 

費用の負担  全額市費負担 

 

９ 日本赤十字社北海道支部函館市地区 

  日本赤十字社法に基づく事業を行い，函館市地区では主に赤十字社員・社資募集，被災

者への救援物資の配付，赤十字安全法講習の開催（水上安全法，救急法）等の事業を実施

しています。 

 

日本赤十字社北海道支部函館市地区の概要および機構 

 

令和７年４月１日現在 

日本赤十字社北海道支部

日本赤十字社

休団中　　　

函館市地区無線赤十字奉仕団

団員数　21人

函館市ダンスライフ赤十字奉仕団

　　　　　　　　　　休団中

日本赤十字社北海道支部函館市地区

(3校 　275人)

函館地区救急法赤十字奉仕団

団員数　50人

函館地区ｽｷｰﾊﾟﾄﾛｰﾙ赤十字奉仕団

団員数　19人

函館地区水上安全法赤十字奉仕団

団員数　57人

函館市スキューバー赤十字奉仕団

　　　　　　　　　　休団中

日本赤十字社
函 館 市 地 区
委 員 会

日本赤十字社
函館市有功会

150人

函館市赤十字
奉 仕 団

(15分団 145人)

特殊奉仕団

(7奉仕団

　　　147人)

函 館 市 地 区
青少年赤十字

函館地区青年赤十字奉仕団
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区分 函館市地区目標額 函館市地区実績額

3 20,797,000 14,864,140

4 20,797,000 9,432,425

5 20,797,000 10,650,660

6 20,797,000 9,938,973

日本赤十字社函館市地区社資収納状況　　　　（単位 ： 円）

 

区分 火災等支給世帯数 毛布 緊急セット

3 6 17 6

4 1 12 2

5 1 1 1

6 1 6 2

日本赤十字社函館市地区救援物資支給状況　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位 ：件）
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10 その他の施設 

(1) 火葬場 

施設の概要

函館市斎場 函館市戸井斎場 函館市椴法華斎場 函館市南茅部斎場

所在地 舟見町27番1号 館町169番地1 絵紙山町27番地2 尾札部町2457番地1

敷地面積 9,748.34㎡ 2,391.34㎡ 1,855.05㎡ 4967.77㎡

鉄筋コンクリート造 鉄骨造 鉄骨造 鉄筋コンクリート造

地下1階地上2階建 平屋建 平屋建 2階建

床面積 2,369.37㎡ 258.34㎡ 198.00㎡ 411.21㎡

開　設 平成4年2月1日 平成11年4月1日 平成13年12月21日 平成元年12月5日

構　造

 

 

使用料　　　　　　　　　　（単位：円） 年度別火葬件数　　　　　　　　　　　　
12歳 12歳
以上 未満

14,000 2 3,856 1 44 1,560 5,461
8,500 3 4,115 4 39 1,383 5,541
4,000 4 4,429 4 41 1,247 5,721
2,500 5 4,428 2 30 1,145 5,605
1,000 6 4,434 5 25 371 4,835

※死亡した方および死産児を出産した方等が市民外の方であった場合の使用料は2倍（胞衣産わい物を除く）。

胞衣産わい物（1個につき）

（単位：件）

区分 死産児 その他 計区　　　　分 使用料

12歳以上の死体
12歳未満の死体
死産児
上肢，下肢等身体の一部

 

(2) 慰霊堂 

施設の目的 

 

 

 

所 在 地 

建物面積 

構 造 

経  過 

昭和９年３月 21日に発生し，函館市の３分の１を焦土と化した函館大火の

殉難者を弔慰するために，全国からの義援金をもとに建立した施設で，毎年

３月 21日には慰霊祭を行っているほか，高齢者等を中心とした健康・体力

づくりの場として開放し，福祉の増進を図ります。 

函館市大森町 33番 33号 

633.04㎡゜ 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

昭和 9年 9月 21日 慰霊堂仮堂建立 

昭和 13年 9月 30日 慰霊堂建替え 

昭和 36年 5月 21日 床張替えし，青少年ホールとして開放  

昭和 57年 10月 31日 慰霊堂修復工事完成 

 修復工事内容・・・鉄骨補強，屋根瓦葺き替え，内外壁全面塗装，窓枠 

          サッシ・床張替等 

 総工事費・・・・・149,650,000円 

平成 26年 4月 1日 青少年ホール廃止（慰霊堂として一体管理） 
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(3) 函館市総合福祉センター（あいよる 21） 

施設の目的 

 

 

所 在 地 

敷地面積 

建物面積 

構 造 

開 設 

障がい者や高齢者などの社会参加や交流の場として，また各種の相談，研修，

機能訓練などの事業を行う地域福祉推進のための複合的機能を有する施設

です。 

函館市若松町 33番６号 

4,337.00㎡ 

8,662.81㎡ 

鉄骨鉄筋コンクリート造 地上５階地下１階建 

平成６年４月１日 

［函館市総合福祉センター］主な施設・事業の内容

施設の内容 主な事業 主な設備

１
階

障害者福祉センター

相談事業，手芸・工作その他の
創作活動，日常訓練，機能回復
訓練，視聴覚障がい者ライブラ
リー

相談室，機能回復訓練室，作
業室，日常生活訓練室，視聴
覚障害者ライブラリー，機能回
復訓練用プール，録音スタジ
オ，研修室，点字図書室，集会
室

２
階

老人福祉センター

健康相談，趣味・教養教室の
開催，サークル活動，各種講
座，講演会，
世代間交流事業，老人福祉セ
ンター合同行事

健康相談室，教養娯楽室，集
会室，技能訓練室

母子・父子福祉センター

相談事業，技能習得事業，趣
味・教養教室の開催

相談室，技能習得室，教養娯
楽室，保育室

福祉情報センター
福祉関連のＤＶＤや図書の貸
出

介護相談センター

介護を必要とする方やその家
族からの相談事業，介護機器
の展示

※介護用品展示コーナーのみ
１階

ボランティア相談
コーナー

ボランティア活動の資料収集，
提供，相談，派遣調整などの
事業

児童センター

スポーツ教室，親子ふれあい
教室（料理，工作），工作教室，
世代間交流事業，幼児対象
キッズランド

遊戯室，図書室，
ビデオ図書室，音楽スタジオ，
コンピュータープレイルーム，
集会室

おもちゃライブラリー
障がい児を対象に，遊びを通じ
てその発達を促すための事業

おもちゃライブラリー

５
階

多目的ホール
各種催しやスポーツに利用 ホール，更衣室，シャワー室

３
階

４
階
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開館時間

施設の内容 開館時間 休館日

障害者福祉センター
母子・父子福祉センター
多目的ホール
会議室

午前９時から午後９時まで

老人福祉センター
介護相談センター
福祉情報センター

午前９時から午後５時まで

児童センター

午前９時から午後６時まで
（４月から９月）
午前９時から午後５時まで
（10月から３月）

プール
（障害者福祉センター）

午前10時から午後８時まで

・毎週月曜日（月曜日が祝日に
当たるときは，その翌日）
・年末年始（12/29～1/3）

※プールは第２・第４を除く金曜
日も休館

 

 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （令和7年7月1日現在）

施設数 定員 施設数 定員 施設数 定員 施設数 定員

○ 指定障害者支援施設 6 348 1 70 5 278 1 70 5 278

○ 指定自立訓練事業所(機能) 1 10 1 10 　　 　 1 10 　　 　

○ 指定自立訓練事業所(生活) 3 32 1 6 2 26 1 6 2 26

○ 指定就労移行支援事業所 7 144 1 60 6 84 1 60 6 84

○ 指定就労継続支援事業所(Ａ) 4 135 4 135 4 135

○ 指定就労継続支援事業所(Ｂ) 52 1068 1 30 51 1038 1 30 51 1038

○ 指定就労定着支援事業所 2 2 2

○ 指定生活介護事業所 19 675 2 40 17 635 2 40 17 635

○ 指定短期入所事業所 15 18 15 18 15 18

○ 指定共同生活援助事業所 64 410 64 410 64 410

○ 指定自立生活援助事業所 3 3 3

○ 指定一般相談支援事業所 7 7 7

○ 指定特定相談支援事業所 23 1 22 1 22

○ 指定障害児相談支援事業所 20 1 19 1 19

○ 身体障害者福祉センター 1 　　　 1 　　 1 　 　　

○ 地域活動支援センター 5 　　　 1 4 　　 5 　 　　

○ 福祉ホーム 1 15 1 15 1 15

○ 指定児童発達支援事業所 26 315 1 40 25 275 1 40 25 275

○ 指定放課後等デイサービス事業所 57 605 57 605 57 605

○ 保育所等訪問支援事業所 5 1 4 1 4

○ 介護老人福祉施設 19 1,351 　　　 19 1,351 　　 19 1,351

○ 介護老人保健施設 8 896 　　　 8 896 　　 8 896

○ 介護医療院 5 360 5 360 5 360

○ 短期入所施設(療養介護含む) 40 1,624 　　　 40 1,624 　　 40 1,624

○ 特定施設入居者生活介護 12 833 　　　 12 833 　　 12 833

○ ○ 小規模多機能型居宅介護 19 511 　　 19 511 　 19 511

○ 認知症対応型共同生活介護 47 862 　　　 47 862 　　 47 862

○ 地域密着型特定施設入居者生活介護 13 377 　　　 13 377 　　 13 377

○ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 5 136 　　 5 136 　 　　 5 136

○ ○ 看護小規模多機能型居宅介護 6 163 6 163 6 163

○ 養護老人ホーム 2(2) 270(270) 　 2(2) 270(270) 　 2(2) 270(270)

○ 特別養護老人ホーム 24 1,487 　 24 1,487 　 24 1,487

○ 老人短期入所施設 29 478 　　　 29 478 　　 29 478

○ 老人デイサービスセンター 101 　　 　　　 101 　　　 　　 101 　　　

○ 生活支援ハウス 2 21 0 0 2 21 　　 2 21

○ 軽費老人ホーム 5(1) 205( 80) 　　　 5(1) 205( 80) 　　 5(1) 205( 80)

○ 有料老人ホーム 47 1,624 47 1,624 　　 47 1,624

○ 老人福祉センター 3 　　 3 　　　 　　 　　　 　　 3 　　　

○ 救護施設 3 310 3 310 3 310

○ 医療保護施設 1 480 1 480 1 480

○ 無料低額宿泊所 1 23 1 23 1 23

○ 無料低額診療施設 4 917 4 917 4 917

○ 総合福祉センター 1 1 1

- 地域療育センター 0 0 0

○ 福祉センター 1 1 1

○ 地域包括支援センター 10 10 10

障
害
者
支
援
施
設
等

市内の社会福祉施設等の現状

区
分

施設区分 施
設
数

定
員

設置主体別 経営主体別

入
所

通
所

利
用

施設種別
公立 民立 公営 民営

　※( )内の数字は，(地域密着型)特定施設入居者生活介護

介
護
・
老
人
福
祉
施
設
等

保

護

施

設

　※指定短期入所事業所の定員数は，空床型を除く。

そ
の
他
の
社
会
福
祉
施
設
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社福)…社会福祉法人
医社)…医療法人社団
社医)…社会医療法人
財)…財団法人
学)…学校法人
独)…独立行政法人
NPO)…特定非営利活動法人
(同)…合同会社
一社）…一般社団法人

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

国立函館視力障害セン
ター

(〒042-0932)
湯川町1-35-20

59-2751 国 国 70 H18.10.1

よつば学園
(〒041-0834)
東山町118-194

54-8916 社福)育栄会 社福)育栄会 70 H19.7.13

函館青年寮
(〒041-0802)
石川町42-2

47-0124 社福)侑愛会 社福)侑愛会 40 H24.4.1

侑ハウス
(〒041-0824)
西桔梗町783-15

48-0270 社福)侑愛会 社福)侑愛会 40 H24.4.1

函館リハビリセンター
(〒041-0802)
石川町191-6

46-1129 社福)函館仁愛会 社福)函館仁愛会 88 H24.4.1

希望ヶ丘学園
(〒041-0262)
古川町441-3

58-3776 社福)函館緑風会 社福)函館緑風会 40 H25.4.1

(2)指定自立訓練事業所（機能訓練）

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

国立函館視力障害
センター

(〒042-0932)
湯川町1-35-20

59-2751 国 国 10 H18.10.1

(3)指定自立訓練事業所（生活訓練）

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

多機能型事業所
ワークセンター一条

(〒042-0914)
上湯川町362-66

50-4730 社福)函館一条 社福)函館一条 6 H19.4.1

はこだて療育・自立支援
センターライフあおば

(〒042-0932)
湯川町2-39-26

36-0500 市 市 6 H24.3.30

トータスホーム
(〒042-0903)
東畑町141-13

58-1982 社福)函館恭北会 社福)函館恭北会 20 H24.4.1

(4)指定就労移行支援事業所

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

国立函館視力障害
センター

(〒042-0932)
湯川町1-35-20

59-2751 国 国 60 H18.10.1

多機能型事業所
ワークス一条

(〒040-0084)
大川町4-26

43-8313 社福)函館一条 社福)函館一条 6 H19.4.1

Ponte
(〒040-0011)
本町29-29  2F

30-3366
NPO)自立相互扶助
ﾈｯﾄﾜｰｸ

NPO)自立相互扶助
ﾈｯﾄﾜｰｸ

20 H27.9.1

多機能型事業所
asurara<あすらら>

(〒040-0033)
千歳町22-6

83-8373 理想福祉(株) 理想福祉(株) 10 H28.10.1

ジョブシード
(〒042-0941)
深堀町1-7

83-8018 (同)ジョブサポート (同)ジョブサポート 20 H29.1.1

多機能型事業所
WiSh　ウイッシュ

(〒042-0942)
柏木町15-27 3F

86-5166 函館就労支援(株) 函館就労支援(株) 8 R3.7.1

障害者就労移行支援
事業所 Nagomu

(〒040-0034)
大森町28-9

78-1085 (株)Well-Being (株)Well-Being 20 R7.5.1

(5)指定就労継続支援事業所（Ａ型）

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

軽食喫茶らぁ～ふ
(〒041-8680)
港町1-10-1

40-6151
NPO)
軽食喫茶ピュア

NPO)
軽食喫茶ピュア

10 H23.4.1

松陰プラザ
(〒040-0003)
松陰町1-35

30-2323 社福）函館恵愛会 社福）函館恵愛会 40 H27.4.1

ワークスペース
ファイン

(〒041-0806)
美原2-6-19

76-4686 (株)キープライズ (株)キープライズ 20 H28.10.1

クレドホテル函館
(〒042-0941)
深堀町22-42

54-7878 社福）函館恵愛会 社福）函館恵愛会 65 H29.11.1

社会福祉施設等一覧

１障害者支援施設等
(1)指定障害者支援施設（入所） (令和7年7月1日現在)
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(6)指定就労継続支援事業所（Ｂ型）

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体 定員(名)
指定

年月日

はこだて療育・自立支援
センターワークあおば

(〒042-0932)
湯川町2-39-26

36-0500 市 市 30 H18.10.1

オリーブ
(〒040-0071)
追分町5-23-1

41-8833 社福)かいせい 社福)かいせい 10 H18.10.1

自立支援センター
翔栄

(〒040-0014)
中島町34-7

30-2255
NPO)自立支援セン
ター翔栄

NPO)自立支援セン
ター翔栄

20 H18.12.14

工房・虹と夢
(〒040-0022)
日乃出町24-5

32-7348
NPO)
工房・虹と夢

NPO)
工房・虹と夢

22 H19.4.1

多機能型事業所
ワークセンター一条

(〒042-0916)
旭岡町19-29

50-3777 社福)函館一条 社福)函館一条 40 H19.4.1

多機能型事業所
ワークス一条

(〒040-0084)
大川町4-26

43-8313 社福)函館一条 社福)函館一条 34 H19.4.1

地域サービスセンター
はこだて

(〒040-0014)
中島町25-18

51-0026
NPO)日本障害者・高
齢者生活支援機構

NPO)日本障害者・高
齢者生活支援機構

40 H21.10.29

多機能型障がい者福祉
サービスふれあい

(〒040-0025)
堀川町21-4

32-9980 NPO)ふれあい NPO)ふれあい 10 H22.3.26

ひまわり函館Ｂ－１
(〒040-0013)
千代台町12-20

32-2727 NPO)ひまわり NPO)ひまわり 20 H22.5.28

コロポックルはこだて
(〒040-0057)
入舟町6-17

22-6188
NPO)脳外傷友の会ｺ
ﾛﾎﾟｯｸﾙ道南支部

NPO)脳外傷友の会ｺ
ﾛﾎﾟｯｸﾙ道南支部

20 H23.9.21

ラビットファーム
(〒042-0903)
東畑町141-13

58-1981 社福)函館恭北会 社福)函館恭北会 20 H24.4.1

かいせい東川
(〒040-0042)
東川町1-11

22-8775 社福)かいせい 社福)かいせい 30 H24.7.1

ジョブサポートひびき
(〒040-0014)
中島町5-4

76-4090 NPO)つむぎ NPO)つむぎ 20 H24.9.1

しまりすBS函館駅前
(〒040-0063)
若松町19-6

23-8210 NPO)しまりす NPO)しまりす 20 H24.10.18

就労継続支援Ｂ型事
業所あいりす

(〒042-0932)
湯川町2-5-15

36-5558
(株)エム・クリエイティ
ブ

(株)エム・クリエイティ
ブ

20 H25.4.1

しまりすBS新川
(〒040-0032)
新川町12-11

83-1338 NPO)しまりす NPO)しまりす 20 H27.10.1

ジョブハウス勇気
(〒040-0063)
若松町26-7

84-6910
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

20 H27.11.1

チョコはこだて
(〒041-0835)
東山3-1-17

84-5363 (有)大裕 (有)大裕 20 H27.11.1

千蛍社
(〒040-0001)
五稜郭町30-21

76-6916 NPO)千蛍社 NPO)千蛍社 20 H28.4.1

夕陽が丘
(〒041-0852)
鍛冶2-40-14

54-8889
NPO）地域活動支援ｾ
ﾝﾀｰ夕陽が丘

NPO）地域活動支援ｾ
ﾝﾀｰ夕陽が丘

20 H28.4.1

チョコゆのはま
(〒042-0933)
湯浜町7-8

84-5388 (有)大裕 (有)大裕 20 H30.2.1

軽食喫茶たんぽぽ
(〒040-0063)
若松町33-6

27-9711
NPO)函館手をつなぐ
親の会

NPO)函館手をつなぐ
親の会

20 H30.2.1

多機能型事業所
asurara<あすらら>

(〒040-0033)
千歳町22-6

83-8373 理想福祉(株) 理想福祉(株) 10 H30.3.1

シゴトベース
(〒041-0836)
山の手3-34-17

83-6950 NPO)シゴトシンク北海道 NPO)シゴトシンク北海道 20 H30.4.1

就労継続支援Ｂ型グ
ロリアス

(〒040-0081)
田家町20-23

84-1331 株)ＧＵＲＯＲＩＡＳＵ 株)ＧＵＲＯＲＩＡＳＵ 20 H30.9.1

ファニー函館
(〒040-0004)
杉並町4-15

83-7480 (同)ＨＯＳ (同)ＨＯＳ 20 H30.9.1

ワークコートかがやき
(〒041-0836)
山の手1-5-16

76-8828 (株)かがやき (株)かがやき 20 H30.11.1

美原・虹と夢
(〒041-0806)
美原2-4-15

87-0844
NPO)
工房・虹と夢

NPO)
工房・虹と夢

10 H31.4.1

就労継続支援Ｂ型事
業所e-project

(〒042-0934)
広野町2-2

86-5712
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

20 R1.11.1

就労継続支援Ｂ型事
業所つばさ

(〒040-0004)
杉並町9ｰ13

76-6108 (同)大空 (同)大空 20 R1.11.1

就労継続支援Ｂ型事業
所コミュニティはこだて

(〒041-0811)
富岡町2丁目4ｰ21

44-5610
一社)コミュニティほっ
かいどう

一社)コミュニティほっ
かいどう

20 R1.11.1
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施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体 定員(名)
指定

年月日

百年の森　函館駅前
(〒040-0063)
若松町22ｰ1

83-1607 (有)ＴＨＥＯＧＲＡＭ (有)ＴＨＥＯＧＲＡＭ 20 R1.12.1

るるワークス
(〒041-0806)
美原１丁目41ｰ6

86-5224 (有)更科 (有)更科 20 R2.3.1

わくわくワーク函館
(〒041-0806)
美原3丁目20ｰ20

83-1965 (株)エンパワー (株)エンパワー 20 R2.3.16

ポラリスパス
(〒040-0062)
大縄町3-3

24-1805 (株)ポラリスモア (株)ポラリスモア 20 R2.10.1

チョコかしわぎ
(〒042-0942）
柏木町15-2

86-9725 (有)大裕 (有)大裕 20 R2.11.1

就労継続支援Ｂ型事
業所ジョブハウス未来

(〒041-0836)
山の手2-53-4

86-6657
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

20 R3.8.1

クリン
(〒040-0011)
本町31-32
本町ヴィラⅢ　１階

84-6868 社福）函館恵愛会 社福）函館恵愛会 20 R3.10.1

就労継続支援Ｂ型る
みえる

(〒041-0821)
港町1-14-16

76-4804
(株)スマイルキッズク
ラブ

(株)スマイルキッズク
ラブ

20 R3.11.1

ファニー湯川
(〒042-0932)
湯川町2-7-12

85-8484 (同)ＨＯＳ (同)ＨＯＳ 20 R3.11.1

障害福祉サービス
ほっぷ

(〒042-0935)
駒場町6-31

86-9135 (同)ほっぷ (同)ほっぷ 20 R4.4.1

百年の森　函館
(〒040-0084)
大川町15-20

86-6902 (株)3eee (株)3eee 20 R4.12.1

サンアップ函館事業所
(〒042-0932)
湯川町3-32-7

83-7789 (株)サンアップ (株)サンアップ 20 R5.7.1

就労継続支援Ｂ型事
業所ONE PIECE

(〒041-0841)
日吉町1-14-7

83-7713
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

20 R5.7.1

でじるみ函館吉川
(〒040-0077)
吉川町3-30

83-2750 LIBs Connect(株) LIBs Connect(株) 20 R5.8.1

多機能型事業所
WiSh　ウイッシュ

(〒042-0942)
柏木町15-27 3F

86-5166 函館就労支援(株) 函館就労支援(株) 12 R5.11.1

SUN-MOON新川
(〒040-0032）
新川町1-24　R4TM
新川町3階

83-7478 (株)SUN-MOON (株)SUN-MOON 20 R6.6.1

就労継続支援Ｂ型事
業所ＧＲＯＷ

(〒040-0011）
本町32-7

76-6954 (株)ＧＲＯＷ (株)ＧＲＯＷ 20 R6.9.1

就労継続支援Ｂ型事
業所tenowa

(〒042-0942)
深堀町8-5

86-6207 一社)resta 一社)resta 20 R7.1.1

ジョブシードＢ型
(〒042-0942)
柏木町37-9

83-8018 (同)ジョブサポート (同)ジョブサポート 20 R7.4.1

PONO
(〒040-0011)
本町6-12

84-5776 （同)PONO （同)PONO 20 R7.4.1

すくえあーはこだて
(〒041-0808)
桔梗3-25-4

76-6000 （株）ＮＴＳ （株）ＮＴＳ 20 R7.5.1

(7)指定就労定着支援事業所

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

多機能型事業所ワーク
ス一条

(〒040-0084)
大川町4-26

43-8313 社福)函館一条 社福)函館一条 － H30.12.1

ジョブシード（休止中）
(〒042-0941)
深堀町1-7

83-8018 (同)ジョブサポート (同)ジョブサポート － R2.3.1

(8)指定生活介護事業所

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

はこだて療育・自立支援
センターあおやぎ

(〒042-0932)
湯川町2-39-26

36-0500 市 市 20 H18.10.1

はこだて療育・自立支援
センターともえ

(〒042-0932)
湯川町2-39-26

36-0500 市 市 20 H18.10.1

よつば学園
(〒041-0834)
東山町118-194

54-8916 社福)育栄会 社福)育栄会 80 H19.7.13

多機能型事業所
ワークセンター一条

(〒042-0916)
旭岡町19-29

50-3777 社福)函館一条 社福)函館一条 34 H21.4.1

ふっと
(〒040-0078)
北浜町5-23

41-4400 社福)かいせい 社福)かいせい 60 H22.3.26

多機能型障がい者福祉
サービスふれあい

(〒040-0025)
堀川町21-4

32-9980 NPO)ふれあい NPO)ふれあい 10 H22.3.26

函館リハビリセンター
(〒041-0802)
石川町191-6

46-1736 社福)函館仁愛会 社福)函館仁愛会 131 H24.4.1
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施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体 定員(名)
指定

年月日

函館青年寮
(〒041-0802)
石川町42-2

47-0124 社福)侑愛会 社福)侑愛会 40 H24.4.1

函館青年寮通所部
(〒041-0802)
石川町41-2

47-3128 社福)侑愛会 社福)侑愛会 20 H24.4.1

侑ハウス
(〒041-0824)
西桔梗町783-15

48-0270 社福)侑愛会 社福)侑愛会 40 H24.4.1

ワークショップはこだて
(〒041-0802)
石川町41-4

46-6601 社福)侑愛会 社福)侑愛会 40 H24.4.1

希望ヶ丘学園
(〒041-0262)
古川町441-3

58-3776 社福)函館緑風会 社福)函館緑風会 60 H25.4.1

生活介護しずく
(〒040-0025)
堀川町30-11

76-8782 (同)しずく (同)しずく 20 H27.8.1

多機能型事業所
ぷれおﾌﾟﾗｽ

(〒041-0806)
美原1-29-16

83-6680
NPO)みんなのさぽー
たーわっとな

NPO)みんなのさぽー
たーわっとな

20 H28.5.1

Lifeみなと
(〒041-0821)
港町2-7-1

62-7545
ＮＰＯ)日本障害者・
高齢者生活支援機構

ＮＰＯ)日本障害者・
高齢者生活支援機構 20 H29.7.1

ＬＩＦＥなかじま
(〒040-0014)
中島町25-18

51-0026
ＮＰＯ)日本障害者・
高齢者生活支援機構

ＮＰＯ)日本障害者・
高齢者生活支援機構 10 H29.10.1

障がい福祉サービス
みらいサロン

(〒042-0933)
湯浜町12-5

76-2732 (株)みらいハウス (株)みらいハウス 20 R4.6.1

障がい者生活介護事業
所　ゆう

(〒041-0808)
桔梗1-6-1

47-6161 社福)七飯有隣会 社福)七飯有隣会 20 R5.4.1

共生型デイサービス
プレイ＆コロコロ＠花園

(〒041-0843)
花園町26-18-1

84-5795 (株)MILIER CARE (株)MILIER CARE 10 R6.5.1

(9)指定短期入所事業所

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

函館リハビリセンター
(〒041-0802)
石川町191-6

46-1129 社福)函館仁愛会 社福)函館仁愛会 4 H18.10.1

函館青年寮
(〒041-0802)
石川町42-2

47-0124 社福)侑愛会 社福)侑愛会 2 H18.10.1

侑ハウス
(〒041-0824)
西桔梗町783-15

48-0270 社福)侑愛会 社福)侑愛会 2 H18.10.1

よつば学園
(〒041-0834)
東山町118-194

54-8916 社福)育栄会 社福)育栄会 2 H18.10.1

障害者短期入所
こうじゅ

(〒040-0072)
亀田町7-1

41-5100 社福)函館鴻寿会 社福)函館鴻寿会 空床型 H18.10.1

トータスホーム
(〒042-0903)
東畑町141-13

58-1982 社福)函館恭北会 社福)函館恭北会 2 H18.10.1

希望ヶ丘学園
(〒041-0262)
古川町441-3

58-3776 社福)函館緑風会 社福)函館緑風会 空床型 H25.4.1

グループホーム一条
(〒042-0914)
上湯川町65-8

50-3777 社福)函館一条 社福)函館一条 空床型 H28.7.1

ショートステイ和奏
(〒041-0813)
亀田本町34ｰ25

68-1234 (同)奏海 （同）奏海 空床型 R1.8.1

ショートステイピア
ポート追分

(〒040-0071)
追分町5ｰ8

83-8303
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

空床型 R2.7.1

独立行政法人国立病院
機構函館医療センター短
期入所事業所(休止中)

(〒041-8512)
川原町18-16

51-6281
独立行政法人国立病
院機構函館病院

独立行政法人国立病
院機構函館病院

4 R2.8.18

ショートステイ ピア
ポート新川

(〒040-0032)
新川町27-6

83-5541
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

空床型 R3.4.1

ショートステイ ピア
ポート若松

(〒040-0063)
若松町32-11

85-8671
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

空床型 R3.4.1

ショートステイ
のこほーむ美原

(〒041-0806)
美原2-8-27

86-7564 (株)ティグル (株)ティグル 2 R3.10.1

(10)指定共同生活援助事業所

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

グループホーム
えのぐばこ

(〒041-0851)
本通2-53-24

51-1620
NPO)ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰえの
ぐばこ

NPO)ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰえの
ぐばこ

4 H18.10.1

あかね荘
(〒041-0801)
桔梗町417-9

47-6409 社福)侑愛会 社福)侑愛会 4 H18.10.1

さくら荘
(〒041-0808)
桔梗3-33-2

47-4704 社福)侑愛会 社福)侑愛会 7 H18.10.1
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施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

やまぶき荘
(〒041-0808)
桔梗町1-4-1

46-8423 社福)侑愛会 社福)侑愛会 5 H18.10.1

くぬぎ荘
(〒041-0808)
桔梗2-25-1

47-3354 社福)侑愛会 社福)侑愛会 4 H18.10.1

ともえ荘
(〒041-0821)
港町1-25-10

45-6645 社福)侑愛会 社福)侑愛会 5 H18.10.1

グループホーム
ゆうあい

(〒042-0953)
戸倉町21-11

76-3456
NPO)障害者・高齢者地域支
援ゆうあい

NPO)障害者・高齢者地域支
援ゆうあい 10 H21.4.1

クリアコート結
(〒041-0851)
本通4-1-11

85-8675 (株)かがやき (株)かがやき 14 H22.12.20

クリアコート凜
(〒042-0941)
深堀町39-18

85-8675 (株)かがやき (株)かがやき 7 H23.10.16

クリアコート翔
(〒041-0836)
山の手2-17-8

85-8675 (株)かがやき (株)かがやき 7 H24.6.11

グループホーム
ふるーる

(〒041-0262)
古川町191

58-3322 社福)函館緑風会 社福)函館緑風会 4 H25.4.1

グループホーム
ふるーる２号館

(〒041-0262)
古川町213-1

58-1711 社福)函館緑風会 社福)函館緑風会 5 H25.4.1

グループホーム
ふるーる３号館

(〒042-0922)
銭亀町210-33

58-1808 社福)函館緑風会 社福)函館緑風会 5 H25.4.1

結
(〒040-0802)
石川町189-13

34-6022 社福)函館仁愛会 社福)函館仁愛会 20 H26.4.1

ルミエール
(〒041-0836)
山の手3-27-3

83-1097
NPO)自立支援セン
ター翔栄

NPO)自立支援セン
ター翔栄

4 H26.7.1

障がい者グループホー
ムピアポート新川

(〒040-0032)
新川町27-6

83-5541
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

7 H26.10.1

グループホームゆのか
わ

(〒042-0932)
湯川町2-24-8

59-6222 社福)函館博栄会 社福)函館博栄会 16 H26.12.1

ぱれっと
(〒041-0802)
石川町461-6

84-8177 社福)侑愛会 社福)侑愛会 6 H29.3.1

グループホーム湯くら
(〒042-0932)
湯川町2-32-6

59-3355 社福)函館博栄会 社福)函館博栄会 20 H29.4.1

グループホームわふと
(〒040-0071)
追分町5-16-3

43-2727 社福)かいせい 社福)かいせい 6 H20.4.1

ケアホームあみかる
(〒040-0078)
北浜町5-24

42-0075 社福)かいせい 社福)かいせい 7 H29.6.1

ケアホームあみかる・２
(〒040-0071)
追分町5-23-2

40-8989 社福)かいせい 社福)かいせい 12 H29.6.1

グループホーム一条
(〒042-0914)
上湯川町65-8

57-1891 社福)函館一条 社福)函館一条 7 H28.7.1

グループホームゆのか
わ

(〒042-0932)
湯川町2-27-16

59-4466 社福)函館一条 社福)函館一条 4 H29.10.1

グループホーム
にしあさひおか

(〒042-0915)
西旭岡町3-28-10

50-2025 社福)函館一条 社福)函館一条 5 H29.10.1

グループホーム
かみゆのかわ

(〒042-0914)
上湯川町65-9

57-6506 社福)函館一条 社福)函館一条 6 H29.10.1

セルフサポート高砂通り
(〒040-0032)
新川町17-7

86-6860 (株)ネクストベース (株)ネクストベース 20 H30.12.1

障がい者グループホー
ムピアポート若松

(〒040-0063)
若松町32-11

85-8671
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

16 R1.7.1

障がい者グループホー
ムピアポート的場

(〒040-0021)
的場町14-1

56-6060
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

4 R1.7.1

グループホーム和奏
(〒041-0813)
亀田本町34-25

68-1234 (同)奏海 (同)奏海 6 R1.8.1

障がい者グループホー
ムピアポート桔梗

(〒041-0801)
桔梗町52-18

85-8185
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

4 R1.10.1

障がい者グループホー
ムピアポート昭和２丁目

(〒041-0812)
昭和２丁目6-3

86-7115
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

4 R1.11.1

障がい者グループホー
ムピアポート湯浜

(〒042-0933)
湯浜町8-13

86-6165
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

14 R2.5.1

障がい者グループホー
ムピアポート追分

(〒040-0071)
追分町5-8

83-8303
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

4 R2.7.1

障がい者グループホー
ム　ピアポート本通
（休止中）

(〒041-0851)
本通4-8-2

83-5518
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

4 R3.6.1

あまいろ
(〒040-0061)
海岸町18-23

85-8515 (株)おりづる (株)おりづる 11 R3.7.1

障がい者グループホー
ム　ピアポート昭和２丁
目B

(〒041-0812)
昭和2-6-2

86-7115
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

4 R3.7.1

グループホーム
ブライトone

(〒041-0812)
昭和4-6-17

76-3089 (同）ブライト (同）ブライト 5 R3.7.1
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施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

障がい者グループホー
ムピアポート昭和

(〒041-0812)
昭和3丁目31-24

76-3197
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

10 R3.7.1

のこほーむ美原
(〒041-0806)
美原2-8-27

86-7564 (株)ティグル (株)ティグル 4 R3.10.1

クレドスタイル
(〒042-0941)
深堀町22-40

080-3296-
7878

社福)函館恵愛会 社福)函館恵愛会 4 R4.3.1

グループホーム
ブライトone
サテライト

(〒041-0812)
昭和4-30-2

76-3089 (同）ブライト (同）ブライト 1 R4.3.22

ファミール日吉
(〒041-0841)
日吉町3-4-4

090-5006-
3411

(株)かがやき (株)かがやき 7 R4.6.1

グループホーム
ブライトone
サテライト２

(〒041-0812)
昭和4-2-7

76-3089 (同）ブライト (同）ブライト 1 R4.8.20

グループホーム
かえで

(〒042-0915)
西旭岡町2-45-1

090-5227-
5428

社福)函館一条 社福)函館一条 5 R4.10.1

サテライト
エルム大川

(〒042-0915)
西旭岡町2-45-1

40-8989 社福)かいせい 社福)かいせい 1 R4.11.7

障がい者グループホー
ム　ピアポートシーサイド
Ａ

(〒041-0821)
港町1-33-20　ﾊｲﾂｼｰｻｲ
ﾄﾞ2号館1F

85-8671
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

5 R5.4.24

障がい者グループホー
ム　ピアポートシーサイド
B

(〒041-0821)
港町1-33-20　ﾊｲﾂｼｰｻｲ
ﾄﾞ2号館2F

85-8671
(株)絆メディカル
グループ

(株)絆メディカル
グループ

5 R5.5.25

グループホーム
ブライトtwo

(〒041-0853)
中道2-25-28

76-3089 (同）ブライト (同）ブライト 5 R5.5.15

セルフサポート新川
(〒040-0032)
新川町13-7

86-6860 (株)ネクストベース (株)ネクストベース 1 R5.7.1

セルフサポート日乃
出

(〒040-0022)
日乃出町20-17

86-6860 (株)ネクストベース (株)ネクストベース 1 R5.7.1

グループホーム
ときとう

(〒040-0012)
時任町6-14

83-6225 社福)函館一条 社福)函館一条 7 R6.1.1

ライフサポート
「すまいる」

(〒040-0073)
宮前町2-21

86-7791 Ａ-ｓｔａｒｔ(株) Ａ-ｓｔａｒｔ(株) 7 R6.1.1

いんくる函館ふかぼり
の家

(〒042-0941)
深堀町23-25　ﾏﾝｼｮﾝSK
101号室

30-6230 (株)いんくる (株)いんくる 6 R6.1.27

いんくる函館とくらの
家

(〒042-0953)
戸倉町10-11

080-4678-
8460

(株)いんくる (株)いんくる 5 R6.1.27

いんくる函館とみおか
の家

(〒041-0811)
富岡町1-8-14

080-7431-
8285

(株)いんくる (株)いんくる 6 R6.1.27

グループホーム
はこだて

(〒041-0934)
広野町1-8

87-1073 社福）純心福祉会 社福）純心福祉会 10 R6.4.1

いんくる函館戸倉
はなれの家１

(〒042-0953)
戸倉町10-11

080-4678-
8460

(株)いんくる (株)いんくる 1 R6.5.1

いんくる函館戸倉
はなれの家２

(〒042-0953)
戸倉町10-11

080-4678-
8460

(株)いんくる (株)いんくる 1 R6.5.1

こんいろ
(〒040-0012)
時任町9-6　エスポワー
ルフチュールⅢ208号室

85-8515 (株)おりづる (株)おりづる 1 R6.5.1

障がい者グループホー
ム　りん２階（休止中）

(〒041-0808)
桔梗1-6-1

47-6161 社福)七飯有隣会 社福)七飯有隣会 7 R6.5.1

はないろ
(〒040-0012)
時任町9-6　エスポワー
ルフチュールⅢ301号室

85-8515 (株)おりづる (株)おりづる 1 R6.7.1

ライフサポート
「とぅもろー」

(〒042-0941)
深堀町38-9

080-4507-
9993

Ａ-ｓｔａｒｔ(株) Ａ-ｓｔａｒｔ(株) 6 R7.4.1

グループホーム
ブライトthree

(〒041-0822)
亀田港町43-26

76－3089 (同）ブライト (同）ブライト 5 R7.5.20

(11)指定自立生活援助事業所

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

マイＱＯＬサポーター・
anyえにぃ

(〒041-0852)
鍛治1-1-18　マー
キュリー3階302号室

86-5570
(株)地域せいかつサ
ポート縁・えん

(株)地域せいかつサ
ポート縁・えん

- R4.10.1

自立生活援助事業所
あとりえ

(〒040-0073)
宮前町3-6

45-8881 (有)ライフアート (有)ライフアート - R5.1.1

自立生活援助  奏鈴
(〒041-0813)
亀田本町34-25

68-1234 (同)奏海 (同)奏海 - R6.11.1
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(12)指定一般相談支援事業所・指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所

施設名 所在地 電話 設置主体 種別
定員
(名)

指定
年月日

特定 H24.4.1

一般 H24.4.19

特定・障害児 H24.4.1

一般 H25.4.1

相談支援センター輪
(〒041-0836)
山の手1-6-15

85-6185 (株)雅－Miyabi 特定・障害児 - H25.11.1

特定・障害児 H26.3.15
一般 H26.4.1

はこだて療育・自立支援
センター相談支援事業所

(〒042-0932)
湯川町2-39-26

36-0500 市 特定・障害児 - H26.4.1

うみのほし子ども相談
室

(〒040-0022)
日乃出町27-3

56-1451
社福)函館カトリック社
会福祉協会

特定・障害児 - H27.3.1

指定特定相談支援事業
所・指定障害児相談支援
事業所あとりえ

(〒040-0073)
宮前町35-2

45-8881 (有)ライフアート 特定・障害児 - H27.8.1

相談支援事業所虹
(〒041-0836)
山の手1-6-14

55-7414
(有)ヘルパーステー
ション虹

特定・障害児 - H28.10.1

マイプラン相談室
ａｎｙ・えにぃ

(〒041-0852)
鍛冶1-1-18　マー
キュリー3階302

86-5570
(株)地域せいかつサ
ポート縁・えん

一般・特定・
障害児

- H31.4.1

くらし相談センター
つなぐ

(〒040-0024)
高盛町17-19

86-6134 (同)ここから 特定・障害児 - R1.5.1

相談支援事業所結絆
(〒041-0852)
鍛治2-35-19

83-8015
(株)絆メディカルグ
ループ

一般・特定・
障害児

- R1.8.1

相談支援事業所笑福
(〒041-0851)
本通4-15-5

84-5026 (株)ケア・スキル 特定・障害児 - R2.4.1

独立行政法人国立病院
機構函館医療センター相
談支援事業所

(〒041-8512)
川原町18-16

51-6281
独立行政法人国立病
院機構函館病院

特定 - R2.8.18

相談室　奏音
(〒041-0813)
亀田本町34ｰ25

68-1234 (同)奏海
一般・特定・
障害児

- R3.12.1

るるサポート
(〒041-0806)
美原1-45ｰ15

84-8235 (有)更科
一般・特定・
障害児

- R4.4.1

相談支援事業所ｅｖｅｒ
(〒041-0852)
鍛治1-1-27

83-6703 (株)ケアサポートever 特定 - R4.4.1

相談支援事業所
まてに

(〒041-0851)
本通1-23-21-101

85-8390 合同会社　巴海 特定・障害児 - R4.9.1

相談支援事業所
グット　（goutte）

(〒040-0025)
堀川町30-18

76-0034 (同)しずく 特定・障害児 - R6.3.15

相談支援事業所
だいじょうぶ

(〒040-0004)
杉並町4-15

83-6502 (同)ＨＯＳ 特定・障害児 - R6.6.1

相談支援事業所
SUN-MOON

(〒040-0032)
新川町1-24　R4TM
新川町5階B号

85-8390 (株)SUN-MOON 特定・障害児 - R6.6.1

かでる相談室
(〒040-0003
松陰町3-26

86-6512 (社福)函館恵愛会 特定・障害児 - R7.1.1

相談室Johan
(〒042-0942)
柏木町15-20-304

080-2284-
3939

(一社)サポートセン
ターJohan

特定・障害児 - R7.3.31

相談支援事業所
永叶

(〒041-0812)
昭和3丁目2-21　タウ
ンハウス昭和2階

84-1705 （株）ネクストベース 特定・障害児 - R7.4.1

(13)身体障害者福祉センター

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体 型
設置(開始)

年月日

総合福祉ｾﾝﾀｰ内
障害者福祉センター

(〒040-0063)
若松町33-6

22-6464 市
社福）函館市社会福
祉協議会
（指定管理者）

B H6.4.1

(14)地域活動支援センター

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体 類型
指定

年月日

おはよう
(〒041-0801)
桔梗町59-88

49-0280
NPO)おはよう共同作
業所

NPO)おはよう共同作
業所

Ⅱ H19.1.1

函館地域生活支援
センター

(〒042-0935)
駒場町9-24

54-6757 社福)函館恭北会 社福)函館恭北会 Ⅰ H18.10.1

陽だまり
(〒042-0941)
深掘町22-43

31-7111 社福)函館恵愛会 社福)函館恵愛会 Ⅱ H18.10.1

函館夢ファクトリー
(〒041-0852)
鍛治2丁目20-28

35-6661
NPO）
函館夢ﾌｧｸﾄﾘｰ

NPO）
函館夢ﾌｧｸﾄﾘｰ

Ⅱ H18.10.1

あいよる２１
(〒040-0063)
若松町33-6

22-6262 市
社福)函館市社会福祉協議会
社団)函館市身体障害者福祉団
体連合会

Ⅱ H18.10.1

函館地域生活支援
センター

(〒042-0935)
駒場町9-24

54-6757 社福)函館恭北会 -

障害者生活支援
センターぱすてる

(〒041-0802)
石川町90-7

34-2611 社福)侑愛会 -

相談支援事業所一条
(〒041-0812)
昭和2-5-13

83-5272 社福)函館一条 -
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(15)福祉ホーム

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体 定員(名)
認可

年月日

啓明ホーム
(〒042-0932）
湯川町2丁目33-18

59-6661 社福）函館博栄会 社福）函館博栄会 15 H18.10.1

(16)指定児童発達支援事業所

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体 定員(名)
指定

年月日

児童発達支援センター
うみのほし

(〒040-0022)
日乃出町27-3

56-1541
社福)函館カトリック社
会福祉協会

社福)函館カトリック社
会福祉協会

40 H24.4.1

音の森はこだて
(〒041-0812)
昭和1-11-20

86-7927 (株)リズムアート (株)リズムアート 10 H25.11.1

のこのこ美原
(〒041-0806)
美原2-8-26

76-3990 (株)ティグル (株)ティグル 10 H27.4.1

さくらるーむ湯川
(〒042-0932)
湯川町2-38-14

59-1000 (株)ケアイノベーション (株)ケアイノベーション 10 H27.7.1

障害児通所支援事業
のんのルーム港店

(〒041-0821)
港町1-14-1

62-2400 (株)エ・アロール (株)エ・アロール 10 H27.9.1

ジュン・ハートはこだて
(〒041-0852)
鍛治1-11-2

52-1000 (株)アドレ (株)アドレ 10 H27.11.16

さくらるーむ美原
(〒041-0806)
美原3-16-1

46-0100 (株)ケアイノベーション (株)ケアイノベーション 10 H29.3.25

児童発達支援りずむ
おりーぶ

(〒041-0821)
港町1-14-17

86-9305
(株)スマイルキッズク
ラブ

(株)スマイルキッズク
ラブ

10 H29.7.1

のこのこプラス美原
(〒041-0806)
美原2-3-4

84-5402 (株)ティグル (株)ティグル 10 H29.12.4

児童通所支援センターラ
ブアリス函館若松

(〒040-0063)
若松町26-7

23-3688 (株)３eee (株)３eee 10 H31.3.18

障害児通所支援事業
のんのルーム駒場店

(〒042-0935)
駒場町5-18

83-1610 (株)エ・アロール (株)エ・アロール 10 R1.12.1

児童発達支援・放課後等
デイサービス
きっずぱーく＋

(〒041-0811)
富岡町3-5ｰ14

76-3917
一社)コミュニティほっ
かいどう

一社)コミュニティほっ
かいどう

10 R2.4.1

ポラリスひろば
人見教室

(〒040-0005)
人見町21-6

30-1060 (株)ポラリス (株)ポラリス 10 R4.2.28

しきさい
(〒041-0843)
花園町11-11

86-5547 (株)竹久 (株)竹久 10 R4.3.1

多機能型事業所
たねのね

(〒040-0022)
的場町23-3

76-1448 一社)Ｒｏｏｔｓ 一社)Ｒｏｏｔｓ 10 R4.11.1

多機能型事業所
こころあ

(〒041-0851)
本通2-34-2

68-1603 (同)Ｒｉ’ｚ (同)Ｒｉ’ｚ 10 R5.2.1

百年の森函館
(〒040-0084)
大川町15-20

86-6862 (株)3eee (株)3eee 10 R5.2.1

多機能型事業所
ＦＬＡＴ

(〒041-0807)
北美原3丁目6ｰ2

76-1702 (同)BEAR HAND (同)BEAR HAND 10 R5.4.1

重症児デイサービス
fuwaRi

(〒041-0812)
昭和3-30-46

83-2247 NPO）for R NPO）for R 5 R5.4.1

児童発達支援事業所
SEED

(〒041-0836)
山の手1-19-16

78-1468 (株)GREEN REAF (株)GREEN REAF 10 R5.4.1

多機能型サービス
あすも

(〒041-0813)
亀田本町6-21

87-2611
(有)ハーブ・ゼーリヒカ
イテン

(有)ハーブ・ゼーリヒカ
イテン

10 R5.4.1

あるく・ごぉ
(〒041-0851)
本通4-8-6 1階

83-6306 （同)友結 （同)友結 10 R5.8.1

多機能型事業所あ
ぷらす　こころあ

(〒042-0941)
深堀町12-32

68-1703 (同)Ｒｉ’ｚ (同)Ｒｉ’ｚ 10 R6.2.1

多機能型事業所
ＳＨＯＯＴ

(〒041-0836)
山の手2-36-7

76-6182 (株)GREEN REAF (株)GREEN REAF 10 R6.4.1

はこだて療育・自立支
援センター　はぐみ

(〒042-0932)
湯川町2-39-26

36-0500 市 市 40 R6.4.1

多機能型事業所
ふしぎなぽっけ

(〒041-0832)
神山2-9-3

83-8180 （株）エンジェルキッズ （株）エンジェルキッズ 10 R7.4.1

(17)指定放課後等デイサービス事業所

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

児童デイサービス
らぴす

(〒041-0811)
富岡町2-33-6

86-6323
NPO)みんなのさぽー
たーわっとな

NPO)みんなのさぽー
たーわっとな

10 H24.4.1

児童デイサービス
すきっぷ

(〒041-0853)
中道1-35-35

84-8122
NPO)みんなのさぽー
たーわっとな

NPO)みんなのさぽー
たーわっとな

10 H24.4.1
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施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

音の森はこだて
(〒041-0812)
昭和1-11-20

86-7927 (株)リズムアート (株)リズムアート 10 H25.11.1

児童デイサービス
ぷれお

(〒041-0806)
美原1-29-16

83-6680
NPO)みんなのさぽー
たーわっとな

NPO)みんなのさぽー
たーわっとな

10 H26.4.30

るる
(〒041-0806)
美原1-45-15

40-1223 (有)更科 (有)更科 10 H26.7.2

わらさんど
(〒040-0014)
中島町25-18

51-0026
NPO)日本障害者・高
齢者生活支援機構

NPO)日本障害者・高
齢者生活支援機構

10 H26.8.1

あおぞら
(〒040-0014)
中島町24-13

51-0026
NPO)日本障害者・高
齢者生活支援機構

NPO)日本障害者・高
齢者生活支援機構

10 H26.8.1

ひまわり
(〒040-0014)
中島町23-6

51-0026
NPO)日本障害者・高
齢者生活支援機構

NPO)日本障害者・高
齢者生活支援機構

10 H26.8.1

あるく・いち
(〒041-0851)
本通4-8-9

83-6306 （同)友結 （同)友結 10 H27.2.1

あるく・さん
(〒041-0851)
本通4-8-7

83-6306 （同)友結 （同)友結 10 H27.2.1

あるく・にぃ
(〒041-0851)
本通4-8-8

83-6306 （同)友結 （同)友結 10 H27.2.20

るるメイト
(〒041-0806)
美原2-8-1

47-3224 (有)更科 (有)更科 20 H27.3.16

のこのこ美原
(〒041-0806)
美原2-8-26

76-3990 (株)ティグル (株)ティグル 10 H27.4.1

多機能型サービスあ
すも

(〒041-0813)
亀田本町6-21

87-2611
(有)ハーブ・ゼーリヒカ
イテン

(有)ハーブ・ゼーリヒカ
イテン

10 H27.4.1

放課後等デイサービ
スりずむ

(〒041-0851)
本通2-30-13

87-0212
(株)スマイルキッズク
ラブ

(株)スマイルキッズク
ラブ

10 H27.4.27

さくらるーむ湯川
(〒042-0932)
湯川町2-38-14

59-1000 (株)ケアイノベーション (株)ケアイノベーション 10 H27.7.1

障害児通所支援事業
のんのルーム港店

(〒041-0821)
港町1-14-1

62-2400 (株)エ・アロール (株)エ・アロール 10 H27.9.1

ジュン・ハートはこだて
(〒041-0852)
鍛治1-11-2

52-1000 (株)アドレ (株)アドレ 10 H27.11.16

放課後等デイサービ
スあすも北浜

(〒040-0078)
北浜町5-11

87-2593
(有)ハーブ・ゼーリヒカ
イテン

(有)ハーブ・ゼーリヒカ
イテン

10 H28.3.24

放課後等デイサービ
スりずむすてっぷ

(〒042-0941)
深堀町27ｰ1-3

86-5080
(株)スマイルキッズク
ラブ

(株)スマイルキッズク
ラブ

10 H28.4.1

ポラリスひろば
(〒040-0084)
大川町15-22

76-7000 (株)ポラリス (株)ポラリス 10 H28.9.1

放課後等デイサービ
スどんぐりコロコロ１

(〒041-0808)
桔梗2-29-32

76-1706 (株)聖の里山 (株)聖の里山 10 H28.12.1

音の森はこだて花園
(〒041-0843)
花園町25-4

83-5072 (株)リズムアート (株)リズムアート 10 H29.3.1

さくらるーむ美原
(〒041-0806)
美原3-16-1

46-0100 (株)ケアイノベーション (株)ケアイノベーション 10 H29.3.25

ポラリスひろば
富岡教室

(〒041-0811)
富岡町1-33-8

76-1211 (株)ポラリス (株)ポラリス 10 H29.3.25

放課後等デイサービ
スあすも富岡

(〒041-0811)
富岡町2-22-24

87-0178
(有)ハーブ・ゼーリヒカ
イテン

(有)ハーブ・ゼーリヒカ
イテン

10 H29.4.1

のこのこプラス美原
（休止中）

(〒041-0806)
美原2-3-4

84-5402 (株)ティグル (株)ティグル 10 H29.12.4

放課後等デイサービ
スりずむるぴなす

(〒041-0836)
山の手2-52-13

83-6528
(株)スマイルキッズク
ラブ

(株)スマイルキッズク
ラブ

10 H30.3.15

ポラリスひろば
桔梗教室

(〒041-0808)
桔梗5-26-14

83-7097 (株)ポラリス (株)ポラリス 10 H30.4.1

児童通所支援センターラ
ブアリス函館若松

(〒040-0063)
若松町26-7

23-3688 (株)３eee (株)３eee 10 H31.3.18

放課後等デイサービ
スりずむぐりーぷ

(〒041-0836)
山の手2-52-14

83-6528
(株)スマイルキッズク
ラブ

(株)スマイルキッズク
ラブ

10 H31.4.1

ポラリスひろばＮＥＸＴ
石川教室

(〒041-0802)
石川町181-2

76-7677 (株)ポラリス (株)ポラリス 10 H31.4.1

ギフテッド
(〒042-0943)
乃木町5-21

76-8700
(株)絆メディカルグ
ループ

(株)絆メディカルグ
ループ

10 R1.6.１

放課後等デイサービ
スどんぐりコロコロ２

(〒041-0808)
桔梗5-13-55

76-7454 (株)聖の里山 (株)聖の里山 10 R1.11.1

障害児通所支援事業
のんのルーム駒場店

(〒042-0935)
駒場町5-18

83-1610 (株)エ・アロール (株)エ・アロール 10 R1.12.1

放課後等デイサービ
スりずむじゃんぷ

(〒041-0851)
本通2-30-11

87-0212
(株)スマイルキッズク
ラブ

(株)スマイルキッズク
ラブ

20 R2.4.1
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施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

児童発達支援・放課後等
デイサービス
きっずぱーく＋

(〒041-0811)
富岡町3-5ｰ14

76-3917
一社)コミュニティほっ
かいどう

一社)コミュニティほっ
かいどう

10 R2.4.1

りんく　はこだて
(〒041-0812)
昭和2-37-9

86-7690 （株）Link （株）Link 10 R2.9.1

あるく・よん
(〒041-0851)
本通4-8-6 2F

83-6306 （同)友結 （同)友結 10 R3.4.1

ギフテッド湯川
(〒042-0932)
湯川町3-41-１

84-5660
(株)絆メディカルグ
ループ

(株)絆メディカルグ
ループ

10 R3.8.1

放課後等デイサービ
スりずむ ほっぷ

(〒041-0851)
本通1丁目44-15

87-0212
(株)スマイルキッズク
ラブ

(株)スマイルキッズク
ラブ

20 R3.12.1

ポラリスひろば人見教
室

(〒040-0005)
人見町21-6

30-1060 (株)ポラリス (株)ポラリス 10 R4.2.28

しきさい
(〒041-0843)
花園町11-11

86-5547 (株)竹久 (株)竹久 10 R4.3.1

放課後等デイサービ
スりずむおりーぶ

(〒041-0811)
富岡町2-7-4

76-3823
(株)スマイルキッズク
ラブ

(株)スマイルキッズク
ラブ

20 R4.4.1

放課後等デイサービ
ス　チルドレア

(〒040-0024)
高盛町14-10

76-7823 （同)On （同)On 10 R4.4.1

りんく　ききょう
(〒041-0808)
桔梗５-41-29

86-6290 (株) Ｌｉｎｋ (株) Ｌｉｎｋ 10 R4.9.1

多機能型事業所
たねのね

(〒040-0022)
的場町23-3

76-1448 一社)Ｒｏｏｔｓ 一社)Ｒｏｏｔｓ 10 R4.11.1

放課後等デイサービ
ス　　チルドレア
北美原教室

(〒041-0807)
北美原1-11-18

76-4768 (同) On (同) On 10 R4.12.1

多機能型事業所
こころあ

(〒041-0851)
本通2-34-2

68-1603 (同)Ｒｉ’ｚ (同)Ｒｉ’ｚ 10 R5.2.1

重症児デイサービス
fuwaRi

(〒041-0812)
昭和３-30-46

83-2247 NPO）for R NPO）for R 5 R5.4.1

LEIF函館
(〒041-0851)
本通3-23-10 ﾙﾋﾟﾅｽ１
階

83-8850 リーフラス(株) リーフラス(株) 10 R5.4.1

あるく・ごぉ
(〒041-0851)
本通4-8-6 1階

83-6306 （同)友結 （同)友結 10 R5.8.1

多機能型事業所あぷ
らす　こころあ

(〒042-0941)
深堀町12-32

68-1703 (同)Ｒｉ’ｚ (同)Ｒｉ’ｚ 10 R6.2.1

放課後等デイサービ
ス　たねのね　nico

(〒041-0812)
昭和3-8-14

76-7840 一社)Ｒｏｏｔｓ 一社)Ｒｏｏｔｓ 10 R6.4.1

多機能型事業所
ＳＨＯＯＴ

(〒041-0836)
山の手2-36-7

76-6182 (株)GREEN REAF (株)GREEN REAF 10 R6.4.1

多機能型事業所
ＦＬＡＴ

(〒041-0807)
北美原3-6ｰ2

76-1702 (同)BEAR HAND (同)BEAR HAND 10 R7.4.1

多機能型事業所
ふしぎなぽっけ

(〒041-0832)
神山2-9-3

83-8180 （株）エンジェルキッズ （株）エンジェルキッズ 10 R7.4.1

(18)保育所等訪問支援事業所

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

指定
年月日

児童発達支援セン
ターうみのほし

(〒040-0022)
日乃出町27-3

56-1541
社福)函館ｶﾄﾘｯｸ社会
福祉協会

社福)函館ｶﾄﾘｯｸ社会
福祉協会

- H25.8.1

多機能型事業所たねのね
(〒040-0022)
的場町23-3

76-1448 一社)Ｒｏｏｔｓ 一社)Ｒｏｏｔｓ - R5.1.1

多機能型事業所こころ
あ

(〒041-0851)
本通2-34-2

68-1603 (同)Ｒｉ’ｚ (同)Ｒｉ’ｚ - R5.2.1

多機能型事業所あぷ
らす　こころあ

(〒042-0941)
深堀町12-32

68-1703 (同)Ｒｉ’ｚ (同)Ｒｉ’ｚ - R6.2.1

はこだて療育・自立支援
センター保育所等訪問支
援事業所

(〒042-0932)
湯川町2丁目39-26

36-0500 市 市 - R6.4.1

２老人福祉施設
(1)養護老人ホーム （令和７年７月１日現在）

施設名 所在地 電話
定員
(名)

認可
年月日

永楽荘
(〒042-0955)
高丘町3-1

57-1366 150 S31.5.10

まろにえ
(〒042-0915)
西旭岡町3-239-2

84-6645 120 H22.3.29

設置主体および経営主体

社福)函館厚生院

社福)函館共愛会
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(2)特別養護老人ホーム

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

認可
年月日

函館共愛会
愛泉寮

(〒040-0014)
中島町35-7

52-1065 社福)函館共愛会 社福)函館共愛会 160 S42.4.28

旭ヶ岡の家
(〒042-0916)
旭岡町78

50-2121
社福)
函館ｶﾘﾀｽの園

社福)
函館ｶﾘﾀｽの園

83 S52.5.20

幸成園
（従来型）

(〒041-0801)
桔梗町435-28

47-1113 社福)函館幸成会 社福)函館幸成会 60 S57.4.1

福寿荘
さくら館

(〒041-0802)
石川町189-19

34-7101 社福)函館仁愛会 社福)函館仁愛会 80 S58.4.1

恵楽園
(〒041-0523)
柏野町117

85-2893 社福)恵山恵愛会 社福)恵山恵愛会 50 S59.3.31

みなみかやべ荘
(〒041-1611)
川汲町986-13

25-5300 社福)函館共愛会 社福)函館共愛会 50 S61.3.28

潮寿荘
(〒041-0252)
釜谷町605-1

82-3535 社福)戸井福祉会 社福)戸井福祉会 50 S63.3.29

函館はくあい園
（従来型）

(〒040-0077)
吉川町3-16

45-5250 社福)函館松寿会 社福)函館松寿会 50 H3.3.28

百楽園
(〒042-0955)
高丘町3-1

57-7418 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院 100 H4.3.31

ももハウス
(〒041-0804)
赤川町390-2

47-3335 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院 60 H9.2.28

シンフォニー
(〒042-0912)
中野町74-1

58-2000 社福)禎人会 社福)禎人会 100 H15.4.1

松濤
(〒040-0035)
松風町18-15

27-0077 社福)函館大庚会 社福)函館大庚会 50 H16.4.16

おおぞら
(〒042-0908)
銅山町12

36-1100 社福)函館愛育会 社福)函館愛育会 50 H17.4.8

福寿荘
(〒041-0802)
石川町191-1

46-1123 社福)函館仁愛会 社福)函館仁愛会 20 H19.3.30

あい亀田港
(〒041-0822)
亀田港町56-12

62-6300 社福)心侑会 社福)心侑会 60 H26.3.19

谷地頭緑蔭園
(〒040-0046)
谷地頭町23-5

26-7771 社福)純心福祉会 社福)純心福祉会 29 H26.3.28

幸成園
（ユニット型）

(〒041-0801)
桔梗町435-29

47-1113 社福)函館幸成会 社福)函館幸成会 50 H26.4.1

函館はくあい園
（ユニット型）

(〒040-0077)
吉川町3-16

45-5250 社福)函館松寿会 社福)函館松寿会 50 H26.4.1

桔梗みのりの里
(〒041-0808)
桔梗1-3-8

46-5151 社福)敬聖会 社福)敬聖会 100 H26.4.30

倶有
(〒040-0035)
松風町19-18

24-2255 社福)函館大庚会 社福)函館大庚会 48 H26.12.15

こうじゅ
(〒040-0072)
亀田町7-1

41-5100 社福)函館鴻寿会 社福)函館鴻寿会 29 H28.4.1

サテライト
百楽園

(〒042-0955)
高丘町3-1

57-7418 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院 29 H28.5.1

志
(〒041-0841)
日吉町4-12-19

53-1121 社福)結絆の会 社福)結絆の会 29 H30.3.23

ベルソーレ
(〒041-0841)
日吉町4-16-20

30-7777 社福)創生会 社福)創生会 100 H30.3.26

(3)老人短期入所施設

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

設置(開始)
年月日

潮寿荘
(〒041-0252)
釜谷町605-1

82-3535 社福)戸井福祉会 社福)戸井福祉会 2 S63.3.29

函館はくあい園
(〒040-0077)
吉川町3-16

45-5250 社福)函館松寿会 社福)函館松寿会 6 H3.3.28

百楽園
(〒042-0955)
高丘町3-1

57-7418 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院 20 H4.3.31

旭ヶ岡の家
※空床型を除く

(〒042-0916)
旭岡町78

50-2121
社福)
函館カリタスの園

社福)
函館カリタスの園

7 H4.4.1

福寿荘さくら館
(〒041-0802)
石川町189-19

34-7101 社福)函館仁愛会 社福)函館仁愛会 10 H4.4.1

永楽荘
(〒042-0955)
高丘町3-1

57-1366 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院 9 H5.8.1

恵楽園
(〒041-0523)
柏野町117

85-2893 社福)恵山恵愛会 社福)恵山恵愛会 10 H8.2.26

旭ヶ岡の家
ベレル

(〒042-0916)
旭岡町76

50-5656
社福)
函館カリタスの園

社福)
函館カリタスの園

30 H8.3.10
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施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

設置(開始)
年月日

ももハウス
(〒041-0804)
赤川町390-2

47-3335 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院 10 H9.2.28

幸成園（従来型）
(〒041-0801)
桔梗町435-28 47-1113 社福)函館幸成会 社福)函館幸成会 10 H12.4.1

みなみかやべ荘
(〒041-1611）
川汲町986-13 25-5300 社福)函館共愛会 社福)函館共愛会 2 H12.4.1

函館共愛会愛泉寮
(〒040-0014）
中島町35-7 52-1065 社福)函館共愛会 社福)函館共愛会 6 H12.4.1

こうじゅ
(〒040-0072)
亀田町7-1

41-5100 社福)函館鴻寿会 社福)函館鴻寿会 19 H12.5.10

シンフォニー
(〒042-0912)
中野町74-1

58-2000 社福)禎人会 社福)禎人会 10 H15.4.1

松濤
(〒040-0035)
松風町18-15

27-0077 社福)函館大庚会 社福)函館大庚会 13 H16.4.28

おおぞら
(〒042-0908)
銅山町12

36-1100 社福)函館愛育会 社福)函館愛育会 10 H17.4.28

はこだてケアセンター
そよ風

(〒042-0932)
湯川町2-14-22

36-7200 (株)SOYOKAZE (株)SOYOKAZE 20 H19.9.20

らいふ赤川
(〒041-0805)
赤川1-2-5

85-6068 NPO)りょうほく NPO)りょうほく 20 H20.8.22

のぞみ大門
(〒040-0036)
東雲町15-16

27-3500 (有)ウジャト (有)ウジャト 38 H23.12.5

こん
(〒040-0012)
時任町35-24

33-1233 医療)大庚会 医療)大庚会 20 H24.3.27

くうら
(〒041-0812)
昭和4-33-10

87-2388 (株)くうら (株)くうら 25 H25.4.25

幸成園
（ユニット型）

(〒041-0801)
桔梗町435-28 47-1113 社福)函館幸成会 社福)函館幸成会 4 H26.4.1

桔梗みのりの里
(〒041-0808)
桔梗1-3-8

46-5151 社福)敬聖会 社福)敬聖会 20 H26.5.1

日吉ショートステイそ
よ風

(〒041-0841)
日吉町2-39-15 32-7111 (株)SOYOKAZE (株)SOYOKAZE 30 H26.10.22

アプタスくうら
(〒041-0806)
美原5-15-1

87-2579 (株)くうら (株)くうら 20 H26.12.2

倶有
(〒040-0035)
松風町19-18

24-2255 社福)函館大庚会 社福)函館大庚会 10 H26.12.5

白ゆり美原
(〒041-0806)
美原2-50-2

34-3235
(株)メディカルシャトー
函館

(株)メディカルシャトー
函館

21 R1.12.1

白ゆり乃木
(〒042-0943)
乃木町4-52

35-7266
(株)メディカルシャトー
函館

(株)メディカルシャトー
函館

40 R1.12.1

ハートTOハート
(〒040-0078)
北浜町5-12

45-3211 （株）元気な介護 （株）元気な介護 23 R7.5.1

(4)老人デイサービスセンター

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体

旭ヶ岡の家
(〒042-0916)
旭岡町78

50-2725
社福)
函館カリタスの園

社福)
函館カリタスの園

百楽園
(〒042-0955)
高丘町3-1

57-3611 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院

永楽荘
(〒042-0955)
高丘町3-1

57-1883 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院

恵山恵愛会
(〒041-0523)
柏野町117

85-3001 社福)恵山恵愛会 社福)恵山恵愛会

ももハウス
(〒041-0804)
赤川町390-2

47-3331 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院

こうせいえん
(〒041-0801)
桔梗町435-28

34-2555 社福)函館幸成会 社福)函館幸成会

あさひ（休止中）
(〒040-0037)
旭町4-12

27-8881 医療)聖仁会 医療)聖仁会

社協とどほっけ
(〒041-0611)
新浜町188-2

86-2811
社福)函館市社会福祉
協議会

社福)函館市社会福祉
協議会

ニチイケアセンター
松陰

(〒040-0003)
松陰町16-4

35-4401 (株)ニチイ学館 (株)ニチイ学館

H9.3.1

H11.4.1

H11.4.1

H4.4.1

H5.10.1

H8.2.26

設置(開始)
年月日

H2.4.1

H12.8.1

H13.4.15
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施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体

よしずみ
(〒040-0015)
梁川町1-10

55-8000 (株)吉住 (株)吉住

シンフォニー
(〒042-0912)
中野町74-1

58-2000 社福)禎人会 社福)禎人会

秋桜（認知）
(〒040-0043)
宝来町14-25

23-7220 社医)高橋病院 社医)高橋病院

ひなたぼっこ
(〒041-0824)
西桔梗町783-8

50-8883 (有)スイートホーム (有)スイートホーム

松濤
(〒040-0035)
松風町18-15

27-6616 社福)函館大庚会 社福)函館大庚会

おおぞら
(〒042-0908)
銅山町12

36-1100 社福)函館愛育会 社福)函館愛育会

ケアパートナー
函館

(〒041-0841)
日吉町3-21-14

33-4511 ケアパートナー(株) ケアパートナー(株)

はこだてケアセンター
そよ風

(〒042-0932)
湯川町2-14-22

36-7200 (株)SOYOKAZE (株)SOYOKAZE

らいふ赤川
(〒041-0805)
赤川1-2-5

85-6068 NPO)りょうほく NPO)りょうほく

フルールハピネス
はこだて

(〒040-0046)
谷地頭町8-27

27-3355
(株)
萌福祉サービス

(株)
萌福祉サービス

ながだい
(〒041-0841)
日吉町3-39-24

87-0939
(有)ハーブ・ゼーリヒカ
イテン

(有)ハーブ・ゼーリヒカ
イテン

高丘
(〒042-0955)
高丘町31-6

36-6030
(株)
エムズジャパン

(株)
エムズジャパン

里のどか
(〒041-0801)
桔梗町427-43

46-8700
NPO)
介護福祉協会

NPO)
介護福祉協会

ここみ湯川
(〒042-0932)
湯川町2-25-21

36-2700
(有)
エルアンドエス

(有)
エルアンドエス

つばさ
(〒041-0836)
山の手3-51-12

31-3050 (有)つばさ (有)つばさ

赤とんぼ
（〒040-0034）
大森町3-10

23-4455 （社福）青雲の森 （社福）青雲の森

あーる
(〒040-0073)
宮前町10-9

41-9955 (株)ケア・アール (株)ケア・アール

てまり
(〒042-0954)
上野町7-30

59-5000
(株)福祉ｾﾝﾀｰ
函館

(株)福祉ｾﾝﾀｰ
函館

出逢い
(〒041-0811)
富岡町1-9-4-1

87-2217
(株)トータル
サポート函館

(株)トータル
サポート函館

まつかわ（認知）
(〒040-0074)
松川町30-12

41-1221 医療)鴻仁会 医療)鴻仁会

よしずみ白鳥
(〒040-0082)
白鳥町16-1

62-1100 (株)吉住 (株)吉住

プラトー予防センター
函館本店

(〒041-0821)
港町1-12-30

84-5219
(有)健
ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｻﾎﾟｰﾄ

(有)健
ﾒﾃﾞｨｶﾙ・ｻﾎﾟｰﾄ

みずほ
(〒041-0806)
美原2-23-17

84-8475 (株)ウェルフェア (株)ウェルフェア

ひまわり
(〒041-0808)
桔梗2-1-32

82-5623 (有)ティー・エス (有)ティー・エス

アースサポート函館亀田
港町

(〒041-0822）
亀田港町43-18

40-8311 アースサポート(株) アースサポート(株)

シルバーおおなわ
(〒040-0062)
大縄町1-4

21-1600 (株)シルバーサポート (株)シルバーサポート

デイサロン
乃木

(〒042-0943)
乃木町4-36

84-1203 (株)トラストケア (株)トラストケア

カラダラボ函館湯川
(〒042-0932)
湯川町3-44-17

59-5500 (株)３eee (株)３eee

あじさい
(〒042-0932)
湯川町2-15-3

59-5581
社医)
函館博栄会

社医)
函館博栄会

ニチイケアセンター
函館桔梗（認知）

(〒041-0808)
桔梗3-22-10

34-5911 (株)ニチイ学館 (株)ニチイ学館

泰夢
(〒040-0021)
的場町18-12

31-8828 (株)ＷＢＣ (株)ＷＢＣ

桔梗みのりの里
(〒041-0808)
桔梗1-3-8

46-5151 社福)敬聖会 社福)敬聖会

H23.10.13

H24.2.17

H24.2.28

H24.3.30

H21.10.21

H22.9.24

H22.10.1

H23.5.19

H23.7.1

H25.9.27

H25.10.7

H25.12.1

H26.2.17

H26.4.14

H26.5.14

H24.4.6

H25.2.22

H25.4.1

H25.5.9

H25.5.29

H26.5.22

H17.4.19

H19.3.1

H19.9.20

H20.8.22

H20.12.19

H21.9.25

H15.9.1

H16.3.31

H16.4.28

H14.8.1

H15.3.20

設置(開始)
年月日
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施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体

オリーブ
(〒042-0943)
乃木町4-36

83-2628 (株)トラストケア (株)トラストケア

トップ
(〒041-0835)
東山3-18-12

84-1355 (株)山本 (株)山本

デイハウス
アプタスくうら

(〒041-0806)
美原5-15-1

87-2579 (株)くうら (株)くうら

さくらリハビリデイサー
ビス

(〒040-0024)
高盛町19-15

83-2254 (株)光洋 (株)光洋

プラトーサンステージ
本店

(〒040-0078)
北浜町3-8

45-6666
(有)健メディカルサ
ポート

(有)健メディカルサ
ポート

カラダラボ函館赤川
(〒041-0805)
赤川町1-2-1

47-8222 （株）３eee （株）３eee

きたえる～む函館桔梗
(〒041-0808)
桔梗1-1-9

83-6733
(株)ヤマチコーポレー
ション

(株)ヤマチコーポレー
ション

花鈴
(〒041-0843)
花園町40-11

30-1300
(株)オフィス花鈴ス
テーション

(株)オフィス花鈴ス
テーション

ひろば
(〒041-0851)
本通1-22-13

090-1306
-6072

(株)H.T.L (株)H.T.L

寛ぎの翔輝（休止中）
(〒040-0045)
住吉町2-13

27-6006 医社)向仁会 医社)向仁会

のべる手
（〒041-0853）
中道1-33-7

33-1230 （株）のべる手 （株）のべる手

ミント
（〒040-0022）
日乃出町20-17

84-6022 (株)ハイサポート (株)ハイサポート

函館あいの里（認知）
（〒041-0803）
亀田中野町277-12

47-4331 社福)函館光智会 社福)函館光智会

ここわ
(〒041-0811)
富岡町1-21-14

83-7173 (株)シンワテック (株)シンワテック

永楽荘
（通所C）

(〒042-0955)
高丘町3-1

57-1366 社福）函館厚生院 社福）函館厚生院

百楽園
（通所C）

(〒042-0955)
高丘町3-1

57-7418 社福）函館厚生院 社福）函館厚生院

北の宿もえ
(〒042-0932)
湯川町2-12-5

57-3100 合同会社もえ 合同会社もえ

カラダラボ
(〒041-0853)
中道1-5-5

55-5858 (株)３eee (株)３eee

ほたる
(〒041-0851)
本通2-55-16

83-5208 合同会社ルミナス 合同会社ルミナス

SONPOケア函館昭和
(〒041-0812)
昭和4-30-35

42-1051 SONPOケア(株) SONPOケア(株)

PeakAssistance

函館本通
(〒041-0851)
本通1-36-30

52-5022 (株)Ａｄｄｉｔｉｏｎ (株)Ａｄｄｉｔｉｏｎ

ライフカレッジ
湯の川

(〒040-0932)
湯川町3-12-15

83-5603 (株)ライフシップ (株)ライフシップ

みずほ本通
(〒041-0851)
本通1-10-2

84-6095 (株)ウェルフェア (株)ウェルフェア

グランユニライフ
デイサービスセンター
函館湯の川

(〒042-0932)
湯川町1-13-13

88-8167 (株)ｸﾞﾗﾝﾕﾆﾗｲﾌｹｱｻｰﾋﾞｽ (株)ｸﾞﾗﾝﾕﾆﾗｲﾌｹｱｻｰﾋﾞｽ

ライフカレッジ石川
(〒041-0802)
石川町457-4

83-6820 (株)ライフデザイン (株)ライフデザイン

はこだて元気シニア
るーむ（通所C）

（〒040-0053）
末広町5-17

86-6216 (株)STAN.DOUP (株)STAN.DOUP

飛鳥
（〒041-0811）
富岡町3-30-27

83-8801 （合）飛鳥ケアーズ （合）飛鳥ケアーズ

みなみかやべ荘
(〒041-1611)
川汲町986-13

25-3438 社福)函館共愛会 社福)函館共愛会

共愛会病院
(〒040-0061)
海岸町6-3

86-5360 医)徳洲会 医)徳洲会

カイリ
(〒042-0955)
高丘町30-20

86-9285 （株）山本 （株）山本

白ゆり富岡
(〒041-0811)
富岡町1-23-12

44-5757
(株)メディカルシャトー函
館

(株)メディカルシャトー函
館

白ゆり美原
(〒041-0806)
美原2-50-2

34-3234
(株)メディカルシャトー函
館

(株)メディカルシャトー函
館

R1.12.1

H30.12.1

H31.4.1

H31.4.1

H31.4.1

R1.6.1

R1.7.10

R1.12.1

H30.3.7

H30.7.1

H30.7.15

H30.8.1

H30.8.8

H30.11.1

H29.9.1

H29.10.1

H29.10.1

H30.1.1

H30.3.1

H29.4.10

H29.6.1

H27.3.2

H27.3.10

H27.3.25

H27.7.1

H28.12.1

H26.11.28

H26.12.4

H27.2.26

H27.3.1

設置(開始)
年月日

H26.6.6

H26.7.9
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施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体

白ゆり乃木
(〒042-0943)
乃木町4-52

35-7188
(株)メディカルシャトー函
館

(株)メディカルシャトー函
館

こうじゅ
（〒040-0072）
亀田町7-1

41-5100 （社福）函館鴻寿会 （社福）函館鴻寿会

プレイリハビリテーション
センター

(〒042-0932)
湯川町2-43-4

86-7781 (株)ｍａｅｓｔｒｏ (株)ｍａｅｓｔｒｏ

ライフカレッジ
石川公園前

(〒041-0802)
石川町2-61

85-8505 (株)ライフデザイン (株)ライフデザイン

サン･スポーツクラブ
（通所Ｃ）

(〒041-0802)
石川町167-39

84-5626 サン･スポーツクラブ(株) サン･スポーツクラブ(株)

あい本通
(〒041-0851)
本通4-17-29

31-6001 社福)心侑会 社福)心侑会

花のん
(〒042-0915)
西旭岡町1-23-3

85-6713 (合)花のん (合)花のん

レモン
(〒040-0024)
高盛町9-10

86-5232 (株)ハイサポート (株)ハイサポート

凛
（〒040-0022）
日乃出町22-36

31-5000 (株)あんじゅう (株)あんじゅう

チャコ
(〒041-0851)
本通2-52-11

76-1072 Smile All Support（株） Smile All Support（株）

萌だいこく（休止中）
（〒040-0051）
弁天町11-4

23-0011 （株）萌福祉サービス （株）萌福祉サービス

みやまえ
(〒040-0073)
宮前町27-11

84-8831 医）鴻仁会 医）鴻仁会

ファン（休止中）
（〒041-0806）
美原2-46-1

83-7549 （株）山本 （株）山本

グッドタイム
クラブ・桔梗

（〒041-0808）
桔梗1-27-8

46-1060 （株）創生事業団 （株）創生事業団

本通
（〒041-0851）
本通2-14-18

84-5347 （株）函館介護支援研究所 （株）函館介護支援研究所

百年の森　函館
（〒040-0084）
大川町15-20

83-8232 （株）３eee （株）３eee

プレイリハビリ＠ホー
ム

（〒042-0932）
湯川町2-43-4

83-7597 （株）cheerful （株）cheerful

翔和
（〒041-0812）
昭和1-7-12

85-8101 （合）探求 （合）探求

プレイ＆コロコロ＠花
園

（〒041-0843）
花園町26-18-1

84-5795 （株）MILIER CARE （株）MILIER CARE

はくあい園
（〒040-0077）
吉川町3-16

45-5250 （社福）函館松寿会 （社福）函館松寿会

Saita
（〒041-0835）
東山2-63-19

76-0025 （合）楚楚 （合）楚楚

くらしさ函館本通
（〒041-0851）
本通2-32-1

31-8000 （株）元気な介護 （株）元気な介護

アースサポート函館
（〒041-0811）
富岡町3-1-1

44-1900 アースサポート（株） アースサポート（株）

ハートToハート
（〒040-0078）
北浜町5-12

40-6111 （株）元気な介護 （株）元気な介護

みすず
（〒040-0073）
宮前町3-20

84-1077 （株）ケアサポートみすず （株）ケアサポートみすず

山びこフィット
（〒041-0832）
神山3-35-6

32-3635 （株）山びこケア （株）山びこケア

(5)生活支援ハウス

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

認可
年月日

旭ヶ岡の家
生活支援ハウス

(〒042-0916)
旭岡町78

50-3066 社福)函館ｶﾘﾀｽの園 社福)函館ｶﾘﾀｽの園 9 H13.8.1

シンフォニー
(〒042-0912)
中野町74-1

58-2000 社福)禎人会 社福)禎人会 12 H15.4.1

(6)軽費老人ホーム

施設名 所在地 電話
定員
(名)

認可
年月日

ベイアニエス
（ケアハウス）

(〒041-0841)
日吉町4-7-82

31-3222 50 H5.5.1

ベレル旭ヶ岡の
家（ケアハウス）

(〒042-0916)
旭岡町76

50-5656 15 H8.4.1

センテナリアン
（ケアハウス）

(〒041-0801)
桔梗町557

46-8255 80 H9.12.1

菜の花
（ケアハウス）

(〒040-0043)
宝来町14-26

23-7226 30 H13.5.1

おおぞら
（ケアハウス）

(〒042-0908)
銅山町11-4

57-3338 30 H14.9.1

R4.8.1

R4.10.1

R4.10.1

設置主体および経営主体

社福)函館厚生院

社福)函館ｶﾘﾀｽの園

R4.10.1

R5.2.1

R6.1.1

R6.1.15

R6.3.1

R6.5.1

R6.6.1

R6.7.1

R7.2.1

R3.6.1

R4.6.1

R4.8.1

R3.12.1

R3.6.1

社福)敬聖会

社福)函館元町会

社福)函館愛育会

R7.4.1

R7.5.1

R7.6.1

R7.7.1

R1.12.1

R2.8.1

R2.10.1

R2.12.1

R3.4.1

設置(開始)
年月日
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(7)有料老人ホーム（特定施設を除く）

施設名 所在地 電話
定員
(名)

設置(開始)
年月日

特定有料老人ホーム
旭ヶ岡の家レジタント

(〒042-0916)
旭岡町79-1

50-4611 23 H5.6.25

ワンズホーム
(〒041-0822)
亀田港町52-5

62-5070 40 H19.1.1

フルールハピネスはこ
だて

(〒040-0046)
谷地頭町8-27

27-3355 118 H20.10.1

てまり
(〒042-0954)
上野町7-31

59-4000 11 H24.3.2

ふかせ
(〒040－0074)
松川町30-12

41-1221 68 H24.6.1

こうじゅ三号館
(〒040-0073)
宮前町20-14

40-5255 27 H26.6.1

シニアハウスてまり
(〒042-0954)
上野町7-36

59-4000 5 H26.9.17

ｼﾙﾊﾞｰﾎｰﾑ白山
(〒040-0041)
栄町7-3

22-7020 9 H26.9.16

凪と汐風
(〒041-0251)
小安町692番地1

83-8814 18 H26.9.17

下宿赤とんぼパートⅠ
(〒040-0034)
大森町3-10

23-4777 88 H26.9.24

下宿赤とんぼパートⅡ
(〒040-0034)
大森町17-6

22-5858 65 H26.9.24

ピュアパレス啄木
(〒040-0022)
日乃出町24-10

32-5001 88 H26.10.29

下宿よしずみ
(〒040-0015)
梁川町1-10

57-3100 21 H26.10.31

もえ本館
(〒042-0932)
湯川町2-12-5

57-2710 26 H27.2.20

もえ２号館
(〒042-0932)
湯川町1-5-10

57-3100 9 H27.5.19

もえ３号館
(〒042-0932)
湯川町2-13-1

57-3100 10 H27.2.20

シルバーハウス
北の宿本館

(〒042-0932)
湯川町1-14-3

57-3100 28 H27.2.20

シルバーハウス
北の宿２号館

(〒042-0932)
湯川町1-14-7

57-3100 6 H27.2.20

湯川荘
(〒042-0932)
湯川町2-18--3

59-5557 7 H27.2.20

花楓
(〒042-0955)
高丘町41-12

83-6217 22 H27.2.20

泰
(〒040-0045)
住吉町2-13

27-7117 175 H27.7.1

幸優ききょう
(〒041-0808)
桔梗町426-20

34-2255 14 H27.7.1

コミュニティ
ハウスよしずみ

(〒040-0082)
白鳥町16-1

62-1111 24 H27.11.1

恵
（〒041-0405）
川上町462-1

84-2577 12 H28.11.1

こうじゅ
（〒040-0072）
亀田町7-1

41-5100 38 H28.12.10

はこだて
ハイツ

（〒041-0851）
本通1-26-13

52-2300 16 S62.7.7

ほおずき
（〒041-0812）
昭和1-11-13

87-0743 15 H22.10.1

住宅型
有料老人ホームかめだ

（〒040-0072）
亀田町3-13

41-5018 42 H28.12.1

ききょう
（〒041-0808）
桔梗1-14-1

46-3033 50 H29.6.1

楽々
(〒040-0063)
若松町31-6

76-9426 19 H29.12.1

コミュニティハウス
まつかわ

(〒040-0074)
松川町30-7

83-6164 24 H30.2.20

ネーブル函館
(〒040-0014)
中島町38-1

76-1180 16 R1.7.18

アニー
(〒041-0832)
神山3-16-8

84-8256 10 R1.10.1

白ゆり美原
(〒041-0806)
美原2-50-2

34-3239 82 R1.12.1

(有)ショッピングプラザあつや

(有)ひだ

医療)鴻仁会

医社)向仁会

(株)ノギス

(医)鴻仁会

（株）蓮寿

（有）ケアマネジメントオフィス・アニー

(株)メディカルシャトー函館

(株)ＫＧぷらす

社福)函館鴻寿会

(株)福祉センター函館

(株)清野

（有）THEOGRAM

(株)赤とんぼ

(株)赤とんぼ

（株）萌福祉サービス

(株)福祉センター函館

医療)鴻仁会

医療）鴻仁会

(有)大山

(有)大山

(株)リブ

医社)向仁会

(株)ケア・アール

(株)吉住

(株)あんじゅう

(株)吉住

(有)大山

(有)大山

(有)大山

(有)大山

（社福）函館カリタスの園

（有）ワンズホーム

設置主体および経営主体

176



施設名 所在地 電話
定員
(名)

設置(開始)
年月日

宇賀
(〒042-0923)
志海苔町299-3

58-3232 13 R2.3.1

一福荘
(〒041-0851)
本通1-22-13

86-6074 17 R2.4.20

有料老人ホーム
いづみ

(〒040-0075)
万代町14-5

76-9988 11 R3.3.1

ピュアパレス海峡
(〒042-0944)
金堀町8-12

51-3010 60 R4.5.16

てらす
(〒042-0914)
上湯川町28-19

57-1155 10 R4.6.1

てらすⅡ
(〒042-0914)
上湯川町28-26

57-1300 15 R4.6.1

てらすⅢ
(〒042-0914)
上湯川町28-27

57-1166 15 R4.6.1

グッドタイムホーム・鍛
治

(〒041-0852)
鍛治2-35-22

33-5600 72 R5.4.1

やまつつじ花通
(〒041-0851)
本通3-26-15

85-8851 41 R6.3.1

しゅじゅ
（〒041-0807）
北美原2-2-30

86-7627 12 R6.4.1

グリーンヒルズ神山
（〒041-0832）
神山１-10-3

83-1646 42 R6.12.1

くらしさ函館本通
（〒041-0851）
本通2-32-1

31-8000 38 R7.3.1

(8)老人福祉センター

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体 型
認可

年月日

函館市湯川老人福祉
センター

(〒042-0932)
湯川町1-7-26

57-6061 Ａ S45.4.1

函館市谷地頭老人福祉
センター

(〒040-0046)
谷地頭町13-18

22-0264 Ａ S49.1.19

総合福祉ｾﾝﾀｰ内
老人福祉
センター

(〒040-0063)
若松町33-6

23-5997
社福）函館市社会福
祉協議会
（指定管理者）

Ｂ H6.4.1

３保護施設
(１)救護施設

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

認可
年月日

函館共働宿泊所救護部
(〒042-0921)
新湊町261

58-4040 社福)函館共働宿泊所 社福)函館共働宿泊所 100 S27.9.1

高丘寮
(〒042-0955)
高丘町3-1

57-7038 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院 120 S39.3.11

明和園
(〒040-0022)
日乃出町21-17

51-5281
社福)函館市民生事
業協会

社福)函館市民生事
業協会

90 S48.3.1

(2)医療保護施設

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

認可
年月日

函館五稜郭病院
(〒040-8611)
五稜郭町38-3

51-2295 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院 480 S25.2.16

４その他の社会福祉施設
(1)無料低額宿泊所

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

設置(開始)
年月日

きずな湯川
(〒042-0932)
湯川町2-14-21

57-0559 （株）絆メディカルグループ （株）絆メディカルグループ 23 R5.2.1

(2)無料低額診療施設

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体
定員
(名)

設置(開始)
年月日

函館中央病院
(〒040-8585)
本町33-2

52-1231 社福)函館厚生院 社福)函館厚生院 527 S11.8.7

北海道社会事業協会
函館病院

(〒042-0935)
駒場町4-6

53-5511
社福)北海道社会事
業協会

社福)北海道社会事
業協会

286 S14.7.14

道南勤医協函館稜北
病院

(〒041-0853)
中道2丁目51-1

54-3113
医療)道南勤労者医療協
会

医療)道南勤労者医療協
会

104 H21.4.1

稜北クリニック
(〒041-0853)
中道2丁目51-1

54-3116
医療)道南勤労者医療協
会

医療)道南勤労者医療協
会

－ R5.4.1

設置主体および経営主体

（株）あんじゅう

（株）あんじゅう

（株）あんじゅう

社福)創生会

市

セントラル警備(株)
（指定管理者）

(株)KGぷらす

(株)H.T.L

(株)マークリアズ

（株）あんじゅう

(株)アンビシャス

（株）リッシュ

（合）グリーンヒルズ

（株）元気な介護
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(3)総合福祉センター

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体

函館市総合福祉セン
ター

(〒040-0063)
若松町33-6

22-6262 市
社福）函館市社会福
祉協議会
（指定管理者）

(4)福祉センター

施設名 所在地 電話 設置主体 経営主体

函館市恵山福祉セン
ター

(〒041-0523)
柏野町117-209

85-2800 市 市

(5)函館市地域包括支援センター

施設名 日常生活圏域 電話 設置主体 経営主体

地域包括支援セン
ターあさひ

西部 27-8880 医療)聖仁会

地域包括支援セン
ターこん中央

中央部第１ 27-0777 医療)大庚会

地域包括支援セン
ターときとう

中央部第２ 33-0555 医療)大庚会

地域包括支援セン
ターゆのかわ

東央部第１ 36-4300 社福)函館厚生院

地域包括支援セン
ターたかおか

東央部第２ 57-7740 社福)函館厚生院

地域包括支援セン
ター西堀

北東部第１ 78-0123 社医)仁生会

地域包括支援セン
ター亀田

北東部第２ 40-7755 社医）文珠会

地域包括支援セン
ター神山

北東部第３ 76-0820 社医)仁生会

地域包括支援セン
ターよろこび

北部 34-6868 医社)向仁会

地域包括支援セン
ター社協

東部 82-4700
社福）函館市社会福
祉協議会

地域包括支援セン
ターブランチかやべ

東部ブランチ 25-6034
社福）函館市社会福
祉協議会

(6)火葬場

区分 所在地 経営主体

函館市斎場
(〒040-0055)
船見町27-1

函館市
戸井斎場

(〒041-0305)
館町169-1

函館市
椴法華斎場

(〒041-0613)
絵紙山町27-2

函館市
南茅部斎場

(〒041-1603)
尾札部町2457-1

設置
年月日

H18.4.1

H28.4.1

H18.4.1

H28.4.1

H18.4.1

設置
年月日

電話
供用

開始日

H6.4.1

設置
年月日

S55.3.15

22-3450
（函館市斎場）

(株)マルゼン
システムズ
（指定管理者）

H4.2.1

H11.4.1

H13.12.21

H1.12.5

H18.4.1

H28.4.1

H28.4.1

H18.4.1

H18.4.1

H18.4.1

市
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１　介護老人福祉施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（令和７年７月１日現在）

定員

(名)

愛泉寮 (〒040-0014) 中島町35－7 52-1065 社福)函館共愛会 160 H12.4.1

旭ヶ岡の家 (〒042-0916) 旭岡町78 50-2121 社福)函館カリタスの園 83 H12.4.1

幸成園（従来型） 60 H12.4.1

幸成園（ﾕﾆｯﾄ型） 50 H26.4.1

福寿荘さくら館 (〒041-0802) 石川町189-19 34-7101 社福)函館仁愛会 80 H12.4.1

函館はくあい園（従来型） 50 H12.4.1

函館はくあい園（ﾕﾆｯﾄ型） 50 H26.4.1

百楽園 (〒042-0955) 高丘町3-1 57-7418 社福)函館厚生院 100 H12.4.1

潮寿荘 (〒041-0252) 釜谷町605-1 82-3535 社福)戸井福祉会 50 H12.4.1

恵楽園 (〒041-0523) 柏野町117 85-2893 社福)恵山恵愛会 50 H12.4.1

みなみかやべ荘 (〒041-1611) 川汲町986-13 25-5300 社福)函館共愛会 50 H12.4.1

シンフォニー (〒042-0912) 中野町74-1 58-2000 社福)禎人会 100 H15.4.1

松濤 (〒040-0035) 松風町18-15 27-0077 社福)函館大庚会 50 H16.4.16

おおぞら (〒042-0908) 銅山町12 36-1100 社福)函館愛育会 50 H17.4.25

ももハウス (〒041-0804) 赤川町390-2 47-3335 社福)函館厚生院 60 H22.4.1

あい亀田港 (〒041-0822) 亀田港町56-12 62-6300 社福)心侑会 60 H26.3.19

桔梗みのりの里 (〒041-0808) 桔梗1-3-8 46-5151 社福)敬聖会 100 H26.4.30

倶有 (〒040-0035) 松風町19-18 24-2255 社福)函館大庚会 48 H26.12.5

ベルソーレ (〒041-0841) 日吉町4-16-20 30-7777 社福)創生会 100 R3.10.1

２　介護老人保健施設　

定員

(名)

グランドサン亀田 (〒041-0802) 石川町191-4 46-3151 社医)文珠会　　　 100 H12.4.1

ロイヤルヒルズ日吉 (〒041-0841) 日吉町4-7-81 31-3113 特医)富田病院　　　　 100 H12.4.1

ジョイウェルス桔梗 (〒041-0801) 桔梗町557 46-8881 医療)聖仁会　　　　　 100 H12.4.1

ケンゆのかわ (〒042-0932) 湯川町3-29-15 59-1211 社福)函館厚生院 150 H12.4.1

響の杜 (〒041-0833) 陣川町91-4 31-8320 医療)函館友愛会 100 H12.4.1

ゆとりろ (〒040-0043) 宝来町14-27 23-7223 社医)高橋病院 150 H12.4.1

やわらぎ苑西桔梗 (〒041-0824) 西桔梗町735-4 49-8555 医療)やわらぎ会 96 H17.3.29

もも太郎 (〒041-0804) 赤川町388-1 47-5550 社福)函館厚生院 100 H22.4.1

施設名 所在地 電話 設置および経営主体 指定年月日

(〒041-0801) 桔梗町435-28 47-1113 社福)函館幸成会

(〒040-0077) 吉川町3-16 45-5250 社福)函館松寿会　

介護保険施設等一覧

施設名 所在地 電話 設置および経営主体 指定年月日
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３　介護医療院　　

定員

(名)

喜郷（ユニット型） (〒041-0808) 桔梗1-14-1 34-7707 医社)向仁会 148 H30.5.1

喜郷Ⅱ（従来型） (〒041-0808) 桔梗1-14-1 34-7707 医社)向仁会 40 H30.5.1

竹田病院 (〒040-0054) 元町29-21 26-5812 社医)尚仁会 60 H31.4.1

高橋病院 (〒040-0012) 時任町1-2 78-1230 社医)高橋病院 60 R3.8.1

森病院 (〒041-0801) 桔梗町557 47-2222 医療)聖仁会 52 R5.4.1

４　短期入所施設

定員

(名)

幸成園（従来型） 10 H12.4.1

幸成園（ﾕﾆｯﾄ型） 4 H26.4.1

函館共愛会愛泉寮 （〒040-0014）中島町35-7 52-1065 社福）函館共愛会 6 H12.4.1

福寿荘さくら館 (〒041-0802) 石川町189-19 34-7101 社福)函館仁愛会 10 H12.4.1

旭ヶ岡の家ベレル (〒042-0916) 旭岡町76 50-5656 社福)函館カリタスの園 30 H12.4.1

旭ヶ岡の家 (〒042-0916) 旭岡町78 50-2121 社福)函館カリタスの園 17 H12.4.1

みなみかやべ荘 (〒041-1611) 川汲町986-13 25-5300 社福)函館共愛会 5 H12.4.1

永楽荘 (〒042-0955) 高丘町3-1 57-1366 社福)函館厚生院 9 H12.4.1

百楽園 (〒042-0955) 高丘町3-1 57-7418 社福)函館厚生院 20 H12.4.1

函館はくあい園 (〒040-0077) 吉川町3-16 45-5250 社福)函館松寿会 6 H12.4.1

恵楽園 (〒041-0523) 柏野町117 85-2893 社福)恵山恵愛会 10 H12.4.1

潮寿荘 (〒041-0252) 釜谷町605-1 82-3535 社福)戸井福祉会 2 H12.4.1

グランドサン亀田 (〒041-0802) 石川町191-4 46-3151 社医)文珠会　　　 空床利用 H12.4.1

ロイヤルヒルズ日吉 (〒041-0841) 日吉町4-7-81 31-3113 特医)富田病院 空床利用 H12.4.1

ジョイウェルス桔梗 (〒041-0801) 桔梗町557 46-8881 医療)聖仁会 空床利用 H12.4.1

ケンゆのかわ (〒042-0932) 湯川町3-29-15 59-1211 社福)函館厚生院　　 空床利用 H12.4.1

響の杜 (〒041-0833) 陣川町91-4 31-8320 医療)函館友愛会 空床利用 H12.4.1

ゆとりろ (〒040-0043) 宝来町14-27 23-7223 社医)高橋病院 100 H12.4.1

こうじゅ (〒040-0072) 亀田町7-1 41-5100 社福)函館鴻寿会 19 H12.5.10

シンフォニー (〒042-0912) 中野町74-1 58-2000 社福)禎人会 10 H15.4.1

高橋病院 (〒040-0012) 時任町1-2 78-1230 社医)高橋病院 空床利用 R3.8.1

森病院 (〒041-0801) 桔梗町557 47-2222 医療)聖仁会 空床利用 R5.4.1

(〒041-0801) 桔梗町435-28 47-1113 社福)函館幸成会

施設名 　　　所在地 電話 設置および経営主体 指定年月日

施設名 　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日
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定員

(名)

松濤 (〒040-0035) 松風町18-15 27-0077 社福)函館大庚会 13 H16.4.28

やわらぎ苑西桔梗 (〒041-0824) 西桔梗町735-4 49-8555 医療)やわらぎ会 空床利用 H17.3.29

おおぞら (〒042-0908) 銅山町12 36-1100 社福)函館愛育会 10 H17.4.28

はこだてケアセンター
そよ風

(〒042-0932) 湯川町2-14-22 36-7200 (株)SOYOKAZE 20 H19.9.20

らいふ赤川 (〒041-0805) 赤川1-2-5 85-6068 ＮＰＯ)りょうほく 20 H20.8.22

ももハウス (〒041-0804) 赤川町390-2 47-3979 社福)函館厚生院 10 H22.4.1

もも太郎 (〒041-0804) 赤川町388-1 47-3335 社福)函館厚生院 空床利用 H22.4.1

のぞみ大門 (〒040-0036) 東雲町15-16 27-3500 (有)ウジャト 38 H23.12.5

こん (〒040-0012) 時任町35-24 33-1233 医療)大庚会 20 H24.3.27

くうら (〒041-0812) 昭和4-33-10 87-2388 (株)くうら 25 H25.4.25

桔梗みのりの里 (〒041-0808) 桔梗1-3-8 46-5151 社福)敬聖会 20 H26.4.30

日吉ショートステイそよ風 (〒041-0841) 日吉2-39-15 32-7111 (株)SOYOKAZE 30 H26.10.22

アプタスくうら (〒041-0806) 美原5-15-1 87-2579 (株)くうら 20 H26.12.2

倶有 (〒040-0035) 松風町19-18 24-2255 社福)函館大庚会 10 H26.12.5

喜郷（ユニット型） (〒041-0808) 桔梗町1-14-1 34-7707 医社）向仁会 空床利用 H30.5.1

白ゆり美原 (〒041-0806) 美原2-50-2 34-3235 (株)メディカルシャトー函館 21 R1.12.1

白ゆり乃木 (〒042-0943) 乃木町4-52 35-7266 (株)メディカルシャトー函館 40 R1.12.1

ハートTOハート (〒040-0078) 北浜町5-13 45-3211 （株）元気な介護 23 R7.5.1

５　特定施設入居者生活介護　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定員

(名)

センテナリアン（軽費） (〒041-0801) 桔梗町557　　　 46-8255 社福)敬聖会　　　　　　 80 H16.3.30

泰安の郷舟海（休止中） (〒040-0055) 船見町5-20　　　 24-0088 (株)サポートライフ　　　　 42 H16.9.13

永楽荘（養護） (〒042-0955) 高丘町3-1　　　 57-1366 社福)函館厚生院　　　　 150 H18.10.1

まろにえ（養護） (〒042-0915) 西旭岡町3-239-2　 84-6645 社福)函館共愛会　　　　 120 H22.3.31

とどほっけ介護付有料
老人ホームほのぼの (〒041-0611) 新浜町188-2 86-2811 社福)函館市社会福祉協議会 23 H28.4.1

グッドタイムホーム・桔梗 (〒041-0808) 桔梗1-27-8　 46-1060 (株)創生事業団 90 H29.9.11

グッドタイムホーム・富岡 (〒041-0811) 富岡町3-22-3 43-3500 (株)創生事業団 54 H29.10.1

ばんだい (〒040-0075) 万代町6-23　　　 41-5141 医療)鴻仁会 46 R1.10.1

みやまえ (〒040-0073) 宮前町7-15　　 40-3883 医療)鴻仁会 96 R1.10.1

白ゆり (〒041-0811) 富岡町1-23-12　　 44-5858 (株)メディカルシャトー函館 24 R1.12.1

グッドタイムホーム・湯川 (〒042-0932) 湯川町1-11-6　　 59-1294 (株)創生事業団 48 R2.6.1

ふれあいの里　悠 (〒040-0061) 海岸町5-25　　 27-5035 S&Nふれあいケアサービス(株) 60 R4.10.1

指定年月日

施設名 　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日

施設名 　　　所在地 電話 設置および運営主体
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６　小規模多機能型居宅介護　

登録

定員

潮太郎 (〒041-0252) 釜谷町605-1 82-3535 社福)戸井福祉会 29 H19.8.1

ゆのかわわとな (〒042-0932) 湯川町1-2-9 36-1520 (有)ウィズ 25 H21.3.25

凪と汐風 (〒041-0251) 小安町692-1 83-8814 (有)THEOGRAM 29 H22.11.29

こん (〒040-0011) 本町29-7 33-0888 社福)函館大庚会 29 H23.3.30

ききょうわとな (〒041-0808) 桔梗4-34-9 34-2270 (有)ウィズ 25 H23.11.30

こうじゅ三号館 (〒040-0073) 宮前町20-14 40-5255 医療)鴻仁会 24 H26.6.4

しゅうどう (〒040-0078) 北浜町1-9 40ｰ2299 (株)秀道 29 H26.10.1

あい美原 (〒041-0806) 美原3-13-32 83-6166 社福)心侑会 25 H27.4.1

あい日吉 (〒041-0841) 日吉町2-22-12 30-7011 社福)心侑会 25 H27.4.1

アニー (〒041-0832) 神山3-16-13 84-8256
(有)ケアマネジメント
オフィス・アニー

29 H29.6.16

ぱるむ (〒040-0851)本通4-3-21 31-4500 （株）ＫＧぷらす 29 H29.9.1

のべる手 (〒041-0853) 中道2-26-29 33-7887 (株)のべる手 29 H31.4.1

メイフェア日吉 (〒041-0841) 日吉町3-7-23 85-8125 (株)メイフェア 29 R1.8.1

ぱるむⅡ (〒042-0923) 志海苔町300-4 58-2030 （株）ＫＧぷらす 25 R2.2.1

あんじゅう日の出 (〒040-0022) 日乃出町3-9 30-6633 (株)あんじゅう 29 R2.8.1

なでしこ (〒040-0062) 大縄町20-19 45-7111 社医)高橋病院 25 R3.4.1

のべる手サテライト (〒041-0853) 中道2-19-31 30-1551 (株)のべる手 18 R3.11.1

海翔 (〒041-1611) 川汲町586-1 84-1277 （株）ＫＧぷらす 29 R4.6.1

グッドケア・松風 (〒040-0035) 松風町13-15 27-1800 社福)創生会 29 R5.4.1

７　認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）　

区分 定員

施設名 (名)

ｼﾙバｰビﾚｯジ函館あいの里 (〒041-0803) 亀田中野町278-34 47-4331 社福)函館光智会 17 H12.4.1

ｼﾙバｰビﾚｯジ函館あいの里･泉 (〒041-0803) 亀田中野町278-53 47-4331 社福)函館光智会　　　　　 18 H12.4.1

街 (〒040-0012) 時任町35-3 33-1317 医療)大庚会 9 H13.3.28

ききょう (〒041-0801) 桔梗町557 47-8033 社福)敬聖会 36 H13.4.26

よろこびの家 (〒040-0041) 栄町16-16 23-2777 医社)向仁会　　 45 H13.8.31

あねもね (〒041-0841) 日吉町4-7-83 32-3223 特医)富田病院 18 H14.3.27

こんはこだて (〒040-0012) 時任町35-4 33-1234 社福)函館大庚会　　 9 H15.2.28

高丘 (〒042-0955) 高丘町53-8 36-7772 (有)ベストケアサービス 18 H15.2.28

第３やわらぎ (〒041-0801) 桔梗町379-48 47-7725 医療)やわらぎ会 18 H15.4.28

そよかぜ (〒040-0035) 松風町14-7 23-1130 (有)ウィズ 18 H15.7.18

施設名 　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日
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区分 定員

施設名 (名)

秋桜 (〒040-0043) 宝来町14-25 23-7228 社医)高橋病院 27 H15.8.26

のぞみ (〒041-0822) 亀田港町60-28 62-5550 (有)ウジャト 18 H16.4.14

おもひで (〒041-0835) 東山3-2-4 32-5595 (有)ハマダコーポレーション 9 H16.9.30

さらさの杜 (〒041-1612) 安浦町364-2 25-5800 (有)北邦 18 H17.5.26

おもひで・懐 (〒040-0836) 山の手2-5-16 30-1122 (有)ハマダコーポーレーション 18 H17.10.7

かがやき (〒041-0811) 富岡町2-21-7 44-1515 (株)ノア 18 H17.11.29

のぞみ２号館 (〒041-0822) 亀田港町60-23 43-7001 (有)ウジャト 18 H18.2.15

よろこびの家茉景 (〒040-0003) 松陰町1-43 32-7070 医社)向仁会 18 H18.2.22

香雪園 (〒042-0955) 高丘町33-11 36-5500 (有)ベストケアサービス 18 H18.3.1

泰安の郷海願 (〒040-0061) 海岸町9-30 62-5577 (株)サポートライフ 18 H18.3.3

よろこびの家日吉 (〒041-0841) 日吉町3-20-25 33-0505 医社)向仁会 18 H18.3.8

よろこびの家住慶 (〒040-0046) 谷地頭町31-8 24-0808 医社)向仁会 18 H18.3.24

ニチイケアセンター函館桔梗 (〒041-0808) 桔梗3-22-10 34-5911 (株)ニチイ学館 18 H21.10.1

光風園 (〒040-0073) 宮前町11-8 83-7512 医療)鴻仁会 18 H22.4.30

凪と汐風 (〒041-0251) 小安町692-1 85-8562 (有)THEOGRAM 18 H22.11.29

まつかわ (〒040-0074) 松川町41-17 41-1300 医療)鴻仁会 18 H23.3.25

こん松濤 (〒040-0023) 宇賀浦町16-20 30-2277 医療)大庚会 18 H24.3.26

ふかせ (〒040-0074) 松川町30-12 41-1221 医療)鴻仁会 18 H24.3.30

はこだて乃木 (〒042-0943) 乃木町4-32 33-4480 日総ふれあいケアサービス（株） 18 H24.7.1

グース (〒041-0843) 花園町24-3 56-6730 日総ふれあいケアサービス（株） 18 H24.7.1

ひなた園 (〒042-0932) 湯川町2-16-1 36-1055 (株)メディカルオフィス・創健 18 H25.3.13

あねもね戸倉ヶ丘 (〒042-0953) 戸倉町15-10 59-6500 特医)富田病院 18 H25.3.26

恵 (〒041-0405) 川上町457-1 84-2383 (株)ＫＧぷらす 18 H25.3.29

にしぼり (〒041-0844) 川原町5-1 54-0015 一般社団法人　仁生会にしぼり 18 H26.4.1

にしぼり神山 (〒041-0832) 神山1-25-9 52-0247 一般社団法人　仁生会にしぼり 18 H26.4.1

あい戸倉 (〒042-0953) 戸倉町161-1 36-5700 社福)心侑会 18 H27.4.1

あい (〒041-0812) 昭和3-29-47 62-2246 社福)心侑会 27 H27.4.1

そよかぜ日好 (〒041-0841)日吉町4-12-18 56-8181 (有)ウィズ 9 H30.3.23

　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日
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区分 定員

施設名 (名)

白ゆり (〒041-0811) 富岡町1-23-12 44-7200 (株)メディカルシャトー函館 18 R1.12.1

来夢 (〒040-0063) 若松町22-1 22-1717 (有)時館 18 R2.2.1

なでしこ (〒040-0062) 大縄町20-19 45-7045 社医)高橋病院 18 R3.4.1

グッドケア・日吉 (〒041-0841) 日吉町4-15-1 85-8066 社福)創生会 18 R4.7.1

グッドケア・鍛治 (〒041-0852) 鍛治2-35-22 33-5600 社福)創生会 18 R5.4.1

とみおか (〒041-0811) 富岡町1-51-20 43-5300 (株)テンダー 18 R6.5.1

ふるさと (〒041-0811) 富岡町1-54-17 43-8333 (株)テンダー 8 R6.5.1

まつかげ (〒040-0003) 松陰町15-5 33-5551 (株)テンダー 18 R6.5.1

８　地域密着型特定施設入居者生活介護　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

定員

(名)

平和の森美原 (〒041-0806) 美原3-53-30 47-8899 平和興産（株） 29 H22.11.1

こん (〒040-0011) 本町29-7 33-0777 社福)函館大庚会 29 H23.3.30

こうじゅ (〒040-0072) 亀田町7-1 41-5100 社福)函館鴻寿会 29 H25.3.25

花水季 (〒040-0041) 栄町7-4 22-8884 (株)清野 29 H25.4.12

ケアホームくうら (〒041-0844) 川原町1-3-1 87-2485 医社)くうら 29 H26.1.9

あい美原 (〒041-0806) 美原3-13-32 83-6165 社福)心侑会 29 H27.4.1

あい日吉 (〒041-0841) 日吉町2-22-12 30-7355 社福)心侑会 29 H27.4.1

白ゆり乃木 (〒042-0943) 乃木町4-53 30-3231 (株)メディカルシャトー函館 29 R1.12.1

フルールハピネスみなと (〒041-0821) 港町3-4-2 43-0033 (株)萌福祉サービス 29 R3.5.1

光風園 (〒040-0073) 宮前町11-8 83-7513 医療)鴻仁会 29 R3.7.1

グッドタイムホーム・日吉弐番館 (〒041-0841) 日吉町4-15-11 85-8754 社福)創生会 29 R4.10.15

グッドタイムホーム・日吉壱番館 (〒041-0841) 日吉町4-15-5 85-6012 社福)創生会 29 R5.2.1

グッドタイムホーム・松風 (〒040-0035) 松風町13-15 27-1800 社福)創生会 29 R5.4.1

９　地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護　

定員

(名)

福寿荘 (〒041-0802) 石川町191-1 46-1123 社福)函館仁愛会 20 H19.3.30

谷地頭緑蔭園 (〒040-0046) 谷地頭町23-5 26-7771 社福)純心福祉会 29 H26.3.28

こうじゅ (〒040-0072)亀田町7-1 41-5100 社福)函館鴻寿会 29 H28.4.1

サテライト　百楽園 (〒042-0955) 高丘町3-1 57-7418 社福)函館厚生院 29 H28.5.1

志 (〒041-0841) 日吉町4-12-19 53-1121 社福）結絆の会 29 H30.3.23

指定年月日

指定年月日

施設名 　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日
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１０　看護小規模多機能型居宅介護　

定員

(名)

恵 (〒041-0405) 川上町457-1 84-2383 (株)ＫＧぷらす　　　　 29 H25.3.29

谷地頭緑蔭園 (〒040-0046) 谷地頭町23-5 26-7772 社福)純心福祉会 29 H26.3.28

ひよしわとな (〒041-0841) 日吉4-12-18 52-1522 (有)ウィズ 29 H30.3.23

ＳＯＭＰＯケア函館昭和
看護小規模多機能 (〒041-0812) 昭和4-30-35 44-5800 ＳＯＭＰＯケア(株) 29 H30.7.1

てらす (〒042-0914) 上湯川町28-32 36-1001 （株）あんじゅう 29 R4.6.1

サテライトてらす（休止中） (〒040-0022) 日乃出町22-36 84-6230 （株）あんじゅう 18 R4.6.1

※介護保険施設等の最新情報は市指導監査課ホームページ参照。

施設名 　　　所在地 電話 設置および運営主体 指定年月日
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１　函館市が所轄庁となる社会福祉法人 　（令和７年７月１日現在）

法 人 名 住 所 代 表 者 認可年月日 電話番号

函 館 共 働 宿 泊 所
（〒042-0921）
新湊町261

越　前　典　洋 Ｓ27. 5. 8 58-4040

函 館 市 民 生 事 業 協 会
（〒040-0022）
日乃出町21-17

菊　野　時　生 Ｓ27. 5.17 51-5281

函 館 国 の 子 寮
（〒042-0958）
鈴蘭丘町38-7

柏　倉　　　 正 Ｓ34. 7.10 50-3267

奉 仕 会
（〒041-0812）
昭和3-15-10

豊　田　光　佐 Ｓ39. 3.28 42-6218

函 館 市 社 会 福 祉 協 議 会
（〒040-0063）
若松町33-6

大　槻　寅　男 Ｓ42. 1.24 23-2226

育 星 園
（〒040-0025）
堀川町30-3

松　本　　　 啓 Ｓ42.11. 7 51-8736

函 館 聖 パ ウ ロ 会
（〒040-0054）
元町15-13

木　村　悦　子 Ｓ46. 1.27 22-8558

貞 信 福 祉 会
（〒042-0941）
深堀町27-2

野　又　淳　司 Ｓ47. 1.14 33-0033

育 栄 会
（〒041-0834）
東山町118-194

亀　井　　　 隆 Ｓ47. 3.30 54-8916

ド ル カ ス 福 祉 会
（〒040-0001）
五稜郭町7-22

山　地　　　正 Ｓ47. 3.31 51-7664

函 館 若 葉 会
（〒040-0084）
大川町4-27

能　戸　　　彰 Ｓ52.11.28 43-8161

函 館 愛 育 会
（〒042-0914）
上湯川町45-29

大日向　豊　吉 Ｓ53.10.11 57-2586

函 館 カ リ タ ス の 園
（〒042-0916）
旭岡町78

若　山　　　直 Ｓ54. 7. 2 50-2121

函 館 松 英 会
（〒042-0915）
西旭岡町1-29-10

渡　邉　　　威 Ｓ54.11.27 50-2688

函 館 常 光 会
（〒041-0806）
美原3-31-6

高　野　吉　孝 Ｓ55.12.15 46-9923

函 館 幸 成 会
（〒041-0801）
桔梗町435-28

廣　正　賢　治 Ｓ56. 8.20 47-1113

函 館 一 条
（〒042-0916）
旭岡町19-29

尾　形　永　造 Ｓ57.10.29 50-3777

函 館 仁 愛 会
（〒041-0802）
石川町191-1

蒲　池　珠　實 Ｓ57.11.18 46-1123

恵 山 恵 愛 会
（〒041-0523）
柏野町117

菅　　　龍　彦 Ｓ58.12.6 85-2893

戸 井 福 祉 会
（〒041-0252）
釜谷町605-1

柏　原　美　之 Ｓ62.11.6 82-3535

函 館 松 寿 会
（〒040-0077）
吉川町3-16

村　上　幸　輝 Ｈ 2. 5.23 45-5250

函 館 つ く し っ こ 会
（〒041-0803）
亀田中野町57-15

髙　津　知　子 Ｈ 5. 1.22 46-8874

函 館 光 智 会
（〒041-0803）
亀田中野町278-34

林　崎　光　弘 Ｈ7. 3.31 47-4331

敬 聖 会
（〒041-0801）
桔梗町557

森　　　喜美子 Ｈ8.10. 24 46-8255

社会福祉法人一覧
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法 人 名 住 所 代 表 者 認可年月日 電話番号

函 館 鴻 寿 会
（〒040-0072）
亀田町7-1

上　山　　　剛 Ｈ11. 9.29 41-5100

函 館 恭 北 会
（〒042-0903）
東畑町141-13

富　田　恒　一 Ｈ11. 3. 5 58-1985

函 館 元 町 会
（〒040-0012）
時任町1-2

高　橋　　　 肇 Ｈ12. 9. 8 78-1230

か い せ い
（〒040-0071）
追分町5-23-2

松  田  由美子 Ｈ14. 3.12 40-8989

禎 人 会
（〒042-0912）
中野町74-1

漆　嵜　照　政 Ｈ14. 7.19 58-2000

函 館 大 庚 会
（〒040-0035）
松風町18-15

今　　　　　  均 Ｈ14.12.27 27-0077

函 館 緑 風 会
（〒041-0262）
古川町441-3

出  野  富司郎 Ｈ25. 4.　1 58-3776

心 侑 会
（〒041-0822）
亀田港町56-12

廣　瀬　隆　之 Ｈ25. 5.31 62-3377

函 館 恵 愛 会
（〒042-0941）
深堀町22-42

佐　古　一　夫 Ｈ26. 3.28 54-7878

函 館 博 栄 会
（〒042-0932）
湯川町2-32-6

三　上　昭　廣 Ｈ26. 9.26 59-1156

結 絆 の 会
（〒041-0841）
日吉町4-12-19

葛　西　宣　彰 Ｈ29. 4.　1 53-1121

函 館 カ ト リ ッ ク
社 会 福 祉 協 会

（〒040-0022）
日乃出町27-3

林　　　敏　雄 Ｓ39. 3. 4 76-0297

法 人 名 住 所 代 表 者 認可年月日 電話番号

函 館 厚 生 院
（〒040-0011）
本町34-8-1

髙　田　竹　人 Ｓ27. 5.17 51-9588

函 館 共 愛 会
（〒040-0073）
宮前町33-11

種　田　貴　司 Ｓ9.11.16 55-3366

函 館 緑 花 会
（〒042-0932）
湯川町1-31-1

坂　本　徳　廣 Ｓ45.12.15 77-6446

つ ぐ み 園
（〒041-0852）
鍛治2-3-9

佐々木　正　人 Ｓ51. 9.27 54-6206

函 館 杉 の 子 園
（〒040-0011）
本町9-23

長谷川　祥　子 Ｈ10. 9.16 51-7561

純 心 福 祉 会
（〒040-0046）
谷地頭町23-5

福　田　庄　作 Ｈ25. 9.　5 26-7771

法 人 名 住 所 代 表 者 認可年月日 電話番号

北 海 道 社 会 事 業 協 会 （〒060-0004）
札幌市中央区北4西6-1-1

吉　田　秀　明 Ｓ27. 5.17
（011）

221-0611

侑 愛 会
（〒049-0101）
北斗市追分7-8-9

祐　川　暢　生 Ｓ38. 6.17 49-2581

ろ う ふ く 会
（〒060-0041）
札幌市中央区大通東4-5-1

古　川　隆　之 Ｓ43.12.28
（011）

210-0181

創 生 会 （〒811-0206）
福岡市東区雁の巣1-7-25

伊　東　慎太郎 Ｓ47. 4. 17
（092）

607-1111

※各法人の決算状況は，独立行政法人福祉医療機構のホームページで公開しています。

２　函館市内の社会福祉法人で北海道が所轄庁となるもの

３　函館市外の社会福祉法人で函館市内に社会福祉施設を有するもの
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